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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午前10時06分 開会 

○議長（佐藤高清君） ただいまより平成25年第３回弥富市議会定例会を開会いたします。 

 これより会議に入ります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（佐藤高清君） 日程第１、会議録署名議員の指名をします。 

 会議規則第 88 条の規定により、伊藤勝巳議員と川瀬知之議員を指名いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第２ 会期の決定 

○議長（佐藤高清君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。 

 第３回弥富市議会定例会の会期を、本日から９月20日までの25日間といたしたいと思いま

すが、御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤高清君） 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から９月20日までの25日間と決定しました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第３ 諸般の報告 

○議長（佐藤高清君） 日程第３、諸般の報告をします。 

 地方自治法の規定により、弥富市長から平成24年度の健全化判断比率及び資金不足比率の

報告書が、監査委員から例月出納検査及び定期監査の結果報告書が提出され、その写しを各

位のお手元に配付してありますので、よろしくお願いをいたします。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第４ 報告第２号 専決処分の報告について 

○議長（佐藤高清君） 日程第４、報告第２号を議題とします。 

 地方自治法第180条第２項の規定により、長に委任した専決処分については、各位のお手

元に配付してあります文書をもって報告にかえさせていただきます。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第５ 同意第３号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 日程第６ 同意第４号 教育委員会委員の任命について 

 日程第７ 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について 
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○議長（佐藤高清君） この際、日程第５、同意第３号から日程第７、諮問第２号まで、以上

３件を一括議題とします。 

 服部市長に、提案理由及び推薦理由の説明を求めます。 

 服部市長。 

○市長（服部彰文君） おはようございます。 

 平成25年第３回弥富市議会定例会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

 議員各位におかれましては、公私とも極めて御多忙の中を御出席賜りまして、厚く御礼を

申し上げます。 

 本定例会におきまして、まず初めに提案し御審議いただきます議案は、同意２件、諮問１

件でございまして、その概要について御説明申し上げます。 

 同意第３号固定資産評価審査委員会委員の選任につきましては、横井徹氏が平成25年９月

26日任期満了のため、その後任者として、弥富市東蜆二丁目64番地、横井徹氏を引き続き選

任したいので、地方税法第423条第３項の規定により議会の同意を求めるものであります。 

 次に同意第４号教育委員会委員の任命につきましては、鈴木由美氏が平成25年９月30日任

期満了のため、その後任者として、弥富市東中地二丁目107番地、鈴木由美氏を引き続き任

命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により議会の

同意を求めるものであります。 

 次に諮問第２号人権擁護委員候補者の推薦につきましては、早川クニ子氏が平成25年12月

31日任期満了のため、その後任の候補者として、弥富市鍋平二丁目95番地、佐藤忠氏を推薦

したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定により議会の意見を求めるものでございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） お諮りします。 

 本案３件は継続議会で審議したいと思いますが、御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤高清君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案３件は継続議会で審議することに決定しました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第８ 議案第42号 弥富市子ども・子育て会議条例の制定について 

 日程第９ 議案第43号 平成25年度弥富市一般会計補正予算（第３号） 

 日程第10 議案第44号 平成25年度弥富市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第11 議案第45号 平成25年度弥富市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 日程第12 議案第46号 平成25年度弥富市介護保険特別会計補正予算（第１号） 
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 日程第13 認定第１号 平成24年度弥富市一般会計歳入歳出決算認定について 

 日程第14 認定第２号 平成24年度弥富市土地取得特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第15 認定第３号 平成24年度弥富市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

 日程第16 認定第４号 平成24年度弥富市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 日程第17 認定第５号 平成24年度弥富市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第18 認定第６号 平成24年度弥富市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

 日程第19 認定第７号 平成24年度弥富市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

○議長（佐藤高清君） この際、日程第８、議案第42号から日程第19、認定第７号まで、以上

12件を一括議題とします。 

 服部市長に提案理由の説明を求めます。 

 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 次に提案し御審議いただきます議案は、条例議案１件、予算関係議案

４件、決算認定議案７件でございまして、その概要につきまして御説明申し上げます。 

 議案第42号弥富市子ども・子育て会議条例の制定につきましては、子ども・子育て支援法

の制定に基づき、子ども・子育て支援事業計画を作成するに当たり、その審議を行う弥富市

子ども・子育て会議の設置に関し必要な事項を定める条例を制定するものであります。 

 次に議案第43号平成25年度弥富市一般会計補正予算（第３号）につきましては、歳入歳出

それぞれ7,315万6,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を138億6,835万9,000円とし、債務

負担行為及び地方債の補正を計上するものであります。 

 歳出の主な内容といたしましては、民生費におきまして、障害者自立支援給付費国庫負担

金過年度分返還金742万4,000円、母子生活支援施設措置費400万円、療養給付費負担金過年

度分1,121万3,000円。 

 農林水産業費におきましては、経営体育成支援事業補助金300万円、土地改良事業補助金

2,310万円。 

 土木費におきましては、道路区画線設置工事請負費1,300万円であります。 

 これらに対する主な歳入といたしましては、前年度繰越金２億1,167万5,000円、普通交付

税1,828万7,000円、国民健康保険特別会計からの繰入金1,546万5,000円、介護保険特別会計

からの繰入金719万6,000円、県からの農業振興対策事業補助金300万円を増額計上する一方、

財政調整基金繰入金１億531万1,000円、市債の臨時財政対策債8,000万円を減額するもので
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あります。 

 次に議案第44号平成25年度弥富市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につきまして

は、歳入歳出それぞれ２億284万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を44億5,284万9,000

円とするものであります。 

 歳出の主な内容といたしましては、一般被保険者療養給付費4,700万円、一般被保険者高

額療養費2,000万円、国民健康保険支払準備基金積立金5,000万円、国庫負担金過年度分返還

金5,389万1,000円、一般会計への繰出金1,546万5,000円であります。 

 これらに対する歳入といたしましては、その他繰越金２億3,284万9,000円を増額計上する

一方、国民健康保険支払準備基金繰入金3,000万円を減額するものであります。 

 次に、議案第45号平成25年度弥富市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につきま

しては、前年度保険料等の納付状況に伴い、保険料等負担金過年度分等を計上し、歳入歳出

予算の総額を４億2,433万9,000円とするものであります。 

 次に議案第46号平成25年度弥富市介護保険特別会計補正予算（第１号）につきましては、

保険事業勘定において介護保険支払準備基金積立金、前年度保険給付費の額の精算に伴い、

支払基金交付金の返還金等を計上し、歳入歳出予算の総額を24億9,452万8,000円とするもの

であります。 

 次に、平成24年度各会計の決算認定についてであります。 

 我が国の経済は、東日本大震災からの復興需要や政策効果があらわれ出たこと等により、

夏場にかけて回復に向けた動きが見られました。しかし、その後世界経済の減速等を背景と

して、輸出や生産量が減少するなど、景気は弱い動きとなり、底割れが懸念される状況とな

りました。こうした状況に対し、政府は日本経済再生に向けた緊急経済対策を策定し、長引

く円高・デフレ不況から脱却し、雇用や所得の拡大を目指すことにしています。しかしなが

ら、景気が急速に回復することは考えにくい状況でもあります。 

 このような状況の中、継続中の基盤整備事業、多様な住民要求に応えるべく、課題事業等

を推進するために、今後とも限られた収入をより効率的に執行してまいります。 

 平成24年度決算は、弥富市としての７回目の決算でございますが、厳しい財政状況の中、

所期の目的をほぼ達成することができましたことは、市議会議員の皆さんを初めといたしま

して、市民の皆様方の御理解、御協力によるものであり、深く感謝申し上げる次第でござい

ます。 

 認定第１号平成24年度弥富市一般会計歳入歳出決算認定につきましては、予算現額152億

5,754万5,000円、これに対する歳入決算額152億2,227万8,918円で、収入率は99.8％、歳出

決算額145億8,385万7,606円で、執行率は95.6％となりました。 

 歳入におきましては、前年度と比べ市税全体では3,951万円の減額となりました。その内
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訳は、法人市民税が3,056万円、固定資産税が7,421万円、市たばこ税が1,265万円の減額と

なる一方、個人市民税が7,591万円、軽自動車税が198万円の増額となりました。市税以外の

主なものでは、普通交付税が６億5,738万円交付され、歳入全体では前年度に比べ4.4％、６

億3,647万円の増額となりました。 

 一方、歳出におきましては、第１次総合計画で定めた事項を政策目標として、市民の一体

感の醸成、市民サービスの低下を招くことのないよう努めてまいりました。 

 総務関係では、新庁舎建設事業推進のため、地質調査や基本設計業務を完了いたしました。

また、コミュニティバスの運行事業においてアンケート調査等を実施し、課題・問題点を整

理し、運行の改善方策を検討してまいりました。 

 福祉・保健関係では、中学校卒業までの子供医療費自己負担分の全額助成制度と、妊婦健

康診査の公費負担回数14回を継続するとともに、白鳥保育所の改築事業に必要な用地を確保

し、保育環境整備に取り組み、少子化対策、子育て支援を図ってまいりました。また、子宮

頚がん予防、ヒブ・小児用肺炎球菌ワクチンの任意予防接種を県と連携し、引き続き実施い

たしました。 

 環境関係では、住宅用太陽光発電施設の導入に対する補助制度を継続し、新エネルギー・

省エネルギーの推進により地球温暖化防止に努めてまいりました。また、ごみの不法投棄対

策として監視カメラによる監視を行うなど、不法投棄を許さないまちづくりに努めました。 

 農業関係では、湛水防除、緊急農地防災事業における排水路・排水機場の整備のほか、農

地・水保全管理支払事業の推進など農業基盤整備に努めました。 

 土木関係では、道路利用者の安全対策として、六條鮫ケ地線、中央幹線道路の歩道整備事

業を行い、歩行者・自転車利用者の安全対策を推進してまいりました。 

 防災関係では、栄南地区に津波、高潮に対しての防災機能を持った南部防災センターを整

備いたしました。 

 教育関係では、（仮称）第２桜小学校建築工事、弥生小学校プール床補修工事、桜小学校

プール等改修工事、弥富北中学校受水槽・職員トイレ等改修工事、各小・中学校の教室の窓

ガラスへ飛散防止フィルムを貼付する業務委託など教育環境の整備に努めるとともに、英語

教育の充実を図るため、外国人英語指導助手を引き続き配置いたしました。 

 社会教育施設関係では、中央公民館舞台音響装置取りかえ工事、図書館電算システムの更

新、また体育施設面では、市立武道場改修工事、市民プール改修工事など、快適で安全な施

設の整備を行いました。 

 また認定第２号平成24年度弥富市土地取得特別会計歳入歳出決算認定につきましては、歳

入歳出決算額ともに6,528万3,804円でありまして、各事業計画に基づいて公共用地を先行取

得するものでありますが、土地取得特別会計所有の土地を一般会計で買い戻し、その同額を
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一般会計に繰り入れる措置により、また公共用地の先行取得等により前年度に比べて大幅な

増額となりました。 

 次に認定第３号平成24年度弥富市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につきましては、

歳入決算額43億8,334万8,458円、歳出決算額41億5,049万7,478円であります。 

 高齢化の進展等によりまして医療費の増大が続く中、厳しい財政運営が引き続いています

が、支払準備基金の取り崩しを行わず財政運営を維持できましたことは、皆様方の御協力に

よるものと深くお礼を申し上げます。 

 次に認定第４号平成24年度弥富市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につきまして

は、歳入決算額３億9,338万5,939円、歳出決算額３億6,974万5,302円であります。 

 次に、認定第５号平成24年度弥富市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につきましては、

保険事業勘定において歳入決算額23億66万4,446円、歳出決算額22億3,285万2,928円、サー

ビス事業勘定において歳入決算額2,903万7,286円、歳出決算額2,496万8,067円でありまして、

介護保険制度の趣旨が市民の皆様に十分浸透し、認定事業及び施設・在宅等の介護サービス

を順調に実施することができました。 

 次に認定第６号平成24年度弥富市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につきまし

ては、歳入決算額８億1,759万5,582円、歳出決算額７億8,361万9,520円でありまして、弥富

北西部地区、十四山北部地区、十四山南部地区、広大海地区、鍋田地区及び十四山西部地区

の施設の維持管理費を執行するとともに、十四山東部地区の管路及び処理施設の設計業務委

託、並びに管路工事及び処理施設の建設工事を進めました。 

 次に認定第７号平成24年度弥富市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につきまして

は、歳入決算額８億602万2,421円、歳出決算額７億5,638万7,991円でありまして、前ケ須、

前新田、平島、鎌島、三稲及び狐地地区の管路布設工事等の面整備事業を引き続き積極的に

進めました。 

 平成24年度弥富市決算を、地方自治法第233条第３項の規定により、監査委員の意見をつ

け、議会の認定を求めるものであります。 

 以上が提案する議案の概要でございますが、議案の詳細につきましては、民生部長から説

明いたしますので、よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 議案は担当部長に説明させ、補正予算及び決算は説明を省略させます。 

 山田民生部長。 

○民生部長兼福祉事務所長（山田英夫君） 議案第42号弥富市子ども・子育て会議条例の制定

について、御説明申し上げます。 

 １枚はねていただきまして、弥富市子ども・子育て会議条例、第１条、設置についてでご

ざいますが、この条例は、子ども・子育て支援法第77条第１項の規定に基づき、弥富市子ど
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も・子育て会議を置くものでございます。 

 第２条、組織についてでございますが、委員15人以内で組織し、委員の任期を２年とする

ものでございます。 

 第３条、会長についてでございますが、子ども・子育て会議に会長を置き、委員の互選に

より定めるものでございます。 

 第４条、会議についてでございますが、子ども・子育て会議は会長が招集することとし、

半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことや議決をすることができない規定でござ

います。 

 第５条、庶務についてでございますが、子ども・子育て会議の庶務は、民生部児童課にお

いて処理する規定でございます。 

 １枚はねていただきまして、裏側ですが、附則第１項、この条例は平成25年10月１日から

施行する。第２項、子ども・子育て会議の委員の報酬を日額5,000円とし、弥富市特別職の

職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正するものでございます。以

上でございます。 

○議長（佐藤高清君） お諮りします。 

 本案12件は継続議会で審議したいと思いますが、御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤高清君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案12件は継続議会で審議することに決定しました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第20 発議第２号 決算特別委員会の設置について 

○議長（佐藤高清君） 日程第20、発議第２号を議題とします。 

 本案は議員提案でありますので、提出者の佐藤博議員に提案理由の説明を求めます。 

 佐藤博議員。 

○１５番（佐藤 博君） 発議第２号決算特別委員会の設置について、提案をさせていただき

ます。 

 平成24年度一般会計及び各特別会計の決算審査を行うに当たり、地方自治法第109条及び

弥富市議会委員会条例第６条に基づきまして、お手元に配付いたしましたとおり、委員定数

９名をもって決算特別委員会を設置するものであります。よろしく御審議のほどお願い申し

上げます。 

○議長（佐藤高清君） これより質疑に入ります。 

 質疑の方、ありませんか。 

             〔挙手する者なし〕 
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○議長（佐藤高清君） 質疑なしと認め、討論に入ります。 

 討論の方、ありませんか。 

             〔挙手する者なし〕 

○議長（佐藤高清君） 討論なしと認め、採決に入ります。 

 本案は、原案どおり可決することに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤高清君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案どおり可決されました。 

 ただいま設置された決算特別委員会の委員の選任は、委員会条例第８条第１項の規定によ

り、お手元に配付した名簿のとおり指名したいと思いますが、御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤高清君） 異議なしと認めます。 

 よって、名簿のとおり選任することに決しました。 

 なお、正・副委員長も名簿のとおりですので、よろしくお願いをいたします。 

 以上をもちまして、本日の議事日程は全部終了しましたので、本日の会議はこれにて散会

といたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午前10時30分 散会 

 

 本会議の顛末を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

          弥富市議会議長  佐 藤 高 清 

 

 

            同  議員  伊 藤 勝 巳 

 

 

            同  議員  川 瀬 知 之 
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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午前10時00分 開議 

○議長（佐藤高清君） おはようございます。 

 会議に先立ちまして、報告をいたします。 

 西尾張ＣＡＴＶより、本日及び明後日の撮影と放映を許可されたい旨の申し出がありまし

た。よって、弥富市議会傍聴規則第９条の規定により、これを許可することにいたしました

ので、御了承をお願いいたします。 

 質問、答弁をされる皆さんは努めて簡潔・明瞭にされるようお願いをいたします。 

 ただいまより継続議会の会議を開きます。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（佐藤高清君） 日程第１、会議録署名議員の指名をします。 

 会議規則第88条の規定により、鈴木みどり議員と那須英二議員を指名します。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２ 一般質問 

○議長（佐藤高清君） 日程第２、一般質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 まず大原功議員、お願いします。 

○１８番（大原 功君） じゃあ、通告に従ってお聞きいたします。 

 まず、民生部長に聞くけれども、代行料について、どのようなことを運輸局から聞かれた

のか、説明してください。 

○議長（佐藤高清君） 大木副市長。 

○副市長（大木博雄君） 済みません、ちょっと全般にわたり先に説明をさせていただきます。 

 まず、大原議員に深く感謝を申し上げなければならないとまず思っております。今まで質

問いただきましたグループホームに関して、議員から御指摘、また６月議会で一般質問をい

ただき、今回も一般質問をいただくということで、たくさん御質問、御指摘をいただいてお

ります。 

 当グループホームにつきましては、平成16年７月、愛知県の指定を受けてスタートをして

おります。当施設に対する指導・監督につきましては、当初、愛知県が実施をしておりまし

た。その後の平成18年４月から地域密着型の施設として分離されまして、同施設は弥富市が

指定・指導を行うことになりました。しかしながら、議員から御指摘をいただくまで、弥富

市が実地指導、監査を行う立場にあるということにつきまして認識していなかったことにつ

きまして、深くおわびを申し上げます。 
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 また、冒頭で申し上げましたように、当施設の実態について、議員から御質問いただいた

ことが、他の施設を含め今後の弥富市の指定地域密着型介護サービス施設に対する指導を適

切に行い、利用者の皆さんに安心して御利用いただける施設にしていかなければならないと

改めて意を新たにしたところでございまして、そうしたきっかけになることにつきまして厚

く御礼を申し上げます。 

 当施設に対しましては、早速、御指摘をいただいておりました代行料の請求、それから運

営規程、それから重要事項説明書を初め施設全般にわたりまして、ことしの２月１日、実地

指導、それと６月21日に監査を行いました。 

 厚生労働省令に、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、それから運営に関する基

準がございます。この中に、事業の運営規程及び利用申込者のサービスの選択に資すると認

められる重要事項説明書を事業所の見やすい場所に掲示することとなっております。介護サ

ービス以外の料金を請求する場合ですが、この運営規程と重要事項説明書の中に、その旨を

記載する必要があります。しかし、運営規程及び重要事項説明書の中には、その旨の記載が

ありませんでしたので、記載のない料金を利用者に請求することはできないものというふう

に思っております。したがって、記載のない料金について、全て利用者に返還をするように

指示させていただきました。 

 また、協力医療機関以外への付添料、それと本人にかわって行う例えば銀行手続などの代

行料、それと高速道路の通行料の実費、あるいは10キロメートルを超える車のガソリン代な

どの実費などの介護サービス以外の料金請求の仕方が、代行料という項目の中に一括して記

載してありましたので、誤解を招きやすい様式になっているということで、是正をするよう

に指示いたしております。 

 また、利用者からいただく同意書の書き方が、御指摘のように一部の協力医療機関に誘導

するような書き方になっておりましたので、これについても是正するように指示をいたして

おります。 

 今後におきましても、当施設については厳しく指導・監督をしてまいりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。本当にありがとうございました。 

○議長（佐藤高清君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） 民生部長、代行料については、ここに書いてあるように、これ一般

質問、書いてあるな。ここに書いてあるように民生部長は、介護保険法による指定を受けて

いるので無許可ではないというふうに答えておるわけだ。 

 私、中部陸運局に行きました、直接ね。この中部陸運局は、輸送の許可をグループホーム

は受けていないということで、平成25年９月２日午後４時１分に下平さんという担当の方に

お尋ねしました。そしたら、まだ介護保険から申請は出ておりませんと。ただ、今の代行料
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というのは運輸局には全く関係ないと。これは運輸局が許可をしていないから、代行料とい

うあれには当たらないということ。意味が全然違うの。 

 ここにグループホーム森津、介護輸送許可を受けていますかということで聞いたわけだ。

受けていないと。代行料の件は、陸運局の許可を受けておりませんので、代行料は運輸局の

関係に当たりません。これは、外ということね。許可を受けていない人だから、運輸局で代

行料を決めることはできませんということ。運輸局で許可を受ければ、輸送、運賃許可、こ

ういうのを全部出すらしいんだね。だから、めちゃくちゃに代行料を取っていかんわけね、

運賃になりますから。こういうふうなの。だから、あなたが言う代行料は、今の輸送に関し

ては関係ないと向こうは言っておるわけね。あなたは、許可を受けておるから大丈夫だとい

う話だけど。 

 それからこれには、ここには平成23年の７月１日に書いてあるわけね。ここには医療機関

がずうっと書いてあるわけだ。ここに海南病院も書いてあるわけだ。海南病院と書いてある

がね、ここに。同意書に書いてないといったって、原本のほうが先なんだな。 

 それで今の会社の定款を見ると、介護の輸送のあれはあるんだね、するという目的はある

わけ。でも目的はあっても、そこには免許が要るわけね。例えばうちなんかだと、不動産を

やっておるわけね。不動産だと、不動産をやりたいといったって、不動産宅建免許がないと

事業はできないわけね。登録はできますよ、定款にはね。幾らでも定款はできます。だけど

事業の許可というのがないから、運輸局は、代行料についてはうちには該当しないというこ

となんです。この辺のところはどう。 

○議長（佐藤高清君） 山田民生部長。 

○民生部長兼福祉事務所長（山田英夫君） 当該グループホームのまず「代行料」、それから

「付添料」という、こういう２つの言葉が出てまいりますが、グループホームにおきまして

は同意書の中で、代行料というのはあくまでも、市町村役場、銀行、郵便局、社会保険事務

所などの手続の代行ということで、職員がそれぞれのところに本人にかわって出向いて代行

をやった場合、１回500円という代行料、これが代行料だというふうに思っています。 

 それから、付添料ということで、ここの中にも昼間は１時間1,000円とか１時間1,500円と

いう記載がございます。そういったものも請求書には確かに合算して代行料という形で請求

がなされておりますけれども、これにつきましてはあくまでも付添料ということで、代行料

ではないということで最初に申し上げて、６月５日に国土交通省中部運輸局自動車交通部の

旅客第二課のほうへお邪魔をいたしました。ここの中で、グループホームは代行料と言って

おるわけでございますが、私のほうは付添料の間違いだと思っておるんですが、そこの中に、

運賃は入っているかいないのかということを証拠書類、職員の給料の明細とか、そういった

ものをお見せして、ここの付添料の中に運賃というものが入っておるかということをお尋ね
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申し上げました。 

 結論的に申し上げますと、ここの介護保険の中の、それぞれ介護をしてみえる方の人件費

の自己負担分ということで、それぞれ例えば給料を20万円持っておれば、１時間当たりにす

ると1,300円ぐらいですけど、1,000円とか、そういったものについてほぼ一致するので、こ

この中に運賃は入ってはいないという見解をいただいておりますので、運賃に入っていない

ということであるとするなら、道路運送法による許可や登録は必要ないというふうに伺って

おります。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） ８月20日の日だったかな、全協があって今の進捗状況があったとき

に、代行料は１時間1,000円というふうにあなたは言っておるわね。全協で皆さん全員聞い

ておるんやない。代行料１時間1,000円、それから付き添いのスタッフ、これは１時間1,500

円とか1,000円と言っておるでしょう。そういうやつを皆さんもらったんじゃないの。そこ

には代行料１時間とあなたは言っておるがね。その代行料が今になったら、それは代行料で

はないと、従業員の給料だと言う、一体これはどれなんだ。あなたね、うそばかり言ってお

ったらいかん。 

 同意書の中には、提供医療機関、河野医師の診察を受けた者については無料ということに

なっておるんだと思うけどね、送迎10キロ以内。この河野医師まで行くのには、最低でも20

キロ以上かかるんだ。こんなところ20キロのところ、どうして10キロが無料ということが書

いてある。海南病院なんていうのは3.1キロぐらいしかないんだ。遠回りしても3.9キロしか

ないわけだ。そうすると無料範囲にあるわけ。 

 それともう１つは、皆さんはまだわからんと思うけれども、これは平成15年につくってあ

るやつね。これはなぜかというと、私のところが、あのグループホームをつくるときに、調

整区域ですから、農業法第３条から５条、今の議長は知っておるな、農業委員長をやってお

るからわかるけど、これによって、第３条について、こういうところにつくりますよという

こと、除外書をお願いしますと。開発部長も御存じだと思うけどね。それによって県がこう

いうところにつくるということで、いわゆる目的を出すわけね。目的を出すと、その目的を

出して県はいいよというふうになると、今度は弥富の農業委員会に第４条というので出して

おるわね。第４条をもらうと、今度は第５条というので県のほうに再度出して、県のほうか

ら今度は新たに、こういうところでもいいですよということを認められるわけね。順序はち

ょっと違うかもわからんけど、大体がそういうふうだね、おおむね。 

 このときに、このグループホームをつくるときに、これ書いてあるでしょう、意見書。意

見書は菅田がつくったやつ。私のところは事業計画を全部つくったやつ。つくったやつを自

分で書いてつくったわけ。ここの中にも海南病院が書いてあるわけだ。海南病院とか、藤田



－１７－ 

保健衛生大学病院と書いてあるわけ。これは今から10年近く前に書いてあるわけだ。 

 そして、同意書に10キロ以内無料と書いてあるけど、10キロ以内はどこまで言っておるの。

海南病院は10キロ以上ないの。ただここに、同意書の中に河野医師と書いてあるから、病院

の先生だと名前が書いてあれば、大体認知症の方、家族の方、こういう方はどっちかいえば

弱者に近い。そうなると、どうしても診てもらわないかん。そうすると、どうしてもこれに

同意の判を押すわけだ。これをつくったのは誰かといったら、河野医師はつくっていないと、

患者さんが直接つくったやつだとなると、こっちも患者さんが直接つくったやつね。それか

ら先ほど見せた、あなたたちがくれた隠しておったやつね。これ隠しておったがね、ずっと。

この間まで隠しておったでしょう。これをくれたがね。 

 これには書いてあるわけだな、市長。これは隠しておったわけだ。そういうことだがね。

私がこの間、全協で言ったときに、８月27日だな、そのときに本会議が始まる前に議運の委

員長から今の一般質問について順序を言われた。その中で、私が一番初めにやるんだから、

今の代行料についてはどういうふうになっている、これありませんかと、何回言った、２回

言ったね、多分。事務局、ちょっとしてもらえればわかるけど。３回目に私が今の代行料と

いう、こういうものはないかと言ったら、あんたは渋々に３回目にありますと言う。それま

で隠しておったわけだ。これは３月から言っておるわけね。 

 私の質問は大体、今まで聞くのについて調べながらしておるわけだ。市長の答弁でもおか

しいんだわ。こういうのはありません、ありませんと言ったが、今まで、あるんじゃないの。

市長も私に本会議では御指導いただきたいと言う。私の御指導が要るなら、市長をやめてほ

しい、はっきり言って。こうやって弱者をこんなことしておったら、弥富の市長は挨拶の中

でも、私を含めて約１万人近く見えるわけだ、認知症の方は全国で462万人、予備群を入れ

ると400万人、合わせて862万にという方が見えるわけだ。毎年毎年これはふえてくるわけ。 

 こういうことを私が言ったから初めて、先ほど言ったグループホームが70件で108万7,300

円ですかね、これだけの金額を戻したわけだ。あなたたちが指導してお金を返させる権利は

ないわけだ、悪うなかったら。違法しておるから、これは返したわけ。そうすると、今の

108万7,300円というのは、合計でしてあるけれども、これは代行料幾ら、それからスタッフ

は幾らを分けて言ってください。 

○議長（佐藤高清君） 大木副市長。 

○副市長（大木博雄君） まず、返金については、どうして返金しなきゃいかんかったかとい

うと、本来取れるんですが、重要事項説明書とか運営規程に記載がされていなかった。介護

保険サービス以外の例えば付添料だとか、行政の手続は無料なんですけれども、例えば銀行

に預金の出し入れをするだとか、それからその他官庁関係の手続、これについては無料なん

です。本来これは代行料なんですよね。今言いましたように、重要事項説明書とか運営規程
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にそういったことが記載されていなかったもんですから、これは取っちゃいかんということ

で返金をさせました。ですから、完全に取っちゃいかんものじゃなくて、載せてあれば取れ

たということで、とりあえず載せないということで、載せていなかったものについては一切

返せということにさせていただきました。 

 それで代行料という名目の中に、最初に私が説明させていただきましたけれども、病院へ

ついてという付き添い、これは病院に行ってから一緒に付き添って、利用者さんを窓口へ連

れていったり、お医者さんの前まで連れていったりと。こういうときに１時間幾らというこ

とで、これは代行料という名目の中に入っちゃっているけど、これは間違っているから直せ

ということで指示しましたが、これは付添料なんです。それと、代行は先ほどの銀行関係の

手続……。 

○１８番（大原 功君） あなたね、注意するけれども、この一般質問は通告どおりの名前が

あるので通告者にお願いしたい。こうなれば私どももこれから言うときに、これに補足して

ほかのことも聞きたくなりますから、それでもいいですか。 

○副市長（大木博雄君） とりあえず民生部長に答えさせますけど、その前にお願いします。 

 あと実費、運送料ではありませんけれども、例えば高速道路を使ったときの通行料、これ

は立てかえ金になると思うんですよ。それと10キロまでの運賃は取らないんですけど、ガソ

リン代の実費は10キロ超えたらいただきますよということで、これを超える、ガソリン代を

超えるような料金を取ったら道路運送法に抵触するだろうというのは見解としていただいて

おりますので、それとあと協力病院としてそれぞれ申請時、それから実際に開発許可かな、

それから農地法の許可をとるとき以外、終わってから県に申請を出しますよね。そのときに

協力病院として海南病院とかそういったのは記載がされております。同意書についても、そ

れから請求書についても非常に不明瞭だということで、これは実際に指示しましたので、ど

うぞよろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤高清君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） 今、副市長が言われるけれども、副市長は議会事務局長もやってい

たから、私もわからんところをよく議会の中で教えていただいたり、議運のあり方、それか

ら今の行政のあり方、委員会のあり方、かなりのものを教えていただいた。現在、それがで

きたから今こうやって質問でもきちっとできるようになったと思います。だから、副市長は

私の言うことはみんなわかっておる。私も知っておるし、副市長もこのことを知っておる。

これはなぜかというと、今言ったように議会事務局長をやられて、いろんなところへ私も議

長としてついていったり、いろんなことをしたり、ケーブルテレビをやりなさいということ

もやったり、委員会のこともテレビに映さないということも言った、いろんなこともあった

りして教えていただいた。そういう中で、今、このケーブルテレビは別ですけど、委員会の
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中でもテレビが映るようになって、それは弱者の方が、この３階で議会をやっているから、

これでは上がってこられない。だから、下のほうでテレビを見ていただくというためにやっ

てくださいよということでやったわけ。その金額は85万ぐらいじゃなかったかな、そう大し

た金額じゃなかった。ようけかかると言っておったけれども、テレビを映すだけだから、下

にね。 

 それはそれでいいけれども、実際にしてそういう介護のそこへ行く代行というのは、グル

ープホームから患者さんをそこまで送るのは義務なんだな、ここまでは。患者さんがそこで

次の医療機関、これは病院で入院したりなんかすると、介護保険は使えんと思うけれども、

民生部長どう、使えますか。 

○議長（佐藤高清君） 山田民生部長。 

○民生部長兼福祉事務所長（山田英夫君） 治療に伴う医療につきましては、介護保険とは別

のものだというふうに思っています。 

○議長（佐藤高清君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） そうすると、病院に入院しても介護保険は使えるということか。 

○議長（佐藤高清君） 山田民生部長。 

○民生部長兼福祉事務所長（山田英夫君） 先ほど申し上げましたように、医療に伴うものは

介護保険では使えないということでございます。 

○議長（佐藤高清君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） そうすると、当然使えんわけだけれども、そこの中でスタッフの付

き添いについては、介護というのは24時間患者さんを見る目的で介護をやるわけね。その人

が、事業者が別だで、代行で付き添いの方がやられるなら、これは当然別事業だからいいん

ですけれども、従業員がそこへ行って、当然その患者さんは24時間見ないかんわけだ。ただ、

病院へ行ったから病院のものは別だよと言っては、それだけのものを取っておる。先ほど言

った代行料、今の108万7,300円、これの分の内訳をあなた言ってちょうだい、一遍。この間

ちゃんと言ったでしょう、代行料1,000円とかそういうのを言ったから。 

○議長（佐藤高清君） 山田民生部長。 

○民生部長兼福祉事務所長（山田英夫君） 私がここに手元に持っておりますのは、保留の人

が１名ふえましたので、今71件になっております。合計で……。 

○１８番（大原 功君） 70件しか払ってないわね、この間から。 

○民生部長兼福祉事務所長（山田英夫君） 71件になりましたので、71件で109万800円を全て

返還されております。 

 そこの中の明細ということでございますが、あくまでもこれは先ほど言いましたように１

回500円の代行分の500円と、あと付添料ということが、１時間1,000円とか1,500円の付添料



－２０－ 

ということを代行料として請求書に記載がありましたので、その分全てについて先ほど言い

ました金額を返還させております。 

 明細につきましては、スタッフなのか代行料なのかということではなくて、それぞれ施設

がございまして、明細については月額とかそういうのはちょっとここには持ち合わせており

ませんので、もしあれでしたら、また後で報告させてもらいますけど。 

○議長（佐藤高清君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） あなた１時間1,000円という金額を決めておるでしょう。決めてお

れば、今の71件なら、この間したときには71件ですけれども、実際には１人不明ですから70

件の分で、何遍も言うように、先ほど言った金額、これだけだよという。そこの中で今の時

間ね、１時間1,000円というのを区別してあなたは私に説明したがね。議会の中でもそうい

う説明したでしょう。 

 その説明をしながら金額がこの金額は、例えば私なんかでもガスなんかやっておりますか

ら、供給設備と消費設備があるわけね。電気でもそうです。電話でもそうです。供給設備と

いうのは、メーターがあればメーターまでが供給設備、それから以後に入るものは消費設備

なんです。コンロが壊けた、いろんな壊けたのは消費設備。電話でもそうですね。電気でも

そうですね。電気をする、これは中電ですけれども、中電のメーターまでが中電がする供給

設備、それ以後のものについては、オール電化にしようが何にしようが、電気球が切れよう

が、これは消費設備なんです。だから、あなたが区別して分けたんだから、この分は1,000

円ですよということを分けたから、それだから聞いておるわけなんです。だから、その金額

が、通告する前にあなたは聞いたから、教えてくださいということで聞いたから、私は言っ

てあるわけだ。なぜそれがわからんの。説明してちょうだい。 

○議長（佐藤高清君） 山田民生部長。 

○民生部長兼福祉事務所長（山田英夫君） 申しわけございません、先ほども言いましたよう

に、この明細につきましては、それぞれ調べないとわからない部分もございますが、利用料

金等請求書の中に１行ございまして、そこの中には当該グループホームが代行料幾ら幾らと

いうことで記載されてございました。ここの分について、それぞれ毎月ある場合とない場合

がございますが、その分全てを先ほど副市長が申し上げましたように運営規程や重要事項説

明書に記載がなかったから、この部分の金額について全て返還をしなさいということで、施

設側はそれを返還されたということでございます。 

○議長（佐藤高清君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） ここにはこういう名目が、これは今ゼロですけど、代行料という名

目が書いてあるわけだな、請求書の中にね。だから、結局今の代行料が、ここを見ると１万

3,000円になっておるわけだな。だから、代行料が１万3,000円と書いてあるから、お客さん
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というか認知症の方の家族は代行料として払っておるというふうに思っておるわけね。スタ

ッフとして払っておると思っておらんわけだな。そうすると、ちゃんと１万3,000円という

内訳の説明をしなきゃいかんわけでしょう。物をお客さんに買ってもらうときには、消費者

保護法といって法律があります。その前には、料金を払っていただく前に、その金額が、こ

れこれは幾らですよと、そこに消費税とかこういうのを含みますよということを必ず消費者

に、消費者保護法というのがあります。ここの中には説明をしなきゃいかんと。それによっ

て事業者と消費者が円滑に、今の消費説明ができたり事業ができたりするわけ。こういうの

は国でもらうと、できておるわけね。 

 そうすると、あなたの今まで言っておったことが、先ほど言ったくれたやつね、これなん

かでも隠しておったわけだ。そうすると、これは公務員法、そういうのにまで違反にならん

のかなるのか、偽証にはなるのかならんのか、一遍あなたにちょっと聞きます。 

○議長（佐藤高清君） 山田民生部長。 

○民生部長兼福祉事務所長（山田英夫君） 先ほど大原議員が重要事項説明書を隠しておった

のではないかということでございますが、そういったことは一切私はないというふうに断言

できます。 

 それから、この１万3,000円の明細を申し上げてもよろしいでしょうか。 

 この１万3,000円、請求書には代行料と書いてございましたが、これは付添料ということ

で請求書の下側のところに、これは平成24年の２月10日付の利用料金等の請求書、当該グル

ープホームが出しておる請求書の中で、そこの中に１行、代行料として１万3,000円という

記載が確かにございました。そこの一番下の備考欄のところに書いてございますが、代行料

は、これは１月分ですので、24年の１月５日、１月10日、１月12日、１月26日の海南病院に

行かれたものが、１時間1,000円だったり、そういうのを積み重ねて１万3,000円ということ

で、では１万3,000円の内訳について、ちょっと時間がかかりますが申し上げてもよろしい

でしょうか。 

 まず、１月５日でございますが、このグループホームの施設の自動車の運転記録というも

のがございまして、職員が運転をいたしまして、もう１つ、個人記録から、運転手ともう１

名付き添って、行き先が海南病院に行っております。この時間が９時15分から11時15分の２

時間……。 

○１８番（大原 功君） それはいいんだわ。私が聞いておるのは、３月と６月に言ったとき

に、あなたの答弁が全然違うから、こういう紙をこの間出したから、こういうことについて

は偽証にならんかということ。こういうのがあって、23年にもうこれをあなたが持っておる

ということなんだ、私から言わせるとね。そうすると、このものを持っておって、あなたが

代行料ではないと、ここの医療機関には入っておりませんと言うんだけど、そこに医療機関
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として海南病院が書いてあるがね、それを聞いておるの。そういうことが偽証にはなるのか

ならないのか、問題はそれなんだ。 

○議長（佐藤高清君） ここで服部市長に答弁をさせます。 

 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 大原議員にお答えを申し上げます。 

 今回のグループホームの一連の大原議員の御質問に対して、私どもといたしましても関係

機関であるとか、さまざまな形で過去の資料等を分析いたしまして、不適切な徴収に関して

は、しっかりとその事業者に対して指導・監督をしたところでございます。そうした過程の

中において、大原議員の御質問と私ども行政の職員の答弁が食い違っているところがあるか

もしれませんけれども、私どもといたしましては大原議員の御質問に対しては真摯に受けと

め、そして正しい報告をしなきゃいかんということの中で、何も隠しておるものではござい

ませんし、偽証しているものでもございません。よって、公務員法における職員の違反があ

るのではないかというふうにおっしゃるわけでございますけれども、私は職員を管理する立

場として、一切そういうことのないことをここで断言させていただきたいと思います。 

○議長（佐藤高清君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） 市長が言われるなら、ここに服務ということで第30条というのがあ

るが、この説明をちょっとしてください。ここにあります。この説明をしてください、一遍。

どういうふうにこれが書いてあるかということね。これは公務員の法律の67条というのに記

載してあると思う。だから、市長が今答弁されたから、こんなことわかっておると思うから

一遍説明してください。どういうことが書いてあるか。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 今突然おっしゃいましたその服務規程については、その資料を持ち合

わせているわけではございませんけれども、我々は行政の立場として市民の皆さんに対して、

うそ隠しのないように、あるいは公平という形の中に、あるいは公正という立場の中でしっ

かりとお話をさせていただくということでございます。 

○議長（佐藤高清君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） 説明をするなら、私は民生部長に聞いておるんだから、市長がわか

っておって手を挙げるんだったら、こういうこともきちっとしないと、ここに書いてある33

条でもあるけれども、公益的なもの、こういうことがきちっと書いてある、公共の利益とか。

そういうものを違反してはいかんよということが書いてあるわけだ。 

 だから、私の質問が３月も６月もやっても、うその答弁をしておるということは出ておる

わけだ。そうすると、これは偽証になるんじゃないかなあと思うわけ。この処分については

市長がやることだから、私のほうもどうすることもありませんからいいんですけれども、次
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にこの問題。 

 この問題は、これは平成19年の５月10日のものですけれども、前月分と当月分と書いてあ

るんですけれども、ここの中に、４日間しかこの方は介護保険の負担金を出しておらんわけ。

４日間ですから１日が865円、これを４掛けると3,460円になるわけね。この金額について、

それからこの下のほうに控除と書いてある。控除、入院中のため、食事代、光熱費を４万

6,460円値引きしてあるわけね。そうすると、この人は介護保険の請求というの、ここの中

にあるやつは、１カ月おくれておるといけませんので前のやつ、先月のを持ってきたんだけ

ど、ここの33万7,010円というのはどういうふうになるの。普通からいったら３万1,000円ぐ

らいにしかならんだけれども、４日分だとね、市の公費の負担金は。でもここには33万にな

っておるけど、これはどうなっておるかなあと思って。 

○議長（佐藤高清君） 山田民生部長。 

○民生部長兼福祉事務所長（山田英夫君） 当該グループホームの施設が出しております平成

15年の５月10日付の利用料金等請求書のことだと思います。そこの中で、前月の請求額が33

万7,010円というふうになっております。その右側に、当月入金額が同額の33万7,010円とい

うことで、結構高額だなあというふうに思いましたので調査をさせていただきました。 

 そうしますと、未納がございましたので、未納分が17万1,594円ございまして、その当月

としましては、３月分ですが、16万5,416円ということで、合わせて33万7,010円という額が、

この５月にその金額全額が入金をされたということでございます。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） そうすると、これ半分にしてもいいけれども、この方は４日分しか

払ってないわけね、介護の負担金というのは。介護の負担金というのは自分の金だから、あ

との残りのあなたが言われる17万幾らというのは、これは公費ですから。４日分しか払って

いないなら、公費で支払う金額、公費の負担金、これは本人が４日間で3,460円払っておれ

ば、公費はその９割を払いますから３万1,140円にしかならんだわ。なぜこの十何万という

のは出てくるんだ。17万と出てくる金額がちょっとおかしいんじゃない。本人はこれだけし

か払ってないんだよ、４日分しか。市長、４日分の金額を本人が払って９割が公費として払

うわけでしょう。そうすると、これだけの分しか払ってなかったら、公費は逆に言ったらこ

の４日分の９割ですから３万1,140円しか払わなくてもいいんだ。これはどうなっておるの、

一体。 

○議長（佐藤高清君） 山田民生部長。 

○民生部長兼福祉事務所長（山田英夫君） 議員おっしゃるとおり、この４月分につきまして

は、それぞれ４日間で１割分ですが本人の負担になってございます。そのほかに介護保険負

担以外ということで、当然部屋代とか、食事代とか、光熱費だとか、それから管理料とかと
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いうことで、そこの下に12万4,000円という請求額が記載されております。しかし、この12

万4,000円の中で控除が４万6,440円でございましたので、どうしてそうなるかといいますと、

この方は４月最初から23日までは入院をしてみえたと思います。４月24日に退院をされまし

たので、朝食代のその当時は300円を控除しております。それから、25日午後１時からまた

外泊をされましたので、夕食は食べられませんので……。 

○１８番（大原 功君） あのね山田部長、私の言っておるのは公費の問題ね。あなたの言っ

ておるのは本人負担の問題。本人負担と公費とは違いますね。市長、わかるでしょう。私の

言っておるのは、公費がこれだけだから、この公費のことを説明してくださいと言っておる

わけだわ。こっちのほうの本人負担の14万3,990円、この分に対してはここにうたってある

からわかっております。入院中のためということで下に書いてあります。だから、公費の分

だけを言ってください。下のほうはわかっております、私が。 

○議長（佐藤高清君） 佐野介護高齢課長。 

○民生部次長兼介護高齢課長（佐野 隆君） この方は４日以外は入院中だったということで

すので、入院中は介護保険の請求はできないということになります。その４日というのの４

日分の負担というのは１割負担ですから、3,460円であったり、その下の医療連携加算の156

円であったりするわけです。残りは９割になっていますので、この９割分は市町村に請求は

されてくることになります。今、計算機が正しいかどうかはわかりませんので間違えてする

かもしれませんが、今私の計算機は３万1,460円がこの４日分のところの給付費ということ

で市町村に請求されると。それから、156円というのは、今私の計算機では1,404円という数

字を出しております。この部分が市町村に請求されてくるだろうというふうに考えます。 

○議長（佐藤高清君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） だから言うのは、この２カ月分をここに当月分の、前回のおくれて

おる分の不納分と合わせて33万と言うんだから、この半分にすると16万とか何とかになるわ

けね。なった分だと、ここから公費は、16万の中から３万3,300円は公費で要るわけだ。そ

うすると、あと13万という金はどこから出てくるのということ。この請求額では違うでしょ

うということ。この分なんだ。 

○議長（佐藤高清君） 山田民生部長。 

○民生部長兼福祉事務所長（山田英夫君） 先ほど申し上げたんですが、介護保険にかかる１

割分の本人負担がございますよね。先ほど言われたように４日間でしたので、3,460円と156

円で本人負担と。残りの９割は、先ほど介護高齢課長が申し上げた金額だということなんで

すが、そのほかに介護保険の負担金以外のもの、当然部屋代もありますし、食事代もありま

す、光熱水費もありますし、管理料もあるんですが、そこの中で引けるのは、食事代は食べ

ていませんので食事代を引いた……。 
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○議長（佐藤高清君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） 僕は時間がないから、何遍も言うんだけど、本人の負担分はここに

書いてあります。ここに光熱費が月１万5,000円、食事代が４万2,000円、それから部屋代が

５万1,000円、それから管理費が２万2,000円、合計すると13万が本人負担になるんですね。

だけど、この方は４日しかいないから、結局今の光熱費の４日分と食事代の４日分、光熱費

は１万5,000円ですから１日500円で計算して2,000円、それから食事代は１日1,400円ですか

ら４日分の5,600円、このものは本人だから本人が払ったわけだ。あとの残りの分は食べて

ない。それから、ここにいないからこの分の、本当は前に払っておるんだから控除とは言え

んわね、払戻金だわね、今の４万6,400円というのは本人の分なんですね。 

 私の言っておるのは、何遍も言うけど、公費で払った13万近くの金額が、これとは合わん

がなということを言っておるんやけど。市長、わかるでしょう。合えばいいんだよ。合わな

いがやということなんです。本人がこれだけしか払っていない。だから、合わないというこ

とを私は言っておるの。その合わん金額の13万というのは、どこから介護請求をされたのか

と。だから、別個にしてくれないかんよ。 

○議長（佐藤高清君） 佐野介護高齢課長。 

○民生部次長兼介護高齢課長（佐野 隆君） 13万という数字というのが……。 

○１８番（大原 功君） 13万というのは、この分が２カ月分ね、２カ月分のやつを不納があ

ったから合わせて払ったと言うから、それだけじゃないかということを言っておるわけ。 

○民生部次長兼介護高齢課長（佐野 隆君） 今、この請求書からお話しさせていただきます

と、前月請求額、当月請求額というのがありますよね。この前月請求額というのは、前月、

４月のときに請求書で請求された金額です。そこの中に３月以前の未納があって、そのまま

のっちゃったということで、そのままあります。そのときの全てのやつが、ここの請求書に

のっているということです。今回、当月分、５月分については、４月の状況を勘案しますの

で、４月の部分は４日しかない。要するに、４日しか施設に滞在はしていない。だから、こ

の４日分しか保険請求はしません。ただし、この保険以外の部分については、事前に納めら

れておるのかどうかちょっとわかりませんけれども、この部分を、12万4,000円というのは

それぞれの居住費、水道費、電気代とかいうのがあって、そういうのを合わせたものが12万

4,000円なんですが、これから控除額として、食事代、水道光熱費を足し込むと、この部分

の４万6,400円を引くんだということがこの請求書であらわれていると思います。 

○議長（佐藤高清君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） 公費を、思いますだけではいかんよと言うんだ。公費というのは、

市長も当選されたときに一円も無駄な公費を使わないというふうに言われておるんだから、

おおむねのことでは、公費というのは大体金額が合わないかんのだな。決算はおおむねとい
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うのはあるわな、全部調べられんからね、公共的なことは。会社の場合はおおむねはいけま

せん、きちっとやらないかん。 

 私が言っておるのは、これだけの金額を、あなたが言ったように、３万1,140円と私が計

算しておるんだけど、この金額でここに請求書に来ておればいいということを言っておるん

だ。この請求書の中の分に載ってないから、請求したものはこの９割だから、この金額がこ

こに載っておればいいんです。載ってないから聞いておるわけね。この分はどうするのとい

うことを聞いておるんだわ。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 数字のことでございますので、私たちはきちっと御報告申し上げなき

ゃいかんというふうに思っております。この本会議の場において、今、大原議員の御質問に

対してきちっと数字が、御理解いただける数字が答弁できないということは、私どもといた

しましても反省をするところでございますが、議長に預けさせていただきまして、継続審議

というような状況をおつくりいただきたいというふうに思っておりますので、御理解いただ

きたいと思います。 

 議長にお預けしますので、新たな場で私どもとしてはお話をさせていただきたいというふ

うに思います。 

○議長（佐藤高清君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） 私がここまで言うのは、私も高齢者ですけれども、結局、40から高

齢者保険というのは払っておるわけね。税金を払っておるわけだわ。そうすると40の人が、

これが30年、40年たってから本当に介護が受けられるか、保証を本当はできないぐらいのも

のを払っておるわけね。それだから、こういう介護にして不正な金額を請求されたりなんか

すれば、当然市長のほうが、先ほど言われたように、これが不正であれば介護保険の取り消

しということは市長ができますから、こういうふうにやるなりして、ただ何遍も言うようだ

けれども、あなたたち部長や課長だったらわからんか。請求額が、ここの金額が９割負担だ

ったら、ここの当月の金額が３万1,170円の請求書じゃなければいかんわけなんだ、９割負

担だから。それがなくてここに金額が、おおむねだけど、今の半分ね、33万7,000円だから

半分に割ると、この金額が16万幾らになるんだけど、この金額と13万違うがやということ。 

 時間がないであれですけれども、一つ言えるのは市長、中日新聞を読んでいました。ここ

の中には、ソニーの創業者は盛田昭夫さんでしたかね。あの方が、学問や勉強だけではない、

今日あるソニーは、従業員、社員が努力をしてくれたから現在ここにあるということを会見

で、娘さんが東京かなんかに住んでみえて、山田さんという方だと思ったけど、その方が言

ってみえた。やっぱり努力をしてもらわないかん。数字合わせじゃないんですね。こういう

ことをきちっとしながらしてやっていただく。 
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 今、市長が言ったからこれ以上は、まだようけあるんだけれども、余り市側のほうに恥を

かかすようなこともいけませんのであれですけれども、もうちょっとしてもらわないと、保

険料を払ったり、あるいは生活保護をいただいたり、こういう方なんかは一日一日暮らすの

が精いっぱい。お金のある人が払ってあげるのが当然のことなんです。だから、市のほうの

紙を見ると、12段階で介護保険のやつももらってきました。そうすると、1,000万円以上だ

と11万幾らになっていますから、私だと九千幾らになりますけれども、あと上へ12段階ふや

して、もっとようけとるように、上の人は取ってやらないかん、本当は。そうならんと成り

立たんよ。 

 これは含めてですけれども、こういうふうで時間が来たので、市長が言うのでこれ以上は

言いませんけれども、市長のほうでまたどこかの会議で設けてちゃんとやっていただくとい

うことでありますので、ここで一般質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（佐藤高清君） 大原議員、きょうの質問に対する数字的な答えは、どこかの委員会等

で答弁させますので、よろしくお願いします。 

○１８番（大原 功君） 俺、委員会に入っておらんもん。 

○議長（佐藤高清君） また出席していただきますので、よろしくお願いします。 

 ここで暫時休憩とします。再開を11時05分とします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午前10時59分 休憩 

             午前11時05分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（佐藤高清君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に炭ふく代議員、お願いします。 

○１１番（炭ふく代君） 11番 炭ふく代でございます。 

 通告に従いまして、１点目にいじめ対策について質問をいたします。 

 国がいじめ対策を本格化させてから初となるいじめ防止対策推進法が本年６月の通常国会

において成立をし、この９月28日に施行されます。これは大津市で2011年10月、市立中学２

年の男子生徒がいじめで自殺した事件が契機となって制定されたものです。この法律ではい

じめの定義を、児童・生徒に対して、一定の人間関係にあるものから心理的・物理的な影響

を受けたことにより、対象にされた児童・生徒が心身の苦痛を感じているものと規定してい

ます。学校でのいじめ対策としては、複数の教職員や心理・福祉の専門家などで構成する組

織を設けるものとしています。その上で重大ないじめが発生した場合は、学校が事実関係を

調査し、その内容をいじめを受けた児童・生徒とその保護者、また地方自治体に報告するこ

とを義務づけています。また、重大な被害を及ぼすおそれがある場合は、直ちに警察に通報
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し、援助を求めることも明記され、必要に応じて加害側の子供にも出席停止を命じることを

求めています。 

 具体的には、地方自治体に対しては、いじめ防止基本方針の策定を求め、また学校に対し

ては、その学校の実情に応じた同様の基本的な方針の策定を求めています。さらに、学校の

設置者及びその設置する学校が講ずべきいじめの防止等に関する措置や、自殺や大けが、不

登校に追いやったような重大ないじめについては、市町村長らへの報告を学校に義務づけた

のも大きな特徴です。また、インターネットを使ったいじめへの対策が盛り込まれたのは時

宜にかなうものだと思います。 

 いじめは子供の心身をえぐり、自殺にさえ追い込んでしまいます。悲劇が繰り返されない

よう、社会が一丸となって立ち向かう契機としなければなりません。大津市の男子中学生の

自殺事件で見られたように、問題が表面化するたびに、学校や教育委員会の隠蔽体質や事な

かれ主義が批判されてきました。風通しのよい環境づくりに向けて、早急な意識改革が迫ら

れていると思います。 

 こうした折に、ことし７月10日、名古屋市のマンションで近くに住む中学２年生の男子生

徒がマンションから転落死する事件が起きました。彼はノートに自殺をほのめかす内容のほ

かに、いじめを受けたと見られる記述を残していました。直後に担任の教諭は、からかわれ

やすいところがあり心配していたと述べ、自殺をあおるようなことは一切していませんとし

ていますが、名古屋市教育委員会と学校側は、いじめ自殺の可能性は高いものと判断を示し

ています。 

 子供は、いじめは悪いと知っています。それだけに、いじめを根絶するのは難しいと思い

ます。規範意識を養い、方針や体制の整備、また教育研修の充実も大事ですが、大人が愛情

を注ぎ子供との信頼関係を結べなければ機能しません。肝心なのは、いかに早くいじめの芽

を摘み取り、深刻化を食いとめることだと思います。そういう意味では、周囲にいる誰より

も、教師がそのサインを教育的敏感さでキャッチする必要があるとされ、多忙化の中で教員

が子供たちと人間的で豊かな関係を結ぶ覚悟が教育現場に問われています。 

 そこでお尋ねをいたします。大津市の事件以来、いじめが社会的問題にまでなってきまし

たが、いじめに起因する凄惨な事件が後を絶ちません。こうした現状について、教育長の認

識をお伺いいたします。 

○議長（佐藤高清君） 下里教育長。 

○教育長（下里博昭君） お答えをいたします。 

 大津市での生徒の自殺事件から、いじめはどこにでも誰にでも起こる可能性があり、人の

命を奪う凶器にもなるということを再認識いたしました。子供の命は、何よりとうといもの

です。何があろうと、みずから命を絶つことはあってはならないことでございます。 
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 先日、ある地域において、国立教育政策研究所の３年間にわたるいじめの追跡調査で、児

童の９割近くがいじめの被害や加害の両方を経験していることがわかりました。被害者と加

害者が入れかわりながらいじめにかかわっている様子があるとの報道がございました。 

 本市におきましても４年前、市内の中学校におきまして、いじめと思われる行為によって

生徒が右腕に教室の窓ガラスでけがをいたしました。昨年から損害賠償請求事件として、現

在も係争中でございます。また、最近では、携帯電話のメールなどによるいじめが発覚をい

たしまして指導したケースもございます。 

 いじめは、どこの学校、どこの子にも起こり得るという危機意識を持ち、早期発見・早期

対応に当たらねばならないことを強く認識しております。さらには、いじめ問題は学校だけ

で解決していくことは困難なこともございます。そのときは家庭や地域社会と連携して解決

を図る姿勢を大切にいたしまして、日ごろから連携のきずなを深めることが重要であると考

えております。以上です。 

○議長（佐藤高清君） 炭議員。 

○１１番（炭ふく代君） このたびのいじめ防止対策推進法は、自治体に対しては地域いじ

め基本方針の策定を求め、また学校には学校の実情に応じた基本方針の策定を求めておりま

すが、これらの法を受けて本市はどのような対応をされるお考えなのか、お伺いをいたしま

す。 

○議長（佐藤高清君） 下里教育長。 

○教育長（下里博昭君） いじめ防止対策推進法の対応につきまして、お答えをさせていただ

きます。 

 御承知のように、この９月28日に施行されますいじめ防止対策推進法の主な内容につきま

しては、地方公共団体や学校に対しまして、いじめ防止のための対策に関する基本的な方針

を策定すること、いじめ問題対策連絡協議会を置くこと、学校が講ずべき基本的施策として

道徳教育の充実、早期発見のための措置、相談体制の整備、インターネットによるいじめ対

策の推進などとなっております。 

 本市もいじめと思われる訴訟問題を抱えていること、また大津市でのいじめ事件の対応を

参考にいたしまして、教育委員会としては既に独自で取り組める手だてを実施してまいりま

した。まずは弥富市いじめ問題対策マニュアルを作成いたしまして、それをもとに各学校に

おけるいじめ問題対応マニュアルを作成することを指示いたしました。早期発見の手だてと

なる学校独自の生活アンケートはもちろん、無記名によるいじめに関するアンケートの実施、

これまで以上に個別の教育相談の強化を図りまして、いじめの防止に努めております。また、

いじめ問題対策連絡協議会を設置いたしまして、関係機関との連携を図る準備もできている

ところでございます。 
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 一方、教員の資質向上を求めて、いじめを解消するための教師力向上研修をこの夏休みに

開催いたしました。その内容は、「人権とは」をテーマの講話や人間関係づくりの研修を行

いました。 

 なお、今年度から新たに、いじめ等の早期発見をするために、学級における生徒の満足度

や学級の安定度を調査するＱ－Ｕ検査を実施いたしまして、学級の状況を把握して、いじめ

が起こらないような望ましい集団づくりを継続的に行っております。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 炭議員。 

○１１番（炭ふく代君） 先ほど来より教育長のほうからお話がございますが、今や携帯電

話やメールを使ったいじめも急増しているのが現実であります。今回の法律でのインターネ

ットを通じて行われるいじめに対する対策、また対応につきましては本市はどのようにお考

えになりますでしょうか、お伺いをいたします。 

○議長（佐藤高清君） 服部教育部長。 

○教育部長（服部忠昭君） 炭議員の本市の状況と対応について御答弁させていただきます。 

 平成24年度のいじめの件数につきましては、小学校では４校で５件、携帯電話やインター

ネットに関するものはございません。中学校では３校で12件、うち携帯電話やインターネッ

トに関するものが４件ございました。小・中学校合わせて17件のいずれにつきましても解決

をしておりますが、引き続き注意して見守っております。 

 教育委員会としましては、特に携帯電話等の情報通信機器の使用法に力を入れてもらうよ

う各学校に指示をいたしました。担任による授業だけではなく、愛知県警のサイバー対策室

や携帯電話会社から講師を呼んで、実際社会で発生しています事件などを紹介しまして、正

しい使用方法について学んでおります。 

 また、弥富市としましてインターネット上のいじめの対応につきましては、コンピュータ

ー校務支援システムの導入業者によりますネットパトロールを毎日複数回実施しまして、誹

謗中傷・いたずらメールの検索をしまして、その状況を毎月１回、全小・中学校に報告をし

て対応しております。 

 また、こうした電子通信機器につきましては、基本的には保護者が買うものでございます

ので、保護者の方につきましては、この６月に学校から「有害情報から子どもたちを守るた

めに」というチラシを配付しております。ここには、保護者にも正しい使い方を理解しても

らうこと、子供と使い方などの約束をするなどの内容を盛り込み、啓発に努めております。

今後大事なことは、持たせないようにすることは困難でございますので、正しい使い方に重

点を置いた指導をしていきたいと考えております。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 炭議員。 

○１１番（炭ふく代君） こうした事件が起きるたびに、教員が一人一人の子供と丁寧に接
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することができるように、また教員の負担軽減が問題になりますけれども、こうした問題へ

の取り組みについてはどうお考えになりますでしょうか、お伺いをいたします。 

○議長（佐藤高清君） 服部教育部長。 

○教育部長（服部忠昭君） 教員と子供たちの関係で何よりも大切なことは、信頼関係でござ

います。信頼関係をつくるに当たりましては、何よりも子供たちとのかかわる時間が大切か

と考えております。多忙でありますと子供たちの様子は把握しにくく、いじめのサインを見

逃すことも考えられます。多忙化解消のための人的配置としまして現在市では、市雇用の非

常勤講師、スクールカウンセラー、特別支援教育支援員を配置しております。教師の負担が

軽減されれば、子供たちとのかかわる時間がふえ、教育相談に余裕を持って取り組めます。

また、スクールカウンセラーの配置は、先生という立場とは違いますので、子供たちが相談

しやすいところがございます。そのため教員と連携をとって相談内容の解決に当たることが

できます。 

 こうした教育的効果を十分把握しまして、今後も人的配置などにつきまして本市としまし

てできる限りの支援をしていきたいと考えております。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 炭議員。 

○１１番（炭ふく代君） このたびの法律では、いじめは単なる人間関係のトラブルだけで

はなく、決して許されない反社会的行為であると位置づけ点に最大の意義があると思います。

いじめを防ぎ解決する責任は、教育現場にのみとどまらず、行政、また地域、そして家庭の

大人全体で共有すべき強いメッセージであると思います。地域社会が総がかりでいじめ根絶

に取り組める現場の体制づくり、また協力や情報共有の仕組みづくりを積極的に整えていた

だきますようお願いを申し上げまして、次の質問に入らせていただきます。 

 次に、市内の熱中症対策についてお聞きをいたします。 

 熱中症は、室温や気温が高い場所に長時間いることによって体内の水分や塩分のバランス

が崩れたり、体内の調整機能が破綻するなどして発生する障害であって、目まいやけいれん、

頭痛などの総称です。熱中症は、暑さになれていない人、また暑さになれていない時期に多

くなる傾向があると言われております。ことしは、猛暑というより酷暑の年とも思えるほど

厳しい暑さが続いており、熱中症による救急搬送が全国各地で相次いでいます。消防庁の発

表によりますと、ことしの７月の熱中症による救急搬送は全国で２万3,699人と、７月とし

ましては過去最多の人数となったとのことでございます。 

 気温が高い日に散歩などをする場合、身長の低い幼児は大人よりも危険な状態になります。

そのわけは、晴天時、地面に近いほど気温が高くなるからです。通常気温は地面から1.5メ

ートルの高さではかりますが、外気温が32.3度だった場合、幼児の身長に近い50センチの高

さでは35度を超え、さらに地面近くの５センチでは36度以上になると言われています。大人
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が暑いと感じているときは、幼児はさらに高温の環境に置かれていることになります。 

 熱中症は誰にでも発症する危険性があり、重症化すると生命に危険が及ぶこともあります。

正しい予防法を知って、体調の変化に気をつけることが大事であるかと思いますが、予防の

ためにきめ細かい啓発活動や事前の準備が何よりも大切であるものと思います。 

 そこで、弥富市の市民に対しての熱中症予防に対する周知方法と小・中学校などの各公共

施設での予防対策や現状などについて、３点に分けてお聞きをいたします。 

 まず、１点目でございます。 

 今年度、救急車による市内の熱中症による救急搬送人数を、わかる範囲で結構でございま

すので、お伺いをいたします。 

○議長（佐藤高清君） 服部健康推進課長。 

○民生部次長兼健康推進課長（服部 誠君） 今年度の救急車による市内の熱中症による救急

搬送人数につきましては、海部南部消防署に確認しましたところ、８月27日時点でございま

すが、市民の熱中症者は42人で、うち救急搬送者数は41人となっております。また、昨年度

より約２倍の発生となっております。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 炭議員。 

○１１番（炭ふく代君） それでは２点目でございますが、市民への熱中症の具体的な予防

策についての周知や広報への取り組みについてお尋ねをいたします。 

 またあわせて、特に高齢者や乳幼児に対しましては、福祉関係者などを通じて注意を呼び

かける声がけ、見守りの対応も大事であるかと思いますが、その取り組みについてもお尋ね

をいたします。 

○議長（佐藤高清君） 服部健康推進課長。 

○民生部次長兼健康推進課長（服部 誠君） 市民への熱中症の具体的な予防策についての周

知、広報への取り組みということでございます。 

 ７月に、熱中症を防ぐために、市民の方への回覧やホームページで熱中症の予防方法とし

て、水分・塩分の補給、熱中症になりにくい室内環境、高齢者や乳幼児の体調に合わせた取

り組み、外出時の準備等の掲載及び同報無線による小まめな水分補給等の注意喚起を行いま

した。また、民生・児童委員協議会、敬老会及びふれあい昼食会等におきましても、熱中症

の対策の話をいたしております。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 炭議員。 

○１１番（炭ふく代君） それでは３点目に、市内小・中学校など各公共施設の熱中症対策

についてどのようなことを行ってみえるのか、現況についてお伺いをいたします。 

○議長（佐藤高清君） 服部教育部長。 

○教育部長（服部忠昭君） それでは、市内の公共施設の対策について御答弁させていただき
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ます。 

 熱中症は死に至る可能性のある病気でございますが、日常生活での暑さを避ける、クール

ビズの実行などにより服装に工夫を凝らす、水分を小まめに補給するなど、適切な予防を知

っていれば防ぐことができるものでございます。学校現場につきましては、７月に「熱中症

予防について」というチラシを全小・中学生の保護者宛てに配付をいたしております。また、

各学校では、一定の気温を超えた場合の水分補給、運動の制限などの対応を行っています。

今後は、各小・中学校に熱中症応急キットを配置するよう考えております。以上でございま

す。 

○議長（佐藤高清君） 炭議員。 

○１１番（炭ふく代君） 日常生活、また学校現場で注意・対策など、さまざまな対応を行

っていただいていると思います。 

 １点でございます。ただいま部長のほうから御答弁がありました小・中学校に熱中症応急

キットを配置されるということでございますが、この道具というんですかキットの御説明を

いただきたいと思いますが、お願いします。 

○議長（佐藤高清君） 服部教育部長。 

○教育部長（服部忠昭君） 熱中症が疑われた場合、救急車などが現場に到着するまでに一定

の時間がございますので、その間に、特に対象者が脳などにダメージを受けますので、体を

冷やすための冷却材など必要な器材をセットしたものでございます。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 炭議員。 

○１１番（炭ふく代君） 体を冷やすということで、特に屋外での対応としては大変有効な

ものだと思いますので、ぜひ配置をしていただくということでお願いしたいと思います。 

 続いてでございますが、市内の各公共施設にはエアコンなどの空調機械がありますが、節

電などで努力することは大切でございます。しかし、公共施設はある意味、市民の暑さから

の避難場所でもあるわけですから、適切な温度管理をお願いしたいと思います。 

 また、弥富市の小・中学校の教室、体育館、そして社教センターやスポーツセンターなど

のアリーナは空調機器が入っていないと思いますが、今後、市はこれらの学校とか、また施

設の空調機器整備であったり、導入であったり、そうしたお考えについてはどのようにされ

ていかれるのか、お尋ねをいたします。 

 またあわせて、例えば他市では、空中に水を散布することで温度を低下させるミストシャ

ワーなどを導入しているところもあります。ミストシャワーは、水道水を霧状に噴射し、そ

の気化熱で周辺温度を２度から３度下げるもので、体感温度が下がるなどの効果があります。

また、水道の蛇口と直結させて使用するため、電気代もかからず、低コストで使用できると

いうことで、特に小・中学校を中心に設置されているところがふえてきております。 
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 本市もぜひこうした対策も、学校や施設などへミストシャワーを設置してはどうかという

ことを考えますが、いかがでしょうか。済みません、先ほどの空調の件とあわせて、御答弁

をお願いいたします。 

○議長（佐藤高清君） 服部教育部長。 

○教育部長（服部忠昭君） 現在、小・中学校や社会体育施設につきましては、エアコン等の

空調設備は、議員が御指摘のように、一部の場所を除きまして導入されておりません。夏の

暑さ対策としまして、これまで小・中学校では、夏休みがあるということもございまして、

基本的には学校では扇風機で対応する考え方で来ております。今年度までに中学校につきま

しては、普通教室・特別教室全てに扇風機が設置してございます。小学校につきましては、

普通教室は全て扇風機を設置してございますが、特別教室につきましては一部未設置のとこ

ろがございます。したがいまして来年度以降、設置していく予定でございます。 

 議員御提案のミストシャワーにつきましては、来年度、試験的に設置できるよう研究して

まいりたいと思っております。 

 社会体育施設につきましては、運動をする場所ということもございまして、これまで施設

の窓の開放などの自然換気や移動式の大型扇風機での対応をしております。しかしながら、

近年の異常に高い気温が続く状況を見ますと、熱中症は建物の室内外ともに発生するわけで

ございますので、これまでの考え方から小・中学校の教室へのエアコン等の導入を考える時

期に来ているかと思います。しかしながら、小・中学校の体育館や社会体育施設の大規模空

間の施設につきましては、当面、空気の循環を促す大型扇風機等で対応したいと考えており

ます。いずれも多額の費用を要しますので、小・中学校体育館などの非構造部材の耐震補強

やトイレ改修を現在抱えておりますので、こういった問題、それと各社会体育施設の改修項

目等をあわせて優先順位を決め、進めることになると思います。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 炭議員。 

○１１番（炭ふく代君） いろいろ対策のほうを私が申し上げましたけれども、これらの対

策、予算の問題もあるかと思いますけれども、できるだけ来年度、26年度予算に反映されま

すよう要望いたしまして、私の質問を終わります。ありがとうございました。 

○議長（佐藤高清君） 次に横井昌明議員、お願いします。 

○９番（横井昌明君） ９番 横井昌明です。 

 私は、この９月議会で大きく分けまして３点の質問をさせていただきたいと思います。 

 まず、防災についてでございます。 

 気象庁では昨年から、それぞれの地域で数十年に一度のレベルの大雨になった場合、「こ

れまでに経験したことのないような大雨」と表現し、最大級の警戒を呼びかけています。今

年７月、８月だけでも、山口県、秋田県、岩手県の一部地域に、警戒警報の上位に設定され
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ました特別警戒警報、経験したことのないような大雨、それぞれの地域で数十年に一度の大

雨ということで、その地域の災害の危険性が著しく高まっている警報がありました。 

 実際の例をとりますと、山口県の洪水量は降り始めてから半日で350ミリを超えました。

半日で350ミリと、これは大変な雨量でございます。最大１時間の洪水量は143ミリでありま

した。この東海地域の過去の豪雨についての記録を調べてみますと、2011年７月に隣の三重

県の桑名市で１時間に83ミリの集中豪雨がありました。４時から７時までの間の３時間で

170ミリの豪雨でありました。四日市付近でも１時間に90ミリの猛烈な雨が降り、両市では

住宅の床上・床下浸水が発生し、相次いで避難者が出ました。日本全国でも、今年度だけで

も異常気象によるこれまでに経験したことのないような大雨以外にも、ゲリラ豪雨が多数発

生しております。この弥富地域は海抜が低く、特に水害等には十分注意しなくてはなりませ

ん。 

 では、質問させていただきます。 

 集中豪雨はいつ発生するかわかりませんが、例えばこの地方に発生したとすれば、水田の

役割、これは一時ため池的な役割でございますが重要であると思います。市街化調整区域は、

これは田んぼが多いところでございますけれども、水田がたくさんあるので問題は少ないと

思いますが、市街化区域、これは宅地に変えるようなところでございますが、その地域につ

いては、水田や、田んぼや、金魚池が少なくなってきております。 

 では、弥富市になったときに市街化区域の生産緑地、これは田んぼとして利用するような

ところでございます。田んぼとしてはどれぐらい面積があったのでしょうか。お尋ねしたい

と思います。 

○議長（佐藤高清君） 石川開発部長。 

○開発部長（石川敏彦君） それでは、御答弁させていただきます。 

 生産緑地地区は、平成22年の12月24日に指定をされております。現在の面積でございます

が全部で約3.8ヘクタールで、そのうちの田の面積は約3.1ヘクタールとなっております。以

上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 横井議員。 

○９番（横井昌明君） 生産緑地としては田んぼは大変重要であり、これにかわるようなため

池の確保は、都市計画上、防災上でも重要なものであると思われます。市はどのような見解

でお見えになるのか、またその計画があればお尋ねしたいと思います。 

○議長（佐藤高清君） 石川開発部長。 

○開発部長（石川敏彦君） 生産緑地地区におきましては、土地所有者から申し出がございま

して、市が市街化区域内にある農地等で公害また災害の防止、農林漁業と調和した都市環境

の保全等良好な生活環境の形成に役立つ農地等を計画的に保全するために、農業の継続が可
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能と認められる一定の条件を満たした地区を指定しております。特に防災面から見ますと、

生産緑地地区に指定されると30年間は農地として管理することになっておることから、湛水

防除における一定の役割を果たすと考えております。 

 また、生産緑地地区にかわるため池等の確保につきましては、現段階では考えておりませ

んので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 横井議員。 

○９番（横井昌明君） 例えば１時間に100ミリの豪雨がこの地方にあったとすると、特に市

街化区域、宅地にするようなところでございますけど、雨水がどのような水路に流れ、この

地域には水田、またはため池が必要であるというシミュレーションを専門の業者に託し、そ

れに基づいて排水整備計画を検討する必要があると思うが、どうでしょうか。私はこのシミ

ュレーションが必要であるところは、佐古木地区、前ケ須地区、平島地区等で、田んぼがだ

んだん少なくなってきている地域であると思いますがどうでしょうか、お尋ねします。 

○議長（佐藤高清君） 石川開発部長。 

○開発部長（石川敏彦君） 現在の市街化区域の雨水施設整備につきましては、降雨強度を１

時間に50ミリとしております。雨水排水計画を立案し、既存の排水施設を極力有効活用する

方針といたしまして、幹線排水路を初め支線排水路を整備しておるところでございます。 

 議員提案のシミュレーションにつきましては、愛知県において日光川水系日光川浸水想定

シミュレーションを平成23年６月１日付で、100年に１回程度起こるという想定で大雨が降

った場合により、川が氾濫した場合について想定をされておるということを聞いております。

浸水の状況につきましては県のほうで公表されておりますので、本市におきましてもゲリラ

豪雨対策の参考といたしまして、今後シミュレーションを進めていければというふうに考え

ております。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 横井議員。 

○９番（横井昌明君） ゲリラ豪雨につきましては、いつ発生するかわかりませんので、特に

市街化区域等の田んぼについては、排水がどのようにされるかということを的確につかんで

対応していただきたいと思う次第であります。 

 次に、調整区域でございます。今までは市街化区域の話でございました。今度は調整区域、

要するに田んぼが多いところでございます。私は再度、市街化調整区域での河川管理につい

てお尋ねしたいと思います。これは前回もやらせていただきました。 

 河川法で１・２級の河川は国・県の管理であるが、それ以外の河川は、これは準用河川、

普通河川でございますが市の管理で、条例・規則でうたってあると思います。ですので、普

通河川と準用河川の管理につきましては、市で積極的に行っていただきたいと思う次第であ

ります。 
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 また、弥富は、防災の生命線である河川管理が法律で明示してあるんですが、市がきちっ

と管理すべきであると私は思います。ただ、前回の回答でもございました。土地改良区とい

う話がございましたけれども、これは過去に農林水産省の補助事業で施工した関連があると

いうことから来ておると思います。ですので、河川法でいう市の管理、河川は市が管理する

べきであると私は思いますが、どうでしょうか。ただし、市街化区域の排水路、河川は市が

管理しております。どうでしょうか。 

○議長（佐藤高清君） 石川開発部長。 

○開発部長（石川敏彦君） 条例につきまして答弁させていただきます。 

 まず最初に条例につきましては、弥富市準用河川管理施設等の構造の技術的基準を定める

条例が平成25年４月１日付で施行されております。議員が言われますように、鯏浦川の準用

河川につきましては条例で定めておりますが、その他の普通河川につきましては条例では定

めておりません。これは準用河川以外でございますが、普通河川の市江川、鯏浦川、宝川に

つきましては、孫宝排水土地改良区所有の財産でもございます。管理につきましても、管理

しております排水路でございます。過去に地盤沈下対策事業等で整備をされておりまして、

市に移管することとなれば排水路から河川に用途変更することになり、経過年数によっては

補助金の返還の可能性もあると思います。また、愛西市との関係もございますので、市で管

理するのは非常に難しいと思いますので、条例につきましても現在のところは考えておりま

せんので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 横井議員。 

○９番（横井昌明君） 今後とも努力していただくよう、お願い申し上げます。 

 私が弥富の防災の生命線である河川にこだわるのは、準用河川や普通河川のしゅんせつ、

河川修理等、土地改良区での管理では無理が生じておると思われ、弥富の生命線である排水

路、河川については、市が責任を持って管理すべきだと思います。 

 続いて、災害についてのソフト面から質問させていただきます。 

 防災に対しては、日ごろから災害の備えが必要であります。１番目として、防災マニュア

ルの質問を出させていただきましたが、昨日、海部南部消防本部から、こんないい本が各戸

に配られました。読ませていただきましたら、大変参考になる資料でございます。ですので、

この質問については飛ばさせていただきまして、次に移らせていただきます。 

 災害が発生しました。災害に対し、行政が行動できる範囲は限られております。災害が発

生した場合、各地域で一番活躍されるのは自主防災組織であります。自主防災組織が最初に

できてから数年たちますが、今、弥富市ではどれぐらいの自主防災組織ができているのでし

ょうか、お尋ねします。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤防災安全課長。 
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○総務部次長兼防災安全課長（伊藤久幸君） 御質問にお答えさせていただきます。 

 現在、市内で最終的には72地区ほどになるかと思っておりますけれど、51地区が結成して

おります。また、白鳥地区、弥生地区につきましては、全地区で結成済みとなっております。 

○議長（佐藤高清君） 横井議員。 

○９番（横井昌明君） 自主防災組織につきましては、災害が発生したときの行動、災害に対

する知識等、地区の役員が研修を行っていただいたらどうでしょうか。出前講座でも防災講

座を行ってみえますが、それは少数であり、全体で意見を交換しながら研修を設けていただ

いたらどうでしょうか。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤防災安全課長。 

○総務部次長兼防災安全課長（伊藤久幸君） 自主防災会の研修についての御質問でございま

す。 

 時期はまだ未定でございますが、本年度、自主防災会の全体会を開催する予定としており

ます。その際に研修についても取り入れてまいりたいと思っております。 

○議長（佐藤高清君） 横井議員。 

○９番（横井昌明君） 次に、ちょっと飛躍しますが、例えば震度６から７の地震が発生しま

した。役所の各施設には大勢の市民が来庁してみえます。市役所を初めとする各施設の災害

訓練や避難訓練を行っておみえになるでしょうか。耐震施設のあるところ、また耐震性の弱

いこの市役所等、どうするのでしょうか。来庁中の市民に対する避難マニュアルはあるので

しょうか。それに基づいて避難訓練をすべきではないかと私は思いますが、どうでしょうか。 

 また今年、愛知県、春日井市、美浜町で、地震発生のためのシェイクアウト訓練というの

を実施してみえます。これは、安全行動１、２、３で、１は姿勢を低く、２は頭・体を守っ

て、３は揺れがおさまるまでじっとしているという地震から身を守る訓練を実施してみえま

す。訓練は１から２分程度の訓練でございますので、弥富市民を対象に実施されたらどうで

しょうか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤防災安全課長。 

○総務部次長兼防災安全課長（伊藤久幸君） 現段階では火災に対する避難訓練というのは行

っておりますが、地震等に対する訓練は行っていないのが現実となっております。今後、各

施設ごと、先ほど議員が言われましたように特徴がありまして、避難マニュアルというもの

も変わってくるかと思います。そういったものの作成とか避難訓練の実施といったことを働

きかけていきたいと思っております。 

 続いて、シェイクアウトの件でございます。 

 シェイクアウト訓練につきましては、９月１日に県下一斉で行われたということでござい

ます。こちらのほうがそのシェイクアウトのときのチラシになっておりまして、裏のほうに
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は申し込みができるというような形になっております。県の訓練につきまして、周知を広

報・ホームページ等で行いました。また、自主防災会に対して資料提供を行いました。申し

込みは家族・グループ等でも申し込みできるといったことで、誰でも参加できるという形の

ものでございます。市民対象の訓練につきましては、県の訓練の結果ですね、まだ出ており

ませんので、そういったものを踏まえまして来年度以降の検討課題とさせていただきたいと

思います。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 横井議員に私のほうから追加で答弁をさせていただきたいと思います。 

 最初のいわゆるゼロメーター地帯という状況の中での弥富市の今のあり方、そして今後に

対するさまざまな対応というようなことについてお話をさせていただきます。 

 私ども弥富市は、三方を水に囲まれております。西は木曽川、そして東は日光川、そして

伊勢湾でございます。そういうような状況の中において、海抜ゼロメーター、あるいはマイ

ナスという状況下でございます。そういったような状況において、ゲリラ豪雨であるとか、

さまざまな異常気象というようなことが予測されるわけでございます。今、日本各地でも、

そのような被害が後を絶たないという状況でございます。 

 そういった形の中で、日光川にしても木曽川にしても天井川でございまして、私たちが生

活をする場よりも高いところを流れておるわけでございます。そういった形の中においては、

自然排水ということでこれが対応できるわけではございません。そうした形の中においては

全て排水機、いわゆる湛水防除事業と言われるところの排水機の設置によって、その排水を

していかなきゃならないということでございます。 

 現在一番大きな排水機は、日光川の水閘門という形の中で改修工事をしていただいており

ます。これは国の大きな事業でございます。日光川の流域で約130の排水機があるわけでご

ざいますが、それが一斉に日光川のほうに排水されます。そして、日光川の水閘門というの

は一番伊勢湾に近いところにあるわけでございますので、その水を一気に排水しないと、あ

ふれてしまうわけでございます。もちろん、排水規制という状況の中でそれぞれの市町の約

束事がございますけれども、いずれにいたしましても日光川の水閘門の早期の完成が望まれ

るところでございます。 

 一方、私ども弥富市といたしましては、昭和34年の伊勢湾台風から、さまざまな形でこの

排水機の設置をしてきていただいておるところでございます。先人の皆様方は、水との闘い

というのが毎日のようでございます。そうした形の中で、鍋田２期と申しまして、今の鍋田

の排水機のところに新たに場所を移して排水機を設置しております。これは今工事を進めて

おりますけれども、来年の５月ごろには仮運転ができて排水機能が増すということになって

おりますので、我々としては安心かなあというふうにも思っているところでございます。 
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 それと十四山地区におきましては、孫宝排水機という形のものが昨年完成をいたしまして、

これもジェットタービンというすばらしい機械のもとに、大変な排水量を誇る排水機場を設

置させていただきました。 

 そして、今、弥富市の中で一番低いとされているのは稲元地区でございます。これが海抜

ゼロメーターどころか、マイナス2.0から2.5メーターぐらいのところに稲元地区があるわけ

でございます。この地区におきましては、筏川への排水ということが今までは自由になりま

せんでしたけれども、ゲリラ豪雨であるとか、あるいは大量な雨のときには、筏川のほうへ

臨時的に排水をさせていただきたいという形の中で、稲元のところに新たに排水機を設ける

予定を進めておるところでございます。 

 いずれにいたしましても、湛水防除事業が市民の皆様の安心・安全に必ずつながるという

形の中で、さまざまな形で基盤整備を進めていきたいというふうに思っておりますので、先

ほどの水田の問題、あるいは市街化の状況の中での湛水防除というような問題についても、

話をしっかりと進めていかなきゃならないというふうに思っておるところでございます。 

 そして、中六のところに中六隧道というところがございまして、鉄道の高架の下に少し低

いところがあるわけでございますが、ここが毎年、ゲリラ豪雨的な雨が降りますと水がたま

るわけでございます。そうした形の中で、昨年も一時危険なことがございましたけれども、

このところについては進入禁止の扉を今年度中に設置したいということで、入れないように

させていただくというような措置をとっていきたいと思っておりますので、よろしくお願い

を申し上げます。 

 また、防災につきましては、今お話をさせていただいたように、河川の管理はもちろんの

ことでございますけれども、３・11東日本大震災から私たちは多くの教訓を学んだはずでご

ざいます。この教訓を一つ一つ我々としては実行していかなきゃならない。しかし、莫大な

経費と時間もかかるわけでございますので、公助・共助・自助というような状況の中でこの

防災ということについても取り組んでいきたいというふうに思っておりますので、御理解を

いただきたいと思います。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 横井議員。 

○９番（横井昌明君） 先ほど防災安全課長からお話がありましたように、この施設、特に市

役所でございますけれども、耐震性がなされておらんということでありますので、早く市役

所をつくっていただきたいと思うと同時に、まだまだ多少時間がかかると思いますけれども、

マニュアルをつくって、一般市民がどういうふうに出たらいいかということぐらいはしっか

り認識しておいて、また職員にそういうふうに啓蒙していただく必要があると思います。そ

れだけ地震、風水害の災害確率が高まってまいりました。備えがあっても、まだ十分ではあ

りません。今後も災害のことをいろいろ認識しながら、いろいろな行動をとらせていただき
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ます。 

○議長（佐藤高清君） 横井議員、質問の途中ですけれども、ここで昼休みとしたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 ここで暫時休憩とします。再開を12時45分、12時45分ですので、よろしくお願いいたしま

す。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午前11時59分 休憩 

             午後０時45分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（佐藤高清君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 横井昌明議員、お願いします。 

○９番（横井昌明君） ９番 横井昌明でございます。 

 ２番目としまして、住みよいまちについてのお尋ねをしたいと思います。 

 総務省の統計局及び国立社会保障・人口問題研究所が作成しました推計によりますと、人

口のピークは2004年12月の１億2,783万人であります。その後年々減り続け、５年後、2009

年には１億2,751万人、2030年には１億1,522万人、50年後には１億を切ります。もちろんこ

の数字は、現在予測される出生率で推移するなどという条件がついております。 

 既に地方では人口の減少が始まっております。25年後の推計によりますと、東京都を含め

全都道府県で人口が減少します。愛知県も25年後の推計を見ますと、736万人から699万人、

三重県も185万人から160万人、岐阜県も208万人から176万人に人口が推移すると予測されま

す。 

 もう１つの大きな問題は、人口の減少と同時に発生する高齢者人口の急速な増加、高齢化

率の上昇であります。人口問題研究所によると、25年後には日本の４割の市町村で高齢者が

４割を超えると推測されます。すれ違う２人に１人は高齢者で、幼い子供がいるのを見たら、

きょうは子供を見たよというような話題になる時代が来るかもわかりません。弥富もこんな

ことにならないように、今から対策をする必要があります。 

 また、最近発表されました、総務省がことしの８月28日に発表しました住民基本台帳によ

ると、人口動態調査でも昨年と比較して約26万人が減少しました。弥富市の住民基本台帳の

人口を調べてみますと、合併しました平成18年４月では、世帯数が１万4,661世帯、人口は

４万3,664人、これは外国人を含むであります。平成25年、ことしの４月では、世帯数が１

万6,387世帯、人口は４万4,576人でありました。世帯が増加している割には、人口の増加が

少ないという現実であります。 

 さて、なぜ自治体に人口の増加が必要なのでしょうか。それは、人口の増加は弥富に若い
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世代が転入する、また税収がふえる、また活気が出るというメリットがあります。では、ど

うすれば転入増加が期待できるか。それは若い世代に、弥富はほかのまちと違う、ほかのま

ちよりすぐれているという点をＰＲすればよいと思われます。 

 今後、名古屋市の中心は、中区栄地区から名古屋駅周辺に移ってくると私は思います。で

すので、弥富は名古屋駅まで鉄道で15分、自動車で駅周辺まで30分、県庁まで40分で行ける

大変便利でよいところであると思います。しかしながら、愛知県では名古屋の東部地区に人

口増加が多い現状であります。名古屋の東部地区から駅周辺まで向かおうとすると、弥富の

２倍以上の時間がかかっても到達しません。こんな便利のいい弥富でも、人口の増加が少な

い。それは弥富市の地盤が低いというイメージがあるのが原因と私は思います。イメージ的

にはよくないと思われるところであっても、弥富はこんな便利のいいところだということを

皆さんによく知っていただく必要があると思います。 

 弥富市には、先ほどもありましたように、排水ポンプ場がきちっと整備され、集中豪雨で

水害になったことはほとんどございません。ただ、伊勢湾台風は除きますけれども。過去に

集中豪雨で尾張地区が被害に遭ったときでさえ、翌日に稲刈りをしていたという例もありま

す。 

 さて最近、経済専門誌の東洋経済社がまとめた全国の市の公的データに基づいて、住みよ

いまちランキングが発表されております。これは安心度、利便度、快適度、富裕度、住居水

準充実度と５部門で評価されております。今回で20回目ということであります。対象は789

市と東京23区の812都市が対象であります。それによりますと、１位は千葉県印西市、評価

が60.89でありました。愛知県を見てみますと、６位に長久手市、７位に三好市、12位に日

進市、15位に東海市、23位に隣の三重県の桑名市、36位に弥富市が評価され、54.89で入っ

ておりました。東京を含めた全国都市の36番目にランクするということは、大変すばらしい

ことであると私は思います。 

 さて、皆さんに弥富を知っていただく、弥富に来ていただくにはどうしたらいいのでしょ

うか。こんなまちに住んでみませんかとＰＲしたらどうでしょうか。１番目として名古屋駅

まで15分、ＪＲ、近鉄、名鉄、伊勢湾岸、高速道路、国道が充実したまち、２番目として保

育施設など子育てが充実したまち、待機児童なし、３番目として文化施設・体育施設が充実

したまち、４番目として小・中学校まで医療費が無料なまち、そして５番目として集中豪雨

等の防災に強いまち、６番目として自然が多いまちと、弥富市のイメージがよくなるような

弥富市のＰＲを行い、若い世代、子育て世代から弥富に住みたいまちとして行ったらどうで

しょうか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 横井議員にお答え申し上げます。 
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 もう少し弥富市をＰＲしたらどうかということでございます。私といたしましても、そう

いう方向につきましてはさまざまな機関を通じてお願いしているところでございますけれど

も、昨年、市民アンケートを行いました。これからの弥富市に住み続けたいという形で答え

ていただいた方が84.8％でございました。前回、５年前に比べますと3.6ポイント上がって

おるということに対して、今現在の弥富市には定住志向が非常に強いということを思ってい

るところでございます。そんな形の中で、20代、30代の人たちがしっかりとこのまちのよさ

を理解していただいて、我々はさまざまな行政の制度というものについてもお示しをしてい

かなきゃならない、あるいは安心・安全なまちづくりということに対しても、より一層都市

基盤整備を中心として考えていかなきゃならないというふうに思っているところでございま

す。そうした状況の中で、さまざま先ほど横井議員がポイントとして上げていただきました

ように、強みというものをより一層伸ばしていくということについて、これからも努力して

いきたいというふうに思っているところでございます。 

 先日も名古屋市河村市長とお会いしまして、時間をいただきました。そしてその中で、私

どもとしては名古屋の通勤圏内という形の中で弥富市があるわけでございますので、弥富市

のさまざまなイベントであるとか、あるいはＰＲしたいことがたくさんございますというこ

とで、名古屋市の持ってみえるテレビの枠というのを利用させていただけないかということ

をお願いいたしましたら、気持ちよく受け入れていただきました。そうしたことも一つの方

法として考えていきたいというふうにも思っておるところでございます。 

 また、別のところでほかの議員からも御質問がございますけれども、今、中核都市を中心

といたしまして新聞各社のマスコミと定期的に会合し、行政の案内をさせていただいている

ところが非常にふえてきているわけでございます。来年度から、そういうボード等も含めて、

ツールを含めて考えていきながら、弥富市からさまざまなことに対してマスコミを通じて発

信していきたいというふうに思っているところでございますので、御理解をいただきたいと

思います。 

 いずれにいたしましても、弥富市の強さ、よさということを皆さんとともにさらに考えて

いき、ことしの12月には皆様方にもお示しをすることができますけれども、第１次総合計画

の後期計画ということに対して、そういったことについても織り込んでいきたいというふう

に思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 横井議員。 

○９番（横井昌明君） 市長からはいろいろ答弁していただきましたけれども、このようなＰ

Ｒをどのようにしたらいいかということでございます。手段、方法について、私はいろいろ

なことを考えております。 

 まず、富山県の某市、これはテレビで市への転入を促すＣＭを放映しているところがござ
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います。また、市町村レベルでは、人口減少は今ここにある危機として捉えるべきだと私は

思います。ですので、私は第１回目としまして、大新聞、大きな新聞の両面を使って、弥富

市への転入のＰＲ、弥富市に住んだらこういういいことがあるよということをやってほしい

んでございますが、どうでしょうか。それぐらい大きなことをやってほしいと思います。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤総務部長。 

○総務部長（佐藤勝義君） 新聞の紙面でのアピールにつきましては、横井議員の言われまし

た弥富市の単独での掲載ではございませんが、新聞各紙の市町村尾張地区、海部地区特集広

告において、市の紹介ＰＲを行っているところでございます。 

 議員の言われます弥富市単独での紙面ＰＲにつきましては、アピール効果は大変大きなも

のとなると思われますが、費用面につきましては、新聞社に問い合わせたところ、新聞の片

面で約1,400万円とのことでございました。そういった費用面の関係で、非常に難しいもの

と考えております。 

 若い方へのアピールとしては、本年度から始めましたキャラクターロゴつき原付ナンバー

は、市のＰＲや若者の定住を促す観点から有効なものと考えております。また、新たな情報

発信の手段として、ツイッターを初めとしたＳＮＳは、若い世代への有効な情報発信の手段

の一つとして考えており、今後このＳＮＳのさらなる効果的な利用を図ってまいりたいと考

えております。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 横井議員。 

○９番（横井昌明君） 今、総務部長が答えていただきましたけれども、私も弥富市のＰＲと

して、観光や青少年健全育成ということで、各ほかの市町村とおつき合いで掲示していると

いうことは知っております。でも、皆さんと同じようなことをしていたのでは、なかなか弥

富市を知っていただくということは難しいと思います。ですので、お金がかかるかわかりま

せんけれども、それだけの効果は十分に僕はあると思います。ですので、なるべく若い方に

弥富を知っていただくということで、ぜひとも単独でＰＲを行っていただきたいと思う次第

でございます。 

 次に移ります。 

 次に、農業についてお尋ねしたいと思います。 

 私は過去、昭和47年に弥富町役場の経済課にお世話になり、13年間、農業関係の仕事を、

私は農業改良普及員の資格を持っておりますので、農業技師として農政の仕事に従事してま

いりました。その間、米の生産調整、弥富地域農業機械銀行、これは認識がちょっと薄れた

かわかりませんけれども、天皇杯を受賞しまして、現在、農村環境センターに杯のレプリカ

がございます等、農業改善事業に取り組んで仕事をした経験がございます。あれから20年た

った今、農業はいろいろと変化しておりまして、ＴＰＰ問題を初め、農業経営の規模拡大や
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農家の後継者等、いろいろな問題に直面しております。私は現在、水稲を60アールつくり、

今、稲作農業経営を行っております。 

 では、弥富市の農業の現在についてお尋ねしたいと思います。 

 弥富市の農家数、専兼別、専業農家については作物別の農家数をお尋ねしたいと思います。 

○議長（佐藤高清君） 石川開発部長。 

○開発部長（石川敏彦君） それでは、御答弁させていただきます。 

 2010年の世界農林業センサスによりますと、総農家数は1,568戸、そのうち専業農家につ

きましては114戸、第１種兼業農家につきましては108戸、第２種兼業農家につきましては

960戸となっております。ただ、数字的に残りの386戸につきましては、自給的な農家の方で

ございます。 

 次に、専業農家の作物別の農家数でございますが、稲作が103戸、麦類が16戸、豆類が20

戸、野菜類が50戸、花卉類が13戸、果樹につきましては２戸でございます。 

 なお、合計が合いませんのは作物の重複がございますので、御理解いただきたいと思いま

す。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 横井議員。 

○９番（横井昌明君） 20年前と大分変ったなあとしきりに思う次第でございます。 

 次に、私は農業経営については、農業の収入につきましては農産物の販売代金で、支出は

農作業委託代、肥料・農薬代、土地改良経費等があります。昨年の収支は、収支というのは

収入と支出の差でございますが、差し引き10アール当たり２万400円のマイナスでありまし

た。確かに農家はもうかりません。 

 ところで、土地改良経費について尋ねたいと思いますが、私のところの土地改良経費は、

海部土地、弥富土地、孫宝と３つございます。海部土地、弥富土地の関係につきましては用

水経費、お水をいただいておるという経費でありまして、これは稲に使っております。孫宝

改良区の経費は排水経費であり、それも農家の農地、田畑の面積で排水維持管理費の負担費

用が賦課されております。排水は、雨水と家庭雑排水が原因で、それに対する排水費用であ

ります。維持管理費には、一部の市補助金がありますが、農地の田畑の排水の費用負担する

のは、今後農家が負担するのは大変難しくなると私は思います。ですので、過去は水稲、米

の収入につきましては１俵２万円ぐらいございました。そのときはまだまだよかったのです

が、今は米価、米の値段は当時の半分ぐらいでしか収入がありませんので、農家は大変苦し

い現状であります。排水基礎の農地面積と農地以外の面積の比からすると、農地が約４割ぐ

らいであります。この地域の防災は排水が一番の重要事項であり、排水管理費も市がもっと

多く負担していただけないでしょうかと思います。そういうことについてお尋ね申し上げま

す。 
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○議長（佐藤高清君） 石川開発部長。 

○開発部長（石川敏彦君） 土地改良区の排水賦課金につきましては、排水路を使うのは農業

用のみならず、家庭排水を含めました全ての排水に使用することから、弥富市といたしまし

ては全体で負担しなければならないという考えのもとに、平成23年度より20％を補助させて

いただいております。 

 補助の割合の御質問でございますが、現在、排水機場維持管理にかかわる経費につきまし

ては、県及び市から補助をしており、ほぼ賄われていると思っております。補助率を上げる

ということにつきましては今のところは考えておりませんが、しかしながら土地改良区の経

常賦課金につきましては、以前から御指摘いただいておりますように、農業者の大きな負担

となっていることは十分承知をしているところでございます。今後も土地改良区とともに十

分協議をしていきたいというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。以上

でございます。 

○議長（佐藤高清君） 横井議員。 

○９番（横井昌明君） 排水経費でございますので、弥富市はこれをなくしたら大変なことに

なります。ですので、農業者だけで負担させるということでなくて、全体で持っていただく

ということでお願いしたいと思います。 

 次に、農道（市道）についての管理についてお尋ねしたいと思います。 

 私は、田んぼに隣接する市道で草刈りを年５回行っております。最近は除草剤を使う農家

がほとんどで、道ののりは痩せて、アスファルトがむき出しになっております。何かいい除

草の方法があったら教えていただきたいと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（佐藤高清君） 石川開発部長。 

○開発部長（石川敏彦君） 道路の路肩の除草管理につきましては、隣接の地権者の方々の御

理解と御協力によりまして除草をしていただいているものでございます。大変ありがとうご

ざいます。また、除草剤等を使用していただいて路肩が痩せていくことにつきましては十分

承知をしておりまして、通行に支障がありそうな箇所につきましては、地元より御連絡をい

ただいた都度に補修をしながら行っているという状態でございます。市といたしましても、

効果的な除草方法は見出しておりませんのが現状でございます。したがいまして、市道全路

線の除草管理につきましては、市だけでは到底できませんので、今後も引き続き隣接の地権

者の方々の御協力をお願いしたいと思います。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 横井議員。 

○９番（横井昌明君） 開発部長からいい回答をいただきましたけれども、のりが出ておるよ

うなところは、開発部に申し込めばやっていただけるということですね。では、次に進みま

す。 
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 市長さん、五明、五之三の木曽川用水幹線排水路の管理用道路は走られたことはあります

か。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） お答えいたします。 

 過去に何度も走っております。 

○議長（佐藤高清君） 横井議員。 

○９番（横井昌明君） これで話がわかりやすいです。知らんと言われたら、一つずつ説明し

ていかないけませんので。 

 僕も数回走りましたが、そこにはヒメイワダレソウ、これは低木、要するに低い草花で、

花が咲き、とてもきれいな印象でした。これは水資源開発機構が管理し、栽培されておりま

す。１年を通じ、雑草が全然生えておりませんでした。除草効果がある程度確認されており

ますので、除草対策の第一弾としてぜひ市道に実施してほしいが、どうでしょうか。 

○議長（佐藤高清君） 石川開発部長。 

○開発部長（石川敏彦君） 除草効果のありますヒメイワダレソウを栽培してはどうかという

御質問でございますが、弥富市内及び周辺でイワダレソウを植栽されておりますのが、水資

源機構が管理しております木曽川用水海部幹線水路沿いや、森津地内で地域の方々、そして

農地・水・環境保全活動の中で行われておるというふうに聞いております。 

 水資源機構に話を伺いましたが、植栽に当たっては、まず路肩の整形や表土の入れかえを

行い、雑草を抑えるために防草シートを張り、そこへ植栽をしているということでございま

す。植栽後につきましては、委託によりまして水やりや、毎月定期的に人の手によります草

取りなどを行っているそうでございます。このように多くの手間や費用をかけて栽培してい

る状況でございますので、きれいではございますが、効果は大きいと思いますが、植栽や管

理の経費を考えますと実施できないというふうに思っております。 

 また、森津地域資源保全隊の活動の中におきまして、のり面にイワダレソウを植栽し、景

観形成の向上とともにポイ捨ての防止等が行われているそうでございます。森津地内で実施

されております農地・水・環境保全活動での報告書も作成され、その中で紹介されておりま

すし、ＰＲもしてみえるとのことでございます。除草対策の一つといたしましては、それぞ

れの地区や農地・水・環境保全活動の中でぜひ取り組んでいただければというふうに思いま

すので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 横井議員。 

○９番（横井昌明君） 確かにお金がかかるかわからんですけれども、市のメーン道路につい

てやっていただくようにお願いしたいと思います。 

 今後も日本の農業は大変難しい時代になると思います。農業は自然を保ち、地域の温暖化
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対策にもなると思いますが、我々としては農業に対する環境を、少しでも農家のためになる

ような環境づくりを進めたいと思います。 

 以上で終わります。 

○議長（佐藤高清君） 追加答弁、服部市長。 

○市長（服部彰文君） 横井議員にイワダレソウの件についてお話をさせていただきますけれ

ども、先ほどは経費ということで具体的な数字は出ておりませんけれども、１平米当たり

3,000円から4,000円かかるということでございます。これはとてもじゃないですけれど、総

延長という形の中で道路周辺の隣地の草ということについては、それを張るわけにはいかな

いだろうというふうに思っております。皆様方の御協力をいただきまして、今後とも道路の

管理をしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤高清君） 次に那須英二議員、お願いします。 

○４番（那須英二君） ４番 那須英二、通告に従いまして質問させていただきます。 

 まず、１点目でございます。保育料についてでございます。 

 今後の保育料の方針でございますけれども、現在この弥富市は、「子育てするなら弥富

で」というキャッチコピーどおりに手厚い子育て支援に力を入れて、公立で９カ園と、しか

も待機児童もほとんどない、誰でも入れるというところと、あと保育料も愛知県平均に比べ

35％も安い、そして電車で名古屋駅まで15分と、さっき横井議員の御質問にもございました

が、そういう条件で、さらに都市計画税も取っていないことから、市街地でも住宅、アパー

トや、そういった家賃も安い、そういう状況がございます。そんな好条件が重なって、この

弥富市の人口は、この少子・高齢化の時代、そして横井議員の質問からもありましたけれど

も、人口がどんどん減っていっている中で、ほとんど減っていないという状況、人口でいえ

ばわずかに微増、子供の数でいってもほとんど減っていない、こんな状況が生まれておりま

す。特に若い世代の定住が進んでいるというふうに捉えることができ、本当に住みやすい希

望が持てるまちだと思っています。 

 この結果、税収のほうもピーク時をキープして、弥富市の健全な財政状況を支える土台と

なっているかと思っています。ひとえに市長を初め先輩議員たちの御努力や、住民・市民の

御理解、しかも行政が市民の声に耳を傾けて英断してきた行政のたまものだと私は思ってお

ります。 

 しかし、中期財政計画や、以前からも市長は保育料を値上げしたいと発言しておりました。

そんな折に、今の政権の自民党が公約で、３歳児以上保育料の無料化をやるということで選

挙で戦って、今は政権についておるわけでございます。その動向を見て、市長は今後の保育

料について検討していきたいと議会でも発言しておられました。しかし、その結果じゃあど

うなったかというと、無料化とはほど遠い、幼稚園の３人目しか対象にならないという中身
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の薄い形だけの制度になってしまっています。 

 少子・高齢化であるからこそ、今こそ子育て支援に力を入れて解消していかなければなら

ないのに、そんな状況にあるのに、今の国の動きとしては大変残念に思っております。しか

し、この中で弥富市は、子育て支援に力を入れてきた今の結果、要は子供が減らない、こん

な状況をつくり出しております。むしろ私としては、この弥富市は子育てのまちのモデルケ

ースになるのじゃないかというぐらい思っております。だからこそ、保育料は今後も上げず

に頑張っていく方向が弥富にとって一番正しい選択ではないかと思いますけれども、市長の

考え方を改めて伺いたいと思います。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 那須議員にお答えを申し上げます。 

 私ども弥富市は、保育料につきましては、那須議員おっしゃるとおり、17年間改正せずに

参りました。これも子育て支援の一環という形の中で、弥富市の子育て支援の大きな柱とし

て位置づけしておるところでございます。 

 そして、保育料につきましては、さきの６月議会の中でも申し上げましたけれども、今後

の幼児教育の無償化の動向であるとか、あるいは社会保障・税一体改革という状況の中での

消費税増税の問題等々について勘案しながら、来年度の保育料を決定していきたいというこ

とを申し上げたところでございます。 

 そして、今後の幼児教育の無償化の問題につきましては、その当時の政権与党の話ですと、

３歳から５歳児までの全ての保育所・幼稚園、あるいは認定こども園を対象としたいという

ことでございました。残念ながら、その期待は大きく外れてしまったわけでございます。幼

稚園のみの５歳児のみという形の中で、限定的な制度となっているわけでございます。私ど

もの保育所、あるいは認定こども園というところが、その対象から外れておるわけでござい

ます。 

 そして、もう１つの社会保障と税一体改革に伴う消費税増税の問題につきましても、来月

早々、その税率の問題、あるいは時期の問題ということについて最終的な発表があるという

ふうにマスコミ等で報道されているところでございます。今のところの方向で仮説といたし

まして考えますと、来年度から５％から８％となる、いわゆる３％の増税が予想されておる

わけでございます。そして、その増税分は、社会保障費、医療、介護、福祉、年金、そして

今度新たに子育て支援という状況の中で、その財源とするものでございます。 

 そういうような状況の中で、政権与党といたしましては、アベノミクスと言われるところ

の金融政策、そして財政政策、あるいは成長戦略のためのさまざまな政策を、今、矢継ぎ早

にその政策を発してみえるわけでございます。円高・デフレから脱却するんだ、あるいは経

済の再生を図っていくんだということが主たる目的でございます。しかしながら、実際まだ
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まだ国民とその実態という状況の中においては、給与、あるいは所得という状況の中では実

感をすることができない、享受することができないというのが現実的ではあろうというふう

に思っております。 

 また、今般発表されました社会保障プログラムの中におきましては、医療の問題あるとか

介護の問題という状況の中で、国民の負担が増大する傾向が予想をされておるわけでござい

ます。一方、私たちといたしましては、那須議員がおっしゃるとおり、平成25年度から29年

度までの中期財政計画の中において、弥富市の財政ということについてお話をさせていただ

きました。その間、いろいろと今後も財政の状況については見ていかなきゃならない、まだ

１年目でございますけれども、今現状といたしましては、そのことを踏まえても総合的に今

判断いたしますと、国民の負担は増大するであろうということが予測されるわけでございま

す。 

 したがって、来年度の保育料の改正につきましては、もう少し社会情勢等をしっかりと見

きわめる必要があるということを判断し、来年度の保育料の改正は見送りさせていただくと

いうことを申し上げたいと思います。弥富市の子育て支援という状況の中で、議員各位と一

緒になって、しっかりとした子育て支援を今後ともしていきたいというふうに思っておりま

すので、御理解いただきますようお願い申し上げます。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 那須議員。 

○４番（那須英二君） 市長の答弁、本当に心強く思います。市民の負担、今大変な状況にな

っております。それを少しでも軽減するために御英断くだされたと思っております。 

 今は本当に、共働きしなければ子育てするにも大変と。仕事も長期休むことができない、

こんな状況において、待機児童がほぼないこの弥富市の保育所、そして負担の少ない保育料、

都市計画税を取ってないことなども絡み合って住みよいまちをつくっており、これをどれか

一つでも壊してしまうと、大変弥富市の将来においてもリスクの大きいものとなってしまい

ますので、そういったことも踏まえて御英断されたと思っております。 

 今現在、一生懸命勉強しても、大学、高校を卒業しても、半数ほどの人たちが正規職員で

はなくてパートやアルバイト、非正規職員、派遣社員や期間工というような状況で、若者た

ちが結婚して子供を産み育てていくのも当たり前じゃなくなっている、大変な状況になって

いる、これが少子・高齢化を加速しているとも言えます。この状況にありながら、子ども手

当が支払われているからと年少扶養控除が廃止されたりして、さらに子育ての世帯の負担が

ふえております。 

 そこで質問でございますが、弥富市における子ども手当の総額と年少扶養控除に当たる金

額の総額を比較するために、両方の金額をお聞かせください。お願いいたします。 

○議長（佐藤高清君） 渡辺児童課長。 



－５１－ 

○児童課長（渡辺秀樹君） お答えいたします。 

 まず、子ども手当でございますが、子ども手当は次世代の社会を担う子供一人一人の育ち

を社会全体で応援する観点から、所得制限もなく、中学校修了までの児童１人につき１万

3,000円を支給すものとして平成22年度に導入されたものでございます。平成22年度の支給

額につきましては、旧制度の児童手当も含めまして８億7,418万7,000円となっております。

現在につきましては児童手当の制度改正がなされ、所得制限も導入されておりますが、平成

24年度の支給額は８億3,261万9,000円で、子ども手当の導入前の平成21年度と比較いたしま

すと、市全体で４億7,300万円ほど増額となっております。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤総務部長。 

○総務部長（佐藤勝義君） 年少扶養控除額のほうにつきまして、私のほうからお答えさせて

いただきます。 

 平成22年度の税制改正によりまして、平成24年度市県民税課税分から16歳未満の年少扶養

控除、控除額は33万円でございますが、廃止されました。１人につき33万円の控除額が所得

として増額となりますので、税率10％、これは市民税６％で県民税４％でございますが、３

万3,000円の税額増となります。平成25年１月１日現在の16歳未満の人数が6,975人で、うち

７割の方が該当として積算いたしますと、市民税では約9,700万、市県民税合計しますと約

１億6,000万の税収増となっております。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 那須議員。 

○４番（那須英二君） 今、子ども手当、児童手当と、年少扶養控除の額の負担分の増加分を

御答弁いただきました。要は、子ども手当であったときに８億3,000万ほど、その恩恵を受

けておったわけでございますが、その分そこから、雇用状況も悪くなって給料も伸び悩むと

き、そして不安定雇用などもある中で、結局、子育て世帯に１億6,000万円をさらに増税と

いうか負担がふえたということでございます。 

 そういう状況に今あるので、今は本当に子育て世帯に対して手厚い支援を行って、子供を

安心して産める状況にして、少子・高齢化対策としても考えていかなきゃいけない状況なの

に、こうした負担増がされているということでございます。そこに今後、ちょっとどうなる

かはわかりませんけれども、先ほど市長からは保育料は上げないという言葉がございました

のでいいと思うんですけれども、これで負担増になったら、またさらに大変になってしまう

ということでございます。 

 ６月議会で市長は、弥富の福祉は後退させないという言葉を力強くいただきまして、その

言葉どおり、今回、保育料に関しても見送るということで御英断いただきましたので、ぜひ

その立場を貫いて今後も頑張っていっていただきたいと思っております。 

 そして３点目、少子・高齢化の問題についてでございますが、現在、私たちの国は少子・
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高齢化、本当に苦しい問題でございます。子供の少ない国は衰退すると、そのとおりでござ

います。将来的に高齢者の方がふえて、その保障、介護等にお金がかかる、ところが支える

世代がいないとなったら、本当にやっていけない状況になってしまうということでございま

す。こんな時代だからこそ、国が総出を挙げて子育て支援しなければならないのに、先ほど

あったように、逆行したり骨抜きであったりと、形だけものになってしまっております。国

が子育てに対して手厚く支援していくのが望ましいし、もちろん県や市町村においても請願

していただくこともございますが、それを待つだけでは遅々として進まない。だからこそ、

市町村でもできることは努力していかなければならないと私は考えております。少子・高齢

化の問題というのは、国だけの問題じゃなくて、多くの地方自治体も真剣に取り組んでいか

なければならない課題の一つだと思っております。 

 当市、弥富市においても、合併当時の合併協議会の際に出された資料、これ実は三宮議員

が先ほどお配りした資料の中にもございます。これなんですけれども、これのページを開い

ていただくと、２枚目の真ん中あたりに、将来の行財政シミュレーション（弥富町及び十四

山村が合併した場合）という資料が出ておりますので、ちょうどあるので使わせていただき

ますが、これの中段ですね。合併当時、例えばゼロ歳から14歳までのところを見てみますと、

合併当時の推計では、平成22年、一番近いところを見てみますと、弥富市の子供の14歳まで

の人口は6,101人と推定されておりました。ところが、実際の人数はどうなったかというと、

右のほうの実人数ということで書いてありますが、22年を見ますと6,460人ということで、

その推計より360人ほど多い状況になっております。 

 お隣の愛西市や津島市などと同様に出されたわけでございますが、津島市や愛西市、その

１個手前にこんな表がついております。弥富市と、岩倉市と、津島市と、愛西市というふう

に載っておる表があるんですけれども、愛西市、津島市をまずちょっと見ていただきたいん

ですが、ゼロから４歳、ゼロから14歳のところで、17年から23年度の増減率というところを

見てもらえば一番わかりやすいかなと思うんですけれども、例えば津島市でいうと16.69％、

ゼロから４歳児で減少している。ゼロから14歳児を見ますと10.74％と。愛西市のほうを見

ると、ゼロから４歳児の間、何と20.39％も減少している。中学生までの14歳までを見ると、

8.95ということでございます。それと比較して弥富市をじゃあ見てみますとどうなっている

かというと、0.29％しか減っていない、ゼロから４歳児までの間ですね。14歳までの間でも

0.23％しか減っていない。要は、お隣の愛西市や津島市が、１割、２割と、10％から20％減

っている中で、弥富市はほとんど減っていないということが言えると思います。要するに、

先ほどの合併当時の推計で6,100人ぐらい、ところが実際はそれより360人もふえている。こ

の状況は、この弥富市の子育て支援による結果だと私は思っております。このように、「子

育てするなら弥富で」のキャッチコピーに恥じない施策、対応がなされているかなあと私は
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考えております。 

 そして、またこの人口問題に関して、少子・高齢化問題ともあわせて、これに対する市町

村として市長の見解と、弥富のこれからの子育て施策、少子・高齢化問題や人口問題として

どのように考えておるか、お聞かせください。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 那須議員にお答えを申し上げていきたいと思います。 

 日本における少子・高齢化の動きは、まさに歯どめがきかないような状況で年々加速して

いる状況は御承知のとおりでございます。今の状態でいきますと、先ほど横井議員からの御

質問の中にもございましたけれども、平成50年には１億を割るというような数字も試算され

ておるわけでございます。そういう状況だと、約3,300万人ぐらい減るんですかね、今の人

口から、そういうようなことが平成50年には見出されるわけでございますけれども、これは

先ほど那須議員、国だけの問題ではなく自治体の問題でもあると、それは基本的にはそう思

うわけでございますけれども、やはりこれは国全体でしっかりと対応していかなきゃならな

いという非常に大きな問題であろうというふうに思っておりますし、また難しい問題である

と思っております。 

 今、国におきましても、政府のほうで有識者会議という形の中で、この少子・高齢化、人

口減ということについて真剣に協議をしていただいておるところでございます。厚生労働省

の発表によりますと、平成24年度、昨年度の出生率は、前年を0.02ポイント上回る1.41人だ

ったと発表されました。しかしながら、総務省の発表した人口推計では、いわゆる15歳未満、

中学生以下ですね、子供の数は32年連続で減少しているという状況でございます。そういっ

た形の中で、その裏腹にあるわけでございますけれども、65歳以上の高齢者は初めて3,000

万人を超えたというような数字も発表されておるわけでございます。 

 弥富市におきましても、先ほど那須議員からさまざまな形で、小学生、あるいは中学生と

いう状況の中で数字を出していただいておるわけでございますが、平成24年４月１日と平成

25年４月１日、１年の状況の中で、15歳未満は、平成24年度が6,532名、そして平成25年の

４月には6,458名という形で、74名減でございます。そういうような状況で推移をしている、

極めて少ない数字だろうというふうにも分析するところでございます。しかしながら、65歳

以上の高齢者と言われるところの人口につきましては、来年度は１万人を超えるという形の

中で、弥富市全体の人口４万4,500名という状況の中で、22％を超えると思っているところ

でございます。まさにこういった形での少子化、あるいは高齢化ということに対する対策が

必要であろうというふうに思っております。そうした中において、自治体の役割、市の役割

という状況の中で、さまざま議員の皆様の御協力、そして御賛同をいただきながら進めてき

ておるわけでございます。 
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 少子化の問題につきましては、市の最重要施策というような状況の中に位置づけさせてい

ただきまして、一つには中学生までの医療費の通院・入院無料ということにつきましても、

これは７年連続にもう既になってくるわけでございます。また、最初のところにおきまして

は、県下では３番目のスタートということでございました。そういう形の中での制度が一つ。

それから、先ほども言いましたけれども、保育料の問題につきましては、17年間据え置いて

おるということでございます。愛知県でも最も低いほうの保育料だろうというふうに考えて

おるところでございます。 

 またそのほか、子供たちに関するところの児童館、あるいは児童クラブ、あるいは子育て

支援センター、母子通園施設等々の設置につきましても、しっかりと力を入れさせていただ

いておるところでございます。いずれにいたしましても、ソフト面・ハード面という状況の

中でも、今後も力を注いでまいりたいというふうに思っているところでございます。 

 一方、高齢化の問題につきましては、私が申し上げるまでもなく、皆様方にも御理解をい

ただいているところでございますが、少し内容を分析いたしますと、介護の問題が大変にな

ってくるなあというふうに思っております。介護支援が必要とする高齢者がますます増加し

てまいります。そういうような形で、市としても対応をしっかり考えていかなきゃならない。 

 また、ひとり住まいの高齢者がふえてきておるわけでございますけれども、現在市として

は1,300人を超えるひとり住まいの生活者がお見えになります。こういう人たちに対して市

の役割もしっかりとしていかなきゃならないというふうに思っております。 

 それから、核家族化という形の中で、介護をする人がますます高齢化してくるというよう

な形で、高齢者の介護も高齢者がしなきゃならないというような状況、そういった形の中で

家族における介護の力、いわゆる介護力というのがますます低下してきているというのが現

状ではないかなあというふうに思っているところでございます。 

 こういったことに対して自治体、私ども弥富市といたしましては、社会福祉協議会、ある

いは地域包括支援センター、そして民生委員の皆さんとの連携等々で、サービス事業所の確

保であるとか、あるいはその質の向上ということについて、その施策を打っていかなきゃな

らないというふうに思っております。あるいは地域医療という形の中で、医療のほうにおい

ても地域医療と連携をしていかなきゃならないというふうに思っているところでございます。 

 また、高齢者福祉計画であるとか、介護保険事業計画ということについても、その点検・

評価、そして見直しを定期的にさせていただいておるわけでございますが、こういったこと

に対しましても、議員の皆様方と一緒になって考えていきたいというふうに思っております。

そんなことが当面の少子化、あるいは高齢化対策という形での市の考えているところでござ

いますので、御理解をいただきたいと思います。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 那須議員。 
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○４番（那須英二君） 市長にも大変心強く御答弁いただきました。真剣に弥富市は取り組ん

でいると私自身も思っております。それに対して本当に真摯に考えられて、例えば保育料な

どもこのまま据え置いていくという決断は御英断だと私は思っております。 

 先ほど言われたとおり、この人口問題においては、市町村でというよりは、市町村も、県

も、国も、総力を挙げて真剣に取り組まなければならない重要な課題となっております。根

本的には雇用の状況が大きな要因でございます。ぜひとも国のほうにも、雇用状況の改善、

今言われているのは企業がやりやすいという形ではなくて、労働者が働きやすい労働ルール

の策定をしなければならない。それとあわせて子育て支援と。少なくとも公約であった保育

無料化に関しては実現するように、ぜひとも求めていっていただきたいと思っております。

これで保育料については質問を終えます。 

 ２点目、児童クラブについてでございます。 

 昨年、議会の私の質問に対して、今後、高学年、４年生から６年生までの児童クラブの受

け入れを進めていくと御答弁いただきました。受け入れる時期としては26年度あたりという

ことでございましたが、今その状況としては、26年スタートということでよろしいんですか。 

○議長（佐藤高清君） 渡辺児童課長。 

○児童課長（渡辺秀樹君） スケジュールでございますけれども、今現在におきましては、児

童クラブの年齢拡大につきましては、国の示したスケジュールによりますと平成27年４月か

ら、これは今現在のところでございますけれども、そのような施行ということが予定されて

おります。したがいまして、本市もそれを目標にしております。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 那須議員。 

○４番（那須英二君） 今、27年度ということでございました。それはまた置いておいて、そ

のとき御答弁いただいたのは、弥生や白鳥の児童クラブが、定員が満員に近いということで

御答弁いただきました。現在の児童クラブの利用状況、定員と利用人数のわかりやすいお答

えをお願いいたします。 

○議長（佐藤高清君） 渡辺児童課長。 

○児童課長（渡辺秀樹君） 現在の利用状況につきましてお答えさせていただきます。 

 現在の児童クラブの利用状況につきましては、定員いっぱいになっておりますクラブは、

日の出児童クラブと白鳥児童クラブでございます。以前お話し申し上げました弥生につきま

しては、定員68人に対して現在52人で、空き状況は16人という状況になっておりますが、今

後年齢拡大になりますと、今のままでは難しいと考えております。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 那須議員。 

○４番（那須英二君） それ以外の児童クラブは余裕があるということでいいですかね。 

 今度、高学年の導入に向けて、日の出児童クラブに関しては拡大の計画が全協の中でもお
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示しされております。そうすると、今度は白鳥や弥生が高学年受け入れ体制を整えていかな

ければならないということで、その計画をどのように今考えられているか、お答えください。 

○議長（佐藤高清君） 渡辺児童課長。 

○児童課長（渡辺秀樹君） 児童クラブの施設の御質問でございますけれども、児童クラブが

年齢拡大されますと、今のままでは施設がだめなところがございます。そういったところに

つきましては、ただクラブ室の整備をするだけでなく、周りの安全な環境とか、保護者の皆

様の送迎のための駐車場、こういったものの整備も必要になってくるわけでございます。し

たがいまして、御指摘の白鳥・弥生児童クラブを含めた年齢拡大に伴って施設整備が必要と

なる児童クラブにつきましては、そのようなことも踏まえながら施設の整備等を検討してい

かなければならないと考えております。 

 本年度は日の出児童クラブを整備いたしますが、白鳥・弥生の児童クラブにつきましては、

現在のところ具体的に決めた計画はまだございません。しかしながら、平成27年４月までに

整備するには来年度中に整備する必要があるため、来年度の当初予算につきましては、必要

な予算を計上させていただきたいと考えております。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 那須議員。 

○４番（那須英二君） 今回の議案にも、子ども・子育て会議費というのが補足されるという

ことで、そちらのほうでもしっかりと議論をされて、多分今後の方向を決めていかれると思

いますが、今後もそういった形で子育て支援に対して手厚い、弥富市として誇れるまちだと

私は感じておりますし、それこそさっき横井議員がＰＲというところで言っておりましたが、

ＰＲする材料としては随一というか抜群に効果を発揮するんではないかと思っておりますの

で、そういった形で子育て支援に対してしっかりと取り組む弥富市ということで啓発してい

ただきたいと思っております。 

 私がこの弥富市に来ておよそ２年近くたちますけれども、最初に驚いたのは、学校ごとに

児童館があるということは本当に驚きました。実は今では日の出小学校ができたということ

で、当時の桜小学校の対応であった児童館が日の出小学校対応ということで、桜小学校の分

は今のところないんですけれども、市長は６月の厚生文教委員会の中でも、新年度建設を予

定しているということでお答えいただきましたし、学校ごとに児童クラブもあると。しかも

保育所は、先ほどから何回も言っていますが、ほぼ待機児童なしで保育料の負担が少ないと。

子育てに対して真剣に考えて対応されているすばらしいまちだと。僕はそういった意味で、

子育てのまちのモデルケースとしても悪くないというか、むしろしていただきたいと思って

いるぐらい、当市の子育て政策はすばらしいものと思っておりますので、その結果として、

先ほど資料にも示させていただきましたが、愛西市や津島市が、１割、２割と子供が減って

いる中で、ほとんど子供の数を減らさずいられる、この方向をぜひとも貫いていっていただ
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きたいと思っております。 

 今後とも、この弥富のすばらしいところを守って、むしろ発展させていくことを強く求め

まして、質問を終わりたいと思います。 

○議長（佐藤高清君） ここで暫時休憩します。再開は２時とします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午後１時50分 休憩 

             午後２時00分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（佐藤高清君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に三浦義光議員、お願いします。 

○８番（三浦義光君） ８番 三浦義光でございます。 

 通告に従いまして、今回は自主防災並びに小・中学校の防災マニュアルについて質問をさ

せていただきます。 

 ９月１日は防災の日でございました。１年の中でも最も防災に関心が持たれるこの時期、

９月定例会においても四、五名の議員が関連質問をされます。重複するものがありますので、

こちらから控えさせていただきます。よろしくお願いをいたします。 

 愛知県が本年５月30日に公表した南海トラフ巨大地震の被害想定が発表され、液状化によ

る被害の大きさ、揺れや火災を含めた建物の倒壊や死者数の想定が明らかになっております。

弥富市においては、建物の全壊・焼失3,900棟余り、死者数は200人と推計されました。これ

を受けて６月議会でも数名の議員が、防災に関しての一般質問に立たれております。 

 今回私は、大災害が発生した際、防災関係機関の活動のおくれや阻害されるケースを予想

して、近隣住民同士が初期消火、被災者の救出・救護、避難誘導を行う自主防災会について

の活動を改めて、最新の愛知県の想定をもとにして検証していきたいと思います。 

 昨年10月に、津波避難計画策定を推進するためのマニュアルを作成するために、消防庁が

モデル地区を選んで住民を交えて計画を策定し、その結果や過程をマニュアルに盛り込んで

全国に推進する予定で、このモデル地区に弥富市が選ばれております。弥富市は、各学区か

ら１つの自治会を選出し、６地区の住民の方々に参加してもらい、ワークショップによる方

法で津波避難計画を作成していただきました。 

 このワークショップとは、数名のグループに分かれて議論しながら、何かを学び合ったり

つくり出したりする作業スタイルのことをいうそうです。私は、白鳥学区の選出がたまたま

前ケ平自治会でしたので、ここに参加させていただきました。個人的な感想を交えながら振

り返ってみようと思います。 

 実施したスケジュールは、10月５日に趣旨説明、現状把握、12月７日に津波の当該地区へ
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の危険性把握、地元のタウンウオッチング、12月22日に津波避難計画の作成、年明けて１月

19日に実際の津波避難訓練を実施、その後、問題点を整理し、反省会を行いました。このワ

ークショップに参加した６地区の自治会の皆様は、津波浸水想定区域や津波到達時間など、

自分の地区の津波の危険性について理解を深めていただいたと思います。また、実際に自分

たちがまちを歩いて、避難場所や避難経路の確認、避難する際の障害の把握など、理解が深

まったと感じております。 

 弥富市としても、このワークショップに消防庁から選ばれて市の防災計画に何かしら成果

があったのではないでしょうか。そして、これに参加できなかった自治会に対しても推奨で

きる報告をする機会はございますか、お願いをいたします。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤防災安全課長。 

○総務部次長兼防災安全課長（伊藤久幸君） お答えいたします。 

 津波避難計画に係るワークショップにつきましては、議員の説明どおりの内容で開催され

ました。その成果につきましては、津波避難対策推進マニュアル検討会報告書というものに

まとめられております。内容といたしましては、弥富市における具体的な計画策定ではなく、

避難計画の策定方法というものが記載されているものでございます。 

 自主防災団体などへの周知は、現在の段階では行っておりませんが、自主防災会へは今後

その方法等について周知を行ってまいります。 

 また、昨年実施した地域の中には、今年度も避難訓練の実施を行っていただいたところ、

また避難経路を記載した地図の配付といったものを行った地区もございまして、防災意識の

向上が図られたと理解しております。 

○議長（佐藤高清君） 三浦議員。 

○８番（三浦義光君） 実際、１月19日の避難訓練、前ケ平においては、自治会役員と防災会

役員で行いますと回覧文書を流しただけでしたが、当日は全世帯の約６割の方々が避難場所

の白鳥小学校に集まっていただけました。皆様の防災意識の高さがうかがえました。 

 ワークショップに参加されなかった自治会でも、恐らく同様の気持ちの方々がおられると

思います。それぞれの防災会で行われる訓練に、ワークショップ避難計画策定を参考にして

いただきたいです。そのためにも、早くの紹介をお願いいたします。明らかに参加しました

６地区は、もう次の段階の訓練を進めているようです。 

 次に、ワークショップの第３回作業の津波避難計画の作成にも用いました災害頭上訓練

（ＤＩＧ）について、まだまだ一般に浸透していませんが、自分の住む地域に起こり得るか

もしれない災害をより具体的に捉えることができる訓練だと思い、質問させていただきます。 

 この災害図上訓練（ＤＩＧ）とは、「掘り起こす」「探求する」「理解する」という意味

の英単語「dig」に、災害「disaster」、想像力「imagination」、ゲーム「game」を重ねた
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ものです。ゲームを通じ、災害の被害や対策を想像することで防災意識を掘り起こし、地域

を探求し、災害を理解していくものです。ＤＩＧは、1997年（平成９年）に三重県で生まれ

ました。防災研究者の小村隆史氏が、自衛隊が行っている指揮所演習などを参考にし、地図

と透明シートを用いて書き込みを加えながら行う方法を考え出し、試行錯誤の結果、今の形

になりました。現在では全国に知られるものとなっております。 

 要領はとても簡単でして、まず自分の地域の地図をつくります。それをもとに、まちの構

造や特徴を把握します。想定される災害によって、どんな被害が予想されるかを考えます。

そして、予想される被害を減らす対策を考えていきます。このように地図を囲んで、みんな

でわいわいと話をすることでコミュニケーションが図られ、お互いの情報交換や知識の共有

ができます。そして、自分が住む地域に起こり得るかもしれない災害をより具体的に捉える

ことができる、大変すばらしい訓練です。 

 ワークショップに参加した自治会の皆様は体験済みですし、防災リーダー養成講座に参加

した方々にも理解されていると思います。しかしながら、まだまだ一般的に知られているわ

けではございません。各自主防災会に紹介する手だてはございますか。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤防災安全課長。 

○総務部次長兼防災安全課長（伊藤久幸君） ＤＩＧ訓練につきましては、平成23年度より、

県の補助事業でございますが、みずから守るプログラムといった事業がございます。この事

業を活用された地域がございまして、具体的には十四山地区、栄南地区の一部、あと大藤地

区といった自治体が、これは大雨による内水浸水被害を想定した地図でございますけれども、

そういったものを作成して地域全域に配付しているといったようなことでございます。 

 この事業は、地域の浸水しやすい場所の把握を、実際に現地を歩くタウンウオッチングを

通じて行い、避難経路の策定を進めるものです。この中にはＤＩＧ訓練も入っております。

このような事業を通して、ＤＩＧ訓練というものを広げてまいりたいと思っております。 

○議長（佐藤高清君） 三浦議員。 

○８番（三浦義光君） なかなか十四山地区を初め、弥富市南部地区の情報は周知できており

ません。これは私の勉強不足でございます。 

 私自身、養成講座で初体験をしました。近隣防災会では、まだまだ行われていないのが現

状でございます。自分がどのような状況下に住んでいるのか、近所に危険な箇所はないか、

避難所により最短でより安全に向かうにはどのルートを通るかなど、自分の身を守るには最

適な訓練です。市内全防災会に紹介をしていただくように、お願いをいたします。 

 それでは次に、先ほど横井議員のほうからもお話がございました。ことしになってから、

７月28日の山口県・島根県を襲った豪雨、８月９日に秋田県・岩手県でも、これまでに経験

したことのないような大雨に見舞われました。ともに８月30日に気象庁が運用を開始しまし
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た特別警報に相当するケースになります。 

 この特別警報とは、これまでの大雨、地震、津波、高潮などで発表されていた警報に加え、

基準をはるかに超える豪雨や大津波などが予想され、重大な災害の危険性が著しく高まって

いる場合、新たに最大限の警戒を呼びかけるために設けられました。特別警報が対象とする

現象は、１万8,000人以上の死者・行方不明者を出した東日本大震災の大津波や、観測史上

最高の潮位を記録し、5,000人以上の死者・行方不明者を出した伊勢湾台風の高潮、そして

紀伊半島に甚大な被害をもたらし、100人近い死者・行方不明者を出した平成23年台風第12

号の豪雨などが該当いたします。特別警報が出た場合、その地域は数十年に一度しかないよ

うな非常に危険な状況にあります。周囲の状況や市町村から発表される避難指示・避難勧告

などの情報に留意し、直ちに命を守るための行動をとってください。 

 このように、市民の皆さん、自主防災会でも避難訓練というと東日本大震災以降どうして

も津波に対しての避難訓練に目を奪われがちですが、我が弥富市は言わずと知れた海抜マイ

ナスゼロメートル地帯です。集中豪雨による浸水被害、台風による高潮被害などの風水害の

危険性は、より高いのではないでしょうか。大地震でも津波の心配がないケースも想定され

ます。それぞれ状況に応じて、避難する場所・経路も異なってくる可能性があると思われま

す。弥富市としての考えをお聞かせください。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤防災安全課長。 

○総務部次長兼防災安全課長（伊藤久幸君） 避難の方法につきましては、御存じのように、

風水害と地震については全く逆の対応になります。例えば風水害では、発生が予測でき、早

目の避難が可能であり、地震では早目の避難もできません。また、避難する場所についても、

風水害は室内、地震は広い屋外となります。このように正反対の対応が必要になってまいり

ます。海抜ゼロメーターの弥富市では、全体で総括して個々の避難経路を想定することは難

しいと考えております。先ほど申し上げましたみずから守るプログラムのように、各自主防

災会単位での計画策定を行う必要があると考えます。 

 なお、市といたしましても、それに対する協力体制をとってまいります。 

○議長（佐藤高清君） 三浦議員。 

○８番（三浦義光君） 風水害の中でも、台風に関してもある程度予測ができるわけでありま

す。集中豪雨でも、前日の天気予報で予測できれば、市指定の避難所へ向かう対応もできる

はずです。ただし、局地的なゲリラ豪雨においては、なかなか事前に予測して行動がとれる

か心配ではございます。この後の質問内容に関連してくるのですが、自主防災会の避難マニ

ュアルには、それぞれの想定に即した対応をお願いしたいと思います。 

 次に、私はことし１月26日、２月２日の２日間にわたって行われた海部地方防災リーダー

養成講座を受講いたしました。防災リーダーのあり方に始まり、災害図上訓練、自主防災組
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織活性化演習など、地元に即した実践的な講座を受けられました。弥富市からも男女・年齢

を問わず、十数名の方と御一緒させていただきました。防災への関心の高さが見られました

が、自分の身は自分で守る、自助のためにという方が多かったような気がいたします。もち

ろん悪いことではございません。自助こそが基本ではございます。しかしながら、自治会の

防災に対するリーダーの方々の受講は少数のような気がいたしました。 

 自主防災会が弥富市でも立ち上がっているわけですが、防災会がより活性化するためのリ

ーダーの養成はおくれております。弥富市には防災ゼロの会というリーダー会もございます。

この会を中心として、市のリーダー養成法をお聞かせください。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤防災安全課長。 

○総務部次長兼防災安全課長（伊藤久幸君） 防災リーダーの養成につきましての御質問でご

ざいます。 

 現在53人が講座を修了しています。特に平成23、24年の２年度につきましては、各11名が

修了しています。修了後につきましては、市内では、先ほど議員も申されました防災ゼロの

会や防災まちづくりをすすめる会といった防災に対する会がございます。そういったところ

に参加していただくことになるわけでございますが、なかなか加入していただく人数につい

ては少数になっております。 

 また、受講者には自主防災会の会長経験者もいらっしゃいます。防災ゼロの会だけではな

く、あいち防災リーダー会海部ブロックなどの活動を通じて、地域のリーダーとなっていた

だきたいと思っております。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 三浦議員。 

○８番（三浦義光君） 地元の住民の方々の情報不足、近所づき合いの希薄など、自主防災会

の活動にはいろいろ問題点がございます。そういったことからも、時代に即した組織の育成

やコミュニティの形成のための防災会の活性化に、防災リーダーが手助けしていかなければ

ならないと思っております。自主防災会の役員の中枢に入って会長を補佐して、行政とのパ

イプ役を担っていただきたいと思っております。本年度もまた、同じような時期に防災リー

ダー養成講座が開催されると思います。直前の広報にも紹介されますので、興味のある方、

数多くの方の出席を期待しております。 

 次に、各自主防災会の防災マニュアルについて質問をいたします。 

 防災は、地震などが発生したときの対応だけではなく、堤防改修のような公共投資など、

まちづくりにも防災の観点はありますし、教育や福祉面でも重視しています。日本では多く

の分野で「防災」という言葉が使われていて、行政が中心になって取り組むイメージでござ

いました。しかし、最近では「減災」という言葉が使われています。災害対策は行政機関だ

けでやっていっても不十分で、地域を構成する個人や企業、各種団体など、地域ぐるみで対
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策を考えていかないと効果が上がりにくいと変わってきております。行政だけでは手に負え

ない規模の被害が発生した場合、自分たちのことは自分たちでやっていく、地域は地域の中

で協力してやっていく、会社や学校ではそれぞれが従業員や学生を守ることを考えています。 

 それでは、地域では具体的にどのようにすればよいのか。実際に被害を全て防ぐことはで

きません。そこで近隣の人たちの助け合いが必要で、地域の人たちがお互い同士を知ってい

なければ救助することはできません。自分たちで協力して救命処置やけがの手当てができる

かどうか、地域の中に応急処置ができる人が何人かいる必要がございます。また、火災が発

生する可能性があり、初期消火の心得や消火器の使い方を知っている人はいるか、延焼を防

げるかどうかがあります。事前訓練を受けていく必要があると思っております。避難所運営

でも、事前に意思疎通ができているか、近隣の人たちが日常的にも、非常事態下でも進んで

協力し合えるコミュニティも必要になります。 

 弥富市でも、自治会への補助金交付などにより、自治会単位での自主防災組織の整備促進

を図っていて、現在51の組織が整備されております。自主防災組織のあるなしでも、災害時

の減災に差が出ると思いますし、これだけの数の防災会があれば、日常的に訓練をしている

か否か、いざというときにうまく活動ができるかどうかは、地域によって差があると思いま

す。日ごろから活動している防災会は、住民の皆さんに参加してもらうための工夫や、引っ

張るリーダーの人選、活動を学ぶ熱意などが違うと思います。先進防災会の紹介をお願いい

たします。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤防災安全課長。 

○総務部次長兼防災安全課長（伊藤久幸君） 先進的なというお話でございます。自主防災会

の結成の早かった弥生学区に先進的な取り組みをしているところが多いと理解しております。

例えば、市に先駆けてマンション等の一時避難場所の確保とか、避難マップの作成、備蓄品

の充実、またアマチュア無線を活用した緊急時の連絡網の整備などが行われています。 

 また、一概には言えませんが、会長の任期が１年の場合は、なかなか新たな事業に取り組

むということも難しいと思います。自主防災会の中に防災委員というような形で、数年やっ

ていただける委員の方を設立していただくといったことを取り入れていただきますと、こう

いった防災会のいろんな事業等についても、かなり進展するんではないかというふうに考え

ております。 

○議長（佐藤高清君） 三浦議員。 

○８番（三浦義光君） 早い段階で各防災会会長が集まれる全体会を開いていただいて、先進

的な活動を紹介してもらい、情報交換のできる場が必要だと思います。50を超える自主防災

会があれば、活動に差が出てくるのは当然です。それは、地区の皆様の防災意識が同じでも、

リーダーシップをとっていただく役員の存在に関係してくるものだと思います。また、先ほ
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ど課長が言われていた会長の短期交代、そして高齢化が防災会の活動、計画の妨げにもなっ

ております。長期的な展望を唱えられる防災委員の設立には私も賛成でございます。そうい

う方に指導力を発揮していただきたいと思っております。 

 次に、今回の質問に先立ち、弥富市地域防災計画の中の第２章第１節、防災組織の整備計

画で唱えられている自主防災組織の防災マニュアルの作成を読ませていただきました。各防

災会、これを参考にして、規約、マニュアルを作成していると思っております。ただし、住

宅密集地の平島地区と海により近い栄南地区とでは、必然的にマニュアルが細かい部分で違

ってくると思います。私の住んでいる白鳥地区前ケ平自主防災会でも、会長に、より具体的

な地域に合った自治会の皆様が災害時に行動しやすいマニュアルの変更をお願いしておりま

す。弥富市の防災会は、独自の防災マニュアルの作成をしているのでしょうか。相談に訪れ

た防災会はございますか。既にマニュアルが完成している地区があれば、内容を含めてお聞

かせください。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤防災安全課長。 

○総務部次長兼防災安全課長（伊藤久幸君） 防災マニュアルにつきましては、地区ごとの実

情に合ったマニュアルの作成というものが必要だと考えております。結成時に、個々の防災

会で訓練・役割分担を定めていただいております。また、マニュアルのようなものをつくっ

ていただいておるところもあるわけでございますけれども、まだ具体的な作成といったもの、

周知といったようなところまでは至っていないのが現状だと思っております。また、市だけ

ではなかなかこのマニュアル作成の対応が難しいため、先ほど議員の言われたように、防災

リーダーの方の養成等を通じまして、自主防災会に対する講習などの開催も検討してまいり

たいと思っております。 

○議長（佐藤高清君） 三浦議員。 

○８番（三浦義光君） 防災会の結成時には、市の指導のもと、規約に近いマニュアルは作成

されていると思います。しかし、地震、津波、風水害、それぞれ災害に見合った避難経路、

避難場所の確定、自治会内の独居の御老人、体の不自由な方などの把握、避難場所に集まっ

てからの役割分担などなど、具体的に自治会住民がどう助け合っていけるか、完璧なマニュ

アルはできないと思いますが、必要最小限のものを文章化していってもらいたいです。また、

このような講習を市には求めていきたいと思っております。 

 それでは次に、小・中学校の防災マニュアル、避難訓練についての質問に移ります。 

 皆様も御存じのように、８月25日、中日新聞サンデー版には、９月１日の防災の日を迎え

るに当たって防災教育についての特集が掲載されておりました。東日本大震災以降、小・中

学校の防災に関して被害想定は大きく変わり、防災計画、それに伴う避難訓練も見直された

と思います。弥富市としても、大事な児童・生徒を災害から守るということは最優先に取り
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組んでいかなければならない問題でございます。 

 ６月に、南海トラフ巨大地震で多数の死者が想定されている田原市の教育委員会は、渥美

半島の低海抜地域に立地する小学校など３校を廃止し、高台にある中学校の跡地に統合する

計画案を発表しております。防災を理由にした学校再編は、東日本大震災の被災地以外では

珍しいということでした。被災地でも、 高台に移転して新築するには広大な用地の確保や

造成に時間がかかり、完成はまだ先になるそうです。もちろん弥富市では、肝心な高台がご

ざいません。実現不可能な案ではあると思っております。 

 愛知県教育委員会は、学校にとって児童・生徒の安全を確保し、安心して学べる環境を整

えることが最優先の使命だと唱えています。そのためには災害などを想定したマニュアルを

つくり、いざというときに先生方が迅速かつ組織的に行動し、児童・生徒の安全を守れるよ

うにしておかなければならないでしょう。 

 弥富市も教育委員会を通じて、各小・中学校にそれぞれ防災マニュアルがあると思います。

このマニュアル作成に当たっては、最悪の事態を想定し、さまざまなケースへの対応を確立

しておく必要がございます。しかしながら、予想を超えることが起き得るということは震災

が残した教訓でございます。こうした不測の事態に対応するのが危機管理であることからす

ればマニュアルは必要ですが、マニュアルには完成品はなく、定期的な点検、見直しを行っ

ていかなければなりません。小・中学校では、東日本大震災以降、どのような防災マニュア

ルの変更をいたしましたか、お聞きいたします。 

○議長（佐藤高清君） 服部教育部長。 

○教育部長（服部忠昭君） 三浦議員の御質問の震災前とマニュアルの変更点についてお答え

させていただきます。 

 東日本大震災前は、火災と地震を想定した避難訓練の年間計画が主でございましたが、大

きな地震の後に津波を想定した避難訓練を新たに追加し、登校中・下校中の避難方法、避難

場所を明確にするよう変更いたしました。 

 また、平成24年８月に、教育委員会と各学校担当者による防災計画検討委員会を立ち上げ、

防災計画全般はもちろんのこと、地震・津波の対応について情報交換を行いました。各学校

より防災計画を持ち寄り、防災計画と実践マニュアルという項目に合わせ、内容に「津波を

想定した訓練」と「保護者による引き取り訓練」を追加するよう確認し、ほぼ統一した防災

計画に変更いたしました。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 三浦議員。 

○８番（三浦義光君） ただいまの回答で、弥富市の小・中学校では、「防災マニュアル」と

呼ぶより「防災計画」としたほうがよろしいですね。今の質問に対しては、「防災計画」で

統一をさせていただきます。 
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 想定を追えば切りがございませんが、定期的な検討委員会を開いていただき、その都度弥

富市に見合った計画にしていっていただきたいと思います。 

 それでは、実際の避難訓練はどうでしょう。学校は日ごろから訓練を児童・生徒が体験的

に理解できるよう、計画的に実施していると思います。まずは初期対応、これは今も昔も変

わらず、上から物が落ちてこない、横から物が倒れてこない、物が移動してこない場所を見

つけ、素早く身を寄せて安全を確保することであります。その後、地域性を踏まえた想定す

べき２次災害への対応の訓練があるはずです。想定される災害としては、津波、火災、余震、

水害、液状化などがあります。避難の判断、指示を素早く行うことができるよう、適切な避

難場所・経路を選んで訓練することが大切です。破損などで避難経路が使えなくなる可能性

も考え、複数の経路を設定しておく必要がございます。避難訓練の実施や時期、回数は、こ

れだけ年間の学校行事が多い中、これを考慮して最善の方法で行わなければなりません。現

在の弥富市の小・中学校の災害時避難訓練の状況並びに東日本大震災以降の訓練内容の変更

点をお聞かせください。 

○議長（佐藤高清君） 服部教育部長。 

○教育部長（服部忠昭君） 震災前との訓練内容の違いについてお答えさせていただきます。 

 震災前につきましては、小・中学校では火災や地震に対しての避難訓練は行っておりまし

たが、震災後につきましては、津波・高潮を想定した避難訓練を実施するようになりました。

特に十四山東部小学校、十四山西部小学校につきましては、実際に十四山支所や近くにあり

ます県立海翔高校へ避難する訓練をしております。 

 また、保護者による引き取り訓練につきましては、メールなどを使い、より迅速に対応で

きるように引き渡し場所につきましては、これまで学校で行われておりましたが、十四山支

所等でも行うようにしております。 

○議長（佐藤高清君） 三浦議員。 

○８番（三浦義光君） 学校の立地条件、近隣の環境で避難の仕方はもちろん変わってきます。

学校によっては、外に避難するのではなく、校舎の屋上が一番安全という場合もございます。

保護者による引き取り訓練では、児童の防災意識を学校にお任せするのではなく、御家庭で

も避難場所、連絡方法など、よくお子さんと話し合う機会をつくっていただきたいと思いま

す。 

 質問前にも述べましたが、数多くのカリキュラムがある学校行事、避難訓練に使える時間

はそれほど多くないと思います。限られた時間の中、密度の濃い訓練の実施をお願いいたし

ます。 

 次に、６月22日に愛知東邦大学で開催された宮城県女川町の女川中学校防災担当主幹教諭、

佐藤敏郎先生の講演を聞くことができました。題名は、「かけがえのない命を守る～大震災
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を体験して～」でして、実際に大震災を体験された佐藤先生のお話、女川中学校の防災教育、

女川町全体の復興計画など、興味深い内容でした。女川中学校の保護者が震災を体験して子

供たちに一番伝えたいことは、とにかく生きてくれ、逃げたら絶対戻るな、この町において

最も有効な防災教育はあの体験を忘れないこと、未来に伝え続けることだとおっしゃってお

りました。 

 弥富市では東北の体験談を参考にしろとは申しませんが、愛知県内のほかの市町との防災

教育についての意見交換を行っていただきたいと思います。弥富市の考えをお聞かせくださ

い。 

○議長（佐藤高清君） 服部教育部長。 

○教育部長（服部忠昭君） 他の市町との意見交換という御質問でございます。 

 愛知県教育委員会主催によります防災教育指導者研修会が毎年行われております。この研

修会は各教育事務所単位で、教育委員会の防災担当者及び各小・中学校の防災担当者を対象

に、講習、講義、情報交換という内容で行われますので、この研修会に参加して情報交換を

行っております。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 三浦議員。 

○８番（三浦義光君） これからも積極的な情報交換をお願いします。 

 また、大学教授の先生方の講演も必要でございますが、先ほど述べた女川中学校の佐藤先

生のような実際に被災された方の体験談を、学校の先生方に限らず、児童・生徒にも聞いて

いただく講演会の開催も強く望みます。 

 それでは、大規模災害時に、学校だけで児童・生徒の安全を確保することが難しい状況が

考えられます。また、学校が地域の防災拠点、避難所となる場合もあることから、地域の自

主防災会や行政である弥富市との連携が必要であります。こういったことから、学校防災計

画の作成段階から、家庭、地域、行政と合同で作業に当たることが望ましいと思われます。

その際、新たな組織を立ち上げるのではなく、学校の委員会、協議会などを活用し、これ以

上何とか会議をふやさず、皆さんの負担を軽減していくことも考えなければいけません。 

 また、中学校では、生徒が防災計画の作成にかかわることも考えてもらってもよいかと思

います。安全が確保されてからの段階での災害時のボランティアなどについて考えてもらう

ことが、安全な社会形成の意識を高めることにつながると思います。 

 そして、計画に基づいた避難訓練についても、合同で実施することも臨みます。学校間の

合同訓練やコミ単位での実施など、さまざまな規模と形態が考えられます。特に津波の被害

が考えられる場合は、地域との一体となった避難訓練がより必要だと考えます。弥富市は、

こういった小・中学校と地元地域との防災連携はどのようにお考えですか。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤防災安全課長。 
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○総務部次長兼防災安全課長（伊藤久幸君） 本年８月20日に十四山中学校避難行動訓練が行

われました。防災会との直接的な連携ではございませんでしたが、学校から地域の方々へ協

力要請を行い、十四山地区のコミュニティ推進協議会が賛同いたしまして、回覧等で地元住

民の参加を呼びかけて行っております。当日は住民の方も参加されました。孫宝排水機場な

ど、７カ所への避難訓練が行われました。昨年も同様な訓練が行われております。このよう

な取り組みを地域と学校との連携の参考にしてまいりたいと思っております。以上でござい

ます。 

○議長（佐藤高清君） 三浦議員。 

○８番（三浦義光君） 十四山地区以外でも積極的な交流をお願いいたします。ほかの地区で

は、地域から学校へでも、学校から地域へでも、どちらが発信しても構わないと思っており

ます。できるだけ早い時期に、意見交換ができる場を設けて連携を図っていただきたいです。 

 また、先ほど述べました中学生には、このような計画の段階から参加していただくことが

有意義だと思っております。 

 最後に、これは通告外でございますが、せんだって８月24、25日に、十四山公民館で開催

されましたサバイバル体験教室についてお尋ねをいたします。 

 この行事は弥富市教育委員会主催で、ＮＰＯ法人愛知県西部防災ボランティアコーディネ

ーターネットワークの会の企画、運営、協力のもと、市内在住の小学４年生から５年生を対

象に、避難所生活体験をして、非常時の生活や注意点を知ってもらうのが目的だったそうで

す。昨年に引き続き２回目ということでしたが、さまざまな訓練を紹介して小学生に聞いて

もらうより、映像を見てもらうより、実際に自分の体で体験することは何よりの学習だった

と思います。このサバイバル体験教室の詳細並びに次年度以降の計画をお尋ねいたします。 

○議長（佐藤高清君） 服部教育部長。 

○教育部長（服部忠昭君） サバイバル体験教室の詳細について御答弁させていただきます。 

 この教室につきましては、東日本大震災を教訓に、子供たちの下校時に地震が発生すると

いう想定のもと、避難先が家族と別々になってしまったとき避難所において子供たちが何が

できるかを考え、地域の方々や高齢者の人たちから経験を学んでいただき、同時に世代間の

交流を図ることを目的としたもので、今年度で２度目の開催でございます。 

 内容としましては、議員御指摘のように、小学校４年生から５年生を対象に11のプログラ

ムから構成されておりまして、防災にかかわる各種団体の御協力のもと、避難ルートの確認、

寝ることの確認、炊き出し・非常食の試食、散らかった部屋からの脱出、過去の災害の体験

談を聞いたり災害時の対応方法をクイズ形式で学習する、さらには応急処置や着衣水泳とい

ったことを実施いたしました。 

 来年度以降の計画についてという御質問でございますが、この教室につきましては、当初
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３年計画で実施する予定でございました。１回目、２日目ともにアンケートを実施しました

ところ、子供さんたちからはおおむね満足をしていただいておるところでございます。来年

度の開催を終えまして協力団体の方々の意見を伺いながら、継続についての判断をしたいと

考えております。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 三浦議員。 

○８番（三浦義光君） 子供たちには幾ら言葉で伝えても、全てが伝わらないと思います。こ

のような実体験は、子供たちに起こり得るであろう災害時に役立つものであろうと思います。

ただし、３年間の予定で来年が最後の年ということで、非常に残念であります。お世話して

いただく方々には大変苦労はおかけいたしますが、再来年以降も子供たちに貴重な体験がで

きる場を残していっていただきたいと思っております。 

 これをもちまして今回の質問を終わらせていただきますが、これからも地域の防災連携、

いわゆる共助についていろいろ情報を発信していきたいと思っております。ありがとうござ

いました。 

○議長（佐藤高清君） 暫時休憩します。再開は２時50分とします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午後２時42分 休憩 

             午後２時50分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（佐藤高清君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に三宮十五郎議員、お願いします。 

○５番（三宮十五郎君） ５番 三宮でございます。 

 私は通告に従いまして、２つの問題で市長にお尋ねいたします。 

 質問に先立ちまして、今一番新しい23年度末の愛知県の統計資料であります県下の各自治

体や企業団などの水道料金の一覧表を皆さんの手元に配らせていただきましたが、これは同

じように水道の水を使っても、海部南部水道企業団の場合、10立方メートルでも、20立方メ

ートルまででも、30立方メートルまででも、どのランクでも安いほうの市町に比べまして２

倍を超えておりまして、この状態は10年ほどにわたって基本的に変わっていないものでござ

います。そのことを皆さんに御報告しながら、質問に入っていきたいと思います。 

 この海部南部水道企業団の運営の改善を求める住民の運動が平成19年度から始められまし

て、市長は19年度から、私は20年度から、それぞれの立場で南部水道企業団の運営に参画し、

その改善のための努力を重ねてきたものでございますが、合併によりまして現在は愛西市と

弥富市、それから飛島村の３つの自治体の共同で運営されている企業体でございます。選挙

で選ばれました３人の市町村長が交代で企業長、また副企業長を務め、３つの議会から選ば
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れました議員で企業団議会が構成され、日常的には、その議決に基づいて事務が執行されて

おりますが、ライフラインの中核事業への支援や関与は、母体の市村の住民福祉の向上と利

益のためにも特別な役割を持つものでございます。特に服部市長が企業長に就任されて以降

は企業団運営が大きく改善されましたが、こうした実態も踏まえ、今後、市長として、弥富

市として市民のためにどう応えていくかということについて、立ち入ってお尋ねしたいと思

います。 

 市長が企業長として在職されました22年、23年度を挟みまして、４年間の決算の特徴も見

ながらまずお尋ねをいたします。 

 お配りさせていただきました資料の２枚目をごらんいただきたいと思います。 

 左側が海部南部水道企業団の正味運転資本プラス借入資本金の実質収支の表であります。

一番左側が年度、その次が正味運転資本というふうになっておりますが、これは流動資産か

ら流動負債を差し引いたもので、利益剰余金だとか実際の現金支出を伴わない減価償却費な

どの経費によります内部留保資金と、事実上現金と同じように南部水道企業団が使える、一

部は機材もございますが、その合計額であります。結局、この保有の状況も企業団運営の一

つの指標となっております。 

 平成21年から24年度までというか正味運転資本の各年度ごとというのは、毎年の変化を記

載してありますが、この４年間で見ますと、平成20年度末の９億8,000万円から16億100万と

いうことで、この間に６億2,068万2,000円という正味の増収がありました。いろんなことを

説明するとややこしくなりますので、この問題と、なぜこんなに短期間に、海部南部水道の

年間の総事業費は大体20億ちょっとでございますから、こんなお金がこの短期間にふえると

いうことは相当大変なことなんですが、なぜそういうふうになったかというのは、３枚目の

資料の左側の横書きにしてある21年度から24年度までをちょっとごらんいただきたいと思い

ます。 

 ここでは、その左側は水道管布設工事の入札状況で、年度ごとに発注件数と予定価格の総

額、落札価格の総額、また入札によって節約された差額と実際に節約された割合を表示して

あります。そして、右側のほうに活字で入っております平成17年と、19年と、23年のところ

に配水場の予定価格と落札額がありますが、これは配水場の本体だとか、それからその配管

だとかそういうのを除きまして、佐屋配水場と比較するために電気・機械設備のみの予定価

格と落札額。 

 佐屋配水場につきましては、実際にはさらにこの予定価格よりも予算では7,400万円ほど

の予算を組んでおりましたが、市長の企業長の当時でございまして、弥富市が同報無線なん

かを、ああいう大企業が独占的に受注することになっております電気・機械設備や、いわゆ

るプラント物というようなものにつきましては、実際の価格よりもはるかに高い価格で市町
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村、特に小さい市町村は買わされているということが随分以前から問題になりまして、弥富

でも、あるいは環境事務組合の弥富にあります清掃工場も、そういう議論をしながら市場価

格に沿ったものにしていくということでずっとやってきたんですが、実は南部水道の場合は、

平成17年だとか19年の発注はほとんど業者の言うままに予算を組み、そして落札率も99％だ

とか99.何％というような状態で、ほとんど大手業者の言いなりで発注をしてきました。 

 それで、この時期でありますが、21年度から24年までのトータルでは、水道管の布設工事

では23億5,500万円の予定価格でございましたが、入札制度の改善もございまして21億2,500

万円で落札され、２億3,000万円、割合にして9.8％が４年間で節約をされました。また、佐

屋配水場は予算が５億5,600万円余りでございましたが、３億2,200万円ほどで落札されまし

て、こちらでは２億3,400万円、率にして42％が節約をされました。合わせまして29億1,100

万円の予算、または予定価格が、15.9％削減されて４億6,300万円で落札をされました。こ

のことが、今の年度の間に大幅に保有資金が増加をした最大の原因となっております。 

 また、この同じ時期に、２枚目の右側のほうに海部南部水道企業団の収益表、年度と、そ

の隣に毎年の純利益が載っておりますが、４年間の合計で純利益が３億8,000万円ほどだっ

たはずでありますが、先ほどの節約をした費用と、そして純利益を合わせまして、６億

2,000万の手持ち資金が増加したことに加えまして、予定しておりました借入金も大幅に削

減をされるなど、実は平成になって海部南部水道企業団の運営の中で、これほど短期に、こ

れほどの業務や財政状況が改善されたということは、２枚目の企業団の正味運転資本の表や

海部南部水道企業団の収益表を見ていただければわかると思いますが、一度もなかった。こ

ういう改善が行われました。 

 しかし、実はその前の４年間はどうだったかということを見ていただきたいと思いますが、

これは住民が訴えております平成17年から19年を含む20年度までの４年間でございますが、

水道管布設工事の予定価格の総額は25億6,200万円、落札額は24億8,000万円、落札率は

96.8％で3.2％、8,200万円の節約になっております。それから、今の３枚目の表で説明させ

ていただきましたが、弥富配水場と立田配水場の電気・機械設備更新事業は、２つの予定価

格が15億5,200万円、そして落札率が99.2％で落札されまして、２つの入札によって節約さ

れた金額は9,400万円であります。総額41億1,400万に対して入札によって節約されたのは、

市長が企業長に就任された当時と比べると、ほとんど節約がされなかったということになり

ます。そのために、さっきの正味運転資本の表を見ていただくとわかりますが、16年度末に

19億2,989万4,000円ありました正味運転資本が、20年度末には９億8,000万円に後退をし、

この時期には借入金もふえております。 

 こういう改善がされたことについて、あるいはまたそれ以前にそういう問題があったこと

について、企業長としてこうした改善の中心を担われた服部市長の率直な御見解を伺いたい
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と思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 三宮議員にお答えを申し上げます。 

 三宮議員、長年にわたりまして海部南部水道企業団の弥富市の議員として御活躍をいただ

いておるわけでございます。私もその間、企業長とか副企業長という状況の中で、議会の中

での三宮議員の御質問、あるいはさまざまな御意見に対して私も十分理解をしておるところ

でございます。しかしながら、この海部南部水道企業団に対しては、各自治体の構成の議員、

そして企業団内部といたしましては局長を中心とする多くの職員が過去から頑張ってきてい

ただいているという状況でございます。 

 そういった形の中で、ただいま係争中の問題等もございます。平成17年から平成19年まで

の間の工事の入札に対して、四十数件について談合の疑惑があったんではないかということ

で係争されております。この問題につきましては係争中でございますので、私としてはコメ

ントすることを差し控えさせていただきたいというふうにも思っておりますので、御理解を

いただきたいと思っております。 

 しかしながら、海部南部水道の水道料金が高いということにつきましては、私自身も自覚

するところでございます。しかし、それには要因があるということもまた事実でございまし

て、一つは水道管の延長距離が、愛西市、弥富市、そして飛島村というような状況の中にお

いて非常に総延長距離が長いということ、そしてまた石綿管更新事業が長年にわたりまして

実施されました。そういった形の中で、多額の投資的な経費が必要となってきたわけでござ

います。そしてまた、多少自治体の内部においても水道の運営が違うというようなことも若

干ありまして、なかなか統合的な料金問題については至ってなかったというふうにも思って

おります。 

 また後でも述べさせていただきますけれども、企業団内におけるさまざまな改善業務とい

うことについて、多くの構成市、そして村の首長でお話し合いをさせていただきながら現在

も進めさせていただいておるところでございます。一番の問題といたしましては、入札制度

そのものについてしっかりと考え直していこうということでございます。先ほど三宮議員か

らお話がありましたように、入札問題につきましていろいろ疑惑があるという御指摘でござ

います。疑惑があるというよりも、落札率が高いという形の質問がございましたけれども、

そうした形の中における入札制度をしっかり考え直していこうということで、一つには一般

競争入札の導入及び指名競争入札における指名業者の拡大を図ってまいったところでござい

ます。さらに競争力を高めていくということであったわけでございます。また、予定価格及

び最低制限価格につきまして事前公表を実施してまいりました。このことにつきましても入

札の改善項目ということに上げさせていただいております。 
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 しかし、現在また最低制限価格の事前公表ということにつきましても、今、企業団内部に

おいては少し検討することが必要だろうというふうに言われているところでございます。そ

してまた、私ども弥富市が導入しておりました電子入札についても、水道企業団の中で導入

させていただきたいということで、その契約の手続をとったところでございます。そういっ

た形の中で、入札に対する透明性を今まで以上に図っていきたいということで改善をしてき

たところでございます。私もそういうようなことがこれからの企業団内部におけるさまざま

な是正につながっていくというふうに思っておるところでございます。 

 もう１つ、今後の問題でございますけれども、水道料金の引き下げができない理由という

のが一つございまして、これはまさにこの平成25年10月から始まるわけでございますけれど

も、中部電力の西名古屋火力発電所の施設更新が行われてくるわけでございます。こういっ

た形の中において、給水収益が大幅に減少されると。今予測では、年間6,000万円程度の収

益の減少になるだろうというふうに試算をしているところでございます。そうした形の中に

おいて、この数年、１億前後の収支のプラスが出ておったわけでございますけれども、26年

度には純利益として1,100万、そして27年度以降については純損失が見込まれるというよう

な状況でございます。そういうような形の中で、中部電力の西名古屋火力発電所の施設更新

が向こう５年間行われます。そうした形の中において、水道料金の引き下げが今の状態では

できないというのが企業団内部の統一的な見解だろうというふうに思っておりますので、御

報告申し上げておきます。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 三宮議員。 

○５番（三宮十五郎君） じゃあ係争中の問題についてはコメントできないということでござ

いますので、それ以外の問題に絞ってお尋ねをいたします。 

 と申し上げますのは、今もお尋ねいたしましたように、21年度から24年度までの間に正味

運転資本が６億2,000万円余り増加をしたということ。この当時の事業収益は４年間で３億

8,000万円余りでございましたから、はるかに、しかもこの時期に予定しておりました借入

金も大幅に減らしておりますので、事業収益の２倍を超えるような財政の節約ができて、そ

ういうことが結果として平成20年度末に９億8,000万円まで減少しておりました正味運転資

本も16億円余りに増額をされた。 

 ここの大きい要因の一つは、係争中でない、この以降の水道管布設工事の入札制度の改善

と、もう１つは弥富市でも行われました、19年に市長が就任して直後に行われました同報無

線等が、実際に大手メーカーが独占的に受注できるものについては、現在のこの地域の予算

の決定だとか予定価格の決定というのは、そういうメーカーなんかの助言も受けながら決め

ている関係もあって、実際の市場価格とかなり差がありますので、ぜひ予定価格についても

精査していただく、それから入札についても競争入札が実際にできる仕組みを考えてほしい
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ということで、弥富でも60％前後の同報無線についてはたしか発注がされましたよね。南部

水道の中で実際に初めて電気・機械設備でやられたのも市長が企業長として就任された後で

すよね。それ以前は全くそういう努力がされていなかったから、この時期には大幅に正味運

転資本も後退する、それからそういうことがされた関係で、これ大きいですよね、６割前後

でやれるものが、ほとんど99％を超えて発注されるということが改善されずに来ておりまし

たから、ここが改善されたことが、この間の営業利益とは別にこういう形で内部留保にでき

る資金が節約できるというのは、ある意味では私、この水道問題を見ておって、実は水道事

業というのは利益なしでやれる事業なんですよね。今の海部南部水道企業団収益表を見てい

ただくと、例えば支払利息ですと、ある時期には１立方メートル当たり25円93銭、平成５年

の場合は。とにかくかかる費用は全部水道料金に計算して込めていただく仕組みになってお

りますから、だから純利益がなくたってきちんと運営できるというのが本来の仕組みなんで

す。 

 そこで見ていただきますと、３枚目の裏のほうに、これは前にも水道企業団の質問で使わ

せていただいた資料なんですが、海部南部水道と他団体の原価と収益の差額ということで、

一番上が海部南部水道の平成13年から22年度までの要するに供給価格と給水原価の差で、ず

うっとならすと12円９銭あります。それからその下に、これは企業団の資料で整理したもの

でございますが、一般の市町では類似団体と言っておりますが、南部水道なんか水道の場合

は同規模団体と言っておりますが、そこの場合はこの間のトータルがマイナス３円81銭、し

たがって南部水道との差は15円55銭あります。それから、県下平均でもこの間のトータルで

マイナス２円８銭、こことの差が14円17銭。それから、尾張地域全体のトータルでもマイナ

ス３円33銭、収益差額は15円37銭ですね。 

 だから、利益がなければ下げらないということではなくて、入札制度の改善を初めとした、

減価償却費を初めとする実際に支出しない経費ですね、これを適切に使う。有効に使う。当

然更新のための費用も全部水道料金に込められて取っているわけでございますので、そうい

うことを考えると、利益がないから値下げできないというのは、実は水道事業のこういう特

徴を無視して、あるいは市長が実際に就任されて行われましたような要するに無駄な支出は

しない、きちんと市場価格に沿った買い物をしていくとか、あるいは無理な支出はしない、

計画的な内部留保資金を運用していくとかということをすれば、１円の利益がなくても十分

できるというのが、一般の市町村だとか一般の御商売とは全く違う、きちんと必要な費用は

料金でいただくというのが水道の仕組みだということが、ようやくこういう表をつくって私

も理解ができまして、ぜひそういうものとしてきちんとごらんいただくことと同時に、短期

に今言ったような増減がされた大きい一つの原因は、実際に60％前後で買える買い物を

100％でしておったということが、実はこの前の時期の最大の財政上の問題であったという
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ことを御理解いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 海部南部水道企業団の企業の経営につきましては、企業会計というよ

うな状況が最も望ましい会計として、それが遵守されてきているわけでございます。収入・

支出という状況の中において、しっかりと企業団の中での企業経営を図っていくということ

でございます。しかし、利益ができないから値下げができないという形のものはあるかもし

れませんけれども、いずれにいたしましても維持管理ということも含めましてさまざまな減

価償却が今後も伴ってくるわけでございますので、そういうまたメンテナンス費用等も含め

て、これは一定の留保をしていかなきゃならないということでございます。 

 また、企業団内部におきましても、さまざまな企画であるとか、あるいは水道事業にかか

わる全ての機具に対しても見直しをしながら精査をしているところでございまして、いずれ

にいたしましても、今の段階では利益ができないからということで、利益が減少していくと

いうことが大きな要因ではあると思っております。名古屋西火力発電所の更新事業が平成29

年で終わるわけでございますけれども、そういったときに海部南部水道企業の経営状態がど

うなっているかということは、しっかりと見定めていかなきゃならないだろうというふうに

思っているところでございます。 

○議長（佐藤高清君） 三宮議員。 

○５番（三宮十五郎君） 今、市長がおっしゃられたことは、企業団の事務局というか局長た

ちが口をそろえておっしゃられていたことなんです。企業会計というのは原則独立採算制、

そして当然可能な限り母体の自治体に迷惑をかけないようにするのが本旨だという説明をさ

れました。 

 ところが、私が配らせていただきました表の３枚目の一番裏面で、「料金格差と基礎自治

体支援の差はここにも」という一覧表がございますが、例えばこれは平成21年度の決算から

取り出したものでございますが、当時、海部南部水道企業団の支払利息は13円96銭でした。

ところが、この21団体は支払利息が１立方メートル当たり５円以下なんですよね。犬山市な

んかはゼロだとか、限りなくゼロに近いところが７団体ありますよね。 

 結局どういうことだということで企業団のほうにお尋ねしますと、例えば犬山市なんかは

数十年にわたって一円も借入金をせずに、今の表のような大変安い、県下でも２番目に安い

水道料金で運営をしている。だから、南部水道企業団でいいますと、例えば平成になってか

らの今の表を見ていただいてもわかりますが、庁舎を新設したときに、２枚目の右側の表を

見ていただくとわかりますが、庁舎を用地買収し、用地造成をし、平成の初期の時期にやっ

たんですが、このときに利息、負担がどっと来ますね。これは全部料金に上乗せをして徴収

したんですよね。 
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 だから、今、市長がおっしゃられた設備更新の費用だとか、人件費だとか、庁舎の用地買

収の費用から、こういうのも全部水道料金に上乗せをするという仕組みで、経費は全部通常

の料金に入っておりますので、この管理がきちんとされれば利益がなくても運営できるとい

うのが一般の御商売とは、一般の御商売は、市長も事業体の役員をやられたから御承知だと

思うんですが、利益がなかったら絶対成り立たないんですが、全部経費を料金としていただ

くわけですから、ここで例えば今の市長がかかわった事業であります23年度の入札で３億円

ほど節約されましたよね、３億円を超えて。そうしますと、１年間の今利益が１億円をちょ

っと超えたところですから、３年分の利益相当が節約されます。 

 こういう形で無駄遣いさえしなければ、ここの運営に必要なお金というのは、よそに比べ

て愛知県下で一番高いにもかかわらず、同規模団体だとか、愛知県平均だとか、尾張平均で

十何円も高い利益を立方メートル当たり取っているわけですから、ふんだんにお金はありま

すので、節約することを知らない状態になって、そういうものが、まるでもっともっと利益

によってお金を余らせなければ水道の値下げができないなんていうことを、水道料金を下げ

ていくとか、それから愛知県下で他の自治体がいろんな支援をして今の状態が保たれている

とかということは一切視野の外において、そして市町村長に水道企業団というのはこういう

ものだよという説明をしておりますが、私たちは愛知県の中の市町の一つとしてこういう事

業をやっているわけでありますから、例えば丹羽の広域の団体でも企業団という形をとって

おりますが、ここも借入金はゼロに近い状態で、こういうことができるというのは、そうい

う必要な資金や資本を手当てしてもらえるからできるわけですよね。 

 ところが、南部水道はそういうことで、市町村に迷惑をかけないかわりに、企業団の運営

についてはなるべくは、実は、今、市長は企業長になっておりますが、企業長でないときは

副企業長なんですが、平成20年より前は、初めは町村長、途中で市長と村長になったわけで

ありますが、ここでも首長も含めて一議員という扱いで、運営には基本的に市町村長や議員

は、議会議員としては参画させるが、企業長のとき以外は参加させないという仕組みが、海

部地域の一部事務組合と同じ位置にあると思いますが、よそは10年も前にきちんと管理者で

ないときは副管理者ということで、経営の中心は選挙で選ばれた市町村長と。 

 南部水道はつい最近まではそうじゃない状態が続いてきておりまして、結局お互いにそこ

で、本当に今何が必要かということを突っ込んで議論をせずに来たことが、もう既に平成10

年当時から、こうした電気・機械設備だとかプラント物については実際の価格が高過ぎると

いうことで、環境事務組合、当時は１市11町村ですか、衛生組合と言っておりましたが、こ

こでも大きく問題にして、予定価格も引き下げる、そして入札をやった。しかし、それでも

談合だったということで、2010年ですか、先ほどの年には20億9,000万円も談合の弁済金と

延滞遅延損害金として受け取るというようなことがされている中で、実は南部水道企業団で
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はそういう問題が、私この前質問したら、当時はそんなことは議論もされなくて、当時のき

ちんと手続でやってきたから何も問題ありませんということを市長も聞かれたと思いますが、

平気で答弁されるわけね。 

 だけどこれは、この地域全体でやっている、それから関係市町村長が、いろいろ不十分な

ことはあっても企業長をやっておる組織が、同じように解決している問題を、一切ここは知

らん顔で通せるというか、気がつかずに通したというんですか、そのことで市民に与えた損

害というのは、この２つの入札だけでも、もし市長が就任されてやったような入札がきちん

と行われておれば、それだけで７億円を超えるような財政の節約ができたわけで、だからき

ちんと運営がされれば収支ゼロでも十分運営ができる団体であるし、そういう中で値下げも

できるということをこの機会に、ぜひ市長の立場からもしっかり一度、ここで言っただけで

はなかなか御理解いただけんところもあると思いますので、そのために資料をしっかり、平

成元年からの資料をそろえておきましたので、ごらんいただいて、ここはぜひ改善をしてい

ただいて住民の利益を守るように御尽力いただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 三宮議員から水道団企業経営の話を伺うわけでございますけれども、

全ての経費は全て水道料金に上乗せしてというようなことについては、少し私は暴言ではな

いかなあというふうにも思わないわけでもないわけでございますけれども、いろんな事業を

起こす際には起債を起こしまして、きちっと資金計画を立てて実行しているところでござい

ます。また、毎年公債費というような状況の中で、その返還をしているわけでございますの

で、全て水道料金に上乗せしているということではございません。私どもといたしましては、

地域住民の皆様方の安心した生活のために水道の役割というのは非常に大事だということに

ついては、またそれにかかわる経費というのはもちろん大事であるということは、常に意識

をしながらさせていただいておるところでございます。 

 また、組織的には、企業長、そして副企業長という制度ができました。しっかりとこの３

自治体の首長の合議制のもとに、いろんな課題につきましては協議をしていきたいというふ

うに思っております。そしてまた、企業団で構成されている各自治体の議員の皆様にもお示

しをし、さまざまな問題について、課題ということがあれば、これは改善していきたいとい

うふうに思っておりますので、御理解いただきたいと思います。 

○議長（佐藤高清君） 三宮議員。 

○５番（三宮十五郎君） 起債もやっていると市長はおっしゃられましたが、起債は減価償却

費で、きちんと料金から内部留保資金として返す仕組みになっておるんですね。そして、借

金、起債を返したお金は、組み入れ資本金で資本金として積んでいく仕組みになっておるん

ですね。だから、犬山市なんかはそういうことをやっておりませんので、資本金は10億です
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わ、人口７万数千で。一切そういうことをやっていない。だから、借金をして返してこれを

というようなことをせずに運営しているから、今言ったような、表の表を見ていただくとわ

かるんですが、南部水道の半分以下の料金でやっていますよね。 

 今、市長がおっしゃられたような、起債をして、それを返す費用も減価償却費で集めて組

み入れ資本金にするなんていう仕組みは一切とってないんです。私もなかなか企業団会計に

なれんくて、普通の御商売と似たような仕組みでやられておるから一定の利益があることが

前提だろうというふうに思っていましたが、実際にさっき中身を申し上げましたように、愛

知県平均も、尾張地域平均も、同規模企業団平均も、マイナスで、なおかつきちんと運営さ

れておるということ、収益が。ここは一度しっかり御検討いただいて、一般の御商売と公的

な団体が行う企業会計というのはかなり差があるということを、私も今回、平成元年からの

資料を全部集めて初めて、あっこれでよその自治体が原価よりも安い値段で供給しても運営

できるんだなということと、それから市長がこの間やられた、そういう発注の仕方によって

何億という、利益をはるかに超えるような節約ができることがあるということが水道なんか

の企業体の実態だということもわかりまして、私も初めは、今、市長がおっしゃられたよう

に、確かに地盤沈下対策で県水100％にしたことで受水費が高いとか、管路の延長は愛知県

で一番南部水道企業団が長いとか、こういうことが高い料金の一つの原因だというふうに思

っていたんですが、確かにそれはあります。だけどもう一方で、今言ったような現実に解決

できる無駄遣いをしない仕組みをしっかり導入すれば、利益ゼロでも十分やっていけるとい

うのがまた水道企業団運営ということを改めて今回勉強させていただきましたので、ぜひじ

っくりと御検討いただいて改善を進めていくということを要請して、次の質問に移ります。 

 次の質問は、都市計画税の問題であります。 

 さきの私の質問に対して市長は、市民の理解なしに強引に導入を進めることはされないと

か、皆さんで検討していただければ、昭和期に導入をしようとしたときよりも受け入れやす

い状態なのではというような趣旨のお話をされましたが、実際に私はこの問題が議論になっ

て以来、たくさんの方にお目にかかって実情を聞いてみますと、とてもとてもそのときより

もはるかに深刻な状態であるということに気がつきました。まず、関係者の皆さんの実情も

調査をしていただいて、一日も早くこの問題は決着をつけることが弥富のまちづくりの上で

欠かすことのできない大切な問題であるというふうに思いますので、再三となりますが改め

て質問をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 実は市街化区域農地は、平成23年度、今の合併による減額がされる前の状態ですね、１平

方メートル当たり田畑合わせて約120円ほどなんです。これは住宅用地の小規模住宅と一般

住宅を合わせた平均の額の１平方メートル当たり86円もよりも高くて、私、計算を間違えた

んじゃないかと思って市の担当者にお伺いしたら、そのとおりです、高いですと。雑種地が
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129円ですかね、駐車場なんかで貸しておるところが129円で、お米をつくったりしておると

ころがこの値段では、とても農家の方が払える額じゃないと思います。 

 とりわけ弥富町時代は、市になってやっと生産緑地なんかの制度が活用できるようになっ

たんで、そういう軽減する仕組みはなかったんですよね。したがって、この高い税金を払う

こと、それから農業収入は、先ほど横井議員も質問されておりましたが、とにかくこの間低

下に低下を続けて、農業だけで生活できない、こんな高い税金は払えない、相続税対策もあ

りまして、結局弥富の人たちは、名古屋や四日市方面に出る便利なまちだということも生か

して、都市計画税がないという条件を生かして、賃貸住宅をすることで弥富市にはずうっと

税金を払い続けるという選択をする、そして何とか農地の保全だとか、ないしは自分の生計

の足しにもするという選択をされてきたんですよね。 

 このことがほかの市町に比べても、そういう客観的な条件ですね、非常に多くて、平成12

年当時に102ヘクタールほどあった市街化農地は、今は五十数ヘクタールになっていますが、

それでもまだ弥富の場合は市街化農地が大変多いというふうに言われておりますが、そうい

う状況で、ところが働く人たちの収入がどんどん下がっていく中で、人口がふえる割合より

も、そういう選択をしたことから、賃貸の部屋の数がふえて空き家がかなり広がっている。

甚目寺や大治ほどひどくはないんですが、弥富もかなり空き家が目立ち始めてきておりまし

て、とても営業としてぎりぎりのところに来ている。だから、小さい事業の人たちは撤退す

る相談を不動産会社やなんかとし始めているとか、それからちょうど代の変わり目になって

おりますので、おやじ、こんなものを俺らは引き継いでやっていく気はないで、おやじの代

で始末していけとか、あるいは滞納が発生すると、とても延滞金がすさまじい額になります

ので、事業として成り立ちませんので、何とかして税金だけは払いたいということで必死に

なって資金繰りをしておるとか、こういう状態。 

 本来なら、先ほどの水道みたいな話ですと、きちんと内部留保資金でためいくことができ

るんですが、そういうことが非常に難しくなって、新たに改造するとか、あるいはそういう

場合には借金に頼らざるを得んというようなことがほとんどどこでも言われておりまして、

もう既に、かなり大規模にやっておる人たちでも、銀行からもある程度処分をして借金を減

らさないと全滅しますよと言われておりますがという人たちも少なくありません。そういう

状況が一方で。 

 それから、特に働き盛り世代の人たちは、先ほど来議論もありましたように、保育料が安

いとか、医療費無料だとかそういうことで、ここなら、先々いろいろ心配だけど、共働きで

子供を育てていくことができることで分譲住宅を買ったけど、どんどんどんどんいろんな物

入りがふえてくる。こういう中で、特に新しい住宅の場合は税金が結構高いですから、ここ

に上乗せさせるとか、こういうことになると、とても耐えられないと。せっかく私たちが、
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ここなら住めるということでぎりぎりでやっているから、そういう新しい税金をしないでほ

しいとか。 

 私、ふだんお目にかかったことのない人の意見も聞きたいと思いまして、平島や白鳥台と

いうふだん私が余り足を運ばないところの昼間うちに訪ねていって、大体お年寄りですね、

昼間。現役時代でもなかなか固定資産税を払うのに大変な税金だったけど、これから医療費

もふえていくとかいろんなことがいっぱいある、年金は減る一方だと。とても上げていただ

くと困ると。共産党の人だけじゃなくて、ほかの議員の方にもあなたたちから話をしていた

だいて、そういう税金は前にもということがあったように、ぜひ出さないようにしてほしい

ということで、いろんなことで私皆さんに話をしますが、特に年配の人たちのこの問題に対

する関心というか、すごく高いですよね。 

 昭和60年代にやるときは、どっちかというと農家の人たちが一番困るということで反対さ

れたんですが、農家や今事業をやっておる人だけではなくて、そういう一般の人たちが、こ

れ以上の負担に耐えられないという声がいっぱい出ておるのが今回の特徴だということが一

つと、もう１つは、実は生産緑地の制度が十分皆さんに知られないまま、結構この制度と相

続猶予の制度とごっちゃにされていて、そしてこんな人がと思うような人でも、結局何十年

と拘束されて、相続猶予の場合はさかのぼって利息もつけて払ったという経験をいっぱい持

っていますから、そういうものと勘違いしてやらなかった。 

 実際にやった人は、公務員だったり、公務員の友人がおって、いろいろメリット・デメリ

ットを教えてもらって、それならということでやった人が多数で、実際には54ヘクタールほ

どある市街化農地のうち、７％ちょっとが生産緑地となっておるだけで、あとはそのままで

すよね。そのことがあって、ここが四十数％も増税に、今、津島や名古屋並みになるとなり

ますので、事の深刻さは、かつて60年代に導入しようとした時期とは全く違います。ここへ

消費税だとか、さっきも言われた医療費なんかの値上げや社会保障費の大幅な引き上げ、既

にこの間に住民税や所得税の定率減税の廃止を初めとして、ここ十五、六年の間に大幅に公

的な負担がふえてきておりますので、ぜひきちんと皆さんの意見も聞いて、早く決めていた

だきたい。 

 これがいつまでも引っ張っておると、例えばせっかく、このまちづくりにとって非常に大

きな課題になります緊急避難時にも使える中高層の賃貸住宅というのは弥富のまちづくりに

は欠かせない大きなものなんですが、今、長期優良の３階建て以上の耐火ですと、７年間建

物の税金が半分になる制度がありますよね。ところが、この都市計画税を導入すると、その

メリットがまた半分近くに削減されるもんですから、そういうまちづくりにも非常に障害に

なることが心配されておりますので、一度この問題については、皆さんの意見も聞いた上で、

早く決着をつける努力をしていただきたいと思いますが、市長の御見解をお伺いします。 
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○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 三宮議員にお答え申し上げます。 

 都市計画税に対して判断をしたらどうだということでございますけれども、少し私は都市

計画税に対する基本的な考え方は三宮議員と違うわけでございます、申しわけございません

けれども。 

 都市計画税というのは、新たな説明するまでもないわけでございますが、市街化の中にお

ける土地・家屋にかけさせていただく税という形で、その目的に対しては、公共下水道事業

であるとか、あるいは道路改修事業、あるいは駅前整備等々の公共の事業を中心的に充当す

るという形になっております。その税率につきましては、100分の0.3以下という形の中であ

るわけでございます。さまざまなこれから都市基盤整備事業を弥富市も進めていかなきゃな

らないという形のものがあるわけでございます。 

 そうした形の中で弥富町の時代においても、昭和50年代後半にこの議論がされておるわけ

でございます。その当時の首長は、不退転の決意でもってこの都市計画税を導入しなきゃな

らないんだと、そしてバランスがとれたまちづくりを進めていかなきゃならないんだという

ふうにおっしゃっているわけでございますが、残念ながら否決されたという状況でございま

す。もしこれが可決されて都市計画税が導入されておれば、もっと違った形での弥富町の時

代の基盤整備が進められただろうというふうにも思っております。そういったことが日本経

済の成長と同時に背景としてはあったんではないかなあというふうに思っております。 

 弥富市、税制が大変厳しい状況につきましては、昨年12月に平成25年から29年の５カ年に

おける中期財政計画ということを発表させていただきました。そして、向こう10年間におけ

る財政の見通しということについてもお話をさせていただきました。私どもは平成18年４月

１日に、旧弥富町と十四山村が合併をいたしまして弥富市が誕生したわけでございますが、

そうした状況の中から、合併算定がえの特例の地方交付税を今国のほうからいただいておる

わけでございます。年間の額が約６億という状況になって、大変大きな金額が特例の地方交

付税という形でございます。これが平成28年で終了する。そして、向こう29年から５カ年で

減額になり、33年にはこの特例の地方交付税はゼロになるという形でございます。そういう

ような状況から、平成34年以降は大変厳しい財政状況ということが予測されるもんですから、

いろんな税収のあり方について我々としては考えていかなきゃならないということが基本的

な問題としてあるわけでございます。 

 一方、基幹税といたしましては個人市民税、あるいは法人税、固定資産税というものがあ

るわけでございますが、大変経済環境、社会環境が厳しいという状況の中で、この基幹税も

大幅に伸びることはないだろうというわけでございます。そうした中においてしっかりとし

たまちづくりをしていくためには、さまざまな国からの地方税、あるいは交付税ということ
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も含めて、依存財源でもあるわけでございますけれども、しっかりと議会とともに話をして

いかなきゃならないというふうに思っております。 

 そして、都市計画税にもう一度戻りますけれども、私はこれからのまちづくりをどうして

いくんだ、例えば第１次総合計画の後期計画をどうしていくんだ、これを12月議会に私が皆

様のほうへ御提案申し上げます。そして、この５年間が過ぎた後の第２次の弥富市の総合計

画をどうしていくんだ、まちづくりをどうしていくんだということがあるわけでございます。

このことをしっかりと私は市民の皆様に理解していただけるように説明していかなきゃなら

ないというふうにも思っております。そうした形の中では、議会の皆様方としっかりとこの

都市計画基盤整備事業という形の中で御協議をいただきたいというふうに思っております。

じゃあ、その都市基盤をするためにはどういう財源が必要なんだと、どう財源計画をしてい

くんだということがもちろん必要になってくるわけでございます。そうした形の中において、

さまざまな基幹税であるとか、あるいは新たな税という形の中で考えていかなきゃならない

のが都市計画税だろうというふうに思っております。 

 だから、消費税とかいろんな形のもとで、今、増税感が非常にあるわけでございます。そ

うした形の中では、この都市計画税、あるいは税率において幾ら幾らという形で明記して、

いつから始めるということではなくて、まずは第１次総合計画の後期計画のまちづくりはど

うあるべきか、第２次総合計画のまちづくりはどうあるべきかということをしっかりと市民

の皆様に御理解をいただくように説明していきたい。そして、そういったようなことにつけ

る財源として、しっかりと考えていきたいというふうに思っております。御理解をいただき

ながら一緒になって議員の皆さんと考えていきたいと思っておりますので、よろしくお願い

申し上げます。 

○議長（佐藤高清君） 三宮議員。 

○５番（三宮十五郎君） 時間がないので簡潔にしますが、実際の状況は、払えない人、ある

いは事業が成り立たない人がかなり出てきておるということなんです。これは弥富の特徴的

な状態。したがって、確かに西部やなんかからもありますが、１人当たりの税金の高さとい

うのは、いろんな選択肢の中で、弥富の特徴を生かしてやってきた中での結果であって、こ

こもぎりぎりの状態が来ておるという状況の中でございますので、弥富市の他の市町に比べ

て皆さんの暮らしを大切にするという仕組みは、私はこの都市計画税がないことも一つだと

いうふうに考えておりますので、この辺もよく御検討いただいて、同時にこれは見解の相違

ということで済まない問題でもあるというような気もしますので、私も私の立場からしっか

りまた皆さんの意見を聞き反映させていきたいと思いますので、何とかなるというような状

況ではない状態になってきた中で、暮らしを守る市政を本当に考えていただきたいというこ

とを強く要請して、質問を終わります。 
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○議長（佐藤高清君） 暫時休憩とします。再開は４時とします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午後３時50分 休憩 

             午後４時00分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（佐藤高清君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に平野広行議員、お願いします。 

○７番（平野広行君） ７番 平野広行。通告に従いまして、質問いたします。 

 東日本大震災が発生して以来、２年半が過ぎ去ろうとしております。３月11日にテレビ画

面から飛び込んできた津波の恐ろしさ、当市としても防災対策として考えておりました各小

学校区への防災広場の建設をやめ、高さを求める対策に変更してまいりました。ことし３月

には栄南地区に津波からの避難所として防災センターが完成し、また十四山地区においては

中学校、あるいは排水機場において外階段を設置し、屋上へ避難する工事を順次進めており

ます。 

 しかし、最近になって、近いうちに起こるであろうと予想されている巨大地震よりも、夏

場において全国各地で毎年起きている集中豪雨、あるいは台風による洪水、また津波を伴わ

ない大きい地震そのものに対しての災害対策を考えるようになってきました。大雨・洪水に

対しては万全な排水対策、地震については家具の転倒防止、火災による消火対策、発災後の

避難所生活におけるさまざまな対策であります。 

 今回は、本市における防災対策の現状、そして取り組み方、考え方について順次質問いた

します。 

 まず、津波・高潮からの緊急避難所の件について質問いたします。 

 学区ごとの津波・高潮緊急避難場所における収容人数と、その地区の住民数を示してくだ

さい。桜・日の出小学校区は１つとして、また十四山地区も１つとして示してください。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤防災安全課長。 

○総務部次長兼防災安全課長（伊藤久幸君） お答えいたします。 

 各地区ごとで読み上げさせていただきます。 

 まず、白鳥地区につきましては、人口が5,709名、収容人員が２平米で１人の収容という

計算をしておりますので2,210名、収容率は38.7％。弥生が１万1,147人、収容人員が2,604

人、それから収容率が23.3％。桜・日の出につきましては１万5,662人、収容人員が１万111

人、収容率として64.6％。大藤につきましては3,270人、1,538人で47％でございます。栄南

地区につきましては3,081人、収容人員が2,578人、83.7％。十四山地区につきましては、こ

れは十四山中学校の屋上が完成した段階での数字を上げさせていただきたいと思いますけれ
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ども、5,720人に対しまして3,859名、67.5％でございます。 

 ただし、これにつきましては１人２平米で計算させていただいております。本当の緊急時

になりますと、１人１平米ということも可能かと考えます。この場合ですと、白鳥で77.4％、

弥生で46.7％。桜・日の出で129.1％、大藤が94.1％、栄南が167.3％、十四山が134.9％。

全体で申し上げますと、４万4,589人に対して、２平米で２万2,900人、収容率が51.3％、１

平米換算いたしますと102.7％となっております。 

 また、栄南地区におきましては、昼間人口でございますけれども、臨海部のほうで2,600

人ほどが働いていらっしゃるといったような状況でございます。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 平野議員。 

○７番（平野広行君） 今、御説明をいただきましたように、１人当たり２平米の計算でされ

ております。そうしますと、２平米といいますと大人１人が寝転んで寝返りができる、そん

な程度の面積であると思います。それによりますと、白鳥学区、弥生学区については100％

に満たないというような格好になります。 

 それで先ほど言われたように１平米、１平米といいますと、普通乗用車、車に乗って座っ

た状態、それが１平米ぐらいじゃないかなと思っております。この専有面積で計算をいたし

ますと、今言われたように弥富市全体としては107％ぐらいということでカバーはできてお

りますが、今言いましたように、白鳥・弥生地区においては１平米で計算しても収容率が

100％に達しません。市民の皆様へは、津波からの避難場所として地域の全ての住民の方が

避難できますから安心してくださいと数字上で示して、市民の皆様に安心感を与えることが

大事であります。そして、市民の皆様の安全を守ることができる避難場所の確保が大事であ

ります。 

 そこで、収容率の低い白鳥・弥生地区において今後どのような対策を進めていかれるのか、

説明してください。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤防災安全課長。 

○総務部次長兼防災安全課長（伊藤久幸君） 先ほど御説明いたしましたように、収容率につ

いてはばらつきがかなりあるといったことが現状でございます。収容率の低い地域につきま

しては、十四山中学校の屋上の外部階段の設置のように、既存施設の有効活用や、また民間

施設の協力もまだ結べないところがたくさんございます。そういったところの協力をお願い

してまいりたいと思っております。 

○議長（佐藤高清君） 平野議員。 

○７番（平野広行君） 今言われたような対策が、費用対効果ということを言ってはいけませ

んが、今、弥富市としてとれる対策ではないかなあと私も思っておりますので、順次民間の

施設を利用して協定を結んでいっていただきたいと思います。 
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 アンケート調査を行っていないのでちょっとわかりませんが、津波・高潮からの避難場所

がどこになるかと、自分はどこへ逃げればいいのかということを市民の皆様へ知らせる周知

ですね、これが大事でありますので、この点についてどのように考えてみえるのか、お伺い

いたします。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤防災安全課長。 

○総務部次長兼防災安全課長（伊藤久幸君） 23年ですかね、マップ等も配付させていただき

ました。ただ、かなりそれからふえているところもございます。そういったところで、また

そういったマップ等の作成も一つ考える必要があるのかなとは思いますけれども、現在、電

柱への案内看板を行っております。これは市がということではなくて、各事業所の方の御協

力のもとに行っているものでございますけど、現在80カ所設置ができております。こういっ

たこともどんどんふえていくといいのかなあということを思っております。 

 また、市のホームページでも、そういったデータがございます。 

 また、既に取り組んでいただいておる自主防災会もありますけれども、先ほども出しまし

たが、みずから守るプログラム等の地図についても、そういったものが記載されております。

そういったことで、そういったものを使った避難訓練などを通して周知ということもお願い

してまいりたいと思っております。 

 また、地区の公民館とか人の集まるような場所がありましたら、そういったところに避難

所の一覧表等の掲示ですね、そういったことも一つの方法かと考えております。 

○議長（佐藤高清君） 平野議員。 

○７番（平野広行君） ぜひ市民の皆様に周知徹底をお願いしたいと思いまして、次の質問に

入ります。 

 次は、今も外は大変雨が降っておりますが、集中豪雨、あるいは台風による洪水について

質問いたします。 

 先ほど市長のほうから説明がございましたが、弥富市は周囲を堤防で囲まれており、降雨

による内水に対しては排水機によって伊勢湾へと放水しなければ、道路の冠水、床下浸水と

いった被害になります。大藤・栄南といった旧鍋田村地区においては、主に森津・末広・鍋

田の排水機場から直接伊勢湾へ排水されます。しかし、弥生・白鳥・桜・十四山地区におい

ては、主に新孫宝及び孫宝第２排水機場より日光川の河口域へ排水されます。そして、この

河口域へは、日光川の本流、善太川、福田川、蟹江川、戸田川からも水が流れ込んでくるわ

けであります。河口域には水閘門があり、潮位に合わせて、海水面が下がったときに水閘門

を開いて河口域の水を伊勢湾へ流すといった仕組みになっております。海水面との潮位差に

よって水閘門の操作による排水ができない場合は、隣にある日光川排水機場、日光川河口排

水機場に設置してある排水機によって、最大毎秒300立米の排水が行われます。 
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 昭和52年に日光川水系の市町村において排水協定が結ばれて以来36年間、今日まで排水規

制がかけられたことは一度もありません。しかし、世の中、想定外ということが最近よくあ

ります。もしも排水規制がかかれば、日光川への排水ができなくなり、弥富市において低い

場所で道路の冠水、あるいは床下浸水等が心配されます。 

 そこでまず、過去における弥富市内の被害状況について伺います。 

 昭和49年、51年の豪雨、平成12年の東海豪雨、その他台風等によって浸水の被害があった

過去の被害状況を教えてください。 

○議長（佐藤高清君） 平野議員、質問の途中ですけれども、市長のほうから発言があります。 

○市長（服部彰文君） 今、気象情報が大変よくないわけでございますが、弥富市に大雨の洪

水警報が出ましたもんですから、大変申しわけございませんけれども、答弁者以外の特に管

理職については会議に入りたいと思いますので、お許しをいただきたいというふうに思いま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 開発のほうもそういう判断をしてください。それから、防災安全もさっき行きました。 

 そういうような形で大変御迷惑をかけますけれども、よろしくお願い申し上げたいと思い

ます。 

○議長（佐藤高清君） 今、市長のほうから報告がありました。この地方に大雨洪水警報が出

ておりますので、職員の対応をさせますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは質問を続け、答弁から入ります。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤総務部長。 

○総務部長（佐藤勝義君） 昭和49年と51年の豪雨、それと平成12年の東海豪雨の被害状況に

ついての御質問でございますが、昭和49年、51年の豪雨については記録を確認できませんで

したが、駅前が浸水して床下浸水したという記憶がございます。 

 東海豪雨につきましては、中六地区を中心に86件の床下浸水の報告がありました。 

 なお、伊勢湾台風以降で床上浸水の記録は確認できておりません。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 平野議員。 

○７番（平野広行君） それでは次に、弥富市内において今一番低いところで道路の冠水等が

予想される場所はどこか、またその冠水対策はどのように考えているのか質問いたします。 

 ちょうど今、大雨洪水警報が出たということで、道路の冠水等も考えられますので、答弁

をお願いいたします。 

○議長（佐藤高清君） 石川開発部長。 

○開発部長（石川敏彦君） それでは、答弁させていただきます。 

 道路の冠水が予想される場所につきましてですが、まず弥富の北部地区でございますが、

先ほど横井議員の質問の中で市長が答弁させていただいております中六隧道がございます。
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ここにつきましては、冠水した場合につきまして通行を禁止するために、本年度、車どめを

設置いたしましたところでございます。今後も安全の確保に努めてまいりたいというふうに

思っております。 

 次に、佐古木地区でございますが、竜頭公園周辺でございます。ここにつきましては、排

水先であります孫宝排水機場の排水の早期の対応をお願いするとともに、地区で管理してい

ただいております水門の適切な管理を要請しておるところでございます。 

 次に、南部地区つきましては、弥富野鳥園の西側の水路からあふれて道路が冠水した事例

がございます。こういったことにつきましては、臨港道路改修により道路の地盤が高くなっ

ておることなどから改善はされておりますが、もしもの場合につきまして、水路等に土のう

を積むなどして対策を講じていきたいというふうに思っております。 

 今後も安全に通行できるよう道路の維持管理に努めてまいりたいと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 平野議員。 

○７番（平野広行君） こういったことは、あらかじめある程度被害を想定して、すぐに対応

できる体制がとれるように、ふだんからソフト・ハード両面から準備していただくことをお

願いしておきます。 

 次に、ポンプの排水能力について質問いたします。 

 弥富市において、弥生・白鳥・桜・十四山地区の排水を一手に引き受ける新孫宝及び孫宝

第２排水機場でありますが、弥富市では３日間の想定雨量を336ミリ、これは20年に一度起

こる確率で設定しております。新孫宝・孫宝第２排水機場においては、合わせて４台の排水

機が設置されておりまして、その排水能力は毎秒47.8立米となっております。市民の皆様に

は、47.8立米と言ってもどれぐらいの排水能力かぴんとこないと思いますので、小学校、あ

るいは中学校にある25メートルのプールをイメージしてください。プールが満水で約400立

米であります。ですから、このプールの水を約8.3秒、つまり10秒足らずで排水する能力が

あるということになります。まずこのことを頭に入れておいていただきたいと思います。 

 そこで、弥富市の現在の想定雨量、３日間で336ミリの場合、平均して１日110ミリずつ降

ったと仮定して、１日における排水時間はどれぐらいになるでしょうか。これは愛西市の一

部も含みますが、流域面積2,156ヘクタール、ポンプの排水能力毎秒47.8立米、それから末

広・鍋田排水機場においては流域面積1,416ヘクタール、ポンプの排水能力毎秒27立米で計

算してお願いいたします。 

○議長（佐藤高清君） 石川開発部長。 

○開発部長（石川敏彦君） 孫宝の流域で申し上げますと、１日のうちでも降雨量に波がござ

いますが、流下時間によって異なるかと思いますが、そういったことを考えまして単純に孫
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宝の流域であります2,156ヘクタールの面積におきますと、均等で110ミリ降ったと仮定をい

たしまして、その総量につきましては、毎秒48立米の排水能力のポンプで排水をいたします

と約13時間40分になります。これはあくまでも計算上でございますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

 それから、関連がございますので、六箇流域のほうにつきましては18時間56分ぐらいです

ね。大神場流域におきましては約17時間30分、芝井川の流域におきましては20時間49分、松

名流域におきましては13時間９分、稲元流域につきましては46時間42分、鍋田・末広流域に

おきましては16時間28分の予定をしております。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 平野議員。 

○７番（平野広行君） そうしますと、ポンプの運転の開始時間が大事になってきます。予想

降雨量と水位を照らし合わせ、予備排水をして水位を十分監視して運転すれば私も大丈夫だ

と思いますが、もしも万が一電源がドロップした場合、モーターエンジンの排水機が使用で

きなくなり、ディーゼルエンジンの排水機２台の運転となってポンプ能力は半分になります。

また、排水規制がかかれば、ポンプの運転は全てできなくなり、市内は冠水するおそれが出

てきます。排水規制については、昭和52年に制定されて以来、今日まで36年間一度も発令さ

れたことはありません。しかし、最近は、今までに経験したことのない雨とか、想定外とい

うことが起こっております。ごく最近では、山形、島根、あるいは大阪市においても、想像

を絶する大雨となっております。 

 昨年も私、９月議会においてこの件に関して質問をいたしましたが、そのときの回答は、

連続運転が３日間できるようにディーゼルエンジン用の燃料タンクも設置し、３日間連続運

転することで対応するとの回答でした。課長としては、予算のことが頭をよぎって、このよ

うな答弁になったと思いますが、まず予算を度外視して、どのような対策をするのがベター

と思われるのか、再度質問いたします。 

○議長（佐藤高清君） 石川開発部長。 

○開発部長（石川敏彦君） それでは、答弁させていただきます。 

 行政としましては、予算を度外視して考えるのは大変難しいところでございますが、仮に

排水機場から排水規制のない伊勢湾に直接排水を行うことができれば、排水調整ルールは回

避できるかと思いますが、しかし現実的には排水規制ルールがございますので、非常に難し

いと思っております。 

 先ほど市長より答弁がございましたように、現在、日光川流域の防災のかなめでございま

す日光川水閘門の改築工事が行われております。現施設の老朽化や高潮に対する必要な高さ

不足、流下能力不足、さらに大規模地震への備えから改築工事が進められておりますが、市

といたしましても一日も早い完成を望むところでございますので、よろしくお願いいたしま
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す。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 平野議員。 

○７番（平野広行君） 予算を度外視してということはなかなか行政としては考えづらいとこ

ろでございますので、そういうふうなお答えだと思いますが、普通、私らが予算を度外視し

てまずどういったことができるのかということを考えますと、導水路、こういったものによ

って、筏川より以北の弥富市内の水を筏川より以南のほうへ水を流して伊勢湾を排水する方

法がベターじゃないかなあと思っております。 

 課長はお見えでないですね。課長に、玉野放水路とか祖父江の放水路についてちょっと聞

きたいと思ったんですが、見えないので、私のほうから説明させていただきますが、日光川

祖父江放水路、玉野放水路、こういった冊子があります。 

 玉野放水路及び祖父江放水路は、日光川の下流への流水の一部をカットして木曽川へ流す

人工的な水路であります。平成22年に完成しまして、このことによりまして私たちの住む弥

富市を含め日光川下流域の治水安全度は飛躍的に向上し、おおむね５年に１回起こり得る洪

水、これは１時間に50ミリ程度の降雨ということでありますが、これに対しまして安全に処

理できる川となっています。 

 こういった放水路の考え方を弥富市も取り入れていただきまして、排水対策を考えていた

だくことをお願いして、次の質問に入らせていただきます。 

 防災の面では最後になりますが、今度はハード面についての取り組みについて質問いたし

ます。 

 弥富市は海抜ゼロメートル、マイナスであります。海からの津波、あるいは高潮による心

配は、現在では鍋田海岸堤防の外側にコンテナ埠頭が建設され、高さ５メートルの強固な堤

防の役割を果たし、まずここからの浸水はないと考えられます。心配なのは、境港、弥富港、

飛島港の入り江部分であります。これら３カ所の強化策、そして鍋田海岸堤防の液状化対策

を含む強化策並びに津波が木曽川を遡上した場合のことを考えまして、木曽川左岸堤の強化

策の現状について質問いたします。 

○議長（佐藤高清君） 石川開発部長。 

○開発部長（石川敏彦君） 境港の下流部の下堤防につきましては、愛知県におきまして、の

り面の護岸の補強工事が完了しております。水門につきましては、本年度、耐震点検の実施

が計画されております。 

 飛島海岸につきましては、平成18年度までに東海・東南海連動地震への対策を完了してお

ります。その続きでございますが筏川の河口付近につきましても、同様に平成16年度までに

海岸堤防の耐震改修が完了しております。 

 また、国土交通省木曽川下流河川事務所におきまして管理しておりますが、弥富港の水門
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（鍋田上水門）につきましては、木曽川の高潮堤防の補強工事の一環といたしまして、本年

度より４年間の計画で耐震を踏まえた改修工事が行われます。それにあわせまして、水門の

周りの堤防も補強されると確認をしております。 

 木曽川左岸堤防でございますが、先ほど申し上げましたとおり、弥富港の水門の改修にあ

わせて堤防も改修されると確認しておりますので、よろしくお願いいたします。 

 また、今後とも国・県に対して堤防の補強・改修について要望してまいりますので、よろ

しくお願いいたします。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 平野議員。 

○７番（平野広行君） 今回は、弥富市の防災力についてハード面を中心に質問させていただ

きました。津波、集中豪雨、さらには最近では竜巻といった災害も考えなくてはならなくな

りました。そんな中、一番大事なのは、市民一人一人の防災に対する心構えであります。自

分の身は自分で守るという原点から、地域における防災訓練への参加、防災知識の向上を目

指し、努力していただきたいと思います。発災後の避難所生活においてもいろんな問題が考

えられますが、この件につきましては次回の質問にさせていただきたいと思いまして、次の

質問に入ります。 

 次は、弥富市の発信力について質問いたします。 

 弥富市の発信力には、まず市民の皆様に向けての発信と外部に向けての発信があります。

本市の行政を市民の皆様によく知ってもらうには、市側からの市民の皆様に向けての発信力

を強化しなければなりません。現在、市民の皆様への情報発信としては、「広報やとみ」、

市ホームページ、市公式ツイッター、議会だより等があります。日常の便り、行事報告等に

ついては、「広報やとみ」等で十分だと思っております。ただ、一番関心のある市の財政、

予算の使い方については、「広報やとみ」の中でマニュアルどおりに記載され報告されてお

りますが、予算の内容、市の財政状況を示す財務４表の報告に至っては、難しくてなかなか

一般の市民の皆様には理解されていないのが現状だと思います。 

 そこで、予算書について、新しく行う事業、あるいは重点事業について、中学生が見ても

わかるような予算書をつくってはどうか。他の市町においても、昨今こういった簡単でわか

りやすい予算説明書を手づくりで行っており、中学校、あるいは公共施設に３部から５部ぐ

らいずつ配置しております。もちろんインターネット上では見えるようになっております。 

 若い人たちが自分の払った税金がどのように使われているか関心を持ってもらえるような

発信の方法、これは市民との協働のまちづくりを目指している本市の方針にかなうものであ

ります。ことしの３月議会において三宮議員の質問の中にありましたが、予算に関する説明

書及び予算の概要説明書について、議員によくわかるような説明書を求めています。我々議

員に対しては当然よくわかる説明書をつくらなければなりませんが、市側の回答としては、
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決算については、決算が済んでから議会に出すまでに時間的余裕があるので細かく説明した

資料を出せるが、予算については、予算査定の締め切りから予算の原稿をつくるのに物すご

く短い期間でつくらなければならないので、現状のような説明書、または概要説明書になる

と回答しているわけでありますが、私が提案するのは、３月議会において予算が成立した後、

４月の末か５月の中ごろまでに市民の皆様にわかりやすい予算の説明書をつくってはどうか

ということであります。 

 例えば、ことし25年度予算で一例を挙げますと、「原動機付自転車に限り、きんちゃんマ

ーク入りのナンバープレートをつけることができる事業であります。ケーブルテレビでも放

映されていましたように、話題性のある事業であります。これは弥富市を広くＰＲし、地域

振興を図るとともに、郷土を愛する心を育むため、市のオリジナルナンバープレートを導入

しました。予算は110万円です」といったような内容で掲載してはどうでしょうか。この件

に関しましては、「広報やとみ」６月号の中でお知らせとして紹介されていただけでありま

す。予算説明書の中にも、予算概要説明書の中にも説明がありません。このような新しい事

業、話題性のある事業については、わかりやすい予算書をつくり、広く市民にＰＲすべきだ

と思います。その他少し例を挙げてみたいと思います。 

 防災面でいいますと、津波・高潮からの避難場所として、十四山中学校の屋上に避難する

ために外階段の設置及び屋上の防水事業に6,000万円、孫宝排水機場の屋上への外階段設置

に1,400万円といった事業ですね。その他ことしの25年度予算概要説明書の資料の中から抜

粋させていただきますと、コミュニティＦＭ事業の参加で330万円。また、コミュニティバ

スの運行事業を行っておりますということで１億400万円。また、防犯対策として防犯灯の

設置、ＬＥＤの新規設置工事ですね、これに350万円。あるいは税の徴収業務の電算化とい

うことで、昨年は国民健康保険税、軽四自動車税のコンビニ納付が始まりましたが、ことし

の25年度からは固定資産税及び市県民税も電算化を行いますと、この予算が80万円。それか

ら、心配されている方もあると思いますが、大規模災害において戸籍の正本と副本が同時に

焼失するのを防ぐため、戸籍の副本データを、全国２カ所を拠点とした遠隔地で管理する、

こんな予算に227万円。それから児童クラブですが、新日の出児童クラブの建設事業に5,200

万円。こんなようなことをちょっと、一緒にこういった説明書をつくっていただければと思

いますが、市の考えを伺います。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤総務部長。 

○総務部長（佐藤勝義君） 当初予算の説明につきましては、「広報やとみ」や弥富市のホー

ムページのほうに掲載しておりますが、議員御指摘のように、新規事業、あるいは重点事業

についての広報はしておりません。今御指摘のありました予算概要説明資料についてでござ

いますが、私ども毎年改善を加えておりますが、そちらのほうを今後さらなる改善を行いた
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いと考えております。 

 それで来年度からは、議員御指摘のように、市民の皆様に対しわかりやすい予算の説明の

ために、その改善を加えました予算概要説明資料を弥富市のホームページのほうに掲載した

いと考えております。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 平野議員。 

○７番（平野広行君） 追加でちょっと、ほかの市町の例を紹介させていただきます。 

 これは奈良市の件なんですが、奈良市は年１回、市政のタウンミーティングを行っており

ます。市内８カ所の会場に合計で1,000部ぐらい配付し、説明資料としているわけでありま

す。内容は中学生でもわかる程度にしてあり、作成するのに予算計上はしておりません。各

中学校には10冊ずつ配付してあるそうであります。もちろん市のホームページ上には載せて

あるそうであります。 

 これがちょっと抜粋したものですが、奈良市の予算書でありますね。新規事業ばかり書い

てあります。プレミアムつき商品券の発行助成、これは私、12月議会において質問させてい

ただいた件で、前向きに検討いただくということの同じ事業であります。それから、買い物

弱者対策100万円。これは郊外型店舗の進出や世帯の高齢化などにより、買い物が困難とな

っている買い物弱者の実態・原因を把握し、その解決を図ります。こういったことに100万

円の予算。それから変わったところでは、高校生や大学生のグループを対象に、奈良市が今

後取り組むべき政策について若者のアイデアを求める政策提言コンテストを行います、これ

に270万円。それから、あと変わったところですけど、新規事業として家庭用の雨水タンク

設置補助、家庭用雨水タンク設置に対して１基当たり３万円を限度に補助を行います、これ

は50基。それからごみの件ですが、ごみ減量講座や講習会の開催とごみの減量アイデアコン

テストを実施するということに対して200万円。こんなようなことが書いてありますので、

御紹介だけさせていただきまして、参考にしていただければと思います。 

 次に、本市の財務内容の報告であります。 

 これは大変難しくて、見ただけでは何が書いてあるのか、多くの市民の皆様にはわからな

いと思います。地方公共団体においても国に準じて企業会計の慣行を参考とした貸借対照表

その他の財務書類の整備に取り組むようになり、従来の決算書に加え、貸借対照表、行政コ

スト計算書、純資産変動計算書、資金収支計算書から成る財務４表を作成することとなり、

本市においても平成21年度より地方公共団体財務書類作成に係る基準モデルによりまして財

務４表を作成し、市のホームページ上に報告しております。そして、その中には、財政力指

数やら公債費負担の状況、人件費・物件費の状況、給与水準とかいろいろな項目につきまし

て、全国平均、愛知県平均と比較して表記しまして、本市としての説明もしてあります。し

かし、このような細部にわたる説明は、ごく一部の市民の方にしか目に届かないと思います。
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本来このような財務状況の報告は、広く市民のわかりやすく説明するものでなくてはなりま

せん。 

 このような観点から私は、次のような方法で行ってはどうかと思います。まず、市民１人

当たりに換算して、近隣市町と比較するのが一番わかりやすいと思います。本市の場合には

西尾張９市ということで、犬山、江南、岩倉、一宮、稲沢、津島、愛西、あまであります。

そして、比較する項目としては、市民１人当たりの一般会計予算の額、それから市の貯金に

当たります財政調整基金の残高、市の借金に当たります市債の残高、そして財政力指数、経

常収支比率、実質公債費比率、以上６項目で十分だと思います。もちろんこれらの語句の説

明も併記しなければなりません。そして、これらの内容によって、弥富市は健全財政ですと

市民に発信していくことが大事だと思います。 

 弥富市のこういった西尾張９市との比較表がありませんので、これ碧南市の資料なんです

が、碧南市ですから西三河９市であります。この資料からちょっと説明をさせていただきま

す。 

 碧南市、岡崎市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、知立市、高浜市、三好市となってお

ります。ここのところへ弥富市をちょっと入れてみます。そうしますと、市民１人当たりの

一般会計予算額、一番高いのは碧南市でありまして37万6,000円、その次が豊田市になって

37万5,000円、そしてここへ弥富市を当てはめますと、弥富市は30万3,000円で大体７番目、

後ろのほうということになりまして、高浜市がよく似た市かなあということになっておりま

す。 

 それから、経常収支比率ですが、弥富市の場合は84.5％でありまして、これに関しまして

は安城市が一番トップでありまして、77.4％ということになっております。最下位は、三好

市が97％ということで最下位になっております。 

 そして貯金、基金ですね、基金の残高でいきますと、これはこの９市で比較しますと、弥

富市は大変低いです。高浜市と同じぐらいです。４万9,613円、高浜市が４万3,300円という

ことであります。 

 借金の残高でいいますと、弥富市の場合、非常に多いです。24万8,483円、この９市の中

ではトップになっております。 

 こういうことを言いますと何か心配になりますが、これを岐阜県の場合に、岐阜の多治見

市の財政状況がありますので、岐阜県と比較してみますと、岐阜県では財政力指数というも

のがまずうたってありまして、多治見市の場合は0.77で、弥富は22年度でありますが、まだ

いいときです、1.06。岐阜県下では断トツの１番であります。そして、経常収支比率も大体

弥富は岐阜でいいますと中間ぐらい、公債費負担比率もずっと低い8.3％で良好な状態にな

っておるのがわかります。そして、実質公債費比率も低いです。 
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 そして、先ほど言いました基金の残高、それから借金の残高でいきますと、これまた岐阜

で比較しますと大変違った状況になりまして、基金、貯金ですね、基金の残高は、やっぱり

低いですね、岐阜のほうは、皆さん田舎かしらんけど、非常にお金をためております。弥富

市の場合、４万9,000円で一番どべになっておりますが、もう１つ変わったところでは、市

債、借金の残高か弥富は少ないんですね、岐阜と比べますと。郡上が一番多いという結果に

なっております。 

 こういったようにやっていただくことをまずお願いしますが、この件に関しましてもう一

度見解を求めます。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤総務部長。 

○総務部長（佐藤勝義君） まず、非常に中身がわかりにくいというふうな御指摘がございま

す財務４表についてでございますが、これにつきましては、昨今、総務省は、自治体が作成

する貸借対照表などの財務４表について、より企業会計に近い統一様式を設計する方針を固

めたところでございます。その新たな様式による財務４表の作成は、2013年度中にマニュア

ルを示した上で、2014年度にも全自治体に実施を要請する方針とのことです。今後は総務省

が示した統一様式で全団体に財務４表を作成し提出してもらい、自治体の財政状況を横並び

で比較できるようにするとのことでございます。したがいまして、本市におきましても、こ

の財務４表につきましては、総務省が示した統一様式で作成し、公表することとなります。 

 財務４表以外の決算内容の説明につきましては、現在、決算報告、市債の状況、基金の状

況、決算カード、決算の推移、決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率、財政状況資

料集、財政指標の推移を弥富市のホームページに、決算報告などを「広報やとみ」に掲載し

ておるところでございますが、今、議員御指摘の６つの項目について公表することを含めて、

市民の皆様にわかりやすい財務内容の説明書の作成につきましては、いろんな県内の各市の

状況を調査・研究しまして、よりわかりやすい決算内容の説明に努めてまいりたいと考えて

おります。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 平野議員。 

○７番（平野広行君） ぜひお願いをいたしておきます。 

 最後に、対外的な発信力ですが、先ほど横井議員のほうから弥富市のＰＲという御質問が

ございました。市長室で取材を受けるとき、あるいは来賓があったときに、一緒に記念写真

を撮るときなんかに、バックにきんちゃんマークのパネルを設置したらどうでしょうかと。

愛知県知事とか名古屋市長、記者会見のときによく見かけるバックパネルです。ことしの場

合、武蔵川親方とか小錦さんですね、表敬訪問したときに、バックにきんちゃんパネルがあ

るといいなあと思いました。 

 そして、このパネルの図柄の件ですが、弥富市の場合、弥富市を代表して数年前に、ニシ
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キゴイ、そして金魚が宇宙へ行っております。また、湾岸地域においては、航空宇宙産業ク

ラスター形成特区に指定されております。この２つをコラボして、きんちゃんがロケットに

乗って宇宙へ行くような図柄だと最高だと思います。 

 このように外部へ発信することによって、弥富市への航空宇宙産業の企業誘致が進むこと

を期待するわけであります。先日は打ち上げが延期され残念でしたが、これから期待される

イプシロンロケットに乗ったきんちゃん、どうでしょうか。市長の御意見を伺います。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） バックパネルをつくったらどうだということで御質問をいただいてお

りますけれども、先ほどお話しした中で少しお話ししましたけれども、マスコミ対応だとか

そういうことも含めて一度考えていきたいというふうに思っております。デザインにつきま

しては女性のデザインという形で、職員のほうで一度考えていただきたいなあというふうに

思っておりますので、まだ未定でございますけれども、今、誇るべきというような状況のも

のについては、やはり金魚ということが中心になると思います。そんなことをモチーフにし

ながら、デザインについては考えていきたいと思っております。来年の春からそういったよ

うなバックパネルを採用していきたいと思っています。 

○議長（佐藤高清君） 平野議員。 

○７番（平野広行君） 24年度の決算も出ました。市税におきましては、固定資産の評価がえ

等の影響もあり大きく減額を心配しておりましたが、決算額は対前年度比0.5％減で74億

8,776万9,000円となりました。ことしはアベノミクス効果で景気が上向く予想でありますが、

その後の消費税アップも考え、市税収入の伸びも余り期待できませんので、さらなる行財政

改革を進め、きらめく弥富を目指し、市民一丸となって諸問題に取り組まなければならない

ことを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（佐藤高清君） 本日はこの程度にとどめ、明後日継続議会を開き、本日に引き続き一

般質問を行いたいと思いますので、本日の会議はこれにて散会といたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午後４時50分 散会 
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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午前10時00分 開議 

○議長（佐藤高清君） おはようございます。 

 ただいまより継続議会の会議を開きます。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（佐藤高清君） 日程第１、会議録署名議員の指名をします。 

 会議規則第88条の規定により、三宮十五郎議員と早川公二議員を指名します。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第２ 一般質問 

○議長（佐藤高清君） 日程第２、一般質問を行います。 

 順次、発言を許します。 

 まず佐藤博議員、お願いします。 

○１５番（佐藤 博君） 15番 佐藤博であります。 

 通告に従いまして質問いたしますが、昨年のごみ袋の前払いによる約1,276万円の損失問

題より、これから私が、こんなことはいけないと言って服部市長に反省を求めている問題は、

わかりやすく簡潔に説明をいたしますと、弥富市の市庁舎建設のために隣の土地２筆を買収

するために、今までに例のない莫大な上積みをして買収する予算をたった１週間で６月議会

で決めてしまったということであります。 

 ここの土地に限って、約28％も高く土地を買おうとした原因は、土地を買うための金額や

条件等を決める前に、市が基本設計をやったり、ボーリングをやって金を支払い、昨年12月

に市民の皆さんに設計図を配ってしまったと。そして、ことし３月になって、その土地の値

段等を決めようとしたら、高くて問題が起こったと、こういうことであります。 

 そのため、産業会館のある、あの土地を交換地として提供することにしましたが、同じ面

積で交換をすると、約28％産業会館の土地のほうが高いのであり、弥富市のほうが約1,600

万円余り余分に金を出す計算になることから、私は反対をしておるのであります。 

 もう一方の土地については、土地代については約5,800万円、その上１億円を超える家屋

等の移転補償費を支払うということであります。市役所の北側の２階建ての延べ面積約50坪

の中古の鉄筋家屋と木造家屋延べ面積約30坪の建物等の補償であります。 

 妥当な金額かどうか、その積算金額内容を議会に説明するということを求めたわけであり

ますが、それもなかなか説明が十分されていないと、こういう現状であります。 

 議決をしたため、いつでも予算執行が可能になった危険状態にありますから、弥富市政を

真面目に考えておられる市民団体の方々から、このたび住民監査請求が出されたのでありま
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す。 

 私自身も、このような土地取得条件等は、弥富市にとって必ず禍根を残す問題であると確

信をしておりますので、絶対改めさせなければならないと、政治生命をかけて取り組んでい

るのであります。このことは、服部市長のためでもあると私は確信をしております。 

 きょうは、テレビを通じて市民の皆さんにも内容をしっかりと把握していただき、正しく

判断をしていただきたいと考えております。私の質問内容と市長の答弁をよく聞いていただ

き、弥富のために正しい判断をしていただきたいと、こういうように考えて、順次説明と質

問をしてまいります。 

 弥富市庁舎建設問題については、耐震性の問題や合併により事務室等が狭隘となっている

こと等から、弥富市総合計画にも取り入れられ、議会はもちろんのこと、市民の多くは賛成

をして期待をしていることは既成の事実であり、私も住民監査請求を出された方々も同様に

賛成しているのであります。 

 しかし重大な問題は、庁舎建てかえが必要だからといって、貴重な市民の税金、この公金

を使って建設する以上、庁舎建設用地取得についてのみ、また幾ら金を使っても土地が取得

できればいいというような、こういう考え方は、お互いに慎むべきことであると私は思って

おるのであります。 

 時間も限られておりますので、順に、通告してありますから、しっかりとひとつ市長のほ

うも市民の皆さんによく説明をしていただくようにお願いしたいと思っております。 

 最初に、このような超高額な要求に応じなければ用地取得の協力がいただけなかった原因

は何か、貴重な税金の活用方法はどうあるべきかを明らかにしなければなりません。予算、

すなわち公金の活用については、余計余分な支出を戒めるために、地方自治法や地方財政法

では厳しく規制をしているのであります。 

 テレビで、よく映しておいていただきたいと思います。 

 地方自治法の本旨から、まず予算審議については、あくまでも住民全体の福祉を念頭に置

いて考えるべきであり、いやしくも一部の住民の利益のために奉仕するようなことがあって

はならないと明記してあります。地方自治法第２条においては、地方公共団体は法人とする

と。その事務を処理するに当たっては、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で

最大の効果を上げるようにしなければならない。地方財政法では、第４条において、地方公

共団体の経費は、その目的を達成するために必要かつ最少の限度を超えて、これを支出して

はならないと公金の活用を厳しく規制しているのであります。 

 また、市長も我々議員も、選挙の際には当然ながら、市民からの税金は有効に活用し、一

円たりとも無駄遣いはしません、また常に正確な情報を提供し、市民の意見、要望を市政に

反映させますと公約を誓って当選しており、この公約を守り、実行することは当然のことで
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あります。 

 今回、そのような公約の実行が問われている問題であり、市民も議員も自分の発言内容と

行動内容の整合性をよく考えながら、私の話を聞いていただきたいと思うのであります。 

 まず最初に、市民への説明も意向調査もすることなく、今回の用地取得関係予算を議決し、

執行しようとしている。これは市民不在、住民無視であり、住民監査請求の重要な原因でも

あります。 

 服部市長は、このように住民監査請求が出されてきたという重大な厳しい現実をどのよう

に認識し、責任をどのように受けとめておられるか、まずお尋ねをいたします。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） おはようございます。 

 佐藤議員の御質問に順次お答えを申し上げていきたいというふうに思っております。 

 最初の御質問は、住民監査請求に対する認識と責任をどのように思っているかということ

でございますが、住民監査請求の内容と庁舎建設の必要性及びそれに伴う土地購入及び物件

移転補償費とは、相互に大きなかかわりがありますので、庁舎建てかえの必要性をどうして

もお話をさせていただかなければならないと思っております。 

 新しい庁舎建設につきましては、今までに庁舎建設の検討委員会、このメンバーは一般市

民の中から公募させていただきました方、あるいは有識者、団体の役員さん、そして議会の

議長等のメンバーでございます。また、弥富市議会の中におきましては、総務委員長を委員

長とする庁舎改築等特別委員会を設置していただき、用地問題、そして物件移転補償費等々、

さまざまな形で協議をしてまいりました。今ここで改めて、各委員に対しましては、そのこ

とに対して感謝申し上げる次第でございます。 

 そして、庁舎の建設は、現在の位置で建てかえ、隣接する２筆の地主の御協力をいただき、

一体的な土地利用を図り、機能的で効果的な庁舎を建設する等々の答申をいただいたところ

でございます。 

 建てかえの必要性につきましても、いま一度御確認をさせていただくわけでございますけ

れども、現在の庁舎は築後46年が経過し、非常に老朽化が進み、市民の皆様方の窓口業務に

対しても非常に手狭であり、使い勝手が不便であるわけでございます。 

○１５番（佐藤 博君） 市長。 

○市長（服部彰文君） 答弁中でございますので。 

○１５番（佐藤 博君） 初めから、私、文書で通告してあるように、必要性についてはもう

みんなわかっているの。わかっているから、この上積みをした土地取得費の問題について住

民監査請求が出たんだから、その点の説明だけをきちっとしてもらいたい。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 
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○市長（服部彰文君） 答弁中でございます。 

 その住民監査請求のお話をさせていただく前提として、話をさせていただいるところでご

ざいます。 

 続けさせていただきます。 

○１５番（佐藤 博君） そんな余分なことを言っておると時間がありません。 

○市長（服部彰文君） それが今時間を経過することじゃないですか。私の発言、答弁の中で

す。 

○１５番（佐藤 博君） そんなことじゃないの。必要性は、私が今も、ちゃんとみんな認め

ておるの。ただ、28％も上積みをした交換だとか、補償費のこういう問題について監査請求

が出たんだから、その点についての説明をしてくださいと、そのことです。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） そのお話は順次させていただくと冒頭に申し上げました。議員、冷静

にお聞きいただきたいと思います。 

 続けさせていただきますけれども、今現在の庁舎におきましても、耐震性の数値は規定の

数値を大きく下回っているところでございます。今後予測される南海トラフ大地震等におき

まして、庁舎が災害本部の司令塔になり得ない、あるいは市民の皆様の安心・安全を確保で

きないという状況のものがあること。そしてまた、駐車場等においては、大変機能が不便で

あるということで、そんなことを考えながら庁舎建設に取り組んでいるところでございます。 

 そのためには、２人の地主さんの御協力をいただき、先ほども申し上げましたように一体

的でより効果的な価値を生む庁舎建設に大多数の議員の皆様にも御賛同をいただき、そして

私も自分で市民の皆様に御説明を申し上げながら、理解をしていただいているところでござ

います。 

 資金計画におきましても、合併推進債、あるいは交付税措置という状況の中で、それを中

心にして財政調整基金、あるいは公共施設の整備基金、準備しております。そういうものを

繰り入れ、無理のない返済計画、財政計画を立てていきたいというふうに思っております。 

 先ほど議員がおっしゃいました土地購入、物件移転補償費につきましては、ルールどおり

実行してまいりました。後ほど御質問がございますので、御答弁申し上げていきたいという

ふうに思っております。 

 このような状況の中で、私どもとしては、さまざまな委員会を設置し、協議をし、そして

議会の中でも全員協議会を中心として協議をしてまいりました。そして、物件移転補償費、

あるいは土地の購入ということにつきましても、ルールどおり事を運んできたつもりでござ

います。 

 私としては、今回監査請求が出されておるわけでございますが、理解できないところもご
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ざいます。しかしながら、今後執行するスケジュールの中で、拒むわけには参りません。そ

ういう状況の中で、私の認識といたしましては、住民監査請求に対する認識は、地方公共団

体の財政の適正を確保し、そしてまた住民全体の利益を確保することを目的とする、その制

度であるということを十分認識しております。また、議員からお話がございました地方自治

法、あるいは地方財政法についても十分理解をしているところでございます。 

 今回、監査請求がございました弥富市在住の伊藤昌弘氏、あるいは加藤明由氏及びその代

理人の鈴木氏から出された監査請求につきましては、地方自治法第242条第４項の規定に基

づき、監査委員におきまして、現在監査を進めているところでございます。また、８月23日

には地方自治法242条第６項の規定に基づき、請求人の陳述も行われましたので、監査結果

に基づいて判断をさせていただきます。 

 今後とも、私は法令を遵守して判断をしていくところに基本的な姿勢に変わりはございま

せんので、よろしくお願い申し上げたいと思います。 

 少し図面を出させていただきます。 

○１５番（佐藤 博君） 議長、これは時間の浪費をむしろ市長がしておるの。必要性につい

ては、もうこれは市民に基本設計図まで配付しておるんだから必要ないの。いいかね、間違

えてはいかんよ。 

○市長（服部彰文君） わかりました。じゃあ、これについては説明を省かせていただきます。

住民監査請求に対する認識と責任についてはそのように考えております。以上でございます。 

○１５番（佐藤 博君） まず、私が最初から言ったように、必要であることはみんな知って

おるの。だから、ここまで来たの。いいですか、そこを間違えてはいかんですよ。 

 ただし、こんな高額な補償をしなければならないということについて、市長の認識が問わ

れておるの。間違えてはいかんですよ、いいですか。 

 私は、６月19日の日に土地取得のための補正予算が緊急提案された、その会議録から、確

認のために市長に質問をしていきます、いいですか。 

 １対1.28倍という土地交換の状況の中で、これは市の条例に定めるところの範囲ではない。

要するに、上積み比率が高過ぎることを認めた上において、弁護士に相談して、地方自治法

第237条第２項の規定に当てていこうということで議会の議決をいただきたいと、こういう

ように答弁しています。 

 また、基本的な弁護士の考え方といたしましては、裁量の範囲ではない。そのため、議会

及び市民の皆様に説明したらという中でお話をいただいていると答弁しています。間違いあ

りませんね。 

 このように、顧問弁護士のアドバイスに従って、地方自治法237条第２項の規定を適用す

るなら、市民の皆さんにも説明をし、市民の意向を確認し、また議会も十分内容を調査・確
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認をしてから議決するように進めるべきであります。 

 そのため、市長のこの答弁を受けて、私は長く時間をとらなくても、お互いに知恵を出し

合い検討するために、継続審議なり、臨時会を開催したりして、また市民に説明をし、意向

を問うようにするため、しばらく検討時間を延長することを提案してきました。 

 しかし、それは無視されたような形で、わずか１週間で議決をしてしまったと、こういう

ことであります。いいですか、これはもうはっきりと事実関係から申し上げておきます。 

 議会に対しても、個人情報であるから十分な内容を明かすことなく、また市民の皆さんに

も説明したらという弁護士のアドバイスも実行することなく、議決を急いだ理由をよくわか

るように一遍説明してください。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 佐藤議員にお答え申し上げます。 

 先ほども言いましたように、議会の中では、いわゆる改築等検討委員会という特別委員会

を設置していただきまして、さまざまな土地購入の問題、あるいは物件移転補償費の問題に

ついては協議をしてまいりました。一方的な形で誇張されて、あたかもそういうことをやっ

ていないかのように聞こえるわけでございますけれども、事実無根だと思っております。 

 いずれにいたしましても、代替地の提供、あるいは市民の意向調査が必要であろうという

ことに対しましては、先ほど議員がおっしゃるように、地方自治法237条第２項、いわゆる

財産の管理及び処分について記載しておるわけでございますけれども、用地の交渉につきま

しては、おおむね３つの方法があろうかということで、私も議会の中で話をしているところ

でございます。 

 その１つは、その対象の土地をいわゆる買収させていただくこと。２つ目は貸していただ

いて賃貸契約を結ぶこと。そして３つ目は、その用地の代替地を提供して契約をさせていた

だくことであろうというふうに思っております。 

 それぞれの交渉過程で、相手側の意向と私ども行政の意向という問題につきましては、そ

の交渉の時間に大変な時間を要するわけでございます。そして、私どもはその都度議会にそ

の進捗状況をお話し申し上げ、御報告申し上げてきました。決して、議員の意見を無視した

わけではございません。 

 市民の参加の手続、市民に対する説明ということにつきましては、意向調査をするのは意

義あることだとは思っておりますけれども、今回の事案は市民の代表である、まず議会の御

承認をいただきたいという形の中で説明させていただき、そして議会の議決をいただくもの

と思っているところでございます。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤議員。 

○１５番（佐藤 博君） 全く答弁になっていないんですよ、私が言っておることと。という
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ことは、急ぐことじゃなくて、やっぱりこの行政の原点は、市民が主権者ですよ。議会は代

弁者なの。だから、議会だけではなくて、市民にも十分説明をしたらというのは弁護士も言

っておることじゃないですか。だから、私は市民にも今の意向調査をやったらどうだと、こ

ういうことで提案したんだけれども、議会だけでいいというから、今回のように、きょうた

またま、今の名張の問題が新聞に出ています。あれは議会が議決しておるんです。ところ

が、議会の審議が十分であったかどうか、鑑定がどうだった、こういうことから市長に損害

賠償命令が出ておるんですよ。そこの点も真摯に受けとめなきゃいかんと思っています。い

いですか。 

 だから、私はその点で、監査請求を出した人たちは弥富のためを思ってきちっと言ってお

るんです。 

 その１つは、今まで用地に協力してきた人たちの感情を逆なでするようなことはいかんで

すよと。そして、このような高い比率で交換をしたり、移転補償費を出したら、これから用

地買収が困難になりますよということを指摘しておるんです。 

 それからまた、問題点としては、あの産業会館の土地というのは、非常に重要な土地なん

です。これを一市民に譲渡するということになりますね、買って売るんですから。こういう

ことは、市民の貴重な財産だから、もっと市民の意向をしっかりと確認をした上で行動する

べきことですよと、議会だけで決めていいことではありませんよと、こういうことが今回の

大きな論点なんですよ。全く市長は観点を間違えておる。私ははっきり言っておきます。 

 そんなことで時間をかけてもいけませんので言いますが、まず今の市長の答弁だと、全く

間違いなく私は正しくやっていますというような答弁の仕方ですが、これには大きな間違い

があるんです。その点を私がこれから質問をしていきますから、よく考えて答弁してくださ

い。 

 まず、このような超高額な補償条件に至った原因は、何と言っても市側の用地交渉の日程

経過の不手際に問題があった。これは、私は確信をしております。さらに、私の質問に対し

て市長は、用地交渉はしっかりとした手順を踏んで、今まで交渉に当たってまいりましたと。

何もことしの初めから交渉を始めたわけではございませんと。２年ほど前から継続的にやっ

てきたわけでございますと。また、真摯な態度、そして相手の立場を尊重しながら進めてき

ましたと、こういうように答弁しております。間違いありませんね。 

 これだけの期間、２年間もしっかりとした手順を踏んで、真摯な態度で交渉してきたと言

われるなら、この間に用地取得の具体的な条件等をまとめることができなかったかどうか。

そのことを私は不思議に思っておるんです。まとめることができなかった最大の理由は何で

しょうか。 

 去年、24年の３月議会においてこの問題が出たときに、私が用地取得はできるのかと尋ね
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たとき、地主の方から協力すると返事をいただいていると答弁があったから、昨年の３月７

日に、議会において庁舎改築特別委員会を設置し、みよし市とか岩倉市の新庁舎を視察した

りして、基本設計に3,400万円、24年度分の決算では1,239万円が使われております。そして、

地質調査、ボーリングに1,096万円が支払われておるんです、既に。そして、昨年の12月に

基本設計図を市民の皆様に全部配付したんです。 

 そうしておいて、ことしの３月になって、初めて用地取得が難航していることを私たちは

聞かされたわけです、３月に。何をしておるんだと疑問を抱きながらも、基本設計図まで市

民に配付されておるがために、やむを得ず補正予算に賛成した議員も多くいたんではなかろ

うかと私は思います。私たちは継続審議を提案して、反対をしたのであります。いいですか。 

 弥富市政を考える市民団体では、賛成した議員に、本当に賛成をされた理由が聞きたいと

いうようなことまで考えておられるようであります。基本設計図を公表する前に、このよう

な超高額な条件が議会に提案されていれば、議会としては恐らく了承することはできなかっ

たでしょう。 

 そのために、用地交渉の日程等について、私は今からお尋ねをしていきます。 

 最初の交渉については、24年11月４日ということで私には回答がありました。また、もう

１件の方には11月９日にこの協力の要請をしたということです。このときに、それぞれの地

主さんはどういうような回答をされたか、明確に示していただきたい。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤総務部長。 

○総務部長（佐藤勝義君） 今の議員のおっしゃられました最初の用地交渉の日時でございま

すが、今、平成24年とおっしゃられましたが、平成22年です。平成22年の11月４日と９日と

いうことでございます。それでもちまして、両者とも協力するという形の返事をいただいて

おります。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤議員。 

○１５番（佐藤 博君） 条件も何もなしで、はい、わかりました、協力しますと、こう言わ

れたんですか。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤総務部長。 

○総務部長（佐藤勝義君） 用地交渉というのは、当然のごとく金額に応じてオーケーするか

どうかというのは最終的に決まることでございます。それでもちまして、価格要件によって

は考慮させていただいて、その旨において協力するという意味ということでございます。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤議員。 

○１５番（佐藤 博君） そのとおりだと思います。 

 私が調べた結果によると、高けりゃいいよと、こういうように返事をされておるはずであ

ります。それから、もう１件のほうは、条件によっては移転してもいいよと、こういうよう
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に返事をされておるわけです。 

 その後、地主に提示をされたわけでありますけれども、その日にちが23年10月ということ

です。１年ばかりの間は何にも結局交渉はされていなかったんですか、どうですか、これは。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤総務部長。 

○総務部長（佐藤勝義君） 先ほど、要は高けりゃいいよというよりも、自分が納得できる価

格ならという意味だと思うんですけれど、そういった概算の価格をお示しするためには、土

地の鑑定評価を行わなければならない。また、物件移転の調査を行わなければならないとい

うことで、そういったものが出た段階で次の交渉を行ったという経緯でございます。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤議員。 

○１５番（佐藤 博君） 問題は、最初の時点ではそういうような条件的な交渉は全然やって

いなかったということですね。そして、今の鑑定評価をとったその後に交渉をされたわけで

ありますが、そのときにどのような回答があったのか。これは、鑑定をとったのは23年10月

31日、そして提示をしたのは23年11月17日、11月24日、こういうように私のほうには報告が

ありましたが、このときにどういうような話がされたか。この点について聞かせていただき

たいと思います。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤総務部長。 

○総務部長（佐藤勝義君） 土地の鑑定評価とか、物件補償調査業務の積算が終了して、それ

に基づいて概算額として両者の方にお話ししたということでございます。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤議員。 

○１５番（佐藤 博君） これは、村瀬課長が総務委員会で答弁しておるのは大分話が違うと

思いますから、また私、聞きますが、土地鑑定評価及び物件移転補償費の内容は、地主さん

に示す前に市のほうにちゃんと示されておるはずです。そのときに、市のほうでは、どうも

私が事前に総務課長に質問しておいたのは、担当課でまとめて市長・副市長に説明したと、

こういうように答弁がありました。市長・副市長は、この土地の鑑定評価、あるいは物件の

移転補償額、こういうものについて担当から話を聞いたときに、市長・副市長はどのような

感じを持たれたのか、この点について市長に尋ねたいと思います。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） お答え申し上げます。 

 さまざまな形で専門家、あるいは技術者という状況の中で、土地の鑑定であるとか、物件

移転補償費については、県の審査基準に基づいてやってきたわけでございます。 

 皆様のほうにはお示しをするわけにございませんけれども、ここに物件移転補償費の鑑定

書がございます。これだけの分厚い内容になっておりまして、これを不動産、あるいは動産

というような状況の中で、それぞれの項目の中で説明を受け、私と副市長のほうで御判断申
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し上げていくということでございます。 

 また、土地の購入費につきましては、今現在の土地の公示価格、これをあくまでもベース

とした話という形の中で交渉しているということを聞いたわけでございます。以上でござい

ます。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤議員。 

○１５番（佐藤 博君） 市長は、総務課長に私が事前に聞いたところによると、市長が直接

地主と交渉したのは23年４月ごろと回答されております。市長は、それでは具体的にどのよ

うな交渉をされたのか、その点について市長に尋ねます。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 私は、23年の４月ごろ、Ａさんにお会いをさせていただきまして、今

度の庁舎の建築の問題につきまして、るるお話をさせていただき、御協力を仰ぎたいという

形の中で話をさせていただきました。市の大変重要な事業であるから、私としても協力して

いきたいという旨の御返事をいただいたわけでございます。 

 そのことにつきましては、いわば挨拶というような状況の中で、個別の交渉をという形の

中で、金額の設定であるとか、提示であるとかということについては私のほうからはしてお

りません。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤議員。 

○１５番（佐藤 博君） そうすると、ただ挨拶をして、協力していただけるというだけで、

24年の３月に、議会は特別委員会までつくってしまった。そして、基本設計までつくっちゃ

った。そして、25年になって、３月に用地が、今のＡさんとＢさんということで言いましょ

う。Ａさんのほうは、坪単価は50万と、そして借地なら月坪単価1,500円と、こういうよう

な要望が出たと議会には報告があったわけですわね。そうすると、その間に土地の条件を決

めずに市民に基本設計図まで配ってしまったという、これは本末転倒だ。こんなことで用地

交渉と言えるかどうか。そんなところまで進んでしまっておいて、さあこれからどうしてく

ださるかと言ったら、地主さんのほうは、そんな簡単に返事はされんですよ。その点は、市

長、どう考えておられますか。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） お答え申し上げます。 

 私どもといたしましては、この庁舎の建設を、いわばさまざまな形で急ぐ必要があるとい

う形の中で、急ぐ必要のある大きな要因といたしましては、先ほどもお話をさせていただき

ましたけれども、合併推進債の期間ということでございました。これが、その当時ではいわ

ゆる10年間の期間の中でやっていかなきゃならないというところでございます。その後、

３・11東日本大震災というような状況の中で、その期間が延長されておるわけでございます
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けれども、そういうような状況の中において、当初の考え方といたしましては、平成28年に

庁舎を完成させたいという意向が私どもとしてはあり、議会のほうにも御説明を申し上げて

おったところでございます。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤議員。 

○１５番（佐藤 博君） それならば、今度合併推進債は５年間延長されて33年までになった

んだから、まだことし25年ですよ。まだあと８年あるんですよ。条件が合わんのなら、もう

一遍原点に戻って考え直すという、そういうような考え方は浮かびませんか。 

 私は、こういう点は、まさに用地交渉、私も20年間用地交渉をやってきましたけれども、

こんな237条を活用しなきゃならんような用地交渉は一遍もやったことはありません。適正

価格でやってきました。これは、私ばっかではないです。今までみんな、そういうことでや

ってきておるんです。今回が初めてですよ、こんな28％も高いような交換をやらなきゃいか

んというのは。また、１億円を超えるような物件移転補償をやらなきゃいかんという、こん

なことは今回初めてですよ。これは、服部市長だけのことですよ。 

 このことが、これで通っていったとするならば、きょうの新聞にも出ておったように、恐

らく住民監査請求だけでは終わらんと思いますよ。そうなったときに大変なことですよ。だ

から、私はなぜそういう条件が折り合わなかったら一遍断念をして原点に戻って考えるとい

う考え方が浮かばなかったか、その点について尋ねたいと思います。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） お答え申し上げます。 

 新庁舎を改めて考え直して、いろんな方策を考えるべきだということでございますけれど

も、私どもといたしましては、その間、議会運営委員会、あるいは全員協議会という形の中

でお話をさせていただいたところでございます。 

 例えば、新庁舎の場所の選定につきましても、総合計画の中で明確に記載をさせていただ

いておるわけでございます。そうした形の中で、平成17年10月６日の合併における合併協定

書というものを我々は遵守をしていかなきゃならない。あるいは、地方自治法の庁舎におけ

る位置ということも定められておるわけでございます。市民の利便性であるとか、あるいは

中核的な中心的な位置に建てることが望ましいであるとか、あるいは関係法案、あるいは上

位計画に基づいてやらなきゃならないということでございます。 

 そして、まず一番大きな要因といたしましては、平成19年の都市計画という形の中での改

正がございました。これは、いろんな形の中で答えだけ申し上げますけれども、いわゆる市

街化調整区域に庁舎の建設ができないという状況でございますので、このことにおいては、

やはり現庁舎の場所で建てかえをしていくということについては、これは動かすわけにいか

ないということで、議会のほうにも御理解をいただいて、そうならばやはり我々としては
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３・11東日本大震災、あるいは現在の庁舎の老朽化というような問題から鑑みて、やはりこ

れは早急に取り組むべき大きな事業であろうという形で御理解をいただいているところだと

思っております。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤議員。 

○１５番（佐藤 博君） むしろ急がば回れということがあります。こんな調子では、恐らく

住民監査請求だけにとどまらず、これはどんどんおくれていくと私は思いますよ。このこと

だけはっきりと申し上げておきます。 

 条件が合わなかったら、もう一遍原点に戻って考えるということですよ。何にも、ここに

は庁舎が建っておるんです。確かに庁舎面積はふやさなきゃならんと思います。用地を買わ

なくてもやれる方法を考えることも一案でしょうし、今の場所をかえることも一案でしょう

し、それから、例えば地主さんのほうも借地でもいいと言っておるということが一遍あった

わけですから、その借地なら、どういう方法で、建物を建てたところの借地は、これは私は

前からいかんと言っておるんです。建物が建たないようなところの借地なら、これはどこで

もありますから、駐車場とか何とか。 

 そういうようなことも基本設計図の中でしっかりと考えれば、知恵を出せば幾らでもでき

ることはあるんです。だから、私が知恵を出すために、しばらく検討したらどうだと、こう

言ったけれども、強気一辺倒の市長はどんどんどんどんと俺の言うことだったらみんな聞く

だろうというような今の横暴な態度でこれを進めてきたから、ここへ来たんですよ。 

             〔発言する者あり〕 

○１５番（佐藤 博君） 私が発言しています、まだ待っておりなさい。 

○議長（佐藤高清君） 質問を続けてください。 

○１５番（佐藤 博君） だから、私はそういうことで今回の場合には、もう一度市長が真剣

に考えてみることが大事な問題だと思っておるんです、いいですか。 

 まだほかのこともありますから、たくさんありますけれども、時間がどんどんとなくなっ

ていきますので、二、三聞いておきます。 

 まず、今まで多くの方が協力をしていただいた。協力をしていただいた方に対して、今回

だけこんなような237条の適用をしなきゃならんような用地取得方法は妥当かどうか。今ま

でに協力した方々に対して、どういうような説明をされるか。まずそれを聞きたいと思いま

す。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 佐藤議員にお答え申し上げます。 

 しかし、先ほどの御発言の中で私は答弁をしたかったわけでございますけれども、いわゆ

る賃貸の契約ということにつきましては、これについても議会のほうに御相談申し上げまし
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た。しかし、建物底地の中に、いわゆる第三者の土地があるということについては、将来い

ろいろと問題があるだろうということで、私たちはそのことを議員の皆様から冷静に受けと

めて、違う方法という形の中で、また進捗をしていったわけじゃないですか。それは議員の

皆さんが多く認めるところじゃないですか。そのことをまず御理解いただきたいと思います。 

 そして、公共事業のために今までの説明責任をどうするんだということでございますが、

私は市民の皆様が健康で、まず文化的な生活を営み、豊かさを実感していただけるように、

その生活の便利さはもとより、安全性であるとか、快適性ということを配慮しながら、道路

であるとか、あるいは河川、都市計画整備について実行してまいりました。 

 このような公共事業の推進に必要な土地等の取得には、市民の皆様の御理解と御協力をい

ただきながら、貴重な財産である土地をお譲りいただく、または建物や工作物等の移転をお

願いしてまいりました。 

 その物件移転補償につきましては、積算業務の選定につきましては、共通のいわゆる補償

基準、そういうものに基づき、また補償業務の管理資格を持つ人において積算をしていただ

いているところでございます。また、土地の鑑定評価につきましても、不動産鑑定士の資格

を持つ技術者の方に積算をしていただいておるところでございます。 

 こうした形で土地の鑑定評価、並びに物件移転の補償費等につきました場合に、調査結果

が出た場合、公平かつ具体的な補償内容について説明を申し上げ、御協力をいただき、契約

書の署名捺印をお願いをしてまいりました。 

 今回もそうでございます。また、そういうような形で進めさせていただきたいと思います。

以前のことももちろんでございます。また、これからのことについてもしっかりとした市の

基準に基づいて実行していくことにおいて、何らかわった問題ではないというふうに思って

おるところでございます。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤議員。 

○１５番（佐藤 博君） まず市長、認識が私は疑わしいと思っておる。 

 今まで、この間決算委員会の勉強会で、24年度に買った土地もありました。道路や何か、

いろいろありました。白鳥保育所の隣地も買いました。白鳥保育所も、これは白鳥地区の一

時避難所としての重要な使命を背負った建物になるわけです。そこの隣地を買収しておるん

です。この単価は、２人の地主さんの御協力で、鑑定単価そのものの２万500円で買収しま

したという、こういうこの間説明を受けました。２万500円ですよ。それは土地の評価は違

うと思います。 

 ところが、そういうようなことで鑑定単価で協力をみんなしていただいた。今回だけは、

鑑定単価ではないでしょう。28％も上積みをしなきゃならんということなんだから。 

 こんなことが通るなら、これからみんな、28％は高く買ってくれ、あるいは28％高い交換
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条件、こういうことになれせんですか。その点、認識の問題だけれども、一遍市長の認識を

ただしたいと思います。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） お答え申し上げます。 

 公共事業を進める上において、それぞれの土地取得等については十分説明を申し上げ、そ

してその土地の評価であるとか、そういうことも御理解をいただきながら進めてまいります

ので、今回のことにつきましても認識の相違はございません。 

 しかしながら、現在その庁舎を進める上において、1.28倍という状況のものは確かにござ

います。これは、我々の行政側で執行することには参りませんので、議会のほうのお考えを

聞いて議決をいただきたいということを思っておるわけでございます。庁舎の一体的な土地

利用という形においては、50年、60年の大きなプロジェクト事業としては、非常に大きな効

果を生むというふうに思っております。このことにつきましては、市民の理解もいただける

だろうというふうに思っておるところでございます。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤議員。 

○１５番（佐藤 博君） その点が、市長、あんたの考えておることは極めて無責任ですよ。 

 片方は鑑定評価でお願いいたしますと。片方は難しければ上積みをどんどんしますよとい

うような、それが議会が了承すればいいんだという、そういう考え方がおかしいと思うんで

す。今後、議会の、これはまた機能が問われるわけです。そんなことで市民は了解しません

よ。そういうことも、もうちょっとしっかりと考えないかんですよ。 

 もう１つ聞いておきます。 

 物件移転補償費について、これは１億円を超えるんです。土地は5,800万円ばかりで買収

して、さらに１億円を超える補償費を出すわけです。そうすると、片方に対しては土地の交

換なんですが、28％交換で上積みをしてあると。片方の方はそういうような物件移転補償で

28％に近いような上積みがしてあるのか、ないのか。この点について尋ねたいと思います。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤総務部長。 

○総務部長（佐藤勝義君） 今おっしゃられたようなことは一切ございません。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤議員。 

○１５番（佐藤 博君） そうすると、片方は28％プラスして、片方はそういうことは一切あ

りませんと。同じ隣同士の土地で、そんな差をつけていいんですか。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤総務部長。 

○総務部長（佐藤勝義君） 今、Ａさんのほうに対して、そういったことで対応するというこ

とにつきましては、もう１人の買収予定地の土地所有者のＢさんの方にも御説明をしており

ます。以上でございます。 
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○議長（佐藤高清君） 佐藤議員。 

○１５番（佐藤 博君） そういう不公平なことが弥富の市政だということなら、これからみ

んな、ようけもらわんことにはいかんよと。これから用地買収ができんようになりますよ。

そのことだけ申し上げておきます。 

 まだたくさん尋ねたいことがありますが、余り時間をとってもいけませんので、もう二、

三、大事なことだけ言っておきます。 

 この今回の、例えば名張の問題も含めてですよ。議会に諮って、議会で議決していただい

たから全て正しいという考え方は、これは改めないかんということを市長に申し上げておき

ます。同じようなことが起こる可能性は十分ありますから。いいですか。 

 そこで、固定資産評価額による比率、例えば今のここの土地と産業会館の土地は１対1.28

なんですが、固定資産評価によると、その比率はどれだけになるか。また、国の路線価格に

よる比率はどのようになっておるか。これについて答えていただきたい。 

○議長（佐藤高清君） 大木副市長。 

○副市長（大木博雄君） まず固定資産の評価額でありますけれども、産業会館の土地が５万

8,664円、それから事業用地のほうが４万1,896円ということで、1.4倍の差になっておりま

す。 

 それから、路線価の比率でございますけれども、産業会館の前が６万7,900円、事業用地

が５万2,200円ということで、1.30倍ということになっております。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤議員。 

○１５番（佐藤 博君） わかりました。 

 次に、私はこの産業会館も、間もなく、これはもう三十数年たっていますので、耐用年数

が近づいてくると思うんですが、ここも将来は有効に活用する土地であります。今後のこの

産業会館の土地の活用計画について、市長はどのように考えておられるのか、尋ねたいと思

います。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 産業会館に限定しての活用ということでございますけれども、これは

公共の施設、大変老朽化している建物が数多く出てきているわけでございます。そういった

形の中で、今財政的な負担も大きいわけでございますので、このことにつきまして、産業会

館も含め、総合的に判断をしていきたいというふうに思っているところでございます。以上

でございます。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤議員。 

○１５番（佐藤 博君） そうすると、産業会館の土地は、将来国道１号線の拡幅で、北の方

が買収される、南のほうが約240坪減ると、大変使い勝手の悪くなる、狭隘な土地になると
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思うんですが、その点はいいですか。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 先ほども御答弁申し上げましたように、現在の産業会館も老朽化して

いることは事実でございます。しかし、耐震化をしておりますので、そういったことについ

ては一定の安全性は確保されているという状況でございます。 

 しかし、これもいずれは、先ほども申し上げましたように、総合的に判断をしていくとい

う形の中で、産業会館も議員の皆様と一緒に協議をしてまいりたいと思っております。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤議員。 

○１５番（佐藤 博君） こんなことに時間をとっておってもいけませんが、これは非常に重

要な土地になることだけは頭に置いておいていただきたいと思います。恐らく、弥富でも各

産業団体とか、オフィスビルの必要性は、今後十分考えられるんです。私がこの前、19日の

日にも申し上げたように、貴重な市の土地は、絶対民間に手放すことは、これは必ず後で後

悔をすることだから絶対いかんということを私は申し上げたが、市長は何かその点について

は、自分の在任中だけうまくいけばいいというような考え方でおられるとするなら、これは

大変ですよ。その点、よく考えてください。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 私どもといたしましては、公有財産、いろいろとあるわけでございま

す。普通財産も含めて、あるわけでございますけれども、それは総合計画の中に基づいて、

その土地活用ということを生かしていかなきゃならないというふうに思っております。 

 また、３・11東日本大震災の教訓ということも含めて、公共用地ということにつきまして

はしっかりと考えていきたいというふうに思っております。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤議員。 

○１５番（佐藤 博君） もう時間がないので、まだたくさん重要な問題があったんですけれ

ども、私はやむを得ず、また次の機会にしっかりと議論をしていきたいと思っております。 

 最後に、いろいろと今市長からの答弁を聞いておって考えられることは、これは皆さんも

おわかりいただいたと思いますが、用地交渉に２年もかかりながら、正常な適正な条件でま

とめることができなかった。だから、237条を適用して、余計な公金の損失、財産の喪失、

こういうことまで発生したということを、私はまず認識することだと思っております。住民

への説明も本当に不十分です。弁護士が住民にも説明をするようにと言いながらも、全然そ

ういう説明もせずに。私は提案したんですよ。しかし、説明もせずに今日に至っておるとい

うのは、まさに市長の言われることとやっておることが、全く矛盾しておるという、こうい

う認識しかとれないんです。いいですか。 

 そこで、私は今回こういうような用地取得ばかり急いでも、今の庁舎の建設には弥富市の



－１１５－ 

入札参加条件や入札要項から考えると、建設業者はなかなか参加をしてくれんと思うんです。

また、今建設業者は、こういうような経済状況の中でなかなか厳しい状況にあります。 

 そういうことから考えていきますと、今もう一遍原点に戻って、きちっと考え直すことだ

と。基本設計図を配付したのが早過ぎたんだと。中には、それは市長のパフォーマンスだわ

と、こういうように言っておる人もあるくらいなんです。 

 だから、市長がここで強硬姿勢を貫いて訴訟問題でも起これば、かえって庁舎の建設はだ

んだんだんだんおくれていくと思うんです。 

 ですから、一遍ここで謙虚に反省をして、後から後悔をしないように、原点に戻って考え

直すことが、最も早く適切な対応ができるのではなかろうかと、こういうことを私は老婆心

ながら提言をしておきたいと思うのであります。 

 市長も、お互いにみんなのアイデアや意見を取り入れる謙虚な気持ちになれば、みんなが

協力してくれますよ。この点を、市長の政治姿勢として、私は真摯に受けとめていただきた

いと、このことだけはつけ加えておきます。合併推進債の活用期限も33年度まで５年間延期

になったことでありますから、よく一遍検討していただくことを要望して、質問を終わりま

す。以上です。 

○議長（佐藤高清君） 暫時休憩とします。再開は11時10分とします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午前11時00分 休憩 

             午前11時10分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（佐藤高清君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に川瀬知之議員、お願いします。 

○２番（川瀬知之君） ２番 川瀬知之、通告に従って質問します。 

 では、公有財産の有効利用についてお話をします。 

 近年、人口減少、少子・高齢化など、社会経済情勢は変化し続けています。平成11年以来、

総務省は基礎自治体の行政財政基盤が地方分権の担い手としてふさわしいものとなるよう、

全国的に市町村合併を推進してきました。 

 弥富市は、平成18年度４月に弥富町と十四山村が合併し、市政を施行いたしております。 

 合併後10年間は、合併算定がえという手厚い財政支援措置である普通交付税の特例措置が

ありまして、私は前回の質問で、次の内容を質問させていただいております。 

 この特例措置の10年間は、広域的なまちづくりによるスケールメリットを生かしたさまざ

まな財政抑制策を図る猶予期間ではないのか。例えば、適正な人事による総人件費の抑制、

普通建設事業の削減と公共施設の統廃合、物件費の縮減、補助費等の見直しなど、行政改革
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を推進し、かつ実績を上げていくべき期間ではないのかという内容をお尋ねいたしました。 

 そのときの市側の回答は、中期財政計画を参照し、新庁舎改築費用もあり、合併算定がえ

の適用終了後には財政運営が厳しくなるという説明だけで、具体的な内容説明はありません

でした。 

 後に市側へ説明を求めてみると、少子・高齢化など社会経済情勢の変化のため、住民サー

ビスが複雑・多様化し、合併以前より市の取り巻く環境は厳しさが増してきているとのこと

でした。 

 市の行政改革の内容や進捗状況等については、次の機会に質問をさせていただきたいと思

います。 

 さて、財政の収支バランスをとる観点から、例えば市内の企業の機械設備投資の促進や市

所有の遊休地の有効利用のような市民に負荷を与えない新たなる歳入策を考えるべきと思い

ます。 

 そこで、市側と民間企業の関係がウィン・ウィンの関係、すなわち共存共栄を相互努力と

創意工夫により構築し、その関係を保持しながら、防災・費用という社会課題を同時に解決

へと導く方法があればと思っています。 

 では、公有財産の有効活用ビジネスモデルの一つである太陽光発電事業について質問をい

たします。 

 三重県、愛知県が共同で進めている丸紅株式会社の木曽岬干拓ソーラー発電事業において、

両県は借地料、法人税、固定資産税としてどのくらいの収入を見込んでいますか、説明くだ

さい。また、木曽岬干拓の遊休地利用を目的とした両県のメガソーラー事業、岐阜県海津市

の一般廃棄物最終処分場跡地でのメガソーラー事業、愛知県常滑市の約20年前に取得した学

校用地であった遊休地でのメガソーラー事業において、各自治体がどのような誘致企業の公

募を行ったか、特徴、違いを説明ください。 

 担当課長、お願いします。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤総務部長。 

○総務部長（佐藤勝義君） まず、１点目の御質問でございますが、愛知県のほうに確認をい

たしましたところ、借地料につきましては、年額約2,450万円とのことでございます。法人

税の関係につきましては、現在のところ、愛知県内に事務所等が設置されないため、収入は

見込んでいないとのことでございます。固定資産税につきましては、これは市税でございま

すが、６月議会で答弁いたしましたとおり、国有資産等所在市町村交付金として、約1,550

万円、これはあくまでも予想額でございますが、それと償却資産としての固定資産税として、

約1,200万円、これもあくまで予想でございますが、というものが見込まれます。 

○２番（川瀬知之君） それは両県じゃないでしょう。 



－１１７－ 

○総務部長（佐藤勝義君） 愛知県です。 

○２番（川瀬知之君） 三重県がほとんどですよね。 

○総務部長（佐藤勝義君） ちょっと順番に説明させていただきます。 

 それで、三重県の収入につきましては、借地料のみで年額約１億3,200万円とのことでご

ざいます。 

 それで、２番目の御質問でございますが、三重県及び愛知県は、厳しい電力需給の状況と、

今後自立分散型のエネルギー需給構造へのシフトを見据え、電力の安定供給及び木曽岬干拓

地の有効利用を図るため、木曽岬干拓地の一部を事業者へ貸し付け、メガソーラー事業を実

施するものであります。 

 この木曽岬干拓地メガソーラー事業につきましては、事業者を公募し、企画提案コンペ方

式で実施されました。 

 愛知県・三重県の両県知事が定例記者会見で発言するとともに、愛知県及び三重県の記者

クラブで発表し、応募の詳細内容は両県の担当課、これは愛知県は地域振興部地域政策課、

三重県のほうは雇用経済部エネルギー政策課、これのホームページに掲載し、公募がされた

ものでございます。申し込み窓口につきましては、三重県雇用経済部エネルギー政策課で行

ったものであります。各公募者からプレゼンテーションを受け、選定委員会により事業候補

者の決定が行われました。 

 それで、海津市のほうにつきましても、常滑市のほうにつきましても、愛知県・三重県が

行ったものと同じように、再生エネルギーの導入拡大の推進を図るとともに、公共用地の有

効活用を図るため、メガソーラー事業に取り組む事業者の募集を企画提案方式により書類審

査及びプレゼンテーションにより選定されているというのが特徴かというふうに考えており

ます。 

○議長（佐藤高清君） 川瀬議員。 

○２番（川瀬知之君） 市内で設備投資が頻繁に行われれば、自然と税収が上がることは理解

してもらったと思いますが、ちなみに愛知県では平成24年２月に愛知地球温暖化防止戦略２

０２０を策定し、環境と暮らし、産業が好循環する持続可能な愛知と題して、太陽光発電施

設の導入を推進していますが、そこで公有財産である県有施設の屋根さえも事業者に貸し出

し、太陽光発電を行う事業を募集しております。 

 では、次の質問をいたします。 

 太陽光ソーラー発電事業に適した未使用公有財産はありますか。あれば、その土地の場所、

内容を説明ください。また、もし太陽光ソーラー発電事業者に上記の未使用公有財産を貸与

するなら、どのような方法が検討できますか、説明ください。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤総務部長。 
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○総務部長（佐藤勝義君） まず１点目の質問でございますが、太陽光ソーラー事業に適して

いる土地かどうかわかりませんが、現在、総務課のほうで管理する普通財産の未利用地は５

筆ございます。 

 まず１つ目の土地でございますが、面積が2,558平方メートル。現況は雑木林となってお

ります。２つ目は、面積が3,000平方メートル。現況は更地となっております。３つ目は、

面積が2,650平方メートル。現況は更地となっております。４つ目は、面積が2,726平方メー

トル。現況は更地となっております。５つ目が、面積が5,233平方メートル。現況は更地と

なっております。以上の５筆でございます。 

 それと、２つ目の質問でございますが、まず市の所有しております普通財産を太陽光のソ

ーラー事業に貸与してほしいという事業者の方が今までなかったので、検討したことがあり

ませんが、事業者があるとしての想定に基づき、答弁をいたします。 

 事業者のほうから提出されました事業計画などを検討し、貸与することが可能であると判

断するならば、市が貸与する契約の条項を定めまして、地元説明、議会報告、広報等で事業

者の募集を行い、事業者の決定をすることになると考えております。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 川瀬議員。 

○２番（川瀬知之君） 前向きに検討していただけるということで、お願いします。 

 電力供給の信頼性向上、地球環境問題への対応などの観点から、近年、欧米を中心にスマ

ートグリッドに対する関心が急速に高まっています。 

 スマートグリッドとは、次世代の電力ネットワークであり、これまでの電力ネットワーク

を抜本的に見直し、ＩＴ技術や新しい発電方法を組み合わせ、全く新しい電力網と再生可能

なエネルギーを推進するという取り組みです。 

 これに伴い、エネルギーに加え、ＩＴ分野についても巨大市場の誕生が予見され、環境と

経済の両立が可能な低炭素社会の構築は大きなビジネスチャンスにつながるとして期待が持

たれています。 

 特に米国では、米国再生投資法において、45億ドルにも上るスマートグリッド関連の予算

が計上され、欧州においてもＥＵ委員会がスマートグリッドに関するタスクフォースが動き

始めるなど、具体的な動きが広まりつつあります。 

 また、中国などの新興国においても、経済発展を支える社会インフラ整備の一環として、

今後の市場の拡大が期待されています。 

 スマートグリッドは、広範な技術事業を包含するシステムであることから、これらの分野

においてすぐれた製品を有する日本の企業が、海外にシステムとして事業展開していくこと

を支援するために、経済産業省は2009年８月に次世代エネルギーシステムにかかわる国際標

準化に関する研究会を発足させ、スマートグリッドの国際標準化に関する貢献と検討を行っ
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ております。 

 それに伴い、豊田市は国内外に普及する地方都市型低炭素社会システムを構築するため、

実証を推進する目的で、低炭素システム実証推進協議会を2010年８月５日に設立いたしまし

た。 

 この協議会は、低炭素社会システムを実証する事業の企画・推進や、各種関係団体との連

絡調整、協議会外部に向けた情報発信、広報などの活動を行っておりますが、御存じのとお

り、弥富市内にはこの協議会に参加する企業の関連会社、下請会社が多く存在しております。 

 したがって、次期社会システムである低炭素社会システムが実用段階になれば、市内の雇

用が改善する一助になります。 

 一方、弥富市では、地球温暖化による海面上昇で、さらに悪化する水害災害が特に懸念さ

れていますが、その課題克服の一つの案として、次に質問します。 

 甚大災害時の非常事態時には、長時間水・電気が必要になります。現状のソーラー発電は

売電目的でありますが、非常時に備えて、今後、弥富市の各戸のソーラーやメガソーラーな

どを連携させ、公用地での蓄電プラントや飲料水の精製プラントの配置も含めたスマートコ

ミュニティの実現に向けて、すなわち次世代社会システムの推進や研究を検討していますか、

説明ください。 

○議長（佐藤高清君） 石川開発部長。 

○開発部長（石川敏彦君） それでは、答弁させていただきます。 

 議員より、６月議会の一般質問にもございましたように、次世代エネルギー・社会システ

ムによりますスマートコミュニティの対応につきましては、そのときにお答えさせていただ

いたとおり変わっておりませんが、次世代の社会システム、これらを基盤といたしますまち

づくり、スマートコミュニティにつきましては、先ほど議員が言われましたように、愛知県

では豊田市が実証事業を実施されておるところでございます。 

 この実証事業の経過及び近隣の市町村の取り組み動向を注視しながら、今後考えていきた

いというふうに思っておりますので、御理解いただきたいと思っております。 

 また、次世代の社会システムでございますが、エネルギーの供給側と受給側が、家庭やビ

ル、交通システムをＩＴネットワークでつなげれば、これにこしたことはないかというふう

に思っておりますので、有効活用ができるような考えで進めてまいりたいというふうに思っ

ておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 川瀬議員。 

○２番（川瀬知之君） 今、太陽光発電と言っているんですけど、今度は熱エネルギーという

んですかね。太陽エネルギーと熱エネルギーをハイブリッド化して、エネルギー効率を10％

から46％ぐらいに上げるシステムになってきますよね。 
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 だから、さっきの遊休地を急にやってもいかんのですが、よく技術と照らし合わせて、採

算の合うように少しずつ考えながら、トータル的にまちづくりに反映させていただければよ

ろしいかとは思います。 

 あと、企業なんか、いろいろ企業が同じようなことをやっていまして、ＮＴＴファシリテ

ィーズという会社は、太陽光発電技術と太陽熱利用技術を組み合わせて、太陽光ハイブリッ

トシステムの実証実験を始めております。 

 だから、人がやってからやるというんじゃなくて、最初にそういうことを取り入れて、国

の助成金などを取り入れてやっていただければ、市内の企業が先端な技術を取得することが

でき、いろんな市内の企業が潤ったり、いろんな展開ができるようになるんじゃないかと思

って、今は国がそういう助成金を出していますので、最先端の技術をできるだけ取り入れて、

いろんなことを、自分の市内の土地を有効利用して考えていけば、市内の経済も発展するだ

ろうし、技術力も発展すれば、教育のほうもよくなるんではないかと思って、今話している

んです。 

 それと、長期に水が必要になるとは思うんですけど、いろんなプラントがあるから御紹介

します。 

 太陽熱発電所と脱塩素施設を組み合わせたプラントがありまして、それはオーストラリア

で今考えてやって、プロジェクトが組まれて進んでいるみたいです。あと、非常用の水なん

か、海水から水を逆浸透膜を使って水をつくることもあるんですが、大きなプラントとして

は、排水から飲料水をつくることをカリフォルニア州のファウンテンバレー、カリフォルニ

アの南部で、４億8,000万ドルの費用を投じ、排水を飲用可能になるまで浄化できる最先端

のマイクロフィルトレーションシステムを導入しています。 

 だから、後ほどお話をするんですけど、せっかくそういう技術者がたくさん集まってくる

ようなものですから、今こういう質問をしている次第です。 

 では、今地方公共団体の財政が厳しい状況にある中、財政健全化への貢献といった視点か

ら、地方公共団体が所有する土地・建物の効率的な利用や、不要な資産売却の要請が高まり、

真に必要な公有財産が選択され、再配置が行われています。 

 弥富市は、学校、病院、庁舎などの統廃合や移転による公有地の有効活用を促進し、その

結果得た土地を民間への売却や貸与したりするなどを考え、そして市内の企業が地球環境の

向上や保全に役立ちながら、地域の貴重な財産としてのまちづくりに参画していただければ、

経済活性化と行政改革が同時にできると思います。 

 次に、市民と行政との協働のまちづくりについて質問をします。 

 弥富市は、本格的な地方分権時代の到来を初め、急速に進展する少子・高齢化、地球環境

の一層の深刻化、経済のグローバル化の進展など、あらゆる分野において新たな時代が到来
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するとし、これらの課題への取り組みと、合併後のさらなる一体的なまちづくりを市民と行

政との協働で推進する、そして今後も市民の皆様の御意見をお聞きしながら、計画された事

業を一つ一つ着実に実行していきます。また、今後10年間のまちづくりの指針として、第１

次弥富市総合計画、弥富市新時代への指針を策定いたしましたと市のホームページ上にうた

っておりますが、いまだに抜本的な解決の見通しもなく、過去の国の方針に従って施策をし

ているようです。 

 なぜなら、将来、日本の国際競争力の低下と少子・高齢化の影響により、年々経済情勢が

厳しくなってくるにもかかわらず、このようなプロセスで作成された行政計画を実行しよう

とすると、社会環境が悪化するたびに、過度に問題が顕在化し、市民が今までの業務になか

った複雑・多様化した行政サービスを市役所職員に直接求めるようになり、社会保障の負荷

や費用の増大する懸念があるからです。 

 一方、国は今、安倍総理を中心に少子・高齢化、環境保全、エネルギーの課題を克服する

と同時に、その社会課題を克服するために、多くの産業を興し、日本の国際競争力を取り戻

そうと考えています。 

 ちなみに、国際競争力についてお話をすると、国同士の競争力を決める要素は２つありま

す。１つは国民の平均的なレベルの高さで、もう１つはエリート層のレベルの高さです。先

進国になればなるほど、実は後者のほうが重要になってきます。途上国においては、例えば

工場を建てたら、工場の従業員の平均的な教養レベルが高い国が有利です。言いかえれば、

ルールにいかにうまく対応するかということです。 

 しかし、先進国になると、どのように世界のルールづくりに参画していくかというような

ことになります。そうなると、エリート層の競争力が、実は国の競争力に直結します。日本

にはそれがあるのかというと、少々不安があります。営業力しかり、国際舞台での交渉力し

かりです。あるいは、国内の議論を国際関係において弱みと受け取られないようにする外交

交渉のスキルがあるのか。政府だけではなく、民間でも、駐在員として出ている人たちが、

現地のプロフェッショナルの人たちと対等にやり合っているのかということが重要になると

いう話です。 

 要するに、国は社会を牽引する人材を多く育てようとしているのに対し、市の考えが少し

乖離し始めてきているのではないかと思い、次の質問をします。 

 １．政府の日本再生戦略による経済対策や愛知県のアジアNo.1航空宇宙産業クラスター形

成特区についての内容、またそれらのプロジェクトをどのように弥富市総合計画のまちづく

りに生かし、反映させるのか説明ください。 

○議長（佐藤高清君） 山口秘書企画課長。 

○秘書企画課長（山口精宏君） お答え申し上げます。 
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 それでは、１番目の日本再考戦略による総合計画へどのように取り入れていくかというこ

とについての御説明でございます。 

 総合計画は、御存じのように基本構想、基本計画、実施計画から成っておりまして、基本

構想10年、基本計画５年、実施計画３年で、ローリング方式により毎年見直しを行っており

ます。 

 国の日本再考戦略の取り入れについてでございますが、この戦略につきましては、国全体

としての成長戦略でございます。この戦略プランの内容を見ますと、本市基本計画での施策

項目、主要施策の中で取り込めるものであり、個々の取り組みについては国で戦略事業とし

て進められますので、その中において、国から市町村への事業実施となれば、実施計画の中

で事業を進めていくことになります。 

 続きまして、アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区につきまして、御説明申し上げ

ます。 

 国の新成長戦略実現のための内閣府が設ける制度でございまして、主要産業の国際競争力

強化を目指す国際戦略総合特区であります。 

 愛知・岐阜県地域が、次世代成長産業の一つとして位置づける航空宇宙産業は、今後世界

的に航空機需要の拡大が見込まれ、航空機産業は中・長期的に確実に拡大する成長産業と見

込まれております。 

 航空機の部品点数は、自動車の100倍以上でありまして、技術波及効果も自動車の３倍と

言われるなど、裾野が広く、その技術は幅広い産業に波及することなどから、航空宇宙産業

は国際戦略総合特区の狙いにまさに当てはまる産業分野であり、当地域が日本の中でも生産

額で50％を超える圧倒的な集積を有することから、航空宇宙産業について、国際戦略総合特

区の指定を目指すこととなったものでございます。 

 このアジアNo.1クラスター形成特区を推進するため、民間事業者、関係団体、地方公共団

体等の産・学・行政から成るアジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区推進協議会を設置

し、愛知県、岐阜県、名古屋市、半田市、春日井市、常滑市、小牧市、弥富市、豊山町、飛

島村、各務原市、名古屋港管理組合、12団体による共同申請を平成23年12月に行い、指定さ

れました。 

 この地方公共団体及び民間事業者が連携した当該産業の拠点形成に資する取り組みに対し

ましては、産業の国際競争力の強化に関する既成の特例措置等施策を集中的に推進していく

ものであり、本市におきましては、川崎重工業第一工場を愛知県も含め支援を行っていると

ころでございます。この地域がさらに成長が期待できるものでございます。以上でございま

す。 

○議長（佐藤高清君） 川瀬議員。 
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○２番（川瀬知之君） 産・学・民官というのがあるんですけど、主体が国とか県だといって、

市が中心では考えないようなんだけど、後にします。 

 2011年12月、国際総合特区の指定を受けた、先ほども言ったと思うんですが、アジアNo.1

航空宇宙産業クラスター形成特区の地域は、技術立国日本の成長・発展を牽引していくため、

物づくりの頂点に立つ先端技術集約型産業である航空宇宙産業を自動車に次ぐ次世代産業と

して、それを育成・振興する地域として、また我が国随一の航空宇宙産業の発展を支えるた

めの研究開発から設計、製造、保守管理までの一貫体制を持つ集積地になり得るとして考え

られています。 

 したがって、市民と企業と行政がさまざまな社会課題を協働で包括的に解決していくため

には、将来の社会や将来必要となる人や企業を把握した上で人材を育成し、社会を牽引する

自立した市民を多く迎える努力をしていかれたほうがよろしいかと思います。 

 市のまちづくりが、No.1航空宇宙産業クラスター形成特区を生かしたものへと少し修正を

加えるべきと思い、次の質問をいたします。 

 では、No.1航空宇宙産業クラスター形成特区の参画企業である川崎重工業と弥富市との関

係について説明ください。また、今の弥富市総合計画のまちづくりには、医療、福祉、教育、

雇用、環境、資源、エネルギー、さまざまな社会問題をできるだけ包括的に解決する方策が

ありますか、説明ください。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 私のほうから、大変お世話になっております川崎重工業につきまして、

その関連についてお話をさせていただきます。 

 議員も御承知のように、今、楠３丁目に名古屋第一工場という形の中で平成４年から開設

されておりまして、平成22年には南工場が開設され、航空機のボーイング７８７というジェ

ット旅客機の胴体部分を生産されているところでございます。 

 また、先月におきましても、新たな新工場を2016年までに建設するということが発表にな

っております。これは、新しいボーイング７８７の派生型のジェット機というふうにお聞き

しておりまして、もう少しロングボディーの飛行機でございます。その投資額が約200億円

という形のものが、工場設備の中で考えられているわけでございます。 

 それに伴って、今、御承知のように、市内には社員寮を建設中でございます。地上10階建

て、256室の単身独身寮という形のもので、今整備が進められておるところでございます。

私どもといたしましては、この10月もしくは11月、来々月までには完成をするというふうに

伺っているところでございます。地域の皆様方とともに、川崎重工業の社員の皆様に、我々

としてはさまざまな形でおつき合いをさせていただきたいというふうに思っているところで

ございます。 
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○議長（佐藤高清君） 山口秘書企画課長。 

○秘書企画課長（山口精宏君） 包括的解決ということについての御説明を申し上げます。 

 総合計画におきまして、分野別の施策の柱でございます政策目標と、その政策目標のもと

に展開する施策項目によりまして、基本計画を構成しております。各分野、施策目標それぞ

れの施策を進めることによりまして、計画の将来像であります「みんなでつくるきらめく弥

富 自然と都市が調和する元気交流空間」の実現ができるものでございます。 

 計画各分野ごと、関連するものも多くあり、議員のおっしゃる包括的な全てのことを勘案

した解決策はありませんが、それぞれの分野で他の部門とも共同で取り組み、連携・調整し

ながら計画を進めてまいります。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 川瀬議員。 

○２番（川瀬知之君） 以前、弥富町は、1928年（昭和３年）、木曽川に面した９万3,400平

米の広大な町内の田園地帯が日本毛織、今のニッケが中心となり設立した子会社の弥富工場

が建設用地に決まり、発展につながる企業誘致に成功いたしました。 

 その後、最寄りの関西本線弥富駅からの専用線も敷設され、この工場の操業開始、1930年

（昭和５年）２月以来、弥富町はこの工場の企業城下町として発展していったことは、ここ

におられる皆様方なら御存じのことだと思います。 

 今では、アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区に参加する、世界に通用する先端技

術を持った企業や、そこに携わる人たちが、弥富市を含めた伊勢湾岸地域へ集まり始めてい

ます。そして、この特区に参加する方々は、恐らく弥富市の職員より、将来必要とされる人

材や将来必要とされる仕事やニーズがどのようなものかを具体的につかんでいると思われま

す。 

 したがって、弥富市がさらなる飛躍を目指すなら、市内にこのような方々が住んでいただ

けるよう努力するとともに、彼らが勤める会社の将来方針を参考にして、弥富市のまちづく

りへ役立てることができれば、産業の育成、雇用、教育の問題によい影響を及ぼすのではと

思います。 

 しかるに、これだけのよい条件があるにもかかわらず、市側はうまく活用できていないよ

うであると考え、次の質問をいたします。 

 今後、この特区に参画している川崎重工業株式会社の社員の皆様や関係者なども多く弥富

市内に住まわれると思います。どうしてこのような会社の将来構想を弥富市総合計画の方針

に取り入れたり、このような会社に勤めるすぐれた人材を生かしたり、市民と行政の協働の

まちづくりをしていかないのか、説明ください。 

○議長（佐藤高清君） 山口秘書企画課長。 

○秘書企画課長（山口精宏君） お答え申し上げます。 
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 会社の将来構想の取り入れということでございますが、総合計画においては、まちづくり

への市民ニーズと社会経済情勢の大きな変化を踏まえ、それらを新たな時代の潮流として計

画の中に踏まえるべき視点として取り入れ、計画づくりをしております。公共としての総合

計画でございますので、民間営利企業の将来構想は取り入れることはちょっと考えておりま

せん。 

 しかし、民間の力の活用は、これからは重要でございます。行政が大きな役割を担った時

代から、民間ができることは民間でという方向であります。 

 本市においても、民間委託や指定管理者制度を導入しているところであります。また、公

益を実現する中で、民間企業との連携による都市再生事業なども他の自治体で行われている

事例があり、地域の特性に応じたまちのにぎわいや、まちの魅力向上等の面からも有効であ

ることから、今後先進事例の研究をしてまいります。 

 また、企業は社会貢献として広く社会福祉活動、教育文化振興、スポーツ振興、自然環境

保護など、いろいろな分野に活動されており、広い意味で公共に参加していただいているも

のであります。 

 市民と協働のまちづくり参画につきましては、審議会や委員会の委員の公募やパブリック

コメントを実施し、広く市民の御意見を伺い、政策形成過程から市民の参画、協働に努めて

いるところであります。 

 今後もさまざまな行政課題に対処するに当たっては、市民目線で市民とともに問題を解決

する姿勢に努めてまいります。 

 弥富市に住まわれてみえる、先ほどの企業の方につきましては、自治会活動など、地域に

溶け込んでいただきまして、知識など積極的に発揮していただき、地域まちづくりにお力を

発揮していただければと思っております。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 川瀬議員。 

○２番（川瀬知之君） ちなみに、川崎重工業株式会社の事業方針を御紹介いたしますと、新

興国において産業が急速に発展する一方、近年のエネルギー需要の増加によって、資源枯渇

や地球温暖化などが深刻化しています。さらに世界中で原子力発電のあり方が問い直される

など、持続可能から低環境負荷なエネルギーの確保が全人類の課題となっています。企業に

とって、このような世界的な社会課題に率先して対応していくことが重要な責務となってい

ます。さらに、陸海空の輸送システム、エネルギー環境、産業機器の３つの事業分野を中心

に、高度な技術を活用したすぐれた製品サービスと、これらを組み合わせたシステムによっ

て、お客様、社会のさまざまな課題にソリューションを提供しています。そして、より多く

の豊かな生活と地球環境保全という相矛盾する課題の調和を図り、地球全体の持続的な発展

に貢献しますと言っています。 
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 ほかのほとんどの大企業も、将来方針がこのような内容であり、恐らく自治体が取り組む

べき社会課題への事業に変わりつつあります。 

 何を言っているかというと、今までのやり方ではなく、技術を発展させて、逆ですかね、

過去に向かって、過去の問題を話し合って、今解決しているんですけど、将来こんなふうな

技術ができる、こんなふうなものが使える段階になるということを前提の上で、いろんなこ

とを、いろんな人たちを、どんな人たちを教育すべきなのか。社会はどういう社会になって、

どういう人間を育てていったらいいのかを、将来を見通した形で今を考えていただければ、

今のやり方だと、過去の問題に対して処理をしているんですが、将来、例えば日本の社会が、

競争力が落ちていくもんですから、今までみたいに経済大国２位というわけじゃないもんだ

から、これから10位ぐらいまで落ちていくだろうと思います。それで、それに対応して、そ

ういうことも前提の上、これからどんどん１人ずつの個人の所得だってなくなってくるだろ

うし、どんどん社会的に問題がいっぱい出てくるのを前提の上で、将来こういうふうになる

から、ほかの企業も技術革新をして、今どんな企業も将来構想を国の方針とほとんど同じよ

うな事業展開にしようとしていますので、そういうことを考えて、ちょっと皆さんと考えが

違いますが、そんなような方針に少しでも変わっていただければよろしいと思いまして、質

問させていただきました。ありがとうございました。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 川瀬議員から、川崎重工等も含めまして、世界の一流企業、あるいは

日本の一流企業という形のものの存在が川崎重工でもあろうというふうに思っております。 

 先般、社長の談話等、話を聞いておりますと、さまざまな物づくりをしてみえるわけでご

ざいますが、これからは航空宇宙産業という形の中で、飛行機というかそういったような分

野について、非常に特化していきたいということでございます。 

 そうした形の中で、今256名の単身独身寮をつくっていただいておるわけでございますが、

先日も総務課長さんがお見えになりまして、この弥富市のことを知りたい、あるいは自治会

のことを知りたいというお話でございました。私どもといたしましても、まずは地域の中で

いろいろと生活をしていただくわけでございますが、地域のルールも守っていただかなきゃ

ならないということもお話を申し上げ、私たちがその従業員の皆様にどういうことが御提供

できるかということにつきましては、今後も話し合いをしましょうということでございます。 

 一企業が、300名近い256名という人数がお見えになるのは初めてのことでございます。

我々としても、この企業に対して、いろんな形で市のＰＲもさせていただかなきゃなりませ

んし、川崎重工さんのお話も聞いて、両方が友好な関係というものを築いていきたいという

ふうに思っておりますので、御理解をいただきたいと思います。 

○議長（佐藤高清君） 川瀬議員。 
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○２番（川瀬知之君） ぜひとも先端技術とかそういうことがあるもんですから、御紹介して

くれれば、市内の子供たちもどんなことをやればいいのかも少しわかってくるだろうし、な

おかつ弥富市内の企業も、そういう技術を取り入れて、自分の会社をどういうふうにしてい

ったらいいかというのがわかれば、今皆さん、どうしたらいいかわからない方も結構おられ

ますので、どういうふうな事業展開を図っていったらいいのか、そういう人たちとコラボレ

ーションができればよろしいかなと思っていますので、お願いします。 

 以上、質問を終わります。 

○議長（佐藤高清君） ここで暫時休憩します。再開は12時45分、よろしくお願いします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午前11時57分 休憩 

             午後０時45分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（佐藤高清君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に伊藤正信議員、お願いします。 

○１７番（伊藤正信君） 17番 伊藤でございます。 

 あらかじめ、通告に従いまして３点ほど質問いたします。 

 まず最初に、地方自治法の一部改正がありました。それで、私はきょう質問したいと思っ

ていますのは、特に国政の財政の悪化で、激動の自治体経営であった。そのために私どもの

国の政治が、やはり中央集権制度から地方自治、地方自治がいかにあるべきかということの

中で、それぞれ激動の中では、やはり三位一体改革だとか、平成の大合併だとか、それぞれ

行政改革があり、さらには３・11の災害もありました。 

 そんな状況の中で、特に私どもの地方の役割が大きな役割を持つと、この状況の中で、私

たちはそれぞれ今あるわけです。 

 けさから、さらには先ほどの議員からも、いろんな形で地方のあり方、地方の行政と議会

のあり方の議論があります。 

 しかし私たちは、やはりこのことは憲法92条に定める地方公共団体の組織及び運営に関す

る事項は、地方自治の本旨に基づいて法律でこれを定めると定められています。この定めが、

やはり中央におけるところの政治と地方の経営のあり方であると。そのために、行政改革は

第１次から第３次まで行われ、答申が推進会議で出ています。第１回、第２回はそれぞれ、

第１回目は自民党政権当時、第２次推進協議会は民主党、第３次推進協議会、これも昨年の

６月14日ですか、法律を出して、推進協議会がその方針を明らかにし、法律改正をしたとこ

ろだというふうに私はそれぞれ受けとめております。これは、それぞれいろんな形のときに

学んだことだと私は思っています。 
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 そんな状況の中で、第２次推進協議会から平成23年５月に出された、いわゆる今回私が質

問をさせていただきます地方自治法の一部改正の件であります。 

 冒頭申し上げましたように、地方議会は行政と議会がそれぞれ法の枠の中で、いろんな形

で切磋琢磨し、議論をしてきた、その歴史が、今私たちは激動と同時に、日本の再生をかけ

た、やはり議会の役割、行政の役割が再度求められる、そのことだと思っています。 

 その状況の中で、第１点目には、いわゆる総行第57号なり、総行市第51号、そしてこの第

３次答申が出されました第３次のいわゆる一括法案、このことだと思っています。 

 それで、やはり今私たちが地方における施設だとか、枠付だとか、格付、そうしていかに

ある活用をすべきかということについて、今まで国の、県のそれぞれの、いわゆる行政のあ

るべき姿の中で守られてきた私たち、しかし今2013年ですか、やはり日本の国の財政状況は、

きょうも新聞にも出ていましたが、国債の下落、ギリシャのような、日本の国債、いわゆる

状況というのは誰が見てもではなくして、やはり歴史がそれぞれあると思っています。 

 私も、実は前職は国鉄職員でした。国鉄改革は、昭和50年ごろから平成元年、昭和63年ま

で15年間をかかって公企体が今のＪＲになった。そういう歴史を持ち、日本の企業そのもの

も、先般ＮＴＴ、そうしてまた今、電力関係、製鉄関係、これは歴史を見てみれば、国営が

民間になり、民間が国営に戻り、繰り返す資本主義と社会主義の大きな変革の中にある。 

 そして今、自民党政権になり、100兆円も200兆円も、例えば年間借金がふえていけば、お

のずと日本の国民の預金高と国の財政が、いわゆる借金がひっくり返る。これは、やはり日

本の財政景気、いかになるか。国債信用を落としていくか。そこに今、消費税問題等を含み

ながら、日本銀行総裁が言われているんだろうと。このことは、私自身が思うことでありま

すから。 

 そんな状況の中で、地方の行政として、議会として、あるべき姿の中で、私は今回、この

地方自治法の議会の役割について、大変な私ども議員としても、私たちはその任を担うのに

大きな課題ではないのかなと。法律が改正されたからといって、すぐに私どもがそれに対応

できるわけじゃありません。 

 しかし、その方向性は示された今日、私は市長にお伺いしたいことは、本当に大変な時期

になって、この法律改正が市長としてどのように受けとめておみえになるのか、まず第１点

目に市長からそのことをお伺いしたいと思います。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 伊藤議員にお答え申し上げていきたいというふうに思います。 

 今回の地方自治法の一部改正につきましては、その大きな骨子、あるいは概要と申し上げ

るのは、地方公共団体の組織の運営において、その自由度の拡大を図るとともに、あるいは

直接請求制度についても、その適切な実施を確保するというようなことについての大きな改
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正であったというふうに思っております。 

 それが地方とのかかわり合いということの御質問でございますが、今度の地方自治法の改

正におきましては、先ほども言ったように、地方の自治体における自由度の拡大、あるいは

地方自治のさらなる充実のために改正されたものでございますので、一定の評価はできると

いうふうに思っておるわけでございますが、先ほど議員も、この社会、あるいは経済という

大きな流れというのが非常に大きく目まぐるしく変化をしているわけでございます。そうい

った形の中におきまして、地方とのかかわりは常にその制度改革が求められるというふうに

思っているところでございます。 

 そうした形の中において、もう少し私たち地方の自治体が円滑に運営できるようなスピー

ド感を持った必要な措置ということを国のほうに求めていかなきゃならないというふうに思

っております。 

 このことにつきましては、全国市長会、あるいは全国の議長会等々のいわゆる六役会とい

うような状況の中で、これからも我々は進言をしていかなきゃいかん、あるいは提案をさせ

ていただかなきゃいかんというふうに思っておるところでございます。 

 地域分権改革ということが言われて久しいわけでございます。ことしは物の書物によりま

すと、20年という大きな節目の年に当たるというふうに聞いております。そうした形の中に

おける、先ほど議員がおっしゃいました新しい３次の一括法というのが、この６月に制定を

されたわけでございます。基礎自治体へのさらなる権限移譲ということが少しずつではあり

ますけれども進展しているというふうに思っております。 

 しかしながら、私たち地方自治を預かる者につきましては、その判断であるとか、あるい

は地域の実情に合ったさまざまな行政が行っていく上での権限移譲ということにつきまして

は、まだまだ国の抵抗が強いというふうに思っているところでございます。もっともっと地

方の自治体が必要とするものの権限、こういったことの合意形成がなかなか結ばれないのが

今日的ではなかろうかというふうに思っているところでございます。 

 先ほど、議員のほうも三位一体改革のお話をされました。実は、この三位一体改革という

状況においては、我々としてはその地方自治が大いに期待をしたところだろうというふうに

思っているところでございますけれども、残念ながら平成14年から19年という形の中で行わ

れました三位一体改革は、地方に対して財源が非常に圧縮されたと。いわゆる地方に対する

地方税、あるいは交付税というものが圧縮されて、地方の元気がなくなってしまったという

ことが、私はまず言えるだろうというふうに思っております。 

 そうした意味合いにおきまして、地方の分権改革ということが、ある意味ではスピード感

が落ちてしまった、停滞してしまったというような状況だろうというふうに思っております。 

 議員もおっしゃいましたように、2009年、民主党政権が誕生したわけでございますが、そ
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のときも、民主党政権は地方に対して、自主財源をもっとしっかりと持たせるべきだという

ふうにおっしゃいました。我々は期待をしておりました。もう少し地方で交付税、あるいは

地方税という形の中での分割ということの中で、その我々が裁量できる財源がもう少し大き

なものとして期待をしておったわけでございますけれども、大変残念ながらそれが途切れて

しまったということでございます。 

 我々地方自治体ということは、さまざまな事務事業の増加が伴っております。そうした形

の中で、恒常的に財源不足ということがあるわけでございますので、我々としては今後も地

方税、あるいは地方交付税を初めとする税財源の確保ということをお願いしていかないと、

ただただ行政改革、行革という形の中では、地方に対して元気が出ないということにもつな

がっていると思いますので、今後とも我々としてはその辺のところを注視していきたいとい

うふうに思っているところでございます。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤議員。 

○１７番（伊藤正信君） ただいま市長から御回答いただきました。 

 やはり国の情勢、地方の情勢、市長の今答弁にありました状況だと思っています。 

 私は、この自治法の改正が、地方自治体が国の公共事務の一翼を担う地方公共団体から、

国とは基本的に対等な補完関係に形成する包括的地域広域活動の主体として、地方制となっ

たことによって、自治体のそれぞれ役割が、いわゆる市民と議会と行政が一体をより深くな

ることだと思います。 

 御回答いただきましたように、私はその状況を含んで今後行政執行に当たっていただきま

すことを強く求めておきます。 

 あわせて質問をさせていただきますけれども、実はこの公布によるところの改正要綱の中

で、議員定数の上限を撤廃する、この認識について、私は今この法律的な改正に基づく議会

も施設のそれぞれ格付だとかいろんな形で、まだ本格的にはその法が施行できない部分があ

ろうかと思っています。 

 先ほどから、やはり特区として航空産業だとか地域産業だとか、そうして地域における財

政のあるべき姿ということについて、このことがより一層、議員、議会と行政が深く追求し、

お互いに市民への説明を果たしていくということだと思っていますが、私はこの議員定数の

制限撤廃について、私はそのように思いますが、その点について、総務部長、よろしかった

らどの状況か御説明願いたいと思いますが。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 伊藤議員、私のほうから少し答弁させていただきますので、お願いい

たします。 

 今回の改正趣旨の内容という形の中において、その１項目が入っておるわけでございます。
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議会制度のあり方という形の中での議員定数という問題でございます。 

 先ほどお話がありましたように、地方公共団体の議会の議員定数につきましては、上限数

を人口に応じて定めているという規定の中で、いわゆる法定上限ということがございました。

弥富市の場合は、法定上は議員の数は26名ということになっておるわけでございますが、こ

れはほとんどの多くの自治体、市町村においては、もう議員定数はその法定の上限を大きく

下回っているのが現状だろうというふうに思っているところでございます。 

 今聞き及びますと、議会改革の中で、議員定数につきましては、弥富市議会の中において

も協議中であるというふうに伺っております。そういった意味におきまして、議員定数の条

例の制定に当たりましては、どのような定数が妥当であるかということについては、さまざ

まな事情を考慮して、住民に対して説明責任が果たしていただけるように決めていただけれ

ばというふうに、私の立場としては思っておるところでございます。 

 いずれにいたしましても今後の皆様方の、議会での議会改革というような形の中で、その

数字については皆さんで御協議いただければというふうに思っているところでございます。

以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤議員。 

○１７番（伊藤正信君） ただいま弥富市における議員定数の問題として市長の考え方、やっ

ぱり説明責任をということと同時に、私はこの法の趣旨に基づいた、例えば議員というのは

いかにあるべきかという状況の法改正と地方自治のあり方というふうに、私の質問が悪かっ

たわけですけれども、そう思っていますが、１点目にその状況でございます。 

 ２点目に、議決事件といいますか、それぞれ決算などについて、例えば予算などについて、

国や県とのつながり方における課題が、少し法の改正により変わってきましたですね。やっ

ぱり、私ども弥富市もそれぞれ市になりまして、決算特別委員会が設置されて、検証と同時

にさらなる次年度の予算要求に求めていくわけですけれども、議会もやはり議論もしていく

わけですけれども、当然予算に係る特別委員会等も含みながら、行政と議会との今後の課題

として、どのようにお考えになっているのか。さらには、この制度が見直された部分、県の

ほうへ報告を決算については省くことができるとかいうような状況なんですね。 

 しかし、そういう形になれば、当然決算委員会、議会の役割はまさに市民への説明課題と

しては大きな責務を持つものですし、行政側もそのことの一つは課題も重要だなと思ってい

ますが、ここに書かれています内容については、私が今申し上げましたように、報告など、

例えば決算報告はしないということですか、総務部長。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤総務部長。 

○総務部長（佐藤勝義君） 従来は、例えば決算については、私どもは決算の内容を都道府県

知事に報告をしておったわけでございますが、その報告の必要はなくなったという改正でご
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ざいます。 

 それで、実態、それがどういうことになるかといいますと、報告義務がなくなったという

こと以外につきまして、今までどおり事務を進めていくという、決算の作成等に関しては同

じような事務を進めていくということでございますので、報告義務がなくなった以外につい

て、別に私どもの事務処理について変わるものではないというふうに考えております。以上

でございます。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤議員。 

○１７番（伊藤正信君） そこが一つの改革推進協議会が求める筋、いわゆる当然決算方法、

議決、それぞれのものは変わらないと思っています。しかし、やはり大きな課題といいます

か、誰でもそうですけれども、もう１カ所違ったところから見れば、その内容というのは、

ときにはその責務が変わる見方もあるわけですね。今、総務部長は簡単に、報告はなくなり

ましたがという話ですが、これは議会としてもそういう状況を認識しながら、当然間違いが

あるということじゃないですよ。役割としての課題はあるというふうに私は思っていますが、

まあなくなったという御説明ですので、それはそれでいいと思います。 

 もう１点、逆に予算の、例えばそれぞれ総務部長などについての説明などあるわけですが、

議会としての、例えば行政の一つは課題として受けとめられるのは、予算委員会を、例えば

議会が特別委員会といいますか、各委員会でもって、それぞれ提案に対する次年度の予算に

対して行ってきたところでありますから、これは議長にということじゃない、これは一般質

問ですから、行政側ですけれども、そんなことを含んで受けとめておいていただけたらあり

がたいなあと、そんなことを思って予算に対する特別委員会について申し上げました。 

 あと幾つか、この課題の中では第５、第６まであります。特に私が申し上げておきたいと

いうことは、１度こういう法律改正をなすということは、議会も勉強せないかんわけですけ

れども、行政側もこの特徴的に、それぞれ地方における分権の役割が大きく変化をしていく

というときになりましたら、１つは法律改正などを含んで、私どもも勉強しなければならな

いわけですけれども、それぞれ変わったところで御説明をいただくことを強く要望すると同

時に、私が通告では一応、法の改正をされたところの要点について、わかりましたら文書で

というお願いをしてございますが、細かくまでとは申しませんので、大筋的に変わったとこ

ろは後でで結構ですので御指導いただけたらということを申し上げて、私はこの地方自治法

の改正における質問については終わっていきたいと思います。 

 ２点目に、私は住環境の整備ということで質問をしたいと思っています。 

 これは、６月の議会では道路法に対する質問をいたしました。よく似た内容なんです。住

環境は、社会資本のいわゆる整備ということなんですよね。ですから、住環境も社会資本整

備と同じことだというふうに思っています。たまたま私、五之三地区で過日火災が発生をし
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て、それぞれもう一度住環境と道路というものについて考えなければならない。議会議員と

しても、さらに行政側にも強く求めたいと思うわけであります。 

 その火災については、全焼と一部隣の類焼ということでした。この火災に対する消防署、

そして消防団の皆さん、市長も大変疲れてみえるのに、朝の零時ごろまで本当に必死になっ

て、防災課長も、関係する皆さん方、消火等指示に御協力していただいたことについては、

私は地元ですから厚くお礼を申し上げたいと思っています。 

 しかし、結果として消防自動車が入り切れなかった。そのために類焼せざるを得なかった

状況だというふうに受けとめざるを得ない。ということは、消防自動車が300メーターぐら

い手前で大型車はそこから入れなかった。このことは、それぞれ今日までの道路行政、道路

におけるところの課題もあるんではないか。今、私どもは、この消防自動車は大型になりつ

つあることと同時に、それぞれ地域消防団とのかかわり等、いろんな形であろうかと思って

いますが、そんな状況の中で、特に狭隘道路ですね。22年ですか、23年ごろから国土交通省

もあわせて、私ども弥富市も整備に、みなし道路など御努力をいただいておるわけです。 

 しかしながら、この問題が、１軒燃えますと3,000万ぐらい飛んじゃうんですよね、１軒

の家で。過日もそんな状況でした。3,000万の投資を、逆にあれば火事は防げるかというこ

とは、それは言えないとも言えることですが。 

 しかしながら、それぞれその住環整備の中に、そういうように弥富市としてあるべき道路

がまだあるということ。市道だからどうこうではないわけです。特に市長も大変残念がって

みえましたが、本当に市のほうも地権者に御協力いただくような話もありましたが、しかし

今のこのみなし道路の基準、国との流れの中でいきますと、評価の何分の１の必要経費だと

いう状況で、このみなし道路の整備があるんですね。 

 ここは、本当に私が申し上げてなんですけど、今農地などは逆に誰が管理してほしいのか、

どなたかに買っていただきたい。こんな状況等もあるわけですけれども、いざ財産を放すと

なると、そうはいかないのが地権者なんです。本当に、そのはざまに行政もあるということ、

そして地域の集まりもそこにあるわけ。 

 そうしますと、やはり４メーター道路の建築基準法におけるところの最低の道路の確保、

ここは長年かかっていろんな形で進められている、いわゆる拡幅整備はしていただいており

ますが。ここで１点、一体この道路って、４メーター以下の狭隘道路ってどのぐらいありま

すか。１回説明していただけませんか。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 具体的な狭隘道路につきましては、後ほど開発部長のほうから答弁さ

せますけれども、８月５日、五之三町の火災につきまして少し私の所感を申し述べたいと思

います。 
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 あの火災におきましては、大変痛ましい火災になってしまいました。とうとい人命を亡く

したということに対して、心からお悔やみを申し上げるわけでございますが、地元の皆さん、

あるいは消防団、あるいは消防職員という形で、献身的な行動をしていただきました。また、

地元とはいえ、議員におきましても、本当に長時間、現場に立ち会っていただき、さまざま

な御指導をいただいたというふうに思っております。この場をかりて感謝申し上げる次第で

ございます。 

 私も、そういった形の中で火事の現場におりまして、住民の皆様からさまざまな形でこの

道路問題につきまして、その現場でお話を聞かせていただきました。確かに、議員が先ほど

おっしゃるとおりでございまして、一定の消火活動に対しておくれをとってしまったという

ことは否めないだろうというふうに思っております。 

 そうした状況の中において、あの地域における狭隘道路ということについて、限定して考

えていかなきゃならないということも思っているところでございます。 

 今、12月補正という状況の中で、地域の皆様の御理解をいただきながら、何とか、全ては

できませんけれども、重立ったところに対して狭隘道路の変更をしていきたい、お願いをし

ていきたいというふうに考えておりますので、ぜひ地域の皆様の御協力をよろしくお願い申

し上げていきたいというふうに思っております。 

 道路全体の問題につきましては、開発部長のほうから答弁をさせます。 

○議長（佐藤高清君） 石川開発部長。 

○開発部長（石川敏彦君） それでは、答弁させていただきます。 

 ４メートル以下の市道の道路延長でございますが、市で管理しております道路幅員3.5メ

ートル未満のいわゆる狭隘道路でございますが、約197キロメートルでございます。以上で

ございます。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤議員。 

○１７番（伊藤正信君） 197キロというと、大変長いわね。お伊勢さんへ行っても100キロぐ

らいだから、倍、200キロ。 

 だけど、ただ私は、狭隘道路という部分で何キロありますかという質問をしたわけですけ

れども、過去に弥富市が農道まで市道に格上げをした時期があるんですよね。それは、補助

金とかいろんな市の施策上されたところもある。ですから、私らの地域でも、全く田んぼの

中が市道になっていて、それはそれで役割としての大きな課題を持っている。今ははっきり

言ってトラクターも大きくなったし、コンバインも大きくなったんで、特に荷之上、五之三

地区というのは、それぞれ農業のいわゆる集約化もしにくい、いわゆる推進もしにくい、し

かし田んぼの中は市道だと。ここまで、今の質問の中には入れていきたくはないと思ってい

ますが、特に今回の質問は住環境としての質問ですから。 
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 しかし、昨日横井議員からも、草刈りは年５回ほどありますよということなんですね。こ

れは、歴史的に農業が大きな弥富市として72％ある中での主たる農業施策が、本当に生き生

きとしたまちとして農業が生きていた。今、いろんな議論をしますと、２万円ほどマイナス

をすると、１反歩持っていると。こんな議論もあるわけですよね。 

 そうしますと、やっぱり道路という部分において、いろんな形で議論をしていかなきゃな

らないのではないかと。特に、市街化区域の中でも４メーター以下のところはありますし、

４メーターのところがありますね。あれは、側溝とか、柵板だとか、Ｌ形だとか入っていな

い道路、ここにはやっぱり草が生えるんですよ。そうしますと、行き違いのときに対向のと

きにできなければ、路肩は外しちゃう。これでもやっぱり市街化かということになるんです

よね。 

 今日までの歴史の中で言えば、宅地開発がされ、それぞれ家庭の雑排水等を流すために側

溝を利用しながら下水道のかわりをし、それが側溝としての役割、道路の路肩を一面保持す

る役割を持っていたと思います。 

 しかしながら、今日の状況の中からすれば、当然市街化区域の中でしたら、いわゆるＬ形

か、柵板か、きちっとした路肩の整備を進めていったらどうか。そのことによって、４メー

ターあれば大型車両は一方通行できるんですよ、災害時において。はっきり言って。そうす

ると、道路の役割を果たすんです。路肩が崩れておったら、それは非常時のときに間に合わ

ないです。 

 そういう点において、私は道路行政として、一度どのぐらいのそれぞれの状況にその費用

がかかるかということなどを含みながら、弥富市の環境整備、道路環境、住環境整備をシミ

ュレーションといいますか、やはり立てていただき、さらには農業推進地域などにおいても、

それぞれのいわゆる住宅が密集しているところなどについても、地区指定をしながらでも、

例えば消防自動車が300メーター、400メーター入れなかったら、100メーターまでは近づけ

るんだとか、消火栓の位置の近く、そういう状況の道路をどうあるべきか。そんな予算だと

か、方向性というのも議論の過程の中で、計画として、いわゆる格付として見ていただくこ

とは、その検討を求めたいと思いますし、もう１つは、毎年この予算要求の段階、10月から

11月になりますと、舗装だとか新設要求があるわけです。そんな状況の中で、市民、区長さ

んたちから、なぜ私のところはやってもらえないんかと話があります。ですから、市側もこ

こ数年は継続的書類をそれぞれの区長に説明をしながら、継続事業としてのあり方を説明も

していただいています。しかし、３年もするともうなくなっちゃって、新たな申請をせない

かんと。これはやっぱりまずいと思います。 

 行政としてあるべきことは、そのことが一旦、やはりそれぞれの格付なり指定をしていく

ことにおいては、継続性を持ちながら、継続事業として住環整備をやっていただきたい。役
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人がかわれば、年数がたてば条件が変わる。４メーターの道路は、例えば最低でも、年数が

たっても直らないんですよね、必要なところは特に。だから、それを全てのところとは私は

申し上げることではないと思っています。しかし、予算を、税を市民に返して、そして安

心・安全な住環境を整備していくには、継続性を持ったそれぞれ検討をお願いしたいと思い

ますが、まずは道路行政として申請された部分について、市民から何か意見があればお聞か

せを願いたいのと、今後そのように格付をするような地域を指定をしながらも、それも行政

の判断と地域の皆さんとの判断を密にしながら、その方向性を定めることについて検討いた

だけるか、この２点の質問をしたいと思います。 

○議長（佐藤高清君） 石川開発部長。 

○開発部長（石川敏彦君） それでは、答弁させていただきます。 

 最初に、先ほど市長のほうより補正を対応させて、狭隘道路の整備を検討していきたいと

いうことで御発言いただいております。 

 それにつきまして、私どもも狭隘道路、こういった整備の関係は、狭隘道路の拡幅整備に

関する要綱をもとにして、今後も進めてまいりたいというふうに思っておりますし、弥富市

の道路用地買収要綱にも基づきまして、こういったものを含めながら道路整備に進めていき

たいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 次に、行政の判断基準ということでございますが、地元からの要請がありました工事の施

行の判断基準でございますが、申請していただいた箇所につきましては、現地を確認させて

いただきまして、道路の通行、交通安全上必要な箇所につきましては、確認をして検討をさ

せていただき、施行の判断をさせていただいておるところでございます。また、道路拡幅な

どの道路改良工事につきましても、地区や関係土地所有者の皆様方と御協議をいただき、協

力をしていただかなければ整備ができませんので、地区と調整をさせていただきながら、今

後も整備時期などの検討をさせていただきたいというふうに思っておりますので、よろしく

お願いいたします。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤議員。 

○１７番（伊藤正信君） 判断基準ということについて、私が求めておきたいということは、

今市民の中からいろんな話がある。口ききか、市の職員が見えるところか、市長が在住して

みえるところか、そんなようなことはないというふうに受けとめながら、やはり道路行政と

いう部分において、特にここは狭隘道路なら狭隘道路として、生活の住環と必要な部分を指

定をとりあえずしながら、それを説明のできる形の基準を進めるに当たって、だから全てＡ

基準、Ｂ基準ではないんですよね。もうそういう判断というか、そういう協議をきちっとし

て、シミュレーションを今後つくっていただきたい。田んぼのど真ん中まで４メーターにし

てくれと今いろんな形で言うわけじゃない。本当に住んでおる人たちが。 
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 なぜ私が申し上げるかというと、道路を私はかってみたんです。天端が3.10、立ったら

2.9で、路肩70センチある、両脇に。そうすると、それを足すと幾つになるんですか。４メ

ーターには全くちょっとだけですね。そうすると、そこにＬ形か柵板を立てれば、４メータ

ーというのはきちっとできるんですよ。農家は、はっきり言って今の田んぼのつくり方は、

路肩はもうのりになっちゃって、４メーター以上の路幅を持っているんですよ、天端から。

失礼な言い方だけど。そういうところを本当に必要な道路として見て、その状況で工事経費

をどうあるのかと。ここもやっぱり考えていただくことじゃないですか。そうすれば、大型

消防自動車は入るんですよ。現実に、あと５センチか、10センチ、こんな道路が結構あるん

です、はかってみたら。 

 ですから、私が申し上げておるのは、そういう整備のあり方と、今現状の状況を調査をし

つつ、地元とそれぞれのお話をする。だから、家の建っておるところまで、はっきり言って、

狭隘道路できょう決めたからあすというわけにいかんですよ。きのう建てられた人もあれば、

それは事後、狭隘道路に対して建設基準的には２メーターセンターから戻るということを承

知をしておるわけですよ、建てるときに皆さん。でも、それはすぐにはならないこともある。

しかし、その路線が決まっておれば、それぞれの状況というのは将来に向かって早く解決を

していく。このことは市側も御存じだと思っていますが、私はそのことの調査と方向性を、

例えば来年度にしろ、今でも、そのことを、大変な仕事かもしれんけれども、土木課の中で

もそういう状況を１回、議論の過程の中で押し進めていただくことをお願いしておきたいな

と思っていますが。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 議員にお答え申し上げます。 

 弥富市を南北東西に通り抜ける道路というのは、実はたくさんございまして、我々として

は幹線道路という形の中での市道ということにどうしていくかということに対しても、まだ

まだ未整備なところがたくさんあるわけでございます。また、生活道路という形の中で、非

常に交通量の多いという状況の中で、これをどう整備していくかということについても、先

ほどおっしゃいましたように、その道路の幅員を拡大していくという形で、のり面のところ

に板柵を打たせていただいて、両面が使えるような形で、まず生活道路の基盤整備をして順

次進めさせていただいておるところでございます。 

 そしてまた、狭隘道路という形の中で、本当にこれは生活に密着した、あるいは安心・安

全というような状況の中では、議員おっしゃるように救急車であるとか、あるいは消防車が

基本的には入れるというところまで、この狭隘道路につきましてもきちっと整備をしていか

なきゃならないということは重々理解をしているところでございます。 

 しかしながら、全体的な社会資本整備、あるいは投資的な経費ということにつきましては、
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やはり上限を定めながらせざるを得ないということも御理解をいただきたいというふうに思

っております。 

 今、議員のほうからは、狭隘道路におけるモデル選定というか、指定選定というようなと

ころで、順次やっていったらどうかという御意見だと思っておりますけれども、大変いい御

意見であろうというふうに思っております。一度私ども開発のほうで、職員全体で、どうい

うところをモデルという形にしていくかということは、大変たくさんありますので、これも

順序立てしていくのは難しい部分があるわけでございますけれども、とりあえずそういう目

でまず狭隘道路を見るということは大変重要なことだろうというふうに思っておりますので、

御意見として承っておきます。ありがとうございます。 

○議長（佐藤高清君） 石川開発部長。 

○開発部長（石川敏彦君） それでは、答弁させていただきます。 

 市の計画に基づきまして、整備基準の策定のほうも、今後道路拡幅につきましては地域住

民の御協力なしでは進みませんので、市、地元と協議をさせていただきながら整備を図って

まいりたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いいたします。以上でございま

す。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤議員。 

○１７番（伊藤正信君） 市側に申請をした内容について、何らかの意見がありますかという

お話を申し上げたけど、それはちょっと御回答がなかったんで、それはいいですが、なぜ私

はいいかというと、口ききだとかいろんな状況が、それぞれ本当に何か起きたときにはそん

な話になっちゃうんだ、残念だけど。だから、そうならないように私ども議会もそうだし、

行政も市民の皆さんとも一体性を持った住環整備をお願いしていきたいということでござい

ますので、ただいま御回答いただきましたように、今後それぞれ市民に対しても御協力いた

だくように。 

 最後にもう１点だけお願いをしておきますが、いわゆる狭隘道路の整備基準が定めてあり

ますね、その用地買収の関係が。この見直しと、平成６年における地元要請に係る部分の土

地の、そして市の都市計画によるところの整備といいますか、土地の買収があちこちあるん

ですよね。それをもう少し現実的にという言葉はいけませんけれども、地価の合うような状

況の中で再度検討していただけることを私はお願いがしたいわけです。 

 ということは、地元に、拡幅するために坪１万円で道路を分けてくれる人があるんですよ

ね。でも、そんな１万円ならただでいいがやという人があるのかもしれない。しかし、評価

でいくと、やっぱり高い、指標鑑定価格はね。一定程度。でもそれは現実の課題として、そ

れぞれの協議の今後の課題として捉まえていただけたらありがたいということを強く要望し

ながら、次の課題に移らせていただきます。 
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 私は、３点目に犯罪について、防犯について質問をいたします。 

 全体的に弥富市、防犯パトロール、防災、いろんな形で進んでいて、非常に少なくはなっ

てきているんですね、犯罪が。でも、泥棒さんが家の中へ入ってくるのは30％ふえているん

です、これ。防犯課は御存じだと思うけどね。７月までのデータを見てみますと、それぞれ

ふえています、30％も。 

 特に平成24年度、蟹江管内の警察では43件、25年は56件ということは30％ふえているんで

すわ。だから、倉庫などを含んでの侵入は47件で、住宅侵入が35件。これが１月から７月ま

での件数なんですよ。 

 そうしますと、いろんな形でパトロール隊だとか、安全・安心なまちづくりということで、

今あります。私は、よその例をとっては本当ではないかもしれませんけれども、やはり住民

意識を高めていく上において、施錠の推進、啓発行動の中で、それぞれ一度、最高１万円の

２分の１ぐらいまでの補助を出しながら、施錠の促進をされるべきではないか。 

 特に警察にお伺いしますと、弥富も飛島もそうです、十四山もそうですが、家が玄関から

裏まであけておっても泥棒が入らなんだと、本当の話なんです。それが、このごろ一番多く

犯罪がふえておるのは飛島だそうですわ。これは暑いもんだで特に。それで、こうやって空

き巣用心というのを、パンフレットを出ているんですね。 

 蟹江警察も、本当に全体的に、いわゆる自動販売機荒らしなんかは物すごく減ったと。暴

走族を減らした。取り締まりがあった。そして、いろんな形で地域、また住民の皆さん、行

政の中で御努力いただいています。しかしながら、この施錠だけは、防犯だけはふえている

と。こんなことがありまして、何とかならんだろうかというのが住民との話です。 

 ですから、私もじゃあ一回、こういう議会でもって、こんだけふえているよということと

同時に、行政も真剣にこの犯罪に対して、侵入防止について、いろんな形で検討していただ

けることがありがたいがなあと思って、第３点目にはそういういろんな形で、施錠は幾つか

の問題がありますから、これは防犯課は調べていただければわかる問題ですから、それぞれ

それに対する、他市でも実行されていますので、されているからじゃなくして、特に私、そ

ういうことを言うといけないかもしれませんけれども、いろんな娯楽がふえて、人の流通が

あるところにふえてきていますな。特に北の地域、弥生学区なんか。 

 １年ほど前に、よく地元の人から言われたんです。本当にどういう形でこれが許可された

のかなあという、いろんな形のスーパーだとか、例えば娯楽が、こんな話もありました。で

も、やはり文化、それぞれ地域の環境というのは、そういう形のことも私たちの生きる一つ

の過程だと私も思っています。 

 しかしながら、あってはならない犯罪だとか、侵入盗、強盗、そういうことについては、

社会の変化と同時に行政としての課題として受けとめて御検討をいただきたいと思いますが、
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いかがですか。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤防災安全課長。 

○総務部次長兼防災安全課長（伊藤久幸君） 答弁させていただきます。 

 議員の御質問の中で、助成制度の話が出ましたので、その件についてまずお答えしていき

たいと思います。 

 愛知県内では、一宮市とか知立市等でそういった助成金の制度が実施されているのは事実

であります。一宮市につきましては、平成23年度から25年度の期間限定、３年間という形で

実施するといったことを聞いております。また、来年度以降、平成26年度以降については、

現段階では実施の予定はないというように伺っております。 

 弥富市の防犯対策といたしましては、防犯灯の設置でありますとか、その維持事業があり

ます。この事業につきましては、設置場所を通り抜けのできる道に限定しておるということ

がございまして、個人の資産に対するものではございません。自宅の場合につきましては、

基本的には自助、自分で行っていただくものと考えております。 

 現段階におきましては、助成金制度の創設は考えていないのが現状でございます。 

 それから、犯罪の動向の関係でございますけど、議員、１月から７月までの資料をお持ち

いただきまして御指摘いただきました。学区的に言いますと、過去で一番多かったのが桜学

区が一番多かったわけでございますけれども、そこにつきましては、昨年ですが、蟹江警察

署のほうで犯罪防止の重点地区といったようなことも指定されまして、全部というわけでは

ないんですけれども、こういったものも配って、ここは防犯に力を入れていますよといった

ようなことの活動をしております。 

 そのおかげかどうかはわかりませんけれども、７月まででいきますと、犯罪発生件数が前

年の半分になっているといったことでございます。効果については、このせいかどうかはち

ょっとわかりません。 

 それから、弥生学区につきまして、結果として桜と日の出学区を合わせた数よりも７月現

在では多いといった数になってしまっております。自主防犯団体も非常に多いところでござ

いますけれども、そんな結果になっております。 

 ただ、特殊な要因があるかという話になりますと、例えば去年の12月のデータをちょっと

見てみました。１年間は別なんですけど、単独での12月だけのデータを確認いたしましたと

ころ、前年の、ですから24年と23年の比較でございますけれども、ほぼ半分の件数で済んで

いたということでございます。ですから、季節的な要因等もその中にはあるのかなあという

ふうに感じております。 

 そういったことで、全体的にどういった方法をとるのが防犯上ベストかということはなか

なか難しい問題かと思いますけれども、今言いました桜学区のような形で、犯罪が減らせる
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可能性もあるといったことで、今後もいろんな方策について検討してまいりたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤議員。 

○１７番（伊藤正信君） 防犯課長、日の出と桜と合わせて、１月から７月までは５件ですよ。

弥生学区は14件あるの。あってはいかんのやけど、あなたがおっしゃるとおり。だから、桜

学区は減ったのは間違いないんですよね。私もそう思っています。 

 だから、一宮はことしから防犯カメラの導入をしておる。いいですか。だから、施錠のか

わりに防犯カメラになってくるわけ。ですから、いろんな手段、方法はありますが、私ども

は地域のつながりだとか、今おっしゃるようなパトロールだとか、そういうパンフだとか、

中野区あたりへ行ってみると、ここは何々ですと札が各家々にかかっていますよ、パトロー

ル中というのが、現実。 

 ですから、一面、御回答いただいたことに不満を持つわけじゃないが、原則的には自分の

財産は自分で守れというのは、自分の財産は自分で守れるなら行政は要らないでしょう。い

いですか、これははっきり申し上げておきます、申しわけないけれども。その知恵を出し合

うのが行政、議会。 

 私は、今必ずそういう状況だということじゃなくして、例えば防犯課長がそうおっしゃる

なら、じゃあ防犯カメラ、その関係をどうするか。私は前にも、いわゆるごみの捨てるとき

にも、環境のお願いをし、防犯にもお願いしたことがあります。肖像権問題などを含めなが

ら、地域とのコミュニケーションがなければ設置ができない、本当に。ですから、そういう

問題も、防犯防災は、いわゆる犯罪問題を含んだときに、やはり今大きな議論をきちっとど

うしていくかということ。さらには、行政としてどうあるべきかということも御検討いただ

きたいと思います。 

 時間も来ました。私は残念なのは、皆さんと一緒になって、やはり行政はどうあるべきか

ということを考えること。自分のことは自分で守るのは、今自助の精神はわかりますが、１

つだけ最後にそのことを含みながら、弥富市の安心・安全なまちづくりのために御努力いた

だきますことを要望しまして終わります。以上です。 

○議長（佐藤高清君） 暫時休憩します。再開は１時55分とします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午後１時43分 休憩 

             午後１時55分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（佐藤高清君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に鈴木みどり議員、お願いします。 
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○３番（鈴木みどり君） ３番 鈴木みどり、通告に従いまして質問をさせていただきます。 

 まず、弥富市子育て支援についてお伺いしたいと思います。 

 子育てするなら弥富でと言われるくらい充実した子育て支援になっているかと思いますが、

私も孫の面倒を見るようになって、改めて子育ての大変さを知ることになるんですが、何が

そんなに大変なのかと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、自分が子育てしていたと

きは、親が近くにいて随分助けてもらったという記憶があります。しかし、それぞれの家庭

環境によっては、例えば御主人の転勤等で弥富に引っ越ししてきて暮らしている。頼る親も

近くにいない場合、また乳児を抱えたお母さん方、マンションなんかの普及で近所のつき合

いもなく、子供とだけ向き合う毎日の生活の中で、育児に悩むお母さん方が少なくないと聞

きました。 

 そこでお聞きしたいのですが、弥富市にある９カ所の保育所では最低何歳からのお子さん

を受け入れているのか、お聞かせいただきたいと思います。 

○議長（佐藤高清君） 渡辺児童課長。 

○児童課長（渡辺秀樹君） お答えいたします。 

 まず、満３カ月からが弥生保育所、満６カ月からがひので保育所、その他の保育所につき

ましては全て満８カ月から受け入れをしております。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 鈴木議員。 

○３番（鈴木みどり君） 現在、弥富市のゼロ歳児は何人ほどいますか。 

○議長（佐藤高清君） 渡辺児童課長。 

○児童課長（渡辺秀樹君） 平成25年４月１日現在ということでよろしいでしょうか。 

○３番（鈴木みどり君） はい。 

○児童課長（渡辺秀樹君） 388人でございます。 

○議長（佐藤高清君） 鈴木議員。 

○３番（鈴木みどり君） 388人ということで、現在、ゼロ歳児の保育の利用者は何人くらい

利用していらっしゃいますか。 

○議長（佐藤高清君） 渡辺児童課長。 

○児童課長（渡辺秀樹君） これも同じく平成25年４月１日現在ということでいきますと21人

でございますが、９月１日ということでいきますと47人でございます。 

○議長（佐藤高清君） 鈴木議員。 

○３番（鈴木みどり君） ゼロ歳児の現在の保育規模というのは、預けたいという状況はどう

ですかね。 

○議長（佐藤高清君） 渡辺児童課長。 

○児童課長（渡辺秀樹君） 今のところ入所御希望の方につきましては、全て入所できている
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状態でございます。 

○議長（佐藤高清君） 鈴木議員。 

○３番（鈴木みどり君） 弥富市の子育て支援は、共働き夫婦の方が利用していらっしゃるん

ですよね。確かに働くお母さん方には手厚い支援があると思うんですけれども、まだ働いて

いない、子供さんが小さくて子育てに専念していらっしゃるお母さんたち、そういう方も多

いと思うんですね。そういう小さな乳児と、そこにいる幼い兄弟がいる場合、保育所やまだ

幼稚園にも行ってない兄弟なんかがいる場合は、子供が１歳になるまでは予防接種だとか本

当に多くて、赤ちゃんを抱いて、もう１人の子を連れて、荷物を持って移動するわけなんで

す。本当に大変なんです。そういう１人の子が病気になれば、もう１人の子も一緒に連れて

病院に行かなきゃいけないとか、育児に専念していらっしゃるお母さん方は本当に苦労して

いるわけなんですが、子供もだんだん成長していきますし、目も離せなくなってくるんです

けれども、そういうお母さんは買い物もゆっくりできない、家事の仕事もできないでいる、

自分の時間は全くとれない状態でいらっしゃるわけです。 

 そんな中、保育の一時預かりというのがあるんですけれども、現在、もしここで弥富市の

ほうに乳児の一時預かりを依頼された場合、今はもしそういう場合があったときはどう対処

されますか。 

○議長（佐藤高清君） 渡辺児童課長。 

○児童課長（渡辺秀樹君） お答えいたします。 

 現在弥富市におきましては、保育所での一時保育を実施しておりません。したがいまして、

一時的にお子さんをお預けになりたいという場合、こういった場合につきましてはファミリ

ー・サポート・センターに御登録をいただきまして、そちらを御利用いただくよう推進して

まいったところでございます。 

○議長（佐藤高清君） 鈴木議員。 

○３番（鈴木みどり君） ファミリー・サポート・センターというような施設があるんですけ

れども、これも面接をしたりして契約して、結構預けるまでに大分時間がかかってしまうと

いうところもあるんですけれども、一時保育についてはそんな一生懸命子育てしているお母

さんがいっときでも子供と離れて自分の時間を持つとかいう、自分の時間を持つというのは

映画に行ったり、お友達とランチに行ったりとか、そういう余裕があるといいなと思うんで

す。私も今まで子供を置いて遊びに行くなんてことはとんでもないと思っていた一人なんで

すけれども、今の子育てをしているお母さんたちを見ていますと、本当にそういう余裕があ

る育児をさせてあげたいなと思うわけです。 

 実際子育てノイローゼになったり、それから鬱状態になってしまったり、もっと進んでし

まえば子供の虐待、そういうのもなりかねないと思うんですね。実際そういう話というか例
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はいっぱいあるわけなんですけれども、子育てに対して弥富は子育てするなら弥富と言われ

るんでしたら、やはりそういうところまで気を配っていかなきゃいけないんじゃないかなと

思います。 

 そして、今後、保育一時預かりについて、弥富市としてどういうふうに考えているのかを

聞かせていただきたいと思います。 

○議長（佐藤高清君） 渡辺児童課長。 

○児童課長（渡辺秀樹君） 一時保育につきましては、保護者の就労形態等により家庭におけ

る育児が困難になって、一時的に保育が必要な場合、また保護者の傷病、入院等によって緊

急及び一時的に保育が必要となる場合などに保育所において一時的にお子さんをお預かりす

る制度でございます。 

 定員につきましては、今後定めていくということでございますけれども、全般的な計画と

しては、まず白鳥保育所を今後新築する予定でございますが、そこでまず始めさせていただ

きまして、その他の保育所につきましても、子ども・子育て支援事業計画を策定していく中

で計画していきたいと考えております。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 鈴木議員。 

○３番（鈴木みどり君） 介護のほうですと、しっかりしたサービスの中で介護保険の対象外

のサービスをしていこうという支えセンターが発足しようとしているんですけれども、ぜひ

子育てにもそういう温かい支援をしてあげたいなと思っていますので、どうか行政のほうも

今後一生懸命子育てしているお母さん方に余裕を与えてあげられるような政策をしていただ

きたいなと強く希望して、子育てのほうはこれで質問を終わらせていただきます。 

 続いてですけれども、防災ボランティア団体のネットワークについてお伺いしていきたい

と思います。 

 ９月議会は、９月というとどうしても大きな災害が幾つも起こっているせいか、どうして

も防災が多くなってしまいますけれども、さかのぼれば1923年に発生した関東大震災は、犠

牲者は10万人とも言われています。先日、テレビを見ていましたら、関東大震災のことをや

っていて、そのときの震度、今で言うと震度７の区域が阪神・淡路大震災の７倍ぐらいの規

模で起こっていたという、そんなことをやっていたんですけれども、1934年の９月には室戸

台風で、死者・行方不明者が3,066人、そして1959年にはここも大きな被害を受けました伊

勢湾台風、たくさんの死者、約5,000人近い犠牲者を出したわけなんですけれども、大きな

地震や台風は多くの犠牲者を出していきます。 

 弥富市にはボランティア団体というのがあるんですけれども、このボランティア団体の連

携は今できているんでしょうか。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤防災安全課長。 
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○総務部次長兼防災安全課長（伊藤久幸君） 防災関係のボランティア団体ということでござ

いまして、防災ゼロの会と防災まちづくりをすすめる会というものの２つが該当するかと思

っております。 

 直接的な連携というものは現在とれていないのが現状でございます。 

○議長（佐藤高清君） 鈴木議員。 

○３番（鈴木みどり君） 今回、私は防災にかかわるボランティア団体にネットワークをつく

って、それを自主防災会に発信していって、例えばこのボランティア団体はこんなことをし

ていますよ、ここのボランティア団体はこんなことをしていますよということを自主防災会

のほうに市のほうから発信していき、自主防災のほうがこういう知識を勉強してみたいとか、

こういうことを聞きたいなとか、そういう学習する機会をつくってみたらどうかという提案

をしたいのですが、自主防災会ですと、どうしても各区長さんを初め毎年役員さんがかわっ

ていってしまうということがありますけれども、ボランティア団体というのは継続して活動

を続けているところですので、またそれぞれに得意とする分野もあると思います。 

 市のほうから自主防災会に広報や市のホームページなどを利用して、そういう自主防災会

とかそういうものに発信してみたらどうかと思いますけれども、市のほうはどうお考えでし

ょうか。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤防災安全課長。 

○総務部次長兼防災安全課長（伊藤久幸君） 情報の発信でございますけど、市からのものと

いうのは現段階では行っていないのが現状でございます。 

 ただし、例えば市が行いました防災の講演会でありますとか、防災見学会でありますとか、

そういったときにはそういった団体にもお手伝い願っていまして、参加者は当然防災会の方

も入っているといった形の中で進んでおります。今後につきましては、いろんな機会を捉え

て両方のコミュニケーションをとれるような形をつくっていけたらと思っております。 

○議長（佐藤高清君） 鈴木議員。 

○３番（鈴木みどり君） 先回、サバイバル体験というのが十四山で行われたわけなんですけ

れども、そのときは防災団体にかかわらず、ボーイスカウトだとか、日赤奉仕団も加えてい

ろんな団体がいろいろと指導してきたわけなんですが、自主防災会とのネットワークを図る

ことによって、より共助のほうが根強いものになるのではないかと考えています。 

 おとといの一般質問で、防災の質問の中で自主防災会の研修会をやる予定だというお話で

したので、そんなときにでも各団体の紹介も交えながら、ボランティア団体と自主防災会の

活動がうまく取り入れて進んでいけるように、私としては市のほうにそういうパイプ役をや

っていただきたいなとお願いしたいです。 

 続いて、災害ボランティアコーディネーター、防災リーダー等の研修及び市民への周知に



－１４６－ 

ついてお伺いしたいんですが、防災リーダーについてはおとといの三浦議員のほうでお話し

されたので、私はボランティアコーディネーターのほうでお伺いしていきたいと思いますが、

災害ボランティアコーディネーターの養成講座は今までにどのくらいの方が弥富市で受講さ

れているのでしょうか。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤防災安全課長。 

○総務部次長兼防災安全課長（伊藤久幸君） この講習でございますが、最初は平成14年から

始まっております。現段階で47名の方が受講を修了していらっしゃいます。 

○議長（佐藤高清君） 鈴木議員。 

○３番（鈴木みどり君） 災害ボランティアコーディネーターとは、一体何をすることなのか

なと思われる方が多いんじゃないかなと思うんですね。これは1995年に起こった阪神・淡路

大震災のときに、災害ボランティアを志す人々が全国から被災地のほうに集まったわけなん

です。これはとてもいいことなんですけれども、実際にはかえって、とても迷惑になってし

まった。どうして迷惑になってしまったかというと、ボランティアに来た人はどこで何をし

ていいのかがわからない状態。どこに行けばいいのか、何をしたらいいのかわからない状態

のままで来てしまったので、それが役場なんかにそういう人たちが殺到したわけなんですね。

肝心な役場は行政機能が麻痺してしまったという事態が起きてしまったのです。 

 また、災害で家が壊れて、業者に頼みたくても頼めない、来てもらえない。当てにできる

家族もいない。誰かに手伝ってもらいたくてもどこにそんな人がいるのかわからない。そう

いう助けてもらいたい人と、助ける人のそんな双方のニーズに対応する機能として生まれた

のが災害ボランティアコーディネーターと学びました。 

 阪神・淡路大震災のときは、このボランティアコーディネーターの必要性を感じた人が実

際ボランティアとして自発的に行政に先駆けて被災地のニーズを整理し、ボランティアにそ

れらを紹介するという拠点として災害ボランティアセンターを設けたわけなんですが、この

ときの実績を見た行政がこの機能の重要性を認識して、その後、各自治体が整備する防災計

画にボランティアのことが記されたということです。 

 災害が起きた場合、この弥富市でも災害ボランティア支援センターが設置されると思いま

すが、弥富市の場合、どこに誰が設置するのでしょうか。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤防災安全課長。 

○総務部次長兼防災安全課長（伊藤久幸君） 設置場所の件でございますが、総合福祉センタ

ーが設置場所ということになっております。 

 それから、誰が設置するかということでございますけれども、大原則論から言いますとボ

ランティアコーディネーターの集まった中でリーダーを決めてやるというのが講習等で聞く

ものでございますけど、現実的には社会福祉協議会が主な動きをする形になるかと思います。 
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 また、市といたしましては、その調整とか災害対策本部との関係もございますので、福祉

課長のほうが担当になるというふうになっております。 

○議長（佐藤高清君） 鈴木議員。 

○３番（鈴木みどり君） 高齢化が進む中、ひとり住まいのお年寄りも多くなってきています。

ボランティアの人々の力なくしては復興はできないと思います。そのかけ橋の所在を市民の

方に伝えていかなければいけないと思うんです。災害ボランティア支援センターはどこに設

置され、何をするところなのかをしっかり市民の方にアピールしておかなければ、せっかく

の機能が果たせない、そんなふうになってもいけませんので、今からそういうことを市民の

方に周知していただくことをしていかなければならないと思います。 

 ボランティアコーディネーターの研修を受けた人が47人。実際私もその中の１人なんです

けれども、どうしても繰り返ししていかないと、これは忘れてしまうんですね、記憶の中に。

47人もこういう講習を受けたので、皆さん同じようなことを勉強していると思いますが、こ

の支援センターをつくるのも本来ならこの47人でつくっていくのが本来だと思いますけれど

も、なかなか勉強していくことに、１回やってしまうともうそれきりということになってし

まってもいけないので、コーディネーターの育成も大切だと思うんですね。市としてボラン

ティアコーディネーターの働きかけをどのように働きかけていくのか、また市民の方にボラ

ンティア支援センターの設置をどのように知らせていくのかを聞かせていただきたいと思い

ます。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤防災安全課長。 

○総務部次長兼防災安全課長（伊藤久幸君） 災害ボランティアコーディネーターにつきまし

ては、今議員がおっしゃられたような役割になっております。 

 フォローアップというのは必ず必要なことになってまいりまして、これは県も行っており

ますし、それから海部地区でもやっております。そういったものの御案内は差し上げる形に

なっております。県で受講された方につきましては、県からという形になるかと思いますけ

れども、そういった機会を捉えていただきましてフォローアップしていきたいと。また、毎

年６月に海部地方の総合防災訓練がございます。このときにはボランティアの支援本部の立

ち上げ訓練がございます。その段階の事前訓練というのがございますので、そういったとこ

ろに参加していただくのも非常に有効なことかなというふうに思っております。 

 それで、災害ボランティアの活動につきましては、救助を行うものではないというのが大

原則です。災害が起こった後の救助活動というものではないということですね。ですから、

ボランティアが安全に活動できるといったことがまず確保できた段階で派遣していくといっ

た形になります。ですから、ほとんどの場合、災害ボランティアセンターの開設につきまし

ては、おおむね発災後３日ほどかかるというのが通常かと思います。中にはもう少し早い、
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１日２日目ぐらいではなっていますけれども、そういったものでございます。 

 それから、開設についてですけれども、これの案内や業務内容については開設することが

決定した段階でチラシ等で配布するといったことが原則になっております。ですから、こん

な要望がありませんかというふうなことを各地区にそれを配るといった形。来ていただくボ

ランティアの方につきましては、ホームページ等で開設しましたという案内をさせていただ

く形になると思いますけれども、事前にお知らせするのがよりよいことかもわかりませんけ

ど、実際に発災して開設した段階では皆さんにお知らせするといった状況になっております。 

○議長（佐藤高清君） 鈴木議員。 

○３番（鈴木みどり君） 災害が起きて、すぐには設置されない。安全が確保できて、そうい

うボランティア支援センターができたときにいろいろと皆さんのほうからのニーズに応えて

いくわけなんですけれども、災害が起きてホームページだとかそういうのは恐らく無理じゃ

ないかなと思うんですね。ライフラインがしっかりして電気が通ればパソコンだとか、災害

対策支援センターができるときはかなり混乱している状況の中で立ち上げることになると思

いますので、日ごろからボランティア支援センターというものの役割、そしてどういうこと

をするとかというのを市民の皆さんに日ごろからそういうことを、そういう防災の訓練のと

きだとか、そういうときにお知らせすることで、市民の方もそういうことが周知していかれ

るのではないかなと思いますので、しょっちゅうというわけにいかないんですけれども、そ

ういう防災の訓練のときにでもそういうことをお知らせすることが大切じゃないかなと思い

ます。 

 以上で私の質問を終わりたいと思います。 

○議長（佐藤高清君） 次に早川公二議員、お願いします。 

○６番（早川公二君） ６番 早川公二です。 

 通告に従いまして、質問していきたいと思います。 

 今回は土地利用についてであります。 

 第１次総合計画第３編第１章に、土地は住民生活や産業活動等の共通の基盤であり、限ら

れた貴重な資源です。このため、まちの発展のためには土地を高度かつ有効に利用していく

必要がありますと書かれておりますが、有効に活用されていないのではないかと、そう思う

場所があります。 

 そう思う場所というのは、私が思うところは２カ所あり、十四山総合福祉センターの南側、

そして鳥ケ地処分場の２カ所であります。 

 まず、十四山総合福祉センターの南側、ゲートボール場がございますが、私近所なもんで

すから結構通るんですけれども、いつ通ってもゲートボールをしているのを見かけたことが

ないですし、その周辺の芝地も使用されていないと思うのですが、使用目的、使用状況をお
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伺いいたします。 

○議長（佐藤高清君） 山田民生部長。 

○民生部長兼福祉事務所長（山田英夫君） それでは最初に、まず十四山総合福祉センターの

施設の概要について少し触れていきたいと思いますが、十四山総合福祉センターにつきまし

ては、御存じのとおり老人福祉センターとかデイサービスセンター、高齢者生きがいセンタ

ー、障害者生きがいセンターの４つの施設がございまして、ここの敷地面積は１万4,028平

方メートルとなってございます。 

 そこで、御質問のゲートボール場の使用の状況でございますが、議員おっしゃられますよ

うに施設の南側にゲートボール場がコート２面ございます。面積は約900平方メートルござ

いまして、議員おっしゃるとおり、平成21年度以降利用者の方はございません。 

 次に、ゲートボール場の周辺の使用目的でございますが、当時でございますが、旧十四山

村の計画では、ここに児童館の建設計画があったというふうに聞いております。現在は合併

しておりますので、当時の十四山の保健センターを今ですと東部児童館と東部子育て支援セ

ンターに改築して御利用していただいておるということでございます。 

 現在のゲートボール場の周辺の使用状況でございますが、面積は約3,500平方メートルご

ざいます。ここを健康フェスティバル、それから芝桜まつり、海部地区の中学校の駅伝大会

の臨時駐車場として利用をしていただいております。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 早川議員。 

○６番（早川公二君） 駐車場として使用しているということでありましたが、いずれも本市

の大事な行事であり、駐車場として大きな役割を持った敷地であることというのは理解しま

すが、１年間に10日あるかないかぐらいの使用頻度ではないのかなと、そう考えます。 

 そこで、駐車場として使用しないときに使用でき、駐車場で使用するときは駐車場として

使用ができる有効な活用をしなければいけないと思います。 

 そこで、すぐ近くにマスタープランにも書いてあります緑の交流拠点として位置づけられ

ておる三ツ又池公園があります。緑の交流拠点とは市民や来訪者が水と緑を体感する憩いの

空間であります。交流の拠点であります。そんなすばらしい三ツ又池公園と一体感のある有

効な方法として、デイキャンプ場にしてはどうかと考えております。デイキャンプとは、青

空のもと自然の中で家族、友人等と日帰りでキャンプをすることであります。そして、何と

言ってもデイキャンプのだいご味はバーベキューではないでしょうか。バーベキューの魅力

といえば、自然を満喫し開放感たっぷり、外で食べると２倍おいしい、みんなでわいわいす

る、家族ですれば家族団らん、家族のきずなが深まること違いなし。友人たち、世代を超え

た交流、地域の交流といろんな魅力があります。民間の調べでは、日本のバーベキュー人口

はおよそ4,000万人とも言われております。自分も家族、友人らと年に数回はしますし、本
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市においてもかなりの方がバーベキューをしているのではないかと考えます。 

 しかし、本市にはデイキャンプ場もバーベキューができる公園もないんです。自分も以前

多くの友人たちとバーベキューをしようと計画したのですが、市内にするところはなく、市

外でしようと計画しましたら、遠くに行ってまでしたくないという意見もあり、結局自宅で

限られた人数でしました。その際、地元で近くに青空のもと、自然の中で皆と交流ができる

憩いの空間、バーベキューのできるデイキャンプ場があればいいのに何でないのかと自分も

含め皆の思いでありました。市内に、地元にデイキャンプ場があればと強く考えるようにな

っていきました。そして、以前から当地の有効な活用はできないのかとの思いと一致したわ

けであります。 

 デイキャンプ場なら、現状のままで使用ができ、駐車場として使用しないときに使用でき、

駐車場として使用する際は駐車場として利用ができるということであります。現状、このよ

うな状態になっておるんですね。デイキャンプをする際、こうやって自分たちで持ってくる

と。デイキャンプが終わったら現状になると。これがゲートボール場のほうですが、これも

一緒ですけど。現状で、デイキャンプをやって、終わったらこういうふうということで、現

状のままで活用ができる。 

 そして、三ツ又池のすぐ近く、自然の中で青空のもと、緑の交流拠点との一体感のある有

効な活用、市民、市外の方にも改めて三ツ又池のすばらしさを知っていただく。友人たち、

世代を超えた交流、地域の交流とさまざまなメリットが見込まれると考えますが、市側のお

考えをお伺いいたします。 

○議長（佐藤高清君） 山田民生部長。 

○民生部長兼福祉事務所長（山田英夫君） 十四山総合福祉センターの南側で、実際に使って

いるのは臨時駐車場で、年数日しか使っていないのが現状で、デイキャンプ場にしたらどう

かという御質問でございます。 

 議員おっしゃるとおり、三ツ又池公園に隣接しておりまして、多くの方に利用していただ

くことができ、また遊休地の有効活用ということで大変よいアイデアではないかというふう

に思っております。したがいまして、来年度の開設に向けまして、どなたでも御利用いただ

けるような形で進めてまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤高清君） 早川議員。 

○６番（早川公二君） 非常に前向きな答弁で、来年度に向け条件整備をするということで、

一日でも早く条件整備をしていただいて、デイキャンプができるようになったら一番でデイ

キャンプをして、家族でバーベキューをしたいと思います。 

 次に、鳥ケ地処分場ですが、いつも通るたび、ここもうちの近所なんですけど、通るたび

に何に使用されておるのか。いつ通っても雑草、そんな状況であります。今後の有効な利用
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はされるのか。約4,600平米もの敷地をこのままでいいのかと、いつも考えております。現

在の使用状況、今後の使用計画はあるのでしょうか。お伺いいたします。 

○議長（佐藤高清君） 山田民生部長。 

○民生部長兼福祉事務所長（山田英夫君） 鳥ケ地の処分場の現状はどうなっているかという

ことでございますが、鳥ケ地の処分場は4,629平方メートルございます。これは昭和56年度

の埋め立て開始から平成15年度の埋め立て完了まで、当時の十四山村の一般廃棄物の最終処

分場として使用をしておりました。その後、平成21年６月に最終処分場の廃止の届け出を県

に出して、現在に至っております。 

 議員お尋ねの現況ということでございますが、現在は更地になっております。そして、市

内の散乱ごみの回収を現在シルバー人材センターの方に委託しておりまして、当時そこにご

ざいました管理小屋というのがございまして、そこにシルバー人材センターが散乱ごみを集

めたごみを一時仮置き場として使用をしているだけでございます。現状としては、余り利用

していないということでございます。 

 今後の計画があるかという御質問ではございますが、ここは一般廃棄物の最終処分場の跡

地ということもございまして、現在のところは利用の計画はございません。以上でございま

す。 

○議長（佐藤高清君） 早川議員。 

○６番（早川公二君） 使用計画はない、今は使用しておるのか使用しておらんのか、ちょっ

とわからんような状況ではありますが、公園にしたらどうかと思うんです。確かに三ツ又池

の近くということもあるんですが、今のままじゃなくて砂を、どれだけかわからないですよ、

10センチか20センチ敷き詰めて、別に遊具がない状態でもいいと思うんです。自由に遊べる

ような公園にしたらどうかと。そしてまた、できることなら雑草の対策として舗装等をして

もらえると、自転車の練習をしたりとか、自由に使用ができるのではないのかなと思ってお

るんですが、そこら辺はどうですか。 

○議長（佐藤高清君） 山田民生部長。 

○民生部長兼福祉事務所長（山田英夫君） 先ほども申し上げましたが、この鳥ケ地処分場に

つきましては、十四山村の一般廃棄物の最終処分場ということで、それを廃止いたしまして、

その跡地を現在は愛知県が指定しております。一般廃棄物最終処分場の跡地として県が指定

をしており、利用に際しましては一定の制限が設けられている区域でございます。 

 利用に際しましては、事業内容とか利用目的によりまして、当然愛知県に届け出が必要で

あり、さらに埋設されたごみに対して影響を及ぼすようであれば、影響を及ぼさない対策を

講じる必要が生じてまいります。例えば公園として整備する場合においても、当然遊具、あ

ずま屋とか便所をつくるだけでも事前に県と協議をいたしまして、埋設されたごみに影響が



－１５２－ 

ないようにしなければなりません。また、単に上に盛り土を行う行為でございましても、同

様に埋設されたごみに影響を及ぼさないような構造にしなくてはなりません。したがいまし

て、近隣に三ツ又池公園とか、海南こどもの国もございますので、グラウンド、公園に整備

することは今のところ考えておりません。 

 また、舗装したらどうかということでございますが、先ほど言いましたように大体4,629

平方メートルございまして、15センチの路盤と５センチのアスファルトを舗装するだけでも

平米3,600円ぐらいかかりますので、約1,660万ほど舗装だけでかかってしまいますので、舗

装して何をするかということも当然検討しなければいけませんので、今のところ、そういう

ことも考えておりません。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 早川議員。 

○６番（早川公二君） 公園もだめ、これもだめ、あれもだめ。じゃあどういうふうにあの土

地を活用していくのかなと思いますが、何にせよ有効な活用を一日でも早く見出していただ

くことを要望いたしまして、これで終了します。ありがとうございました。 

○議長（佐藤高清君） ここで暫時休憩します。再開を２時45分とします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午後２時36分 休憩 

             午後２時45分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（佐藤高清君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に堀岡敏喜議員、お願いします。 

○１０番（堀岡敏喜君） 皆さん、こんにちは。10番の堀岡でございます。 

 私は、通告に従いまして質問をさせていただきます。質問は地域包括ケアシステムについ

て、以下数点のお伺いをしてまいります。前説が長いので、我慢して聞いていただきたいと

思います。 

 平成24年版高齢社会白書によれば、平成23年10月１日現在の我が国の人口は１億2,780万

人、65歳以上の高齢者人口は過去最高の2,975万人、高齢化率は23.3％と国民の４人に１人

が高齢者という高齢社会を迎えております。今後もいわゆる団塊の世代が65歳以上になる平

成27年、2015年には3,395万人となり、高齢化率は26.8％になるなど、速いスピードで高齢

者人口が増加をしていくことになります。 

 一方で、少子化の進行はもとより、地域社会の機能や世帯構造が大きく変化する中にあっ

て、65歳以上の高齢者のいる世帯はふえ続けていて、平成22年、2010年現在2,071万世帯で

あり、日本全世帯の4,864万世帯の42.6％を示しております。 

 一方、３世代世帯は減少傾向である一方、単独世帯、親と未婚の子のみの世帯は増加傾向
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であり、平成22年現在、単独世帯が24.2％、夫婦のみの世帯29.9％と合わせると半数を超え

ております。家族介護者は嫁というのではなく、息子、娘の時代という傾向が明らかになっ

てきております。逆に３世代世帯は平成７年、1995年には33.3％でありました。平成22年、

2010年では16.2％となっております。高齢者の３分の１は３世代世帯の中におりましたが、

今は半減をしているということであります。まさに夫の親は夫の身内で、妻の親は妻の身内

でという介護のルールが定着しつつあり、サラリーマンのふえた移動社会では２組４人の親

の近隣に１組の子夫婦、親が一斉に倒れる同時多発介護、長期連続介護は今や身近な現実で

あります。 

 子供のいない人はいても、親のいない人はおりません。誰もが人生の中に介護を組み込ま

なければならない大介護社会の到来であります。高齢者福祉は、高齢者が長年にわたって社

会の進展に寄与してきた方々であるとともに、豊富な知識と経験を有していることから敬愛

をされ、生きがいを持って、健康で安心した生活を送ることができるよう社会全体で支えて

いくことを目的に老人福祉法に基づいて発展をしてきたものであります。 

 現在、高齢者に対するホームヘルプサービスや福祉施設の利用など、具体的なサービスの

多くは平成12年に導入をされました介護保険制度のもとで実施をされてきて、国民生活の定

着が進み、利用者数も増加の一途をたどっておりますが、その一方で、介護保険制度の持続

可能性の向上や将来の認知症高齢者の増加への対応などさまざまな課題があり、平成17年か

ら18年にかけてはこうした課題への対応として、予防を重視するサービスの拡充や、認知症

高齢者に対するサービスの充実などを内容とする制度の見直しが順次進められてまいりまし

た。 

 そうした中、弥富市では平成23年３月に健やかで優しい弥富を基本理念とした第５期介護

保険事業計画を策定いたしました。この計画では、高齢者ニーズに応じた医療、介護、予防、

住まい、生活支援の各サービスを適切に組み合わせて提供をすることで、高齢者がいつまで

も住みなれた地域で安心して暮らせるまちを目指した地域包括ケア体制の整備を基本施策と

して掲げております。 

 さて、ことしはかなり猛暑の夏になるとは予想されておりましたが、甲府市や四万十市で

の40度を超える記録更新は、まさに日本は亜熱帯に属するのではないかと思い知らされるほ

どの大変な猛暑が続きました。滴り落ちるような熱風列島で悲惨な事件が続いたのでありま

す。８月12日、東京港区の民家で発見をされた脱水症の87歳の父親と熱中症で死亡された78

歳の母親、そしてその２階には89歳の父親の兄が腐敗をした状態で発見をされたという事件、

母親が認知症の父親と足の不自由な父親の兄の世話をしていたという老老介護の悲惨さが浮

き彫りになりました。また、ことしの２月、奈良県大和郡山市の市営住宅で96歳の夫が寝た

きりの91歳の妻の首を絞めて殺害をした事件も記憶に新しいのではないでしょうか。妻が施
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設に入所することを拒み、夫が自宅で介護を続けてきました。しかし、100歳を間近に控え

て自身の体力も限界になり、妻との行く末を悲観して一緒に死のうと犯行に及んだといいま

す。このような悲惨な結末を迎える事件は後を絶ちません。 

 このような悲惨な事件が未然に防止できるように2012年４月から第５期介護保険事業が実

施をされているはずであります。その柱となるのは住みなれた地域で介護や医療、生活支援

などを受けることができる地域包括ケアシステムの確立であります。主に在宅の要介護高齢

者が24時間365日を通し、30分以内に駆けつけられる日常生活圏域での介護、医療、生活支

援などの各種サービスを受けることができるようにするのが地域包括ケアシステムの狙いで

あり、高齢者の生活を地域で支えるシステムであります。そのために、必ずしも介護保険の

保険給付だけでは十分ではないことから、まず高齢者のニーズに応じ、１つ目に住宅が提供

されることを基本とした上で、高齢者の生活上の安全・安心・健康を確保するために、２つ

目に独居や夫婦２人暮らしの高齢者世帯、あるいは認知症の方がいる世帯に対する緊急通報

システム、見回り、配食等の介護保険の給付対象でないサービス、３つ目に介護保険サービ

ス、４つ目に予防サービス、５つ目に在宅の生活の質を確保する上で必要不可欠な医療保険

サービス等、以上の５つを包括的に提供していくという考え方が示されております。これに

より高齢者が住みなれた地域で医療や介護を受けながら、安心して暮らしを続けることがで

きる体制の構築を目指しております。 

 そこで以下、弥富市の地域包括ケアの取り組みについて伺ってまいります。 

 まず初めに、地域包括支援センターの現状と課題、ケアマネジャーが担う医療と介護のコ

ーディネート等その取り組みについて、市にお伺いをしたいと思います。 

○議長（佐藤高清君） 佐野介護高齢課長。 

○民生部次長兼介護高齢課長（佐野 隆君） それでは、堀岡議員の御質問にお答えいたしま

す。 

 地域包括支援センターは介護保険法に規定された機関でありまして、地域住民の心身の健

康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、地域の住民の保健医療の向

上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的として、包括的支援事業を地域において一

括的に実施する役割を担う中核的機関として設置されているものと規定されております。弥

富市はこの機関を海南病院に委託しております。 

 業務は、介護予防ケアマネジメント業務を初めとする包括的支援事業、２つ目に地域ケア

会議を初めとする多職種協働による地域包括的ネットワークの構築、それから３つ目に指定

介護予防支援事業、４つ目にその他介護予防事業のうち、２次予防事業対象者の把握に関す

る事業や介護予防に関する普及の啓発などを行う事業を持っております。 

 平成24年度の実績でございますが、介護保険利用援助を中心とした総合相談支援事業では、
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延べ1,012件、権利擁護業務では延べ98件、介護予防ケアマネジメント業務では、延べ3,466

件となっています。弥富市では包括支援センター事業を海南病院に委託しているため、包括

支援センターのケアマネジャーさんは入院患者の生活の悩みや、退院を控えての在宅生活の

相談などを通じて、在宅での介護保険の適切な利用を相談することなど、患者さんには心の

支えとなっていると思います。 

○議長（佐藤高清君） 堀岡議員。 

○１０番（堀岡敏喜君） 市としては海南病院に委託をされておられるわけですけれども、実

務業務に関しては委託先の海南病院さんにその責任と言ったらあれですけれども、実務的な

ものもあると。 

 ただ、でも市民に対しての地域包括という意味でのサービス事業の展開というのは、市に

あるわけですよね。よく問題にされますのが、私どもが通常の議員活動の中で、いろんな御

質問をお受けするわけですけれども、病院を通して介護が必要になったという方はそのまま

地域包括支援センターが海南病院にあるわけですから、すごいスムーズに進んでいくわけで

すけれども、例えば在宅で急に倒れられたとか、違う病院に行かれた方であるとか、そうい

った方がすぐさま介護のほうの相談ができるようなシステムというのが大事じゃないかと。 

 違う地域でのアンケートがあるんですけれども、22年度介護保険に関するアンケート調査

というのがございまして、地域包括支援センターの認知度というのがありまして、知らない

というのが51.9％と半分以上知らないわけですね。聞いたことはあるがどのようなところか

は知らないというのが21.7％。ですから、市民の方の世帯というか人口で言いますと７割ぐ

らいの方が実は御存じない。それに直接かかわる方に関しては、よく知っているというのが

14.6％、これが弥富市にそのまま当てはまるかどうか定かではないと言いましても、少なく

とも私ども個人で議員の活動の中で御相談を受ける中で、包括センターがあるんですよと、

そういうことを相談されるといいんじゃないですかというようなことを言ったことは幾度と

なくございますので、問題はまず周知ですね。こういった介護のことについて相談をするに

は地域包括支援センターがありますよということの周知と、またもう１つは生活圏域でいわ

ゆる中学校区に１カ所あるというのが理想だということを言われているんですけれども、こ

の辺のことは弥富市では、例えば違う場所に窓口としてあるとか、海南病院の中に１カ所と

いうわけじゃないんですよね。その辺をちょっとお伺いしたいんですけど、周知のこととあ

わせてお願いをいたします。 

○議長（佐藤高清君） 佐野介護高齢課長。 

○民生部次長兼介護高齢課長（佐野 隆君） それでは、先ほどお答えしましたように、地域

包括支援センターは海南病院に委託しております。地域包括支援センターとしては弥富市に

１カ所です。職員は臨時職員を含め８人体制となっていますが、この包括支援センターは、
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ブランチ方式、枝分かれというんですけど、ブランチ方式の窓口として総合福祉センター内

の社会福祉協議会なでしこ指定居宅介護支援事業所と、十四山総合福祉センター内の十四山

居宅支援事業所に包括支援センターとしての相談窓口を設けております。ブランチ方式です

けれども、枝分かれという意味ですけどね。市民の方の窓口としては、実質は３カ所になり

ます。 

 周知に関しては、ことし２月の広報で周知しておりますし、弥富市のホームページにも掲

載しております。しかしながら、議員の言われるように、まだまだ包括支援センターの名前、

その受け持つ業務など、多くの市民が知らない状態にあると私も考えております。 

 今後の周知の方法に対しては、多くの市民の方々が集まる集会、例えば福寿会とか女性の

会とかＰＴＡとかというような市民の方が多く集まる集会などを利用して、身近なところで

周知をする必要があろうかと考えております。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 堀岡議員。 

○１０番（堀岡敏喜君） これから社会全体で抱えていかなければならないという問題でござ

いますので、市民としては当然何かあったときに御相談できる、すぐ行けるように周知を徹

底していただきたい。 

 おとといの初日の議会でも弥富市の情報発信というところで、横井議員と平野議員が御質

問されていまして、ちょっと苦言を呈したいと思うんですけれども、当日夕方ぐらいに弥富

市にも暴風警報が出ました。本来、去年の９月からツイッターというのを始めていただいて

います、アカウントでね。防災で役立てるようにということで一応うたっていますよね。ア

カウントの紹介のところにね。それが結局生かされてない部分というのがあると思います。

もちろん広報がどれだけの人に見られているのかというのもわかりません。これもアンケー

トをとればわかることかもしれませんけれども、あらゆる手だてを使って市民に伝えていく

というもの、常に発信をしていないと見る人も当てにしなくなっちゃうんですよね。ですの

で、ぜひ有効活用、僕はツイッターばかりが主ではないと思いますよ。ただ、でも市として

の何か情報を発信するということに関しては、ありとあらゆるものを使って情報を発信する。 

 ちょっと余談ですけれども、岐阜県に関市というところがございます。ここは各課にツイ

ッターで言うならば公式のアカウントを持っていらっしゃる。各課で何か１つ情報を発信す

る。弥富市のホームページで言えばお知らせの項であるとか、募集の項とかありますよね。

あれが関係する課が、もちろん市としてはお知らせとして流すんですけれども、各課が情報

を発信する。そういうことも考えていかなきゃならないんじゃないかなと。各課の情報を発

信しているという上での責任も自覚もつくと思いますので、ぜひこれは、通告しておりませ

んので要望しておきます。 

 続いて、質問を続けさせていただきたいと思います。次の質問に移ります。 
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 24時間対応の定期巡回、随時対応型訪問介護看護サービスが今後の地域包括ケアシステム

の中核の部分を担う仕組みとして期待をされております。要介護高齢者の方が病気になり、

病院に入院しても病状が回復をすると、次は入所する介護施設を探さなくてはならないとい

ったケースも目立ちまして、高齢者や家族の負担は大きくなります。また、特別養護老人ホ

ームの入所待ちは現在全国で42万人に上っており、多くの人が在宅で介護を受けざるを得な

いのが実情であります。弥富市にも何十人かいらっしゃると思います。巡回による訪問介護、

看護における問題点の認識と弥富市の今後の取り組みについてお伺いをしたいと思います。 

○議長（佐藤高清君） 佐野介護高齢課長。 

○民生部次長兼介護高齢課長（佐野 隆君） 24時間対応の定期巡回随時対応の訪問介護、そ

れから看護サービスでございますが、平成24年度から国の第５期介護保険事業計画で位置づ

けられました。 

 このサービスは、重度者を初めとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間

を通じて訪問介護と訪問看護を一体的に、またはそれぞれが密接に連携しながら定期巡回訪

問と随時の対応を行うサービスでございます。 

 この事業の実施は、本年３月末の現在でございますが、３月末現在で全国で150の保険者、

292の事業所が行っております。愛知県では８保険者、15事業所が実施しております。国で

はまだまだこの事業の参入が少ないということで、普及促進を呼びかけております。民間調

査の結果ですが、未参入の事業者のその理由として、夜間・深夜の対応は日中と比べ対応件

数が少なく、利用者からのコールも少ないということで、多くが採算性を上げております。

小さな市町村でこの事業の事業所参入を図るのは、なかなか難しい問題であろうかと考えて

おります。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 堀岡議員。 

○１０番（堀岡敏喜君） 課長、現時点では難しいということですね。 

 今の現段階で弥富市で在宅介護をされている方で、そういう要望をお聞きしたという実情

はないですか。 

○議長（佐藤高清君） 佐野介護高齢課長。 

○民生部次長兼介護高齢課長（佐野 隆君） いろんな御要望というのは、私どもの介護保険

の担当課のほうには入ってはまいりません。 

 しかしながら、やはり潜在的な御要望というのは、ケアマネジャーさん方がいろいろな情

報の中で、やはり夜というのはおむつがえといったものは対象外というか、出てこられませ

んので、私自身も親の介護をしたときに、やはり夜というのは一つの問題でありましたので、

そういう要望はあろうかと思います。 

○議長（佐藤高清君） 堀岡議員。 
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○１０番（堀岡敏喜君） 実際、事業所にないと、やるところがないと市としてもなかなかで

きないという部分がありますので、今後、団塊の世代が順次高齢者の仲間入りをしていく。

後には私どもも近い将来、そうなっていくわけですけれども、問題なのは市がいかに実態を

常々把握していくことじゃないかな、そのように思います。必要な時期が来たら、確かに事

業所のほうも人材の確保であるとか、そういったことが重要になってまいります。 

 有識者の会議では、ある意味要介護３以上の中・重度者が15人以上利用者としてないと、

採算性はとれないだろうと。これは現実の話ですので、介護する人の給料も払えないんじゃ

あ、ますますそれはバランスのいい事業とは言えない。大事なことは先ほども言いました自

治体の取り組みとしては、事業の内容をしっかり周知をしていただいて、経験をされた課長

がいらっしゃるんであれば間違いないと思いますけれども、常々の実態を把握していくこと

が大切かなと思います。 

 それでは、次の質問に移ります。 

 認知症予防と早期発見についてであります。６月議会では三浦議員も御質問されたものと

ダブるかもしれませんけれども、よろしくお願いいたします。 

 介護を必要とする認知症の高齢者が急増をする中、全国に先駆けて認知症の早期発見、早

期対応に向けて訪問支援に力を入れている福井県若狭町の取り組みが注目を集めております。

病院と地域包括支援センターによる連携で、認知症に関する地域理解や予防に努めておられ

ます。ここでその取り組みを一部御紹介したいと思いますが、記事を読みますので、敬称が

なくなりますので御了承ください。 

 訪問支援で早期発見、出前講座で住民理解も。11年で入院患者が２割減という題名であり

ます。きょうが何日か分からなくなることはありますか。もう年だから、時々忘れるね。福

井県若狭町に住む75歳の男性は、看護師の問いかけに笑顔で応じていた。これは認知症早期

発見のための訪問調査の一場面であります。同町の地域包括支援センターは、隣町の敦賀市

にある認知症疾患医療センターと協力をし、認知症に関する早期支援体制を構築している。

訪問支援は65歳以上を対象として、看護師が専用のチェックシートをもとに記憶力や食生活

などを調べ、高齢者の健康状態を確認している。同センターの高島久美子さんは、これは看

護師の方ですけれども、認知症の疑いのある人には、家族に調査結果や気づいた点を説明し、

受診を促している。早い段階で診察を受ければ、認知症の進行をおくらせることができると

話す。また、訪問支援を受ける側にとっても、自分でも気づかないうちに認知症になってい

るかもしれないから安心できる、ありがたい取り組みだと好評であります。さらに同居する

家族に対しては、認知症の対処法をアドバイスしている。高島さんは身内が認知症を発症し

ても、けんかなどせず、家族間で良好な関係性を保つことが症状の安定につながると指摘を

する。 
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 一方、地域の理解を広げる取り組みとして、同町は集落ごとに行う出前講座やコミュニテ

ィづくりも進めている。健常者より軽度認知障害ＭＣＩの人が認知症になる確率が10倍も高

い。だからこそ、ＭＣＩの段階で対応することが大切と強調をする。以上が記事の内容であ

ります。 

 認知症という言葉自体は、病名ではなく、特有の症状を示す状態を総称する言い方であり

ます。認知症を引き起こす病気は細かく分類をすればたくさんございますが、圧倒的に多い

のは、アルツハイマー病と脳血管障害の２つであります。もともと日本では脳血管性認知症

のほうが多かったようですが、最近はアルツハイマー型認知症が半数以上を占めるようにな

ったとされております。調査では、おかしいと気づいてから医療機関に相談するまでに約７

割の家族が２年以上かかっているとも報告をされております。認知症に関する地域理解や予

防について、弥富市としての取り組みを伺いたいと思います。 

○議長（佐藤高清君） 佐野介護高齢課長。 

○民生部次長兼介護高齢課長（佐野 隆君） 弥富市では認知症及び認知機能が低下している

方、自立度２以上の方ですが、平成23年度に海部南部広域事務組合の審査した介護認定申請

書に添付される医師の意見書に記載された調べではございますが、23年度末で認知症の方と

いうのは626名となっています。 

 認知症に関する国の取り組みは６月議会で三浦議員にお答えしましたが、平成24年９月に

認知症対策の推進５カ年計画（オレンジプラン）を平成25年から29年度までの計画として公

表いたしました。弥富市では国の示したオレンジプランで認知症サポーターでございますが、

24年11月では841名、キャラバンメイトは現在10名見えます。その方々はこういったオレン

ジリングというものを持っております。また、地域包括支援センターの事業で認知症サポー

ター養成事業を24年度は２回実施しています。年輪の集いであったり、企業であったりとい

うことでございます。 

 さらに今年度６月の認知症状の諸事例検討会、参加者は医師９名、薬剤師９名、行政４名、

ケアマネジャー26名、地域包括支援センター７名、海南病院３名、計58名ということで検討

会を実施し、今後もこのような検討会というものに取り組んでいこうかと考えております。 

 認知症あるいは軽度の認知症と判断された方は、まず自分自身の状態に非常に不安を覚え

るといいます。そういった方々を、医療、介護、地域が一緒になったこの方々を支える受け

皿をしっかりと確立することが急務と考えております。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 堀岡議員。 

○１０番（堀岡敏喜君） 課長のおっしゃるとおりだと思います。また、国の施策でもあるオ

レンジプラン、またキャラバンメイト等でそういうところに自身がしっかり知識を得よう、

早期発見に努めていこうという一つの試みというのは、地域のために貢献をしていこう。ま
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た、先ほどの防災のことで言えばコーディネーターであったり、防災リーダーであったりす

ると思う。 

 要は、地域社会がこういう問題も社会問題なんだと、知っていて当たり前なんだというと

ころまで認知をしっかりしておかないと、その中で特に一番なるのが嫌なのは、その御本人

だと思いますし、御家族もつらくなってしまう。早期発見が治療につながるのであれば、受

け皿をしっかりしていただくことと同時に、しっかりどういうものなのかというところを早

期発見できるような、常にアンテナを張っておくことが大事なんじゃないかなということで、

認知症の地域理解と予防の啓発に役立つツールを御紹介したい。御提案をしたいと思います。

これは大変失敗をいたしまして、私皆さんにお配りする資料を自宅に忘れてきてしまいまし

て、大変申しわけないんですが、言葉だけでお話をさせていただきます。 

 きょうは健康推進課長もいらっしゃいますんでよく御存じかと思いますけど、３月議会で

提案をいたしました鬱の予防のために簡易的な自己診断ができる「こころの体温計」という

のを御紹介させていただきました。これはさまざまな設問に応じて答えていただくと、心の

状態というのが金魚鉢、割れた金魚鉢、水が濁っていたり、金魚がけがをしていたり、そう

いうので状態がはかることができる。はかった上で、例えばちょっと相談したほうがいいで

すよとか、疲れていますねとか、そういう自己診断ができるようなやつを早くやっていただ

きたいんですけど、まだ推進課長のほうから何の音沙汰もないんですけれども、また市長、

よろしくお願いいたします。 

 それと同じバージョンで「これって認知症？」というのが実はあります。これは佐野課長、

やっていただいたと思いますけど、ちょっと危険な数値が出たと言って恐れていらっしゃい

ます。要は、最近御家族の方でも、また御本人でもいいんですけれども、心配があればすぐ

病院に通ってほしいというのが一番そうですけど、最近物忘れが激しいとか、同じことを何

回も言うとか、自分は言っているつもりはなくても家族に聞いたら３回も聞いたとか、そう

いう話が僕でもあるんですけれども、実際は。これは年齢関係なしにやはりあるそうです。

ですから、そういうことを気軽にはかれるツールとして「これって認知症？」というツール

をぜひとも健康推進課長もいらっしゃるので、こころの体温計とあわせても結構ですので、

地域理解と予防の啓発のためにぜひとも御提案をしたいと思います。認知症は早期発見、早

期治療が大切であります。原因によっては治る認知症もございます。症状の進行をおくらせ

ることもできます。そして、何よりも御本人や御家族に余裕が生まれます。弥富市としての

見解を伺いたいと思います。 

○議長（佐藤高清君） 佐野介護高齢課長。 

○民生部次長兼介護高齢課長（佐野 隆君） 危険な数字が出たということです。 

 認知症は決して自分や家族に関係のない病気ではないということ。それから、認知症の有
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症率が厚生労働省の調べでは65歳以上では15％となっておりますが、85歳以上を見ますと

40％を超えるとしています。平均寿命が男性79.94歳、女性で86.41歳を考えれば、認知症と

いう病気の知識は必要と考えております。したがって、認知症の早期発見につながる知識の

啓発などは市として大事なことだと考えております。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 堀岡議員。 

○１０番（堀岡敏喜君） 大事なことだということなもんで、検討していただけるということ

で、課長、よろしいんでしょうか。 

 私は思うんですけれども、私もことしで49になるんですけれども、あと11年もすれば60に

なって、20年もすれば70になるわけですよね。でも、自分って結構まだ二十とか30ぐらいの

気持ちでおったりもするわけですよ。私が地元でおつき合いをする方も60半ばであったり、

70であったりする。気心が知れてきますと年がわからなくなってくるぐらいざっくばらんに

なってくるわけですけれども、でも年をとれば足腰が弱くなっていくのは当然でして、気が

つけば先ほども言ったように何回も同じことを言ってみたり、持ってきてへんのに持ってき

たのに忘れたと言ったり、そういうことがまま出てくるわけです。そういうことに早く気づ

くことが認知症の予防にもつながりますし、できれば生涯ならずに家族のもとでみとられる

というような人生を送りたいと、僕自身はそう思っているわけですけれども、そのためには

食生活であるとか、日ごろから気をつけるという統括する本人御自身と御家族とケアしてい

く必要がございます。こういう啓発のために、ぜひ「これって認知症？」と、これがなけれ

ばいけないというわけじゃないんですけれども、ぜひ一遍皆さんやっていただいて、これは

いいなと、いいなということはないでしょうけど、多分不安になることのほうが多いと思う

んですけど、ぜひ体験をしていただきまして検討していただきたい。費用としては、初期導

入が30万弱でしたかね。年間の維持費用というのが３万円弱だということでした。ちょっと

前にやっておけば県の補助事業でできたんですけれども、今はちょっとできませんので、市

長、またよろしくお願いします。このことでは答弁を求めません。 

 次の質問に移ります。 

 地域包括ケアシステムは地域のさまざまな人が参加をしたまちづくりという側面があり、

地域の力量が問われるとの指摘もございます。８月上旬に発表された社会保障国民会議報告

書では、介護保険の利用者が想定を上回るペースでふえ続け、財政を圧迫している問題に対

応し、要支援向けのサービスを介護保険から市町村が独自に手がける事業に移すことが示さ

れております。要支援は介護が必要な度合いに応じた７段階の認定のうち、比較的軽い２つ

の区分で介護が必要と認定をされた533万人のうち140万人が該当をいたします。サービス内

容は、掃除や買い物など身の回りの世話が中心で、提案はこのサービスを介護保険から切り

離し、市町村が受け皿となって地元のＮＰＯやボランティアも活用してコストを抑えるやり
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方を想定しております。 

 現在の日本は、明るさが見え出したとはいえ、長引く景気の低迷と少子・高齢化、人口減

少社会の中で、地域での課題解決が個人の生活の安心・安全に大きく影響するようになって

きております。地域の取り組みが進まなければ、どこの地域も厳しい状況に直面することは

避けられません。防災しかり、防犯しかり、自助、共助、公助を幅広い視点で見れば、さま

ざまな課題の解決には人と人とのつながりが最も大切であります。冒頭にも紹介しました悲

しい事例のほかに、深刻な社会問題となっている高齢者への虐待があります。暴力行為によ

る身体的虐待のほか、年金などを勝手に使う経済的虐待、無視や暴言といった心理的虐待、

さらに日常の介護や世話の放棄、さらには死亡した親の放置事件など、その形態はさまざま

であります。こうした問題の解決に向けて、2006年４月から高齢者虐待防止法が施行をされ

ております。しかし、そうした問題の背景には、結婚していない娘、結婚ができない息子が

親を介護しなければならない実態があり、娘や息子が定職を持たず、経済的にも追い込まれ

ている現実があります。特に高齢者に対する虐待の加害者は、男性が７割近くで、息子が４

割以上であります。男性が介護という営みに弱く、虐待の危険に近いことを物語っておりま

す。男性介護者には相談できる相手や環境など、一層の配慮が必要であります。こういう部

分でも周知の徹底が必要だということが言えます。高齢社会は介護者が幸せでなかったら、

要介護者も幸せにはなれません。そのためにはワーク・ライフ・ケア・バランスが必要であ

ります。大介護時代は人間の命を支える総力戦が必要です。そのキーワードは地域でありま

す。地域による支援は無縁社会を有縁にする希望の星なのであります。 

 最後の質問でございますが、地域包括ケアシステムには医療や介護など専門家以外にも地

域などからの幅広い支援が欠かせません。地域力、住民力を生かした取り組みについて、お

伺いをいたします。 

 弥富市では地域力を生かした取り組みとして、弥富市支え合いセンター事業を立ち上げ、

この10月から事業を開始すると伺っておりますが、この事業の狙い、現在の状況、今後の展

望についてお伺いをしたいと思います。 

○議長（佐藤高清君） 佐野介護高齢課長。 

○民生部次長兼介護高齢課長（佐野 隆君） それでは、地域包括ケアシステムにつきまして

は、先ほど堀岡議員が質問の中で説明されましたので、その分については割愛をさせていた

だきます。 

 現在、弥富市が進めている弥富市支え合いセンター事業は、この施策に大きくかかわって

くると考えております。弥富市支え合いセンター事業を説明させていただきます。 

 先ほども言われましたように、10月から開設予定でございますが、その事務所の場所は弥

富市総合福祉センター内に設けます。担当は介護高齢課となってくるわけでございますが、
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その事業の内容でございますが、支援を必要とする要介護高齢者や、それから要介護の認定

申請中の方、それから高齢者のみの世帯の方、それから支援を必要とする高齢者の方、それ

から障害のある方などですが、この方が利用会員として登録いたします。また、有償ボラン

ティアとしてその方々を支援したい人々が協力会員として登録をいたします。このサービス

というものの内容は、介護保険や障害者総合支援法の施策の対象とならない支援ということ

で、１時間当たり700円、時間外800円、ごみ出し100円といったように有償で展開するもの

でございます。この分については、先般市内の各戸に配付されたＰＲのチラシというので御

承知だと思います。具体的には、買い物の付き添いであったり、医療機関への通院の付き添

い、待ち時間の付き添いといったもの、それから犬の散歩などもそういったいろんな日常生

活の中で発生するであろう介護保険や法で補えないサービスを提供するものでございます。 

 現在ですが、昨日ですが協力会員が五十数名、それから利用会員が二十数名となっており

ます。10月になれば、利用会員の数が大きく伸びてくるだろうと考えております。以上でご

ざいます。 

○議長（佐藤高清君） 堀岡議員。 

○１０番（堀岡敏喜君） お話を聞いていると、そんなに難しいシステムではなくて、いわゆ

るファミリー・サポート・センターの介護バージョンみたいなとらまえ方でよかったのかな

と思います。 

 大体４年ぐらい前からいろんな地域でふえ続けます介護保険給付の財源を何とか抑えよう

ということで、隣の津島市なんかですと介護ボランティアポイント制度というものも控えて

おります。今の内容を聞いていますと、弥富市の行う弥富市支え合いセンター事業のほうも

同じ志向のものではありますけど、内容はちょっと違いますよね。かなり内容ですと踏み込

んだ生活の支援みたいな形で出てきます。これも一番理想な形というのは、本来かなりお年

なんだけれども、私はまだ手伝いたいわという人がふえて、これが介護の予防につながって

いくこと、これが狙いではあると思いますし、介護保険事業の部分を本来であれば保険を使

うところだけれども、そうじゃなくて有償ボランティアを利用していただく。この輪が広が

っていくことが一つの給付の市としては財源的な縮小にもつながるでしょうし、また生きが

いを見つけることで、先ほども言いました介護予防にもつながっていくだろうと、そういう

ふうな思いがあると思います。 

 ですので、ただかなりやるほうも有償ボランティアで多少なりのものをいただきます。介

護ボランティアポイント制度ですと、どれだけ手伝っても上限が実は決められておりますね。

ある程度ポイントがつくんだけど、私は要らないわということで、いわゆるボランティアと

いうところがすごい意味合いが強い部分があります。こちらのものも１時間でこの表を見ま

すと大体700円から800円、１回の事業ではという形でわかりやすいんですけれどもね。要は



－１６４－ 

手伝ってほしい人、お願いをしたい人がある程度金銭的なものがかかってしまうということ

ですよね。全員が全部受けることができないわけですので、このあたりを今後どうしていく

のかというところが一つの課題ではないかなとも思います。 

 ただ、私がいいなと思うのは、介護といいますと介護ボランティアポイント制度は介護に

固執してしまうわけですよね。この支え合いセンターの、私は肯定して話をさせていただき

ますけど、いわゆる障害のある方であるとか、そのほかにも登録さえしておけばおひとり住

まいの高齢者でなくても何かお願いができると。そういう意味では、地域のつながりができ

ていくのじゃないかな。これは市が今のところは主であっていただいておるわけですけれど

も、せめてそれがコミュニティタイムになり、また町会でこれが下へおりていくということ

が理想じゃないかなと思います。そんなふうなあれでよろしいんですか。市長が答弁なさる

そうです。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 堀岡議員にお答え申し上げます。 

 地域支え合いセンターという形の中で、この10月からスタートするのは先ほど課長が答弁

させていただきました。 

 それぞれの自治会においてもその機運が高まりつつありまして、大変私としてはうれしく

思っておるところでございます。かおるヶ丘地区におきましては、本当にお隣の人に対して

私たちの自治会が何がお世話できるんだろうというようなことがそれぞれの自治会の役員さ

ん等がお考えをいただき、経費的には安くしていただいているというようなこともございま

す。こういったことがほかの自治会のほうにも新たな支え合いという形の中で出てくるとう

れしいなというふうにも思っているところでございます。 

 先ほど議員がおっしゃいましたように、新しい介護保険制度という状況の中で、要支援

１・２の方、そして３以上５の方ということに対して、国のほうもどうも分離をしてくると

いうようなことで、大変私たちとしても市町村の役割が非常に大きな役割としてなってくる

わけでございますので、そういった形の中で市民の皆様にもそういった形でボランティア的

にお手伝いをいただくと大変うれしく思っておるところでございます。 

○議長（佐藤高清君） 堀岡議員。 

○１０番（堀岡敏喜君） 多くの方には参加をしていただいて、一番支え合う部分が広がって

いくためには、先ほども言いましたが、やはり周知だと。周知は周知でも、これをやってい

ますから募集しますということだけじゃなくて、今回、国が2015年までにこの形をつくろう

と、国民会議で決まったことをいろんな新聞がある意味負担を倍増させただけじゃないかと、

そのようなネガティブな報道もあるわけですけれども、実際に高齢社会、少子・高齢化とい

うのは続いていくことが現実の話として、この間も、去年なのかな、京都のほうで自分のお
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母さんとお父さんを介護しなきゃならない50代の男性が、お父さんは先に亡くなっちゃった

んですけど、お母さんを介護するために仕事が続けられなくなった。お母さんの年金もある

んだけど、自分の体が要るということで、会社を退職され失業保険で暮らされていた。だけ

ど、失業保険って切れますよね。３カ月、６カ月で切れちゃいます。いよいよ苦しくなって、

いろんなところに相談に行くんだけれども、なかなか自分ではらちが明かないという部分が

あって、とうとうお母さんを殺して自分も死のうと。京都の話ですけど、自分も自殺したん

だけれども、結局自分は助かっちゃって、本当に悲しい事件だったわけですけど、この介護

のシステム、この支え合いもそうですけど、これがしっかり構築をされないと、いわゆる介

護にかかわる家族とか、今の現役世代がそれにかかわらなきゃならない、そうなってしまい

ます。 

 そうなってしまうと、仕事をやめるようなことになりますと、自治体からしたら納税者を

失うことになる。結局、悪循環に陥ってしまう。このことをしっかり地域に知っていただく

ということが私は自治体また行政に携わる者の一つのものかなと。 

 ただ、それをこうしなきゃならないというわけじゃなくて、こうしたら乗り切れるという

ひとつ前向きな姿勢の発表であっていただきたいと思いますし、ちょっと明るくなるような、

そういう展開を弥富市、またこれからの国の施策には期待をしたいと、そういうふうに思い

ます。まだ、この支え合いセンターはいろんな内容、これからの広がり、展開が僕は期待で

きると思いますし、また今後議会の中でも進捗をお伺いしていって、弥富市としてどういう

成果があって、どういう展開をされていくのか、しっかり見守っていきたいとも思っており

ます。しっかり事故のないように、顔の見える地域ですので、いろんなことも考えられます

が、ここで一つ一つ言っても仕方ないもんですから、大成功といいつながりが広がっていく

ことを期待しまして、私の質問を終わりたいと思います。 

○議長（佐藤高清君） 次に伊藤勝巳議員、お願いします。 

○１番（伊藤勝巳君） １番 伊藤勝巳、通告に従い２点ほど質問いたします。 

 １点目に、熱中症対策について質問をさせていただきます。 

 今年度は特に暑い日が日本中、全国的に続き、メディア報道されて毎日流れている中、群

馬県館林では３年前より熱中症対策に取り組まれて、今年度は25年度死亡者ゼロを達成され

ているという報告がございました。この市では防災無線がないため、市の広報車を１日２回

市内を巡回し、成果を上げたことを電話にて市担当者より報告を受けておりました。参考資

料としては、インターネットで取り出してくださいとの回答でございました。ここに参考資

料を提示いたします。これは推進課長に提供しますので御検討ください。 

 ということで、弥富市としては７月中旬に午前11時と午後２時の２回に防災無線を使って

対応されましたが、土・日の放送がされていませんでした。そのされていなかった理由につ
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いて、またお聞きをさせていただきます。 

 ８月に入り、暑い日が続いたので、担当課長に１日２回の放送をお願いしましたが、要望

者私に対して相談もなく、１日１回午後２時の放送をしたが、近隣の町村では１日２回放送

されているので、弥富市としてはなぜ１回しかできないのか。１回に決定された理由を説明

ください。また、９月議会１日目に熱中症対策についての回答があり、重複回答になると思

いますので省きますが、再確認のため消防署の放送、救急搬送は41名と報告されましたが、

残念ながら亡くなられた方は１人もなかったのか、回答ください。 

             〔発言する者あり〕 

○１番（伊藤勝巳君） 41人の中にですね。 

 市民の皆さんの声を代表して行政に求める課題として要望しました事案に対して、議員と

行政側担当者との話し合いの上、市民のために解決できるよう双方が努力することを要望い

たします。 

 熱中症は死に至る病気であります。このため、今後の対応策の回答を求めます。担当課長

に説明願います。 

○議長（佐藤高清君） 服部健康推進課長。 

○民生部次長兼健康推進課長（服部 誠君） 御質問にお答えします。 

 議員が言われますように、熱中症対策として７月10日から７月31日までの１日２回、同報

無線により市民の方へ注意を呼びかけました。また、テレビ、ラジオ及び新聞等により、毎

日のように報道もされております。このようなことから、市民の方へ熱中症の危険や対策等、

一定の周知はできたと考えております。 

 しかしながら、８月中旬に気温の上昇に伴い、熱中症の危険も非常に高まることから、８

月12日から８月20日までの１日１回午後２時に注意を呼びかけました。 

 ことしの夏は気温も非常に高く、蒸し暑く、８月18日現在の速報値で全国で前年同期の

1.35倍の４万7,418人の方が熱中症で救急搬送されています。弥富市としても、熱中症の危

険や対策を市民の方に知っていただくため、同報無線を通じて注意を呼びかけましたが、一

方で同報無線による苦情もありましたということでございます。ことしの夏、弥富市で搬送

された方の中で亡くなられた方が見えるかということですけれども、亡くなられた方は見え

ません。 

 それと、土・日放送をなぜしなかったかということでございますが、土・日につきまして

私どももＷＢＧＴという暑さ指数、これは気温と湿度によって国のほうがやっているＷＢＧ

Ｔという速報値があるんですけれども、これに基づいて放送のほうも流させていただいてお

りまして、土曜日・日曜日につきましてはこちらのほうも管理ができないということで、そ

のときは放送をしておりませんでした。以上でございます。 
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○議長（佐藤高清君） 伊藤議員。 

○１番（伊藤勝巳君） １日１回の放送に対して、どうしてそういうことになったのかという

ことを私は質問をさせていただいておるんですが、回答になっていないと思います。 

○議長（佐藤高清君） 服部健康推進課長。 

○民生部次長兼健康推進課長（服部 誠君） 先ほども触れさせていただいたんですが、当初

７月10日から31日までは１日２回行っておりまして、その期間行っておりまして、市民の方

にも熱中症について認識が高まったということと、それからテレビ、ラジオ、新聞等で毎日

のように放送されておりまして、それで８月の中旬、８月からについてはそういう認識のも

とに１日１回ということで同報無線のほうを流させていただいたということでございます。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤議員。 

○１番（伊藤勝巳君） 今回答の中で、１日１回にされた理由を私は聞いているんですが、そ

れは市長に報告がございましたか。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） １日１回に対して、今答弁はさせていただきました。 

 そして、私と一緒に８月12日からは１日１回にしていこうということにつきましては、私

自身が判断をさせていただきました。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤議員。 

○１番（伊藤勝巳君） １日１回ということで、市長が決定されたことに関しては異論は申し

ませんが、やはり市民の方からは１回では聞いてない人もおるんですよ。途中から聞いて、

何をしゃべっているんだということもあるということで、できるだけ、少なくとも２回は放

送をしてもらえんかなという要望が市民からございますので、要望として受けとめてくださ

い。 

 それからあとは、今後の対応の仕方によって熱中症対策についての資料をお渡ししました

ので、これが無にならないように一言つけ加えます。それを資料に御検討願います。 

 そして、次の質問に移らせていただきます。 

 風水害対策についてでございますが、海抜ゼロメートル標示を市民の皆様にお知らせする

標識を中電の電柱を利用しての掲示板の設置について、市民のために今後の対策をどのよう

にとられるのか、お聞かせください。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤防災安全課長。 

○総務部次長兼防災安全課長（伊藤久幸君） お答えいたします。 

 同様の御質問を昨年の６月議会でもいただきまして、そのときに御答弁させていただきま

したが、繰り返すこともあるかと思いますので、御了承願いたいと思います。 

 海抜のゼロメーター標示につきましては、現在同報無線の支柱や避難所の看板など約120
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カ所ほどに設置しております。電柱の標示につきましては、電柱の下から120センチから150

センチの間というところは使用していいということでなっております。30センチの範囲内と

いう形になっております。そういったことがございましたので、いわゆる全方標示といった

ものができずに、これは県が一つの参考ですけど、こういったような標示をするといったの

が基本的な考え方になっております。 

 標高標示につきましては、標高差のある地域、山であるとかそういうところでございます

が、そういうところでは非常に有効なことかと思います。弥富市のようにほぼ全域海抜ゼロ

メーター以下の地域では、どの場所においても安全とは言い切れないというのが現状でござ

います。標高につきましては、位置情報を知るための精度の高いＧＰＳのように簡易的に図

るものがございません。標高差がないため、10センチ単位ぐらいの精密なものが必要な当市

につきましては、測量等に多額な費用が必要になります。 

 今後設置するとするならば、木曽岬町の堤防を走っていただきますと標高標示がございま

すけど、そういった標高がある程度ある、高さのあるところに掲示させていただいて、そこ

での場所についてはある程度安全が確保できるといったところについてのＰＲに努めること

のほうが有効かと思っております。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤議員。 

○１番（伊藤勝巳君） ただいまの御説明にはちょっと納得いかんところがあるんですが、私

も伊勢湾台風の経験者でございまして、私の家の前の道路から1.8メーターから２メーター

ぐらいの水深がその当時ございましたので、その目安として一般市民より各電柱付近の目安

としての設置をしてほしいという要望がありまして、市の防災対策の一環として今後の実施

に向けて要望をさせていただきます。 

 それについては、どのようにお考えでございますか。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤防災安全課長。 

○総務部次長兼防災安全課長（伊藤久幸君） お答えにつきましては、先ほど申し上げたとお

りでございます。 

 ちなみに海抜標示でございますけれども、電柱に行っているのは海部地区では蟹江町だけ

になっております。ほかのところは設置してない。また、全くそういった標示はない自治体

もございます。 

 それから、こちらのほうで出しました緊急避難場所のマップがありまして、そちらのほう

をよう見ていただくと、大体その辺の高さというのが把握できるかと思います。 

 それと、もう少し細かいデータをお知りになりたいということでございましたら、これは

ホームページ上になってしまうんですけれども、国土地理院が出しています高さマップとい

うのがございます。それですと５メーターメッシュのレーザー測量をしたものの場所が、５
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メーター仕様ですので高い低いがありますので、正式なものではございませんけれども、そ

ういったものを閲覧することもできます。そういったことの御利用も進めていくべきだと思

っております。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤議員。 

○１番（伊藤勝巳君） 先ほどの説明の中で、1.5から1.8メーターの範囲内なら設置をしても

いいだろうということが回答されましたけど、これは今後この辺ではまだ下がっている状況

だと思いますので、やはり２メーター以上のところに水深が来ると見込まれますので……。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤防災安全課長。 

○総務部次長兼防災安全課長（伊藤久幸君） 今、高さのところで1.2メーターから1.5メータ

ーの間ということでございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤議員。 

○１番（伊藤勝巳君） 今の説明では、標識を入れても何にも意味がなくなりますので、私の

経験からいきますと地上から２メーターは水深が来ると予想されます。そこは電柱は使えな

いということになりますね。そういうことですか。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤防災安全課長。 

○総務部次長兼防災安全課長（伊藤久幸君） 繰り返しになりますけれども、標示する場合は

このような形、この地盤は海抜何メーターですよ。ですから、その部分ではなくて柱に立っ

ている道路面がどれだけだというような形の標示になります。ですから、いわゆるゼロメー

ター標示というものではないということでございます。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤議員。 

○１番（伊藤勝巳君） ゼロメーター標示というのは、今説明されたようなあれですけど、や

はり市民の方では水位がどの辺まで来るんだということの目安になるものを何とか設置して

ほしいという要望がございます。それを何とか今後の防災対策として実施に向けて考えてい

ただけませんかということで要望しておきます。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 伊藤勝巳議員にお答え申し上げますけれども、さまざまな数値が混乱

しても私は大変市民の皆様には御迷惑をかけるというふうに思っております。そうした形の

中では、私どもといたしましては海抜標示、いわゆる海抜からゼロメーターマイナスという

ような形の標示で、津波が来る高さだとか、そういうような形で標示するということにつき

ましては、これは少し慎重に考えなきゃいかんというふうに思っております。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤議員。 

○１番（伊藤勝巳君） やはりいろんな方法があると思いますが、いろんな方法が市のほうか

ら提示され、そういうようなことを考えられて皆さんに周知徹底をしていただきたいと思い
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ます。今後の実施に向けての要望とさせていただきます。 

 私の質問をこれで終わります。 

○議長（佐藤高清君） 以上で一般質問を終わります。 

 以上をもちまして本日の議事日程は全部終了しましたので、本日の会議はこれにて散会と

いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午後３時53分 散会 
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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午前10時00分 開議 

○議長（佐藤高清君） おはようございます。 

 継続議会の会議を開きます前に、１番議員 伊藤勝巳議員、２番 川瀬知之議員、３番 

鈴木議員が少しおくれるという連絡が入っておりますので、ただいまより継続議会の会議を

開きます。よろしくお願いします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（佐藤高清君） 日程第１、会議録署名議員の指名をします。 

 会議規則第88条の規定により、平野広行議員と三浦義光議員を指名します。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

日程第２ 議案第42号 弥富市子ども・子育て会議条例の制定について 

日程第３ 議案第43号 平成25年度弥富市一般会計補正予算（第３号） 

日程第４ 議案第44号 平成25年度弥富市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第５ 議案第45号 平成25年度弥富市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

日程第６ 議案第46号 平成25年度弥富市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

日程第７ 認定第１号 平成24年度弥富市一般会計歳入歳出決算認定について 

日程第８ 認定第２号 平成24年度弥富市土地取得特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第９ 認定第３号 平成24年度弥富市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

日程第10 認定第４号 平成24年度弥富市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

日程第11 認定第５号 平成24年度弥富市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

日程第12 認定第６号 平成24年度弥富市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

日程第13 認定第７号 平成24年度弥富市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

○議長（佐藤高清君） この際、日程第２、議案第42号から日程第13、認定第７号まで、以上

12件を一括議題とします。 

 本案12件は既に提案されていますので、これより質疑に入ります。 

 なお、質疑に入ります前に、本日質疑の予定のあります三宮十五郎議員から関係書類の配

付の依頼があり、これを認め、各位のお手元に配付してありますので、よろしくお願いをい

たします。 
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 まず横井昌明議員、お願いします。 

○９番（横井昌明君） ９番 横井昌明です。 

 私は、通告に従い、24年度決算について質問いたします。一般会計等決算の歳入について

お尋ねしたいと思います。 

 税の税目別徴収の状況について、24年度不納欠損額が9,936万8,696円でありました。これ

は、22年度の1,492万4,000円、23年度の1,385万6,000円に比べ、大変大きな金額であります。

その理由をお尋ねしたいと思います。 

○議長（佐藤高清君） 山守収納課長。 

○収納課長（山守 修君） おはようございます。 

 それでは、横井議員の御質問にお答えします。 

 平成24年度決算における市税の不納欠損額は9,936万9,000円であり、そのうち、処分停止

即欠損額が7,690万3,000円でありました。前年度と比べ全体で8,551万3,000円増加しており

ます。そのうち、処分停止即欠損による増加額が7,454万円で、大半を占めてございます。 

 御質問の平成24年度の処分停止即欠損額が極めて多い理由といたしましては、楠２丁目地

内で操業しておりました富士ハウスの資材部門でありました日京株式会社が平成21年２月に

破産手続を開始し、平成23年10月に破産手続廃止決定を受け、同年11月に会社の登記簿謄本

を閉鎖したことから、未納額の徴収の見込みがなくなり、当該企業の固定資産税の未納額

7,063万8,000円 ―― 内訳としましては、20年度の４期分ほとんどの1,430万4,000円と平成

21年度の課税分の課税額のほとんどの5,633万4,000円でございます ―― を平成24年度に即

時欠損をしたことが主な理由でございます。ちなみに、この企業の年額の固定資産税額につ

きましては約5,800万円でございました。以上です。 

○議長（佐藤高清君） 横井議員。 

○９番（横井昌明君） 今、御説明がありましたけれども、その企業につきましては、企業立

地奨励金の交付対象地域の企業と思いますが、その辺の奨励金の関係はどうなっておるんで

しょうか、お尋ねします。 

○議長（佐藤高清君） 山守収納課長。 

○収納課長（山守 修君） 議員御指摘のように、企業立地の促進に関する条例によります奨

励金の交付の対象になっておりました。ですけれども、交付に際しましては納税が条件にご

ざいます。この企業につきましては、２カ年度にわたり未納がございましたので、２カ年度

分の交付予定額約１億1,600万円につきましては交付をしておりません。 

○議長（佐藤高清君） 横井議員。 

○９番（横井昌明君） では、次に進ませていただきます。 

 次に、税の滞納についてお尋ねしたいと思います。 
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 税の収入未済額で、一般会計３億8,871万2,479円、国民健康保険３億9,133万4,038円、合

計で７億8,004万6,517円の滞納金額がございます。これは、どのような理由でこんなに多い

のか、また今後滞納整理及びどのように徴収される計画でおるのか、お尋ねしたいと思いま

す。 

○議長（佐藤高清君） 山守収納課長。 

○収納課長（山守 修君） まず初めに、平成24年度の滞納繰越分の収入実績を御説明いたし

ます。 

 市税につきましては、収入額１億85万9,000円で、前年度を838万3,000円上回っておりま

す。国民健康保険税につきましても、収入額１億157万5,000円で、前年度を2,570万6,000円

上回る実績となっております。また、収入未済額につきましては、前年度より市税が１億

1,904万3,000円、国民健康保険税が4,389万円と、それぞれ下回る結果となっております。 

 次に、御質問の収入未済額の今後の滞納整理事務についてですが、６月議会の答弁と重複

しますが、滞納をなくす最も重要な事柄につきましては、納税者の納税意識の向上であると

いうふうに考えております。ですが、滞納対策としましては、納税しやすい環境づくりと徴

収の強化を図っております。 

 納税しやすい環境づくりとしましては、平成24年度より国民健康保険税と軽自動車税のコ

ンビニエンスストアの納税を実施し、平成26年度から固定資産税と市・県民税のうち普通徴

収分の２税の追加を予定しております。これによりまして、30万円を超える税額を除き、

365日24時間納税できる対応を進めております。 

 次に、徴収の強化につきましては、平成23年度より県と市町村で組織する西尾張地方税滞

納整理機構に参加し、年間約100件の事案の滞納整理を依頼し、顕著な実績を上げておりま

す。今後も引き続き機構への参加を行っていきます。 

 また、平成24年度より徴収員１名を配属し、主に現年度・前年度未納者宅への臨戸徴収や

催告を行っており、今年度も同様な対応を進めております。なお、今年度は徴収グループの

職員１名の増員がなされております。 

 以上のように、組織や人員の増加による徴収の強化を行っております。今後も、必要に応

じ差し押さえ等の滞納処分の実施をし、納税意識の向上を図っていく考えでおります。以上

でございます。 

○議長（佐藤高清君） 横井議員。 

○９番（横井昌明君） 今後も滞納整理ということで、いろいろ努力をしていただきたいと願

っております。 

 では次に、歳出についてお尋ねしたいと思います。 

 ２款１項13目19節、地域公共交通活性化協議会負担金についてでございます。 
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 協議会決算で、平成22年度、歳入が2,600万円、歳出が１億2,575万8,201円、平成23年度、

昨年でございますけれども、歳入が4,971万5,000円、歳出が１億3,533万8,520円、ことしの

24年度決算ですが、歳入が1,672万8,511円、歳出が１億281万3,132円でありました。これは、

昨年と比べるとバス５台で、23年度は毎日運行しておりました。そして、24年度は日祭日を

除く毎日で、運行総日数で67日減っております。利用者で見ると、昨年に比べると2,556人

ふえております。 

 バスを市民の方にたくさん利用していただくことは大変結構なことでございますが、その

割には収入の増加は少ないということでございます。その理由をお尋ねしたいと思います。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤防災安全課長。 

○総務部次長兼防災安全課長（伊藤久幸君） お答えいたします。 

 収入につきましては、国の補助金分を市に返納した額と利子でございます。補助金は市が

直接受け取ることはできません。平成23年度までは協議会が、平成24年度については、調査

事業については協議会、運行事業については運行事業者である三重交通が受けることになり

ました。協議会や運行事業者が受け取った同額を市に納付することになっております。 

 なお、運賃収入につきましては、運行委託料から差し引いた額を運行事業者に支払うとい

うことになっておりますので、運賃と収入につきましては相関関係はございません。以上で

ございます。 

○議長（佐藤高清君） 横井議員。 

○９番（横井昌明君） 次に、財産調書からの質問をさせていただきます。財産調書というの

は、決算事項別明細書の一番最後のページに財産調書がございます。ページ数でいうと、

286ページでございます。 

 財産調書から、普通財産は、昨年より２万6,071平米減り７万1,889平米に変更されており

ます。日の出小学校の２万1,675平米の行政財産移行はわかりますが、残り4,388平米はどう

なっているのでしょうか。資産売却でも行ったのでしょうか、お尋ねしたいと思います。 

○議長（佐藤高清君） 村瀬総務課長。 

○総務部次長兼総務課長（村瀬美樹君） それでは、横井議員の普通財産の変動についての御

質問にお答えをさせていただきます。 

 御指摘のとおり、普通財産は２万6,071平方メートル減となっております。この内訳につ

きましては、議員がおっしゃられました日の出小学校の用地でございますけれども、この用

地を普通財産から、小学校の開校に伴いまして２万2,366平米を行政財産に持っていきまし

た。 

 続きまして、十四山スポーツセンターでございますけれども、151.78平米を分筆によりま

して地積更正をして減とさせていただいております。また、十四山スポーツセンターを、多
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目的広場のところでございますけれども、これが2,619.22平方メートルございますが、これ

を普通財産から行政財産のほうに変更をさせていただいております。 

 また、鮫ケ地ゲートボール場につきましても、934平方メートルを普通財産から行政財産

へ変更をさせていただいておりますので、この関係で、普通財産が２万6,071平米減となっ

ております。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 横井議員。 

○９番（横井昌明君） 私は、決算書を見て次のことを思いました。 

 それは、平成24年度一般会計決算の歳入金額を見ますと152億2,227万8,918円、歳出が145

億8,385万7,606円、それに繰越明許が6,988万7,000円で、差引繰越額は５億6,853万4,312円

であります。今年の３月に減額補正予算の精査した金額が２億8,558万7,000円、それを加え

ると８億5,412万1,312円であります。予算項目が確実に実施されたとすれば、24年度予算か

らの繰り越しであります。それは決算額の5.8％であります。このことは、予算の款項目の

事業見積もり等が非常に甘かったということを示す数字だと思います。 

 ですので、今後はもっと厳格に繰り越し等を減らす努力をしてほしいと要望し、私の質疑

を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○議長（佐藤高清君） 次に、那須英二議員、お願いします。 

○４番（那須英二君） ４番 那須英二、通告に従いまして質問させていただきます。 

 まず１点目、一般会計決算についてでございます。具体的に申し上げれば、街路灯、防犯

灯についてでございます。 

 近年、女性や子供を狙った犯罪、不審者等がこの弥富市内でも多くなってきております。

市の防犯・防災メールや警察のほうから送られてくるパトネットなども、頻繁にメールが送

信されてくる状況でございます。 

 そして、私の住む十四山地区においても、具体的に住民の方が被害に遭われました。それ

から暗い道を通るのが怖いということで、街路灯や防犯灯をふやしてほしいと、明るくして

ほしいという要望が出ております。具体的に申し上げますと、佐古木駅から南に下る県道で、

鮫ケ地や子宝周辺の部分でございますけれども、こういった形で道路に防犯灯、街路灯をつ

けることはできないかどうか、まずお尋ねいたします。 

○議長（佐藤高清君） 橋村土木課長。 

○土木課長（橋村正則君） 那須議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

 交差点などに設置してあります道路照明施設について御説明をさせていただきます。 

 道路照明灯は、基本的に道路を安全に通行するために設置するものでございまして、設置

場所等の設置基準が定められてございます。この基準では、横断歩道、信号機が設置された

交差点、見通しの悪い曲がり角、夜間の交通量が極めて多い市街部の道路などが該当してお
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ります。 

 また、道路照明は、住環境や農作物の生育に影響を及ぼすこともありまして、照明の特定

の方向への光の遮光などを検討する必要がございます。 

 したがいまして、一般区間での暗い場所の歩行者や自転車等の通行の安全性の向上、また

は防犯対策などにつきましては、防犯灯での対応をお願いしたいと考えております。以上で

ございます。 

○議長（佐藤高清君） 那須議員。 

○４番（那須英二君） 今、道路の街路灯では目的が違うということと、つける位置が違うと

いうことで、防犯灯での対応ということでございました。 

 この防犯灯は、決算によりますと、今5,000を超える市内に防犯灯がございますけれども、

具体的に今年間何灯ほどの、今の決算でいうと、ここに書いてあるやつですと133灯という

のが該当するんでしょうか、まずそれをお答えください。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤防災安全課長。 

○総務部次長兼防災安全課長（伊藤久幸君） お答えいたします。 

 新設の関係でございますけれども、前年度につきましては100カ所分の予算を掲載してい

ただきまして、実際に101カ所の新設を行っております。 

○議長（佐藤高清君） 那須議員。 

○４番（那須英二君） 市内5,000灯を超えるうちで今予算が100カ所ということで、実際につ

けたのが101カ所でございますけれども、単純に計算して割っていきますと、市内全て、例

えば１個の防犯灯を考えるならば、この１個の防犯灯は50年経過してやっと新品に取りかえ

られるような状況になるということですよね。だから、やはり予算の段階でももう少しふや

していく必要があるんじゃないかと思いますけれども、その辺はいかがでしょうか。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤防災安全課長。 

○総務部次長兼防災安全課長（伊藤久幸君） 済みません。先ほど101カ所と言いましたが、

取りかえが101カ所でございます。 

 議員も御承知と思いますけど、取りかえの申請につきましては、区長よりの申請という形

になっております。取りかえの条件としては、器具故障であり、区長さんより取りかえの申

請があったものです。昨年、器具故障があり、区長さんよりの申請を受けたものは全て対応

しております。ただ、議員申されるように、更新に50年かかるということを考慮しまして、

今後適切な更新ができるよう来年度の当初予算の増額を行ってまいります。 

○議長（佐藤高清君） 那須議員。 

○４番（那須英二君） 来年度、予算をふやして対応をしていただくことと、あと申請いただ

いたものは今全て対応されているということでございますが、実際、伺っていると、電気屋
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さんが、要は古くてもつくから大丈夫だという対応の電気屋さんと、そうではなくて、やっ

ぱり古いと、これはもう取りかえたほうがいいというふうにして対応される電気屋さんと、

その地域の差があるということを伺っているので、そのあたり、やはり市が率先して指導、

古いものに関しては漏電の危険等もあるということも考慮しながら、そういったものに関し

ては取りかえていくように、電気屋さんに対しても統一していただきたいなと思っておりま

す。 

 それとは別に、新しい電灯というとほとんどＬＥＤ灯への変更になるんでしょうか。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤防災安全課長。 

○総務部次長兼防災安全課長（伊藤久幸君） 前年以降、ＬＥＤに対応させていただいており

ます。 

○議長（佐藤高清君） 那須議員。 

○４番（那須英二君） ＬＥＤ灯で今対応されるということであると、やはり管理としてもす

ごく取りかえの手間がなくて簡単なことと、またやはり電力としても消費を抑えることがで

きるし、あとは熱とか虫の防止としても効力を発揮していくものでございますから、やはり

古いものに関しては一刻も早くＬＥＤ灯になるように取りかえていっていただきたいと思っ

ております。 

 あと防犯灯に関しては、先ほど答弁の中でもございましたが、地元の、要は自治会の単位

で申請していただくことになっておりますよね。ただ一般的に、住んでいる方がここ暗いな

あ、怖いなあと思ったときに、その方が例えば役員の方だったらば、多分そのまま問題なく

自治会長さん等にも報告できると思うんですけれども、本当に一般市民の方が、あんまり役

もやったことがない、例えば若い世代の方々が本当に怖いなあと思ったときにどうしていい

かわからない状況があると思うんです。だからこそ、例えば市役所のほうに来ていただけれ

ば、自治会長さんに連絡したり等して対応していただきたいと思いますが、そのあたりはい

かがでしょうか。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤防災安全課長。 

○総務部次長兼防災安全課長（伊藤久幸君） 防犯灯につきましては、管理というものが区の

管理になっております。市から補助金を出すことによって区で管理していただくといったよ

うなシステムになっております。といったことから、申請自体は区長さん、区長補助員さん

からの申請ということになっております。 

 それで、議員のおっしゃられるような、なかなか地域に対してのコミュニティができない

方も中にはいらっしゃるかと思います。現実に、そういった方から市に直接お話をいただく

場合がございます。その場合につきましては、市のほうから区長さんにおつなぎして、ただ

区長さんもどこにつけるかといったようなこと、それからもう１つは、先ほど街路灯の話で
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もございましたけれども、農作物等の被害、そういったものが出る可能性もございます。そ

ういったことも含めて区のほうで検討していただいて、こちらのほうにお出しいただくと。

ですから、こちらのほうで区長さんにつながせていただいて、実際にどこにつけたいかとい

うようなことにつきましては区長さんとお話ししていただけるような体制をつくってまいり

ます。 

○議長（佐藤高清君） 那須議員。 

○４番（那須英二君） 市の役所がそういった対応をしていただけることも具体的にはあると

思うんですけれども、やはり住民の方はなかなか言えない方もいらっしゃいますんで、ぜひ、

ここ市役所は市民の役に立つところとして、こうした住民の真摯な要望に対して誠意ある対

応を今後も続けていただきたいと思っております。 

 では、２点目でございます。 

 ２点目、公園の管理の問題に対してでございますが、具体的に申し上げると三ツ又池公園

の管理でございます。 

 この主要施策成果報告書の中ですが、例えば92ページを見ると公園の管理費や整備費等が

載っておりますが、ここに三ツ又池公園は載っていないんですよね。この三ツ又池公園の管

理費というのはどこで記載されて、その管理はどれぐらい今現状かかっているのか、お答え

ください。 

○議長（佐藤高清君） 半田農政課長。 

○農政課長（半田安利君） お答えさせていただきます。 

 まず、三ツ又公園の管理でございますけれども、これは、弥富市、愛西市、それから孫宝

土地改良区、海部土地改良区で構成します三ツ又池管理協議会で基本的には管理しておりま

す。 

 協議会の予算でございますけれども、年間、25年度予算で2,433万5,000円でございます。

市の一般会計のほうの決算でございますけれども、基本的には協議会で管理をしております

が、一部県のほうの交付金の関係がございまして、それは協議会で申請することができませ

ん。したがって、市で申請する分について、今回、芝桜の購入費とそれを整地する工事費に

ついては市で申請をさせていただいております。以上です。 

○議長（佐藤高清君） 那須議員。 

○４番（那須英二君） 今、芝桜やその整地については県の交付金ということと、管理自体は

三ツ又池管理協議会ということでございます。 

 この管理協議会に市が補助している補助金等はちょっと今どこにあるかわからないんです

けれども、お願いします。 

○議長（佐藤高清君） 半田農政課長。 
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○農政課長（半田安利君） 三ツ又池の管理協議会に対しては、直接市からは補助していない

ということです。 

 まず構成であります弥富市、それから愛西市から孫宝農地防災促進協議会という協議会に

対して補助をさせていただいております。管理につきましては、孫宝農地防災協議会から三

ツ又池に対しての管理ということで、またその補助をしていると、そんな補助金の流れでご

ざいます。以上です。 

○議長（佐藤高清君） 那須議員。 

○４番（那須英二君） この公園の管理は複雑に、要は市からは孫宝防災協議会のほうに行っ

て、防災協議会のほうから今度は三ツ又池管理協議会のほうに行かれると、こういう流れで

ございますね。 

 じゃあ、例えば三ツ又池公園の管理として市のほうが気づいた場合、要は市民の方がここ

危険だなあと、ここ危ないんじゃないか、もしくはこの草ちょっと何とかしてほしいとか、

こうした要望が出た場合、市では対応することができないということでございましょうか。 

○議長（佐藤高清君） 半田農政課長。 

○農政課長（半田安利君） 市では対応できないといいますか、事務局は市の農政課のほうで

させていただいておりますので、そういった事例が出ましたら、愛西市なり関係土地改良区

と調整しまして、予算を執行させていただくということになります。 

○議長（佐藤高清君） 那須議員。 

○４番（那須英二君） 市の農政課のほうが担当しているという、事務局を行っているという

ことなので、では、切り口を変えて御質問させていただきますが、今、この三ツ又池公園の

ショウブ池一本をとってみると大変なことになっておるんですけれども、市長や副市長は最

近行かれたことはございますか。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 三ツ又池公園を新しい弥富市の皆さんの憩いの場にしていきたいとい

うことにつきましては、芝桜の植樹という形の中で過去から力を入れておるところでござい

ます。そうした形の中において、先月だと思いますけれども、私も出かけております。 

○議長（佐藤高清君） 那須議員。 

○４番（那須英二君） 先月伺われたということで、私もそれぐらいに伺わせていただいたん

ですけれども、現状のショウブ池を見られてどのような感想を持たれましたか。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 那須議員のこれからお話があるかもしれませんけれども、あのショウ

ブ池につきましては、アシが両サイドから広く伸びてまいりまして、大変ショウブ池そのも

のの形の体をなしていないという状況でございます。また、少しの歩道という形の中で板の
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歩道があるわけでございますが、これにつきましても少し危険を伴うということで、私は開

発のほうに指示いたしまして、一度危険という状況の中で、ちょっと入っていただくのをや

めたらどうだということで指示をしたところでございます。 

○議長（佐藤高清君） 那須議員。 

○４番（那須英二君） 市長、そのとおりでございまして、本当にショウブ池という名目は名

ばかりで、実際はアシ畑と言っても過言じゃないという状況と、あとは桟橋が、歩道のほう

があるんですが、本当にその木は腐ってくぎがむき出しになっているような状況でございま

す。しかも、今歩こうということであれば、ヌスビトハギというんですかね、ひっつき虫と

よく言われる草なんですが、あれでくっつくということで、今、その通りは市長の言下のも

ととめてあるということでございますけれども、せっかくあそこを散歩されていた方もいら

っしゃいまして、せめて景観よく、気持ちよく散歩できたらなあと、先ほど市長のほうも憩

いの場にしていきたいということであるならば、やはりこういった部分に関しても考えてい

かなければならないんじゃないかなと思いますので、農政課のほうが事務局ということであ

るので、ぜひとも対応をしていただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） お答え申し上げます。 

 また、三ツ又池公園の管理につきましては、事業が完了してから５年が経過する状況でご

ざいます。５年が経過する状況において、県のほうにもう一度御相談申し上げるということ

になっておりますので、本当に今のショウブ池を含めてあの周辺のスポットということに対

しては、もう一度大きく見直す必要があるんではないかということを私どもとしては県と協

議をしてまいりたいというふうに思っておりますので、いましばらくお時間をいただきたい

と思います。 

○議長（佐藤高清君） 那須議員。 

○４番（那須英二君） 大きく見直していくということでございますので、それがよい方向に

進めばいいなと思っております。また報告のほう、機会のたびにぜひともしていただきたい

なと思っています。 

 この三ツ又池公園、先ほど市長が言われたとおり、芝桜まつり等もございますので、対外

的にも、要はよその市から、よその県からも来られる可能性が大いにあるということなので、

そのときにこのショウブ池を見て、何じゃこれはとなってもいけませんので、ぜひともそう

いったところも含めて考えていっていただきたいなと思っています。 

 それでは、一般会計についてはここで終了で、２点目、子ども・子育て会議について伺っ

ていきたいと思います。 

 新しく子ども・子育て会議を今回設置するということでございますが、具体的にどのよう
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な議題で、これからどのような問題を解決していく会議なのか、具体例があるとわかりやす

いので、今考えていることがあればお答えいただきたいと思います。 

○議長（佐藤高清君） 渡辺児童課長。 

○児童課長（渡辺秀樹君） お答えいたします。 

 子ども・子育て支援法にも規定されておりますように、市町村は子ども・子育て支援事業

計画を定め、または変更しようとするときは、子ども・子育て会議を設置した場合は会議の

意見を聞かなければならないとされております。本市におきましても、これから策定します

計画について御意見をいただくことになります。 

 また、そのほかに、市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的

な推進に関し必要な事項及び当該施策の実施状況を調査審議することも子ども・子育て会議

の事務になっております。 

 したがいまして、計画を策定すれば終わりということではなく、継続的に子育て支援施策

の実施状況を調査審議していただくことになります。 

 具体的に申し上げますと、児童クラブの年齢拡大の計画などを子ども・子育て支援事業計

画に掲載させていただく場合に、計画策定の段階でまず御意見をいただき、その後、計画に

基づいて実際に年齢拡大をして児童を受け入れた後、その実施状況などを会議に御報告し、

御審議いただく予定でございます。 

 また、保育所における一時保育につきましても、今後新たに実施するため計画に掲載させ

ていただく予定でございますので、実施時期、実施保育所、定員などについて御意見をいた

だき、実施後につきましても、その実施状況について御審議いただく予定でございます。 

 そのようにして、実施状況についての御審議をいただくことによって、見直したほうがい

いところなどの御意見をもとに、よりよい制度にしてまいりたいと考えております。以上で

ございます。 

○議長（佐藤高清君） 那須議員。 

○４番（那須英二君） そうしますと、この子ども・子育て会議は弥富市の子育て施策に大変

重要な議論をするところということが言えると思います。ということは、やはり委員の選出

について慎重なというか、本当に厳選したいい人材を選ぶ必要があると思いますが、この条

例の案によりますと15名以内と書かれておりますけれども、この人数としては15名というこ

とで考えられているのかと、あと人選についてはどのような形で考えられておるのかという

ことと、あと一般の方から公募の人数の枠がどれほどあるのかということをお答えいただき

たいと思います。 

○議長（佐藤高清君） 渡辺児童課長。 

○児童課長（渡辺秀樹君） まず委員の定数につきましては、条例のほうで15名以内という表
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現がしてございますが、現在のところは15名を考えております。 

 次に、委員の選出につきましては、子ども・子育て支援法の規定では、子ども・子育て会

議、その他の合議制の機関を設置しない場合などには、子供の保護者、その他子ども・子育

て支援に係る当事者の意見を聞かなければならないことになっております。 

 したがいまして、子ども・子育て会議の委員の選出につきましては、そのような皆様を中

心に選出していきたいと考えております。また、委員は15人以内と条例案に規定してござい

ますが、そのうち２名は公募委員とするよう計画しております。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 那須議員。 

○４番（那須英二君） 15名と２名の公募ということと、あと当事者の意見ということで、子

育て中のお父さん、お母さん方で構成と。あと有識者等も含むと思いますけれども、特に当

事者の御意見といたしましては、たくさんの当事者がございます。年代別、例えば乳児を抱

えている、園児を抱えているお父さん、お母さん、小学生、中学生を抱えているお父さん、

お母さん、高校生、大学生等も含めた上でやはり考えていかなければならないなあと思って

おりますし、あと地域別によっても環境も違ってくると思います。 

 例えば、この弥富市は広い地域でございますので、弥生や白鳥、さくら、日の出という、

どちらかというと市街地に近いところであったり、逆に、栄南や大藤、十四山等、市街地よ

りはちょっと遠いような離れたところもありますので、やっぱりそういった部分で年齢別、

階層別においても地域の声が、地域別、年齢別にも反映されるような仕組みをつくっていか

なければならないと思っておりますので、そのあたりに関してやはり十分に考慮しながら委

員の選出を行っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 今回条例として皆様のほうにお願いしております、子ども・子育て会

議という形で議案として提出させていただいておりますけれども、一定の子育て支援という

のは、弥富市の場合しっかりと今まで議員の皆様方の御意見も伺い、また御協議もいただき

ながらやってきているところでございます。 

 今回はその中身についてさらに深めていこうということでございますので、さらなる子育

て支援という形の中で弥富市としては考えていきたい。先ほども言いましたように、児童ク

ラブの年齢の拡大であるとか、あるいは一時保育を今後どうしていくんだという形でござい

ます。近隣市町村等の考え方、あるいは実情ということも考慮していかなきゃならないだろ

うというふうに思っております。 

 そうした形で、今那須議員がおっしゃるように、先回、鈴木みどり議員の御質問でもござ

いましたけれども、現在弥富市の中においても定数というか、予定数が満杯なところ、そし

て、そうでないところもございます。そういったことも含めて、子供のさらなる私どもとし
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ての取り組みという形の中においてはしっかりと考えていきたいというふうに思います。地

域性のことについてもよく考慮していきたいというふうに思っております。そうしたことで、

さらなる弥富市の子育て支援が強化するという形の中で、御議論をいただきたいというふう

に思っております。 

○議長（佐藤高清君） 那須議員。 

○４番（那須英二君） この弥富市の子育て施策というのは、弥富市にとってブランドとも言

える重要な施策ですよね。財政にとっても、たくさんの若い方がこちらに編入されて住まわ

れているということで、本当にこの弥富市の基盤となる重要なところになってくると思いま

す。さまざまな方向から検討していただき、この弥富市のすばらしいところを守って発展さ

せることを強く求めて、質問を終わらせていただきます。 

○議長（佐藤高清君） ここで暫時休憩します。 

 再開は10時55分とします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午前10時45分 休憩 

             午前10時55分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（佐藤高清君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 次に、三宮十五郎議員、お願いします。 

○５番（三宮十五郎君） ５番 三宮でございます。 

 決算に関係して数点、特徴的な問題についてお尋ねをしたいと思います。 

 最初に、国民健康保険特別会計についてを、市長を中心に基本的な問題についてお尋ねを

いたします。 

 お手元にＡ３、手書きのちょっと走り書きで汚い書き込みでございますが、２枚を用意さ

せていただきまして、最初は国民健康保険の特別会計の件でございますので、表になってい

る表を使いながら質問をさせていただきます。 

 今回は、非常に国民健康保険の特別会計が大きく財政的な理由で変動したこともございま

して、こうした３年間の収支決算の特徴を踏まえて、安定した運営を図っていただくことに

ついて市長にお尋ねをいたします。 

 この表の下のほうの大きく２段に書いてありますが、平成22年度の年度末の基金の残高は

ゼロ、実質収支額、要するに市からも２億3,000万円の法定外負担をしていただいて、さら

に、場合によっては3,000万の上乗せをするということも考えていただいておるわけであり

ますが、これが、やっと支払いを全部終わって1,800万余り残って、これに大変驚いて大幅

な値上げの想定をしましたが、23年度は収支残が１億7,300万円、24年度はさらに２億9,200
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万円、基金と翌年度への繰越金ですね、収支残を残す結果になっておりまして、びっくりす

るほど大きく動きましたが、この要因は、１つは、平成20年に後期高齢者医療制度に75歳以

上の方を移行させたことに伴いまして、そうした負担金もありまして保険税の引き上げが行

われ、さらにこの間に、上段の表を見ていただくとわかりますが、20年度には１人当たり平

均の国保税が９万5,456円でありましたが、21年度は９万4,829円、22年度は９万390円。要

するに働く人たち、特に国保の加入者の皆さんの収入が大幅に低下をしておりますので、税

率そのままでもどんどん減っていくということが財源不足の大きい要因になりましたが、も

う１つ、22年度で見ていただきますと、22年度につきましては、国保税が31.2％、弥富市の

繰入金が13.4％、これも大幅にふえております。それから、国と県の支出金を合わせて

30.8％でありましたが、一番このときに大きな変動があったのは前期高齢者交付金、これは

老人保険特別会計などに国民健康保険や他の社会保険の高齢者の調整ということで出してお

りましたお金が、今度は前期高齢者交付金という形で国民健康保険のほうに来るようになっ

ておりましたが、前々年の１人当たり７万3,000円から５万5,539円に、20年度は26％近くを

占めておりましたのが19％に低下をする。そして、療養給付費交付金と合わせましても、翌

年度は34.8％、今の決算の24年度は37.5％が24.3％に大幅に引き下がったものであります。 

 私、他の周辺の蟹江町だとか愛西市についても、本当にこういうことが起こっておるかと

いうことで調べてみましたが、確かにいろいろ以前の支払いだとか医療費だとか高齢者の数

だとか、いろんな条件で、翌年ということではなくて、非常に複雑な仕組みになっておりま

すからどこも変動がありますが、こんな大きい変動があったのは、私が両市町で聞きました

ら、こういう変動はそこはなかったことから、蟹江町などは値上げもせずにずうっと対応し

ておりますし、愛西市はたまたま合併のときに４町村の一番安いものに全部、国保だとか保

育料を合わせるということをとってかなり下げておりましたが、ここで値上げを愛西市もす

ることになったということなんですが、要するに、この後の24年度の決算なんかを見ると、

こんな値上げをしなくても十分やっていけたのではないかというふうに思いますが、この辺

についてはどのようにお考えになっているか、基本的なところでお答えいただきたいと思い

ます。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 三宮議員にお答え申し上げます。 

 国民健康保険という状況の中で、いろんな角度から御質問をいただくわけでございますけ

れども、議員から示していただいております資料においてもそうですけれども、平成22年、

あるいは23年という状況では歳入の落ち込みが非常に厳しかったという形の中で、私どもも

年度末の基金残高を少し持っておったわけでございますけれども、底をついたという状況で

ございます。 
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 そうした形の中において、市民の皆様方の御理解をいただき、国民健康保険税というもの

を平成23年度に改正をさせていただいたということでございます。そして、その皆様方の御

協力によりまして、23年度、24年度という形の中で大きく良好な形に推移してきたと。 

 しかしながら、まだまだ23年度におきましても、そしてまた24年度におきましても、一般

会計からの繰り入れという形の中では、23年度、24年度は２億円、そして25年度は１億

7,000万というような状況の中で、国民健康保険のあるべき姿という状況の中で、国保運営

がスムーズにいくように一般会計から法定外の繰り入れをさせていただいたところでござい

ます。 

 本年度、平成25年度におきましても、現状は良好な推移を示してきておるわけでございま

すけれども、やはり私どもといたしましては、一定の基金は持つべきだろうという状況の中

で御理解もいただきたいというふうに思っております。そんなような状況を数年続けていか

なきゃならないというようなことを考えております。 

 あのときに改正しなくてもよかったんではないかという御質問でございますが、一般会計

からの繰入金もしてきました。そしてまた、基金も底をついてきたというような状況でござ

います。高齢化社会がますます進展する中において、国保運営が少しでも安定していくよう

な状況で持っていきたいというふうに思っております。 

 これからの年度におきましても、一応基本的には一般会計からの繰り入れを、皆さん方に

も御理解をいただきながら、平成25年度と同額の推移という形の中で考えていきたいという

ふうに思っております。 

 もう一方では、国のほうが今国民健康保険に対するさまざまな運用の方法を考えておるよ

うでございまして、その辺の推移についてもしっかりと注視していきたいと、一番大きな柱

は市町村単位から都道府県単位の運営にどう持っていくかというようなことが言われておる

わけでございますけれども、そんなところを注視していきたい。あるいは社会保障・税一体

改革という状況の中での国民健康保険ということに対する保険税のあり方、この辺のところ

をしっかりと注視していかなきゃならないだろうというふうに考えておるところでございま

す。 

○議長（佐藤高清君） 三宮議員。 

○５番（三宮十五郎君） 国民健康保険につきましては、旧弥富町時代から、愛知県の保険税

でいいますと、医療費の変動もありますが、保険税につきましては真ん中よりもかなり安い

状態でずうっと推移をしてきたんですが、ここに来てほぼ真ん中まで引き上げられると、そ

して、この間、今市長もお話がありましたが、多いときには２億3,000万円の一般会計から

の繰り入れをして保険税の値上げを抑えてまいりました。 

 ところが、今回、国の交付金なんかが予想したよりも大きいということもありまして、保
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険税も上げましたが、結局財政に多少余裕が出たということもございまして、25年度につき

ましては、前年より3,000万減らしておりますが、今、市長もある程度の基金は持つべきだ

というお話がありましたが、下の表を見ていただいてもそうなんですが、要するに予測をし

てお金をいただいて、翌年度に精算をするという仕組みになっておりますので、それも大き

いお金が動く。例えば22年度につきましては、前年度のもらい過ぎたお金を約6,000万円ほ

ど返す。そして、22年度は翌年に精算するお金は3,100万余りでございますから、実際には、

22年度の単年度だけで見ると、上の額よりも2,800万ほどまだ残ってもしかるべきだったも

のがそういう状況にならんかった。 

 いずれにいたしましても、23年度は前年の3,100万分を払ったんですが、24年度に9,200万

精算しなきゃいかん分を余分にもらっていますから残しておって、したがって、23年度は、

表に出た１億7,300万に対して約6,100万ほど実際にはマイナスになっているとか、24年度は、

前年の分を9,200万余り精算をした関係で、25年に持ち越した精算金というのは7,200万円ほ

どでございますので、実際には２億9,200万よりもまだ2,000万ほど残っておるというふうに

考えられる。 

 こういう非常に複雑な仕組みを持っておりますことから、１つは、ここで少々お金がふえ

たから繰入金を下げるという考え方は改めていただいて、しかも、24年度を見ていただきま

すと、国保税は前年に比べて、既に23年度９万9,866円が、収入減でございますから、同じ

税率だったこともありまして９万7,682円になり、さらに今年度は下がっていく傾向にあり

ますよね。そういうことから見ると、やっぱり今続けてきた、少なくとも2,000万、以前は

2,300万まで出しておりましたが、全県的な国民保険税の位置だとか、あるいは医療費の現

在の状況から見まして、減らすのではなくて、繰り入れはきちんとしていただく、そして、

そういう状態が安定して医療費が減るとか、支出が下がっていくという状況になれば、やっ

ぱり以前のような位置に引き下げていくというんですか、こういうことをお考えいただきた

いと思います。 

 なぜ私がそういうことを申しますかといいますと、実は国民健康保険税の加入者というの

は非常に所得の低い人たち、要するに他の社会保険に入れない全ての人たちを無条件で市町

村が受け入れるという制度でございますので、以前は、70歳以上は老人保健だとかというこ

とで別の会計でありましたが、今は後期高齢者医療保険になりまして、70歳から74歳までは

国民健康保険でかなり医療費がかかる人たちを負担するということが、他の制度からの負担

もありますが、実際にはそのことがやっぱり医療費の高騰を招きまして、国保税の引き上げ

や市の負担もふやさざるを得んような状況になっておりますが、実際の加入者の状況ですね。

実績報告書にもありますが、世帯数でいうと6,182世帯の37.8％、加入者につきましては１

万6,340人で、全人口の26.2％が今国保の加入者になっておりますが、そのうちの1,268世帯、
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20.5％は所得が33万以下の世帯所得で、国民健康保険税の均等割、平等割、要するに世帯割

と１人当たりの負担分が70％の減額が受けられることになっている世帯であります。さらに、

そのほかに261世帯が50％の軽減を受けておりますが、この世帯につきましては、世帯所得

が33万円プラス世帯主以外の保険者の数掛ける24万5,000円を合わせた額以下の世帯、それ

から、２割軽減という、７・５・２というのは国の制度でございますが、この対象になる世

帯も749世帯、これは世帯所得33万円プラス世帯主も含めた加入者１人当たり35万円の所得

以下ということでございまして、749世帯、合わせまして2,296世帯は、全加入者の37％がこ

ういう低所得者層に属しておりまして、本当に生活保護基準を割り込むような状況の人たち

も少なくないという状況のもとで、これだけの軽減を受けたってかなりの負担になっており

ますよね。 

 そういうこともございまして、前回の会計のときにもなるべくこういう人たちの保険税は

上げないという配慮もされましたが、それにしましても、今の保険税というのは、24年度現

況で見ますと愛知県全体の真ん中ぐらいになっているというふうに見ております。 

 少なくとも、今後、国がどういうふうに変えていくかということもございますが、もとも

とこの制度は、先ほども申し上げましたように他の社会保険制度に加入できない人たち、あ

るいは高齢期を迎えて医療費が大幅にふえる人たちを市町村の責任でやっていくという制度

でございますから、医療制度と同時に社会保障制度で、場合によっては全額の保険税の免除、

あるいは減額、医療費につきましても減額、免除していくということを前提にして成り立っ

ている制度でございますので、可能な限りここの人たちの保険税を抑えるということにつき

ましては、市長も前から言っておりますが、弥富の福祉を後退させないという立場から、せ

めて従来続けてまいりましたそういう愛知県全体の位置を守っていただくための配慮をお願

いしたいと思いますが、いかがでしょうか。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 議員のほうから、国保に加入してみえる方の実情ということをお聞き

するわけでございますけれども、私も全く同感でございまして、比較的所得の低い方がこの

国民健康保険に加入していただいているということについては重々理解をしているところで

ございます。 

 しかしながら、私どもといたしましては、この高齢化社会、医療の分野においていろんな

ことを心配していかなきゃならないということもございます。例えば風邪が大流行するよう

な状況においては、そういった形の中での基金というようなところも必要となってくるわけ

でございます。また、東日本大震災というような災害に対する医療給付ということに対して

も、今後は考えていかなきゃならないというような形で、やはり一定の基金というものは持

っていかないと、安心して皆様方の国保に対する医療ということに対しては運営できないだ
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ろうというふうに思っております。 

 先ほどもお話ししましたように、今後も一定額という状況の中で一般会計から繰り入れを

させていただきまして、しっかりとした国保運営をしていきたいというふうに思っておりま

す。 

 国、あるいは県がどのような方向でということもあるわけでございますけれども、まずは

私どもの基礎自治体がしっかりした国保運営を考えていかなきゃならないだろうというふう

に思っておりますので、いろんな変化がございますけれども、その変化も注視しながらしっ

かりと運営できるように努力していきたいと思っております。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 三宮議員。 

○５番（三宮十五郎君） 弥富市の場合には、従前から国民健康保険税に対する一般会計の繰

り入れにつきましても、保育料などの値上げをしない、医療費の無料制度につきましても、

全県水準を上回るようなレベルにするということとあわせて、以前から、旧弥富町時代から

議会や行政当局の合意に基づいて、全県的な位置をなるべく上げないようにするという努力

を重ねてまいりました。 

 この間いろんな議論がありまして、議員の中には実際に事業所を運営しておられて、社会

保険の加入者の方もありますが、そういう方たちも含めた議論の中で、そうした無条件で市

町村が他の社会保険に入れない人たちを抱える制度であるということや、高齢になって退職

をして医療費の負担が大変かかる人たちを抱える制度であるということから、一定の負担は

やむを得ないと、他の全県でやっているようなことはすべきだというようなことは議会でも

繰り返しの議論の中で合意をされてやってきたことでございますので、そうした趣旨を守っ

て、この制度はぜひもっともっと充実させていただき、後退させない制度にしていただくと

いうことを強く求めまして、少し具体的な問題についてお尋ねをさせていただきます。 

 この国民健康保険制度の医療費の無料、あるいは保険税の減免だとか、こういうことにつ

きましては、国のほうからも県のほうからも市町村の対応というのは法律の趣旨から見ると

おくれているということで、数年前には一斉に県下でもそうした減免基準なども改めてつく

って対応しておりますが、弥富市の基準は全県的に比べても決して他に劣るものではないと

思いますが、担当課に資料を出していただきますと、例えば国保税のこの１年間の減免につ

いての市の基準に基づく相談ですね。さっき私申し上げました７割、５割、２割というのは

法律に基づく国の制度でございますが、実際に生活が困難な人たちに対して、申請を受けて

軽減するということでございますが、相談が30件あって、決定したのは22件で、税が減額し

たのは73万8,600円と。それから、医療費の自己負担分についても減額したり免除するとい

う制度がございますが、これにつきましては相談件数１件で、決定ゼロであったと。 

 後期高齢者医療制度につきましては、これは申請じゃなくてというとおかしいんですが、
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１つは、以前は県と市が共同でやっておりましたひとり暮らし非課税老人につきましては、

県が廃止をしたことから市の独自の制度で、ひとり暮らし非課税老人については、医療費分

を減額するという制度でございますが、これは101人の方が受給をされる。それから、県の

後期医療制度の中で精神障害者、要するに認知症なんかの一定の条件の方についていうと、

一般の精神障害者の医療制度の精神障害の分だけを負担するという制度ではなくて、医療費

そのものを負担する制度だと思いますが、これについては382人の方が受給されているとい

うことで、申請でない制度ですね、要するに一定の条件を満たした人に対して手続がとられ

た場合に、例えば精神障害者医療などの手続をとられた方について減額や免除するという制

度は、あるいはひとり暮らし非課税老人というのは機能しておりますが、申請に基づく制度

というのは、実際にいい制度があってもなかなか機能されていないと思いますが、その辺に

ついてはどのようにお考えか、これは担当の方になると思いますが、国保、介護とも担当の

方から。 

 介護については、保険税の減免についての相談は１件あっただけということでございます。

少し申し上げておきますと、実は国保のほうも非常に所得の低い方でありますが、介護のほ

うの所得の低さはもっと際立っておるんですね。 

 例えば第１段階は生活保護の方を中心にした人でございますが、これが1.1％あります。

第２段階は世帯全員が非課税で、本人の収入が公的年金と前年度所得合わせて80万以下の人。

これにつきましては、さっきの国保の33万所得よりもはるかに低いレベルですが、これが

9.9％の975名、それから第３段階、第４段階で、要するに世帯全員が非課税、本人も非課税。

これは、所得が33万あれば市民税の均等割や所得割も単身だと絶対かかりますし、それから

均等割は所得が二十数万、家族が多くなればもう少し上でないとかからんようになりますが、

国保よりももっと低い人たちが第４段階までで1,789名、18.1％もの人がおって、しかも、

ほとんど年金から天引きで滞納もゼロに近い状態でありますが、ここは、せっかくの減免の

相談がゼロというふうになっておりますが、この状態について、以前から本当に公平な法律

や条例や規則に基づいた市民サービスということで改善をしてほしいということを繰り返し

て求めてまいりましたが、本年も少なくとも申請をしてやるという制度についてはほとんど

利用できない状態になっておりますが、この辺についてどのように感じておられるか、御答

弁いただきたいと思います。 

○議長（佐藤高清君） 佐野介護高齢課長。 

○民生部次長兼介護高齢課長（佐野 隆君） それでは、三宮議員の御質問にお答えいたしま

す。 

 国民健康保険税や介護保険料の減免につきましては、市独自の減免制度としてそれぞれの

規則で規定しております。 
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 議員のおっしゃるように、平成24年度の国民健康保険税の減免ですが22件、介護保険料に

至っては、年金受給額から天引きされるという特別徴収ということもありまして、その特別

徴収の方は91.1％を占めるんですね、ほとんど。そういうこともありまして、納付を含めた

相談はありましたが、実質、減免件数はゼロという結果に終わりました。 

 国民健康保険税や介護保険料の減免につきましては、周知というものが大きな問題になっ

てきていると思っておりますが、まだまだその周知については、議員もおっしゃいますよう

に、周知ができていない状況ということは私どもも十分承知しております。今後については、

有効な周知の方法を新年度に向けて検討を重ねていく必要を感じております。 

 国保の一部負担金であったり、介護保険の利用料の減免につきましても同様に、よりよい

周知の方法ということをますます検討していく必要を感じております。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 三宮議員。 

○５番（三宮十五郎君） 要するに、滞納している方からいただくということでいいますと、

ここ数年、特に機構ができて非常に厳しい対応がされております。24年度の国民健康保険と、

それから市民税、固定資産税、こういうものの滞納整理による滞納分の納付、それから14．

数％という延滞金の納付につきましても、国民健康保険とそれから税、合わせますと、24年

度は２億4,000万円ほどの税、要するに税と国保税を合わせたもので約２億円、延滞金の納

付で4,000万円ほどの収入がありましたが、本当にすさまじい取り方が行われております。 

 例えば、もう古くなって、土地としては資産価値があるにしても家としては資産価値がな

いようなところについても中古で買ったり、あるいは商売の失敗やらいろんなことがあって、

サラ金なんかの担保になっておるものも含めて差し押さえが行われている事例もあります。 

 実際には、そういう場合に差し押さえをした場合には、最終的には本人がそこから立ち退

いて生活するをするためには、新しく家を借りる費用だとか、転居する費用だとか、数カ月

分の家賃程度は差し押さえをしたほうが負担をしなきゃならない仕組みになっておりますが、

そういうことも十分住民に周知されないまま、だから滞納しておること自身はいいことでは

ありませんが、普通の方はみんな払っておるんだから、あなたの努力が足りんからこういう

ことになったんだから払うのは当たり前ですと。一括して払うか分割で払うか、とにかくこ

としじゅうに払うということを要求して、１点条件をつけて、その場合でも、払うというこ

とが誓約をされても、なおかつ延滞金が残るということで差し押さえをするという事例もあ

ります。 

 私は、これほどの形で取るほうに行政として力を入れるならば、市民の権利として、減額

や免除、仕組みを条例や規則で定めたら、やはりきちんとそれも適用できるようにしていた

だく。 

 とりわけ、どちらかというと以前は結構滞納について甘い対応をしておりまして、私自身
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が実際に聞いた事例でも、ちょっと以前でありますが、全額、そんな収入が多くない人です

が、払う場合には、延滞金については２分の１にするとか、そういう処理も、市が単独でや

っておりましたときにはされておりました経緯もございますが、今は一切、要するに法律に

基づいて取れない状況になるまでは取っていくと。しかも、さっき言いましたように、本人

には実際に、差し押さえをして市が競売にかけた場合に、少なくとも新たに家を借りる費用、

それから引っ越しの費用、数カ月の家賃相当額を負担するというようなことは説明がされず

にやっておりますから、競売にかけられるというふうになるとあしたから住むこともできな

くなる、今の生活や仕事を続けることができなくなる、こういう恐怖心から、本当に親戚か

ら借りたり、いろんな人から借りて支払うというような事例まで出ておりますが、やはり１

つはきちんとなるべく早い段階で減額や免除ができるものについてはやっていく。そしたら、

過重な一括して最後に処理をしなきゃいかんような事態にならないような市の努力が、決し

て十分でなかったことが今またこんな形になってきておりますので、こういうことを避けて

いくためにも、減額や免除、きちんと法律に基づく延滞金を発生させないような措置や、こ

ういうものができる人についてはきちんとしていただくという努力と同時に、少なくとも最

小限住むだけの家等につきましては、そんな形で差し押さえをして、あるいは差し押さえる

ことを前提にして締め上げるというようなことは避けていただいて、やっぱり法律に基づい

た住民の権利をきちんと守る、こういうことを貫きながら対応していただくという２つのこ

とを強く求めたいと思いますが、御答弁いただきたいと思います。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 国民健康保険税であるとか介護保険料の減免に対する周知徹底をして

ほしいということでございますけれども、これにつきましては、その一定の条件に当てはま

る方に対して御案内をさせていただくということは極めて難しい部分も実はあるわけでござ

いまして、今そのような方法をとっておりませんけれども、他の自治体でそのような方法を

とっているということがあるかもしれませんので、一応よく検討していきたいというふうに

思っております。そして、一定の条件に当てはまる方に対して、こういう制度がありますよ

ということを周知していくということでございます。 

 また、私ども相談窓口としては、それぞれの所管の窓口に来ていただいておるわけでござ

いますけれども、そういったことに対する表示・案内ということについても検討していかな

きゃならないだろうというふうに思います。しかし、これは非常にソフトにやっていかない

と、誤解を招きかねないということもございますので、十分気をつけてやっていきたいとい

うふうに思っております。 

 愛西市さん、あるいは蟹江町さん等々、この近隣のところにおいても、この減免というこ

とについては、私ども同様に非常に少ない、そういうような現実の状況でございます。窓口
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に御相談いただければ、こういう制度がありますということで御案内できると思います。 

 その辺のことにつきましても、一番最初に申し上げましたように、一定の条件に当てはま

る方に対してどのように御案内するかということについて、一度十分検討していきたいとい

うように思います。 

○議長（佐藤高清君） 三宮議員。 

○５番（三宮十五郎君） ぜひ、今市長もやっぱりそれは必要なことだということで御答弁い

ただきましたが、なかなか広報で出しても、ホームページに載せても、そういうことを文章

で見ただけでわかるという一般市民ほとんどいないんですよね。そうすると結局、いろいろ

私もあちこちで聞いてみますと、具体的に本当に役所に相談をして解決ができたという事例

が発生すれば、そういう人たちの口コミで、こういう場合は相談すればいいよというふうに

初めてなるのではないかというふうに、よその事例なんか見るのと、それから、以前に民生

部長が言われておりましたが、今の仕事が大変忙しい中で、どんどん制度も変わっていきま

すし、大変な状況の中で、できたら申請というもの以外にも一定の条件に当てはまる人たち

については制度としてやっていくと。 

 例えば、今ひとり暮らし非課税老人は、医療費については、後期の人は市が負担をする仕

組みになっておりますが、お年寄りだけの世帯についても非課税だったり、一定の収入以下

ですね。収入条件はつける必要があると思います。非課税でも一定の収入がある人はおりま

すからね。そういう人については、他の人たちの扶養も受けることができない、扶養家族に

ならないような高齢者だけの世帯等については、今の後期のひとり暮らし老人のような対応

ができるようにしていくとかということも含めて、どんどん今職員が減っておりますので、

そして制度も変わって複雑になっておりますので、そういうことが実際に実行可能な、しか

も一般市民の方が見ても無理ないな、これは必要だなというような方法にしていくのか、そ

れとも長くそういう職につかれた市の職員のＯＢの方を相談員にして、とにかく全部やるな

んていうことはとても制度としてできないと思います、今の状況ではね。そうすると、具体

的にそういうことが進行する状態を町の中につくり、そして、そういう相談をすると、弥富

市はこういう制度を持っているから助かったというようなことが口コミで広がるような状況

もつくっていくのか。 

 いずれにしましても、今市長おっしゃられたように、これについては知恵を出していただ

きたいということを要望して、次の質問に移ります。 

 今使った表じゃないほうの、もう１枚の、走り書きにしましたんで非常に読みづらいんで

すが、ごらんいただきたいと思います。 

 実は、さきの一般質問でも、市長は都市計画税については、市の財政計画や行政計画、総

合計画との絡みの中で必要性もはっきりして、その上でというお話だったんですが、私は、
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今の現状を見ると、収入のない人たちの本当に大きな負担になっているということと、もう

１つは弥富の固定資産税が尾張９市、あるいは蟹江町含めて極端に高いものになっていて、

この面からも支払いの限度に来ておるということを、24年度の決算及びこの間の全体の流れ

の中でぜひ御理解いただきたいと思いましてこういう表をつくってみたんですが、まず表１

の上のほうの表ですね。弥富市、あるいは町の税収と固定資産税の割合ですが、昭和49年、

私の手元にありました資料で、財政状況という総務省の基準に基づいてつくった資料であり

ますが、これを見ますと、税収総額は６億1,900万円でありました。固定資産税は１億8,400

万円、町民税は２億7,200万円で、税収全体に占める割合は、固定資産税で29.7％、町民税

は43.9％であります。人口１人当たりにしますと、固定資産税が6,882円、町民税は１万174

円で、固定資産税に対して町民税の割合は147.8％と、ほぼ1.5倍でありました。 

 この時期は、市街化区域農地は線引きはされておりましたが、まだ課税が行われていない

時期でございました。60年当時も、割合は変わっておりますが、弥富で住民税、市民税・町

民税が一番ピークだったのが平成４年なんですね。46億2,500万のうち、町民税は22億4,500

万、固定資産税の18億800万の39.1％に比べて町民税は48.5％、１人当たりでいうと５万

2,117円と６万4,714円でありました。 

 これが、結局、その後収入が低下を続けてきたことから、平成19年度以前に定率減税の

20％、恒久減税と言っていたのが廃止されたり、あるいは配偶者控除と配偶者特別控除が併

用できなくなったり、老年者控除が私たちの年代から50万認められておったのがなくなった

りということの中で大幅に税率を上げたことと、平成19年度からですが、保育料の運営費負

担金だとか、学校なんかの補助金・負担金なんかを大幅に減らすかわりに税源移譲を国が行

いました。平成20年度で言いますと４億3,000万円ほどの税源移譲が行われておりますが、

そういうものと引き比べても、29％、30％台だった固定資産税が53％になる。そして、住民

税はそれでも固定資産税の65％まで低下すると。どんどん、収入じゃなくて固定資産税で弥

富の財政が潤うという状態が続けられております。以前と同じというよりは、以前に比べて

20％の定率減税がなくなったり、さっき言ったような特別控除がなくなったもとで言います

と、ついに20年度には固定資産税の半分近くになる、この24年度当決算では43.7％しか市民

税では、要するに収入で払う税金ですから、賄えないと、こういう状況になってきていると

いうこと。 

 それから、その下のほうに、表２のほうですが、税収総額に対する固定資産税と都市計画

税の合計の割合を入れてみました。どの年度をとっても、弥富が都市計画税を取っておると

ころに比べて全部トップなんですよね。しかも、岩倉市などと比べると、10％近く全体の税

収に占める固定資産税の割合が多い。西部臨海工業地帯もありますが、もう一歩この間、実

は都市計画税がないこともありまして、これを活用して賃貸住宅などをつくった、特に市街
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化農地を持っておられた皆さんの努力が本当にぎりぎりのところまで行われた結果こうなっ

ているということについても十分お調べいただきまして、要るお金を決めて今後の税収を考

えるんじゃなくて、やっぱり市民の暮らしの実態も考えて今後の事業計画も考えていくとい

うことをぜひお考えいただきたいと思いまして、この表をきのう慌てて、全体の、よそとの

関係もそうでございますが、弥富のものについても調べてまいりましたので、こういう状況

になっておるということについて市長はどういう感想をお持ちか、御答弁いただきたいと思

います。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 都市計画税につきまして、三宮議員のほうからるるお話をいただくわ

けでございますが、私は６月議会、そして９月議会というような状況の中で、議員のほうか

らも御質問をいただいているところでございます。 

 確かに、税収、大変厳しい状況の中で、私どもの基幹税である固定資産税は大変、その構

成比的にも順調に伸ばしていただいております。これは、大きくは平島等で行われました区

画整理事業が大きく貢献しているという状況でございます。そこに新たに土地を確保してい

ただき、あるいは建物をつくっていただくという形の中で、平島の区画整理事業が大きく貢

献をさせていただいております。また、西部臨海工業地帯におけるさまざまな企業の進出と

いう状況の中で、そういった貢献度も大きいということでございます。 

 今、仮にこの市街化区域という状況の中で、100分の0.3％という形で土地家屋にかけさせ

ていただけば、これは仮説でございますから、そのつもりで聞いていただきたいと思います

けれども、既存の弥富市街地という形の中では約３億円の都市計画税というふうに考えてお

ります。そして、西部臨海工業地帯で、それは昭和60年前後のときの考え方とは少し違うわ

けでございますけれども、新たに創設できる都市計画税は１億5,000万ございます。そうし

た中で、100分の0.3お願いするとすれば、４億5,000万の都市計画税ということがあるわけ

でございます。 

 しかしながら、今おっしゃったように、さまざまな増税感があるという状況の中で、暮ら

しの実態というのは、市民の皆様、住民の皆さん大変厳しい状況にあることも事実だという

ふうに認識しているところでございます。 

 しかしながら、９月議会でも議員に御報告申し上げましたように、行政改革、あるいはコ

ストの削減という状況の中ではやはり限界があるということと同時に、まちの活性化が望め

ないということも私は考えていかなきゃならないというふうに思っておるところでございま

す。 

 そうした形の中で、どのようにまちづくりをしていくか、都市計画を進めていくかという

ことにつきましては、その計画、ビジョンというものを再度しっかりと市民の皆様に認識を
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していただくように、理解をしていただくようにしていかなきゃならないということでござ

います。そのためにはという形の中で、新たな税ということも考えていかなきゃならないと

いうふうに思っております。 

 いずれにいたしましても、中期財政計画の中でお示しをさせていただいております基幹税

が伸びません。そして、社会保障である医療、介護、福祉、あるいは子育て支援ということ

で大変大きな歳出をしております。一方では、社会資本という形の中で、まちの整備をする

上においては、その上限額を決めていかざるを得ないというのが今私ども弥富市の中期財政

計画の中で示させていただいた数字でございます。 

 この辺のところにつきましては、いつからどのような形で税率という形の中で都市計画税

をお願いするということではなくて、議会の皆様方に私どもの考えていることを建設経済委

員会等において一度御議論いただくように、私どもとしては資料を提供していきたいという

ふうに思っておりますので、そういった形の中でこの都市計画税を全体で御議論、御協議い

ただきたいというふうに思っておるところでございます。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 三宮議員。 

○５番（三宮十五郎君） もうそんなに時間がありませんので簡潔にいたしますが、税金につ

きましては、幾らそういう目的税でありましても総務委員会の所管でございますので、計画

についてはそちらに出していただくにしましても、税収については総務委員会でしっかりと

議論をさせていただきたいと思いますが、問題は、収入がどんどん低下しておるのに、いろ

んな弥富のまちづくりの現状からいって、固定資産税で負担をする額が、西部臨海工業地帯

もありますが、それを除いてもかなりの割合で他の市町に比べて大きな負担になっており、

事業をやっている人たちは限界に来ておる。 

 それから、年金ではとても、国のほうも例えば去年、24年度分については木造で１％、非

木造で４％だとか、建物軽減をしても、実際にはそのときは幾らか減ったんですが、もうこ

としはまたそれを超えてふえるという仕組みになっておりまして、非常に払いづらい税金に

なっているということに加えて、弥富の特殊な事情もありますし、実際にこういう状況のも

とで区画整理やいろんな事業を進めてまいりまして、下水道につきましては農村部が先に終

わっておるというような状況のもとで、今新たにこの税金を課すということは、このまちづ

くりの実情から見ても、実際の負担感からいっても限界に来ておるということを重ねて申し

上げて、質問を終わります。 

○議長（佐藤高清君） ほかに質疑の方、ありませんか。 

             〔挙手する者なし〕 

○議長（佐藤高清君） 以上で質疑を終わります。 

 本案12件は、お手元に配付した議案付託表のとおり、それぞれの所管の委員会及び特別委
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員会に付託をいたします。 

 以上をもちまして、本日の議事日程は全部終了しましたので、本日の会議はこれにて散会

といたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午前11時50分 散会 

 

 本会議の顛末を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 

          弥富市議会議長  佐 藤 高 清 

 

 

            同  議員  平 野 広 行 

 

 

            同  議員  三 浦 義 光 
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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午後２時05分 開議 

○議長（佐藤高清君） ただいまより継続議会の会議を開きます。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（佐藤高清君） 日程第１、会議録署名議員の指名をします。 

 会議規則第88条の規定により、横井昌明議員と堀岡敏喜議員を指名します。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第２ 同意第３号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 日程第３ 同意第４号 教育委員会委員の任命について 

 日程第４ 諮問第２号 人権擁護委員候補者の推薦について 

○議長（佐藤高清君） この際、日程第２、同意第３号から日程第４、諮問第２号まで、以上

３件を議題とします。 

 本案３件は既に提案されています。 

 これより同意第３号の質疑に入ります。 

 質疑の方ありませんか。 

             〔挙手する者なし〕 

○議長（佐藤高清君） 質疑なしと認め、討論に入ります。 

 討論の方ありませんか。 

             〔「なし」の声あり〕 

○議長（佐藤高清君） 討論なしと認め、採決に入ります。 

 本案は同意することに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤高清君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は同意されました。 

 次に、同意第４号の質疑に入ります。 

 質疑の方ありませんか。 

             〔挙手する者なし〕 

○議長（佐藤高清君） 質疑なしと認め、討論に入ります。 

 討論の方ありませんか。 

             〔「なし」の声あり〕 

○議長（佐藤高清君） 討論なしと認め、採決に入ります。 

 本案は同意することに御異議ありませんか。 
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             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤高清君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は同意されました。 

 次に、諮問第２号をお諮りします。 

 本案は、市長の推薦のとおり同意することに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤高清君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は市長の推薦のとおり決しました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第５ 議案第42号 弥富市子ども・子育て会議条例の制定について 

 日程第６ 議案第43号 平成25年度弥富市一般会計補正予算（第３号） 

 日程第７ 議案第44号 平成25年度弥富市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第８ 議案第45号 平成25年度弥富市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 日程第９ 議案第46号 平成25年度弥富市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第10 認定第１号 平成24年度弥富市一般会計歳入歳出決算認定について 

 日程第11 認定第２号 平成24年度弥富市土地取得特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第12 認定第３号 平成24年度弥富市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

 日程第13 認定第４号 平成24年度弥富市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 日程第14 認定第５号 平成24年度弥富市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第15 認定第６号 平成24年度弥富市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

 日程第16 認定第７号 平成24年度弥富市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

○議長（佐藤高清君） この際、日程第５、議案第42号から日程第16、認定第７号まで、以上

12件を一括議題とします。 

 本案12件に関し、審査結果の報告を各委員長より求めます。 

 まず伊藤総務委員長、お願いします。 

○総務委員長（伊藤正信君） 総務委員会に付託されました案件、議案第43号平成25年度弥富

市一般会計補正予算（第３号）の１件であります。 

 本委員会は、去る９月12日、委員全員と委員外３名、あわせて市側から市長、副市長、総

務部長、関係部課長の出席のもとに審査を行いました。 
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 まず、市側より附帯事項の審査について、議案第43号平成25年度弥富市一般会計補正予算

（第３号）が財政課長より、７月に本年度の額が決定されたことによる地方特例交付金普通

交付税の補正、今回の補正予算の財源の調整をしたと説明がありました。そのため、財政調

整基金へ繰り入れ、続きまして、委員からの質問といたしまして、当初予算で財政調整基金

から３億500万円繰り入れたが、６月7,000万、９月１億500万の補正の減額がありましたと

いうことの、これは繰越金の額を確定し、その分を割り振ったということであるのかという

こと、さらには減額減額の補正について、それぞれ財政の組み方についても質問がございま

した。 

 よって、総務部長から24年度の収支額が決まり補正予算を計上し、財政調整基金と繰越金

の合計額で６億円から６億5,000万円以内にすれば、最終的に財政調整基金繰入金はゼロに

できると考えている。年度の途中で繰越金が予算より多く繰り越した場合とか、減額補正が

あった場合等について、財政調整基金を減らすように補正は当初から想定をしています。こ

のような当初予算を組み方が妥当かどうかについては、さらに今後は検討を加えていきたい

ということであります。 

 財政調整基金繰入金と繰越金の割り振りはともかくとして、合計額として６億から６億

5,000万円以内におさめないと、その年の決算が現金預金を減してしまうということになる

という説明でございます。 

 さらには、委員から市町村分地方交付税算定台帳について、７月に決定し、９月に地方に

おりてくる、このような状況の中では、早期にその台帳の中身を求めたいということであり

ました。市側から、それぞれ県等において、それの台帳の早く来るべき要請をしたいという

ことであります。 

 さらに、委員の質問といたしまして、市債で臨時財政対策費が8,000万ほど減っています

が、これを減にするくらいであれば、財政調整基金の１億2,800万ぐらい残っているから、

これを減にすべきであると思うがどうであるかという質問であります。総務部長から、臨時

財政対策債というのは、発行可能額が地方交付税と同じように国から決められてきまして、

決められた額と当初予算の組んだ額と比較して減にしたいということでございますので、こ

れは財政調整基金の繰入金との調整はできないということでありました。このような質問等

を受け、閉め、討論に入りました。 

 討論はなしということで、全員、総務委員会として、この案件について了承したことを御

報告申し上げます。 

○議長（佐藤高清君） 次に、川瀬建設経済委員長、お願いします。 

○建設経済委員長（川瀬知之君） 建設経済委員会に付託されました案件は、議案第43号平成

25年度弥富市一般会計補正予算（第３号）の１件であります。 
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 本委員会は、去る９月10日に、委員全員と委員外２名の出席により開催し、審査を行いま

したので、その審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 まず、市側より、協議事項、付託事項審査について説明を受けました。 

 議案第43号平成25年度弥富市一般会計補正予算（第３号）は、農政課長より、人・農地プ

ランに位置づけ、今後の地域の中心となる経営体が、農業用機械や施設の導入などに行う場

合の経費を支援する経営体育成支援事業補助金、圃場事業、排水路暗渠等改修事業等に対す

る補助金としての土地改良事業補助金などの増額補正、土木課長より、市道の区画線の薄い

箇所などを整備し、道路の通行に対して、安全性の向上を図るものとしての道路区画線設備

工事費などの造成補正の説明を受けました。 

 続いて、質疑では議員より、今回経営体育成支援事業補助金で支援される１名の認定農業

者は、どのような農業経営体なのかとの質問に、市側より、この認定業者はレタス、三つ葉

などの水耕栽培、施設トマト栽培を行っていますとの回答などの質疑がありました。 

 討論はなく、採決の結果、全員賛成で原案を了承しました。 

 以上で、建設経済委員会の報告を終わります。以上。 

○議長（佐藤高清君） 次に、小坂井厚生文教委員長、お願いします。 

○厚生文教委員長（小坂井 実君） 厚生文教委員会委員長報告を申し上げます。 

 厚生文教委員会に付託されました案件は、議案第42号弥富市子ども・子育て会議条例の制

定について初め５件です。 

 本委員会は、去る９月11日に、委員全員と委員外４名の出席により開催し、審査を行いま

したので、その審査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 まず、議案第42号弥富市子ども・子育て会議条例の制定については、質疑で委員より、第

２条で委員は15人以内で組織するとなっているが、選任方法はどのように考えているかとの

質問に対し、市側より、保育所、幼稚園、学校の保護者、子育て支援に係る当事者を中心に

選任していきたい、委員15人のうち２名は、公募で選任予定との回答がありました。 

 討論はなく、採決の結果、全員賛成で原案を了承いたしました。 

 続いて、議案第43号平成25年度弥富市一般会計補正予算（第３号）では、市側より、来年

度以降の契約を本年度中に締結するための債務負担としての市営火葬場管理業務委託料、入

所者の増加に伴う母子生活支援施設組織ささえあいセンター設立による地域生活支援センタ

ー事業などの説明を受けました。 

 議案第44号平成25年度弥富市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）では、国民健康保

険支払準備基金積立金及び返還金の計上などの説明を受けました。 

 議案第45号平成25年度弥富市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）では、平成24年

度分として徴収した保険料等の積算分としての後期高齢者医療広域連合への納付金などの説
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明を受けました。 

 議案第46号平成25年度弥富市介護保険特別会計補正予算（第１号）では、国・県の負担金

支払基金の交付金、市の繰入金に対する精算による過不足の補正などの説明を受けました。 

 質疑では、委員より、子ども・子育て会議はいつごろ開催予定かとの質問に、市側より、

会議予定は１回目は11月頃、それ以降３回から４回、年度内に開催予定ですとの回答があり

ました。 

 また、いこいの郷の運営の抜本的な見直し、利用度の費用対効果の問題も含め、検討して

ほしいとの要望などがありました。 

 討論はなく、一括採決の結果、全員賛成で原案を了承いたしました。 

 以上で厚生文教委員会の報告を終わります。 

○議長（佐藤高清君） 次に、伊藤決算特別委員長、お願いします。 

○決算特別委員長（伊藤正信君） 平成24年度の決算につきまして、決算特別委員会の報告を

行います。 

 決算委員会は、９月13日９時30分より開催をいたしました。開催に当たりまして、総務部、

開発部、民生部、教育部の順で、各部長よりそれぞれ所管する一般会計特別会計歳入歳出の

決算主要施策成果報告書に基づいてそれぞれ説明があると同時に、その内容について平成24

年度弥富市一般会計歳入歳出決算認定から平成24年度弥富市公共下水道事業特別会計歳入歳

出決算の７件を一括し、審査を行いました。 

 具体的な数字等におきましては、皆さんお手元の中に御報告がされていますので、それぞ

れ一般会計と特別会計を合わせまして、240億1,761万6,854円の内容について審査を行いま

したことを申し上げて、それぞれ委員から発言がありました決算についての内容を申し上げ

ていきたいと思います。 

 まず最初に、総務関係でありますけれども、個人の市民税が１人当たり平成４年の６万

4,714円から、さらに20年では６万182円、そのとき税源移譲の分がありまして、それを除き

ますと４万7,946円、24年には４万2,948円で１人当たりの市民税は減額という状況になって、

それぞれその状況の中でそれを補うべきといいますか、国等を含みながら資産税が増額とい

う状況になっていて、非常にそれぞれの皆さん方の生活、さらには中小企業の苦しさを味わ

うという状況ではないのかという状況、さらにその状況の中で市長にどのように考えていま

すかということと同時に、将来の課題についての質問がございました。 

 市側からとしては、やはりその状況を認識しながら固定資産税の構成比が高く、今後も市

街化区域の構成をメーン展開しながら、固定資産税を伸ばしていかなければならない。 

 さらには、西部臨海工業の企業誘致等を市として進め、そんな状況の中で、将来にある都

市計画の中では、都市計画税ということについても意向を、議会、市民の皆さんと考えてい
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かなければならないような状況であるという回答がございました。 

 さらには、海部津島土地開発公社の負担金と土地取得のかかわりはどのような展開かとい

うことでありますけど、総務部は、弥富市は土地開発公社は使うということは想定せずに、

土地取得特別会計で対応していきたいという説明であります。 

 さらには、観光協会補助金の630万は30万としても、やはりそこにおける観光会長という

役職とのかかわり、予算とのかかわりについていかがなものかという話がありまして、海部

津島を含みながら、全体的には津島を除いて首長が観光協会の会長であるという今日的な状

況の説明がありました。 

 さらに、道路の改良費用について地元負担はなくなっていると思うが、どのようになるの

かということでありますが、課長から、地元負担はありませんという説明でありました。 

 さらには、市街化調整区域の排水負担の関係について、１％とありますが、どのように市

は考えるかということで、市長は、排水負担金は市全体で考えていくべきだという方向の回

答でありました。 

 さらには、議員から土地購入価格の決定について、鑑定価格で決めると説明がありました

が、そのとおりであるのかという質問であります。土木課長からは、鑑定価格は審査会でも

ってその決定を行っていくという説明がされました。さらには、鑑定価格の基礎の16％まで

の裁量権は法律的か、どこで決められたものかということでありますけれども、このことに

ついては、弥富市市条例でもって定めているという報告がされました。 

 さらには向陽通線の、10年ぐらいたつが、今後の交渉経過はどうなのかという質問がござ

いまして、さらにはこれはいろいろ方法、皆さん等の力添えをいただきながら努力していく

ということであります。 

 集落排水公共下水について、なるべく早い時期に、実際の将来負担などにかかわる。一日

も早く出していただきたいと、負担がなるということについて、身の丈の計画に合ったもの

に進めていくべきだと思いますが、いかがですかという質問であります。市長として、膨大

な経費がかかることは承知をしています。集落排水事業は、十四山東部の供用開始を平成26

年度全て完了する予定であり、公共下水道は日光川下流下水４市２町の足並みをそろえなが

ら進めていきたい。しかし、長期にわたる事業であるので、長期にわたる財政状況であるわ

けですので、一般会計からどれだけの拠出ができるかということについては、非常に重要な

問題と思っています。少し期間が長くかかるかもしれませんが、環境整備のためには必要だ

ということの認識で、皆さん方に御協力をお願いしたいという説明であります。 

 さらには、介護保険の歳出状況について、介護保険給付と地域支援事業が基本的に介護保

険の今年度概要版で説明をされております。介護給付費の合計額に相当するという理解でよ

いかという質問であります。介護課長からは、基本的には、保険給付費地域支援事業という
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のはその計画の中に入っているものでありますという説明であります。 

 さらに、国庫支出金は見込みでなく、実際に使った額で来るというものですかという質問

に対して、課長は、基本的に国庫支出金は年度末までの見込みを出し、12月の段階で決まり、

その後の給付によってその差が出てくるということで、見込みといえば見込みでありますと

いうことであります。 

 さらには、教育関係におきましては、今日まで新しい学校、古い学校、いろんな勝手の違

いがあるけれども、やはり最小限、トイレ、シャワー室という、学校生活で子供が利用しや

すい環境づくりを一日も早く整備するべきではないのかという質問であります。学校教育課

は、トイレは学校間ではかなり差がありますが、予算の関係がございますが、少しでも早く

整備をしていきたいという回答であります。 

 そのような委員からの質問を受けまして、審査を閉じ、討論に入るわけでありますけれど

も、まず平成24年度弥富市一般会計歳入歳出決算から７件の中で、平成24年度弥富市土地取

得特別会計歳入歳出決算は承認をするが、その他については反対という討論が三宮委員から

ありました。その理由は、弥富市はそれぞれ今日まで保育料の値上げ問題、さらには中学３

年生までの医療費について、予算上努力はされてきた。しかしながら、今この総合的な財政

計画の中で、やはり一般的に市民税が減額になっていく状況の中で、国の国策もあるし、そ

の税のあり方の中で弱者と言われる労働者、生活困窮者等々含みながら、それぞれの中で、

そこに陽の当たる施策の実行をさらに進めていくべきだという状況の中で今判断をし、さら

には公共下水道や集落排水事業が将来、本当に行政・住民に負担になるということが不明確

である、そういう状況の財政計画を基本的に早期に進めるべきだということで、三宮議員が

６件について反対がありまして、審査をいたしました。 

 反対討論を締め切り、採決に入るわけでありますけれども、２項の平成24年度弥富市土地

取得特別会計歳入歳出の事案を除いて反対でありますから、１件ずつ審査をしてまいりまし

た。 

 まず最初に、平成24年度弥富市一般会計歳入歳出決算認定について、委員賛成多数という

ことで認定をし、さらに平成24年度弥富市土地取得特別会計歳入歳出決算の認定については

全員賛成、３点目に、平成24年度弥富市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、

さらには４点目の平成24年度弥富市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、さ

らに５点目の平成24年度弥富市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、６点目の平成

24年度弥富市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について、平成24年度弥富市公共

下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について、５件につきましては、賛成多数ということ

で認定をし、審査を終えましたことを御報告申し上げ、さらに三宮委員からは、本会議でも

って反対の趣旨について説明をしたいということがありましたので、私のほうからの反対理
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由等については簡潔にさせていただきました。 

 決算特別委員会の報告を終わらせていただきます。 

○議長（佐藤高清君） これより質疑に入ります。 

 質疑の方ありませんか。 

             〔挙手する者なし〕 

○議長（佐藤高清君） 質疑なしと認め、討論に入ります。 

 三宮十五郎議員、お願いします。 

○５番（三宮十五郎君） 私は日本共産党弥富市議団を代表いたしまして、ただいま提案され

ております24年度決算認定案件のうち、第２号を除く一般会計及び３号から７号までの特別

会計歳入歳出決算について、認定を承認しない反対討論をさせていただきます。 

 1997年をピークにいたしまして、国民の所得は減り続け、働く人々の平均年収は70万円も

減りました。最近も勤労者の給与は、14カ月連続で前年を下回っていることが報道されてお

ります。雇用や社会保障、福島原発問題など、国民生活の安全・安心に責任を持たない政治

の暴走、加えて消費税引き上げの強行が準備されるなど、各地で庶民の皆さんの悲鳴が聞こ

えてまいります。 

 こうした中で、子育て支援の強化、特に町時代には、市のような市街化農地の高い税負担

に対する生産緑地などの軽減制度もない状態のもとで、都市計画税を取らないことなどを行

政の方針として長期に続けてきたことなどが、大変便利な町の割には住宅費が安いとか、あ

るいはまた国民健康保険税の住民負担を抑えるために西尾張９市で一番の財政支援をするな

ど、歴代の町政、市政の暮らしの上に力を尽くしてきたことが、弥富町への住民の定住を促

進し、現在の市の税収や、また全体に人口や子供が減り続けている中で人口の減少を食いと

め、子供の減少も当初の見込みに比べると大変低く抑えることができました。 

 こうした長年にわたる努力が、東洋経済社が都市データパックということで、20回以上に

わたってかなり豊富な資料を駆使して、そして当然人口やいろんな状況が違いますので、偏

差値をそれぞれ明らかにしまして比較する、かなり全国的にも権威のある統計を行われてお

りますが、先ごろこの議会で、弥富市が住みよさの総合ランキングで36位に入っているとい

うことが横井議員の方から紹介されましたので、私早速データを取り寄せて見ましたら、本

当に詳細な分析を行い、またこれがそのとおりということではないものもあるかもしれませ

んが、やはり全国的にかなり権威のあるものだというふうに見ております。 

 以前に、退職された職員の方が、私に弥富の歴代の町長、市長、この周辺の市町の首長さ

んに比べると、住民の皆さんの声に、あるいは議会の声に耳を傾けるということが、やはり

よくできたというふうに私は見ているし、また議会もいろいろ頑張っているというふうに私

たちは見てきましたと。こんなときだから何もかもというわけにはいきませんが、やはり福
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祉を守るということを、本当に行政の中心課題として頑張ってくださいと言われたことを改

めてかみしめております。この議会でも、来年度の保育所の値上げをしないこと、生活保護

基準に基づいた市税や国民健康保険、介護保険などの税や料金、また医療費等の自己負担分

の減免の基準は、生活保護基準が引き下げられましたが、今後も引き下げずに従来の基準を

守って行うことも表明されております。 

 それでも私たち日本共産党市議団がこの決算認定に賛成しないのは、そうした努力が弥富

市を発展させてまいりましたが、その条件を生かし、本当に働く人々の収入、市民の収入が

大幅に落ち込み続けている中で、低所得で税や介護保険料や国民健康保険税の負担に苦しん

でいる、とりわけ所得の低い皆さんを支えるという役割がもっともっとできる。そして今後、

ますます国や県がそうしたことに責任を負わない方向を強めている中で、国民の命と暮らし

を守るということが、国と地域を発展させる土台という立場を後退させ続けている中で、弥

富市としては、何を重点にしてこのまちを守るかということをめぐって、市長と私どもの見

解が、残念ですが幾つかの点で分かれており、一層の努力を強く求めていくという立場であ

ります。 

 一般会計では、税の公平の名のもとに西尾張整理機構と一体で、取るほうには大変力を尽

くしておりますが、もともと貧困等によります滞納などには一定の条件のもとで市が調査を

行い、そして滞納の取り立てる、いわゆる強制執行、代行処分を行わないことを決定して本

人に通知をし、そうした条件が３年間変わらなければ、その課税延滞金はなかったことにす

るという制度がありますが、職員不足等の理由もあり、こうした生活に困っている人々への

支援が不十分になっております。そのこともありまして、以前は本税を納めれば、延滞金は

減額するとか免除するなどの処置が取られておりましたが、現在は最小限の居住用財産、滞

納処分の対象にしてはならないという原則もありますが、これさえ取り立てに力を入れてい

ることから、とりわけ西尾張機構が強い対応をしていることから、しかし結果としては市長

名で行われるわけでありますが、差し押さえが行われている事例も見られます。固定資産税

の減免問題とあわせて、ぜひ法の定めに基づいたものに改善されることを強く求めるもので

ございます。 

 子育て支援では、全県の大多数の市町が中学校卒業までの医療費無料制度を実施している

ことから、他の市町と弥富との違いを強調できるものは、保育料と保育所でございます。と

りあえず来年は値上げをしないというような対応ではなく、子育て支援の中の中心策として、

しっかりとした方向性を打ち出すことを求めます。 

 決算委員会でも申し上げましたが、市民の収入が大幅に減っていることと、国の交付税を

少なくする対策といたしまして、固定資産税が年々大幅に引き上げられる事態が進んでおり

ます。多くの皆さんが、固定資産税は本当に払うのに苦労をしているということがよく言わ
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れており、先日行われました読売新聞の世論調査でも、当面の経済政策の一番の国民の要求

は、固定資産税の引き下げということでございました。収入が減り続ける中で、弥富市の固

定資産税の税収全体に占める割合は、年々大幅にふえまして、昭和49年の税収全体に占める

29.7％、当時は町民税が43.9％でありましたが、何と平成24年度には国の税源移譲だとか、

この間の大幅な庶民増税が住民税でございましたが、その上にでも固定資産税は56.9％、市

民税は31.8％という形になっておりまして、本当に大変な事態、もう負担の限界というよう

な声が上がっております。 

 私どもは、特に弥富の施策で、市街化農地の町時代に生産緑地などの軽減の制度がないこ

とから、都市計画税をかけないという施策を弥富として進めてまいりましたが、これが農業

収入が大幅に低下することとあわせまして、賃貸住宅などを選択することで農業収益の減少

を補い、また宅地よりもはるかに高い市街化農地の税金を払う。あるいは相続税を緩和する

施策などが進められてきておりましたが、今人口の増加よりも賃貸住宅がふえていることか

ら空き家も目立ち始めておりまして、今都市計画税を考えてほしいということを市長は申さ

れておりますが、本当にすれば、今でも耐えられなくなっているのに、これ以上事業を続け

られないという声が続いており、弥富市の活性化の土台でありますこうした施策、都市計画

税をかけずに、そうした人たちが農業収入の低下のもとで生業を立てる。あるいは弥富市に

たくさんの税金を払い続けるという選択をしてきたこと、また子育て支援等によりまして、

暮らしの応援の施策が周辺の都市に比べていろいろ努力をされているということから定住が

進んでいること、そしてまた名古屋、四日市方面などに通勤、通学に大変便利なまちだとい

うような条件が支え合って、今弥富の発展がございます。 

 弥富が、先ほど申し上げました住みやすさの36位になったというのは、私もはっきり言っ

て驚きましたが、要するに全国的に働く人々の収入が減り続け、税収が減り続ける中で、弥

富がふえたというよりも減り幅が少なかった。そして、最近またいろんな条件が重なって、

幾らかふえていることがこういう条件となった一つの大きな要因でありまして、やはり働く

人たちの収入がふえない状況のもとで、無理な負担は避けることこそが今強く求められてい

るということ改めて申し上げ、これまで続けてまいりました諸条件を市がさらに発展をさせ

て、元気なまちづくりの道をしっかりと進むことを強く求めます。 

 国民健康保険特別会計では、大変低い国の軽減制度を受けている世帯が37％もある実情を

踏まえ、一般会計からの支援を24年度の水準も下回らないようにされること、また介護保険

につきましては、生活保護を受ける以外は、ゼロ収入でも年間２万円を超える負担があるわ

けでありますが、保険料などとあわせまして市独自の国税だとか、あるいは医療費の自己負

担分、介護給付の自己負担分を軽減する制度としてはかなりのものがありますが、実際には

ほとんど使われていない大変残念な状態が続いております。制度の有効活用を強く求めます。 
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 また、後期高齢者医療制度につきましては、もとの老人保健制度に一日も早く戻し、一定

の所得以下の者は、介護保険等も含めまして扶養家族として負担をしなくてもいい制度をつ

くるとか、また一定の所得、収入以下の者につきましては、介護保険のときに全額免除はし

ないということを原則にしておりますが、国民健康保険制度の方は、これは全ての社会保険

に加入できない人たちを迎え入れるということでは、全額免除、あるいは医療費の自己負担

の減額免除も行う保険と社会保障制度を合わせたもので、世界に誇る国民皆保険制度を土台

だということを国自身も宣言をしておりますが、こういうものとしての社会保障制度のきち

んとした位置づけをするように、ぜひ国や県に対しても積極的な働きかけをされることを市

長に求めます。 

 次に、集落排水特別会計について申し上げますが、計画を立てたときには、今のような料

金でやっていけるという説明がされたにもかかわらず、ほぼ全面供用が進んでおります６施

設の合計では、電気料金や処理場管理費などの負担は9,000万円でございますが、利用料収

入は6,200万円、そのほかに集落排水事業は国や県の高額補助で行われましたので、借金は

公共下水に比べてはるかに少ないものでございますが、それでも年間3,600万円の支払利息

の負担を市が行っております。既に使い始めて十数年がたっておりまして、処理場の電気機

械設備を更新がそろそろ必要だという時期を迎えておりますが、とても今関係市町でこうし

た費用負担ができないということで、そのときには公共下水道につないでいく、こういう県

と関係市町村の間での協議も既に始められております。 

 公共下水道会計では、実人数はおおよそ３万6,000人程度の地域を市が整備することにな

っておりますが、事業費は287億円、うち165億円は借金で、元金と利息の支払総額は256億

円にもなる計画です。24年度末の下水道の借金の残高は、集落排水事業で18億円、公共下水

道で39億円で合わせて57億円であり、市全体の借金の半分を占めております。南部水道企業

団が昭和36年から平成24年までの52年間で、現在人口８万8,000人を超えている地域で事業

を行っておりますが、総建設費は庁舎も含めて169億円、うち102億円は水道料金以外の費用

で負担がされ、81億円を借り入れましたが、24年度末までに50億円を返済し、現在の借入残

高は31億円でございます。 

 公共下水道は、現在39億円の借金に対して、元金は年間4,000万円、利息7,200万円を合わ

せて１億1,200万円を払うだけで、実際の費用負担は大幅に先送りをしています。26年先の

平成50年度には、利息と元金合わせて年間６億7,200万円の負担が予定をされております。

最初の管路施設から52年目を迎えます平成65年度には、まだ年間４億5,200万円の元利の支

払いがございます。既に大規模な管路改修が求められておる時期でございますが、そうした

費用の準備は一切していないという、おおよそこうした事業を行うものとしては、どう責任

をとるかと言われてもとてもとれるものではない計画でございます。一日も早く身の丈に合
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った実際負担可能な計画とし、巨大地震と競争しながら、先の見通しのない計画を進めるの

でなく、最小限必要なところに絞り込みながら、費用対効果の高い合併浄化槽などとも供用

するなどの、早期の計画変更を市の財政対策の中心課題としても研究されることを強く求め

ます。 

 景気対策というと、借金を重ね、大型公共事業のばらまきではなく、国民の懐、市民の暮

らしの向上、根本とした施策への転換をこのまちでできることをさらに強めながら、国・県

の政治そのものを変えるための働きをしていただくことを強く思っております。 

 最後に庁舎問題についても、先ほど決算委員長は私の発言を紹介していただきましたが、

簡単に申し上げておきます。 

 既に新聞でも明らかになっておりますように、今住民監査請求に対して監査委員会が却下

を決定いたしました。このまま係争に入り訴訟に発展をすれば、多くの皆さんが防災対策を

強く求めております庁舎の建設については大変困難が生じることは、市長も先日の決算委員

会でお認めになられたとおりでございます。要するに、今市民の皆さんから出されている問

題は、地方自治法で定められ、そして市条例で決めております。交換だとか公共用地の処分、

公共財産の処分に当たりましては、高いほうの価格の６分の１を超える場合には、市の裁量

ではできないということ定められております。 

 したがって、市民の皆さんの訴えは、最近の名張の事件の争いの判例等で見ましたように、

十分根拠のあるものであり、また監査委員が示しました25年度にこの予算は使わないから監

査の対象にしないということは、これもまた当然係争になる問題であります。したがいまし

て、市長は市民の要請に応えるためにも、全力を挙げて事態の打開のために努力をするとい

うことを決算委員会でも表明をされましたが、真摯に市民と向き合い、市当局と議会も含め

て市民の負託に応える、そして関係者全体でしっかりとした努力をされて、一日も早い円満

な解決をし、庁舎の必要な建設を進めていただく。また私どもはこういう時期でございます

ので、どんどん建設単価が上がっております。最小限必要なものに絞っていく、とりわけ建

てかえをしないほうの庁舎も、今の保健センター棟や図書館、この区域も含めた庁舎問題に

ついても見直しを行うなどいたしまして、一日も早く、そんなに将来負担をかけない、どっ

ちにしてもかなりの借り入れが必要なわけでありますが、将来負担を減らして、市民が安心

できる施策のために市長が先頭に立って事態の打開に進められることを強く求めて、討論と

させていただきます。 

○議長（佐藤高清君） ほかに討論の方ありませんか。 

             〔挙手する者なし〕 

○議長（佐藤高清君） これをもって討論を終結します。 

 これより採決に入ります。 
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 議案第42号から議案第46までの５件は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤高清君） 異議なしと認めます。 

 よって、議案第42号から議案第46までの５件は、原案どおり可決されました。 

 次に、認定第１号は原案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

             〔賛成者起立〕 

○議長（佐藤高清君） 起立多数と認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり認定されました。 

 認定第２号は、原案のとおり認定することに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤高清君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり認定されました。 

 認定第３号は、原案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

             〔賛成者起立〕 

○議長（佐藤高清君） 起立多数と認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり認定されました。 

 認定第４号は、原案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

             〔賛成者起立〕 

○議長（佐藤高清君） 起立多数と認めます。 

 よって、本案は、原案どおり認定されました。 

 認定第５号は、原案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

             〔賛成者起立〕 

○議長（佐藤高清君） 起立多数と認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり認定されました。 

 認定第６号は、原案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

             〔賛成者起立〕 

○議長（佐藤高清君） 起立多数と認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり認定されました。 

 認定第７号は、原案のとおり認定することに賛成の方の起立を求めます。 

             〔賛成者起立〕 

○議長（佐藤高清君） 起立多数と認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり認定されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 



－２１５－ 

 日程第17 議案第47号 平成25年度弥富市一般会計補正予算（第４号） 

○議長（佐藤高清君） この際、日程第17、議案第47号を議題とします。 

 服部市長に提案理由の説明を求めます。 

 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 皆さん、こんにちは。 

 本日提案し、御審議いただきます議案は、予算関係議案１件でございまして、その概要に

つきまして御説明申し上げます。 

 議案第47号平成25年度弥富市一般会計補正予算（第４号）につきましては、歳入歳出それ

ぞれ2,156万円を追加し、歳入歳出予算の総額を138億8,991万9,000円とし、債務負担行為及

び地方債の補正を計上するものであります。 

 歳出の内容といたしましては、民生費におきまして、新日の出児童クラブ建設事業として

の設計監理委託料56万円、新日の出児童クラブ整備工事請負費2,100万円であります。これ

らに対します歳入といたしましては、地域福祉振興基金繰入金216万円、市債の保育所等整

備事業債1,940万円を増額計上するものであります。 

 以上、提案する議案の概要でございます。よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げ

ます。 

○議長（佐藤高清君） 議案説明は省略させます。 

 これより、質疑に入ります。 

 質疑の方ありませんか。 

             〔挙手する者なし〕 

○議長（佐藤高清君） 質疑なしと認め、討論に入ります。 

 討論の方ありませんか。 

             〔挙手する者なし〕 

○議長（佐藤高清君） 討論なしと認め、採決に入ります。 

 議案第47号は、原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤高清君） 異議なしと認め、よって、議案第47号は、原案どおり可決されました。 

 ここで暫時休憩とします。再開を３時10分とします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午後３時03分 休憩 

             午後３時10分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（佐藤高清君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 
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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第18 発議第３号 弥富市議会の議員の定数を定める条例の一部改正について 

○議長（佐藤高清君） この際、日程第18、発議第３号を議題とします。 

 本案は議員提案ですので、提出者の大原功議員に提案理由の説明を求めます。 

 大原議員。 

○１８番（大原 功君） 提案理由の説明をさせていただきます。 

 地方分権により、市政を取り巻く環境は大きく変化する中、市民の暮らしを守り、市民福

祉の維持向上を図るためには、より効率的な行政運営によって、最少の経費で最大の効果を

上げる努力が必要だと思います。申し上げるまでもありませんが、このような状況下におい

て、弥富市議会では、市民に信頼される効率的な議会運営を推進するために、平成23年10月

に議会基本条例を制定し、議会改革に取り組み、議員定数のあり方についてさまざまな議論

を重ねてまいりました。市民の暮らしを守るためには、議会としても改革に取り組む必要が

あることから、議員みずから議員定数を18から16に削減する議案を提出するものであります。 

 議員各位の御賛同をよろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤高清君） これより質疑に入ります。 

 質疑の方ありますか。 

             〔挙手する者あり〕 

○議長（佐藤高清君） 堀岡議員。 

○１０番（堀岡敏喜君） 10番 堀岡でございます。 

 提案者の大原議員に２つほど御質問させていただきます。 

 この議員定数削減につきましては、一昨年の改選前の12月議会でも同様の提案理由で提案

をされております。ただし、その際は拙速であると、もう少し議論を深めることが必要じゃ

ないかということで否決をされております。その後、改選を挟みまして議会がかわりまして、

議会改革協議会が立ち上がりまして、もちろん報酬削減から議員定数など、さまざま議会活

動改革についての議論を進めてまいりました。その中で、議員定数に関しましてはまだ議論

の最中であります。結論が出ないまま、ここに議員の有志による発議に至ったということに

関しましては私は残念だと思いますし、議員個人としましては納得のいかないところであり

ますが、この発議に至った経緯をもう少しお話しいただけたらと思います。 

○議長（佐藤高清君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） 申し上げさせていただきます。 

 先ほど申し上げたように、議会改革の中で、弥富市の基本条例をつくったのは、弥富市に

住んでいただきたい、そしてまた議会活動もしたい。多くの方が滞納、あるいは下水道の支

払いの苦しい方とか、弥富市の中でも、生活保護者の方も４月１日現在で255人、世帯数で
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197世帯、母子家庭の方も290世帯見えるわけであります。また、弥富市の中でも300万円以

下の方もかなり見えるわけです。実際にすると１万8,280人という方が年間所得300万以下と

いうことであります。議会の皆さん方もわかっておりますけれども、報酬もかなりの金額で

受け取っているわけであります。こういうのを見れば、この300万以下という人はかなりの

人がえらいということであります。 

 あなたの支持者の方も私はよく知っておりますから、聞くところによると、かなり私らも

生活がえらいと。とにかく服部彰文市長に任せたんだから、やっぱり行政をやっていただく

ためには、道路整備、あるいは庁舎、保育所、先ほど出た児童クラブ、こういうのもやって

いただいて、そして安全性にある、そして弥富市にいたい、まちづくりをしたいと、そうい

うことで提案をして、そして２名減らすことについて私が思うには、大体年間に2,000万ぐ

らい浮くんじゃないかなと思っております。これは報酬と、予算書あるいはいろんなものを

市がつくるやつが減るということもあって、私はそのぐらいに計算をして、ここに18人を16

人ということに提案をしたものであります。以上。 

○議長（佐藤高清君） 堀岡議員。 

○１０番（堀岡敏喜君） 提案理由は、前回の２年前の提案の最後、大原議員は賛成という立

場で同じ思いだったし、その当時も全員協議会等では同じ趣旨の発言をされていたことは十

分承知しております。だからこそ議会改革協議会では、そういったことを本当に検証してい

かないと、その上で決めていかないといけなかったんじゃないかなと。僕は二元代表制のも

とで、市長も同じく市民から選ばれた中で市行政の最高責任者として市政を運営していく上

で、議会も18人という合議制の中で、本来は市長と対等の立場でなければならないわけです。

そのための議会協議会があったのに、その議論が決まらんうちにこういう発議がされたとい

うことに対して私は残念だと申し上げています。 

 ですから、削減ということが結果的に決まったのではあれば、それに私は反対するつもり

はありません。やたら削減ありきで話が進むことに危惧はしていましたけれども、結果的に

削減に至ったのであれば、それに反対するつもりはございません。ただ、議会改革協議会と

いう中で合議制を保っていく、改革していこうという中で議論が続く中で発議が出てしまっ

たということに関して、かなり残念に思います。本来であれば、報酬のときも51対49でもい

いんですよ。議会改革協議会で議論が煮詰まった。そこで採決をとって、仮にさっきも言い

ました51対49で決まったと。それに対して右往左往もないじゃないですか。そういう形をぜ

ひとっていただきたかったというのがまず１つであります。 

 先ほど財政の厳しさと、これは全国どこでもそうでございます。だからこそ市民の代表で

ある議会というのは、市民の民意、今本当に苦しんでいる方もたくさんいらっしゃいます。

お金のこともあるし、家庭のこともある。また人間関係のことでもある。体のこともある。



－２１８－ 

また高齢者ということもある。そういう民意をたくさん聞かなきゃならないわけでしょう。

そういう聞かなきゃならないという一つの責任を議会は背負っている中で、じゃあ定数とい

う問題になったときに、財政の問題もそうでしょう。聞くという本当の議員個人の活動のこ

とも考えていかなきゃならない。そういう議論がこの１年余りできたかどうかといいますと、

私ははっきり言って煮詰まっていないというので、すごく残念です。 

 ですから、後でまとめはまたしますので、そういう思考で今回、大原議員は提案をされた

わけですけれども、そのことについては何ら議会の手続上不備はないわけですので、ただ、

残念だというのは議会改革協議会、合議制の中で一つの結論を出していただきたかった。そ

の旨をお伝えして、私の質疑は終わります。 

○議長（佐藤高清君） ほかに質疑の方。 

             〔挙手する者あり〕 

○議長（佐藤高清君） 那須議員。 

○４番（那須英二君） ４番 那須英二。今回の定数削減という条例の一部改正についての発

議に対して質問させていただきます。 

 まず、提案理由の中に行財政改革及び社会情勢の変化に伴いと、これが主な理由となって

おりますけれども、提案者の考える行財政改革とはどういうものでしょうか、お答えくださ

い。 

○議長（佐藤高清君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） 議会改革というのは、旧の十四山村でも全員で委員会をやったりし

たことも聞いております。また、そういうことをすることによって、弥富市の場合でも、３

つある中を２つにするとかすれば、職員についても少し余裕が出てくる、あるいは光熱の費

用も少なくなる。こういうのを含めて、議会の改革として市民から尊敬される、そしてまち

づくりを本当に議員がやっておるということに評価をされると思っております。以上。 

○議長（佐藤高清君） 那須議員。 

○４番（那須英二君） ちょっとよくわからなかったんですけれども、まず行財政改革といい

ますと、財政がどうしても苦しいというところで、その対応をということで財政健全に向け

ての改革だと思われます。そのために、議員のほうを減らせということで提案されていると

思いますけれども、例えば一般質問でも横井議員が出された住みやすさ度ランキングのほう

で見ると36位と。この中の分析によると、財政健全度は全国八百数十市の中でも45位という

かなりの上位の部分で、財政力といえば14位という高位な部分にあるんですね。その中で、

じゃあなぜここ弥富市が財政が苦しく、議員を減らすまでに至っているのかというのが、私

としてはどうにも理解しがたい部分があるんですけれども、そういった部分の財政力におい

てどんな見解を持ってこの発議に至ったかということを教えていただきたいと思います。 
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○議長（佐藤高清君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） 那須議員も御存じのように、今、国民健康保険についても本当に厳

しいから、一般会計から１億7,000万という金が支出されておるわけです。私どもは会社を

やっておりますので、実際にすると厚生年金を払っております。その税金に対しては、普通

は一般会計については事業目的のものであって、国民健康保険にそれを積み足すという目的

の税金ではないということね。そのくらい市民の方が国民健康保険に対して負担、これは収

入もあるんですけれども、その負担というのが払えない。こういうのを含めて、国民健康保

険の加入者は４月現在で１万1,751人、７月現在で滞納の方は1,220人、これだけの方がある

んですね。だから、そういうのを今の服部彰文市長が優しいということで、一般会計から、

あなたたちが一般質問をやって繰り入れておるわけなんです。 

 だから、私から言えば、そういう人を少しでも助けてあげたい。そういうので市民税を払

ったり、あるいは事業税を払ったりして、その中で弥富市の健全の財政運営をしていただく

ということの目的で提案をしたものであります。 

○議長（佐藤高清君） 那須議員。 

○４番（那須英二君） それであるならば、私としては、むしろ逆に、市側としては中期財政

計画、これから総合計画も出される予定というふうになっておりますけれども、基本的には

国保財政の繰入金に関しては削減したいという方向で発言されておりますよね。それをとめ

てきたのは議員ということでございますので、やはりそうした議員がいたからこそ、市民に

とってなるべく負担の少ないような税金の納め方や、軽減制度、減免制度などもつくってき

た、こういった経緯がありますよね。市民のためにというのであれば、よりよい市民の声を

反映するためにも、やはり議員の力というのは欠けてはならない必要性のあるものだと私は

考えておりますけれども、それについてはいかがでしょうか。 

○議長（佐藤高清君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） お答えいたします。 

 経済の関係だと思いますけれども、今あなたが言われる、消費税も来年４月１日からとい

うことに大体決まりはあります。この中で、提案をする以上は私もいろんなことを調べまし

た、経済を。トヨタ自動車の場合は、来年度は約30万台の車を減産します。そうなると、弥

富市の中でも自動車関連の事業をやってみえる人はかなりあります。こういう方を比べると、

今ここで議員がこういう定数を下げて暮らしを守ってあげたい、こういうのが一番大事だと

思っております。以上。 

○議長（佐藤高清君） 那須議員。 

○４番（那須英二君） 議員が少なくなればよりよい市民サービスが行えるというのは、根本

的に間違った発想だと私は考えております。 
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 そして、今どんどんと議員や公務員などが減らされたおかげで、例えば公務サービスにお

いては対応がおくれたりですとか、減免サービスの周知、本当は親切丁寧に市民の方に知ら

せて、そのサービスを利用していただくようなことが必要と、求められている。そういった

部分で、例えば昔の税金の収納に対しても、小まめな相談が乗れたと私は聞き及んでいるん

です。ところが今どんどん減らされて、そういった対応ができないがために、余計に市民に

とっては大変な状況が生まれて、ともすればいきなり滞納整理機構から電話が入り、差し押

さえが来るようなことも聞いております。そうしたことにならないように、やはり私は公務

員もしかりですけれども、議員としても、削減ありきというのは基本的には違うんじゃない

かなと思っております。 

 特に議員のほうで言えば、こうしてどんどんと議員が削減されたことによって、政治に対

する市民、広く言えば国民の政治離れが起こっているわけですよね。国民の声が、市民の声

が、議会として行政に届いていないと。これがやっぱり基本的な、今までつくり上げられた

この間の政治に対する大きな不信感となっていると私は思っております。 

 そうしたためにも、今議員を減らすわけではなくて、むしろ議員一人一人がその自覚を持

ち、市民の声、要は国民の声をしっかりと行政に届けていく役割が必要と私は考えておりま

すけれども、そうした住民本位の行政をしていくためには、何も削減する方向が全て正しい

とは私は思いませんが、その点に関してはいかがでしょうか。 

○議長（佐藤高清君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） 那須議員も選挙前には平島の八幡神社で夜中中、毎日マイクを持っ

てやられていました。今になったら、平島なんかは那須議員は見たことないというぐらいの

人がよくあります。選挙活動をやっておるなら、365日、私どもいろんなところへ旅行に行

ったり、いろんなことをしたりして、その地域のことをよく見てまいります。やっぱり議会

活動をするというのだったら、それだけの活動がないから、市民からこの定数をできるだけ

下げて、私どもの暮らしを守ってくださいというのが市民の願いでありますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（佐藤高清君） 那須議員、質疑は３回までとなっておりますので。 

             〔「３回までじゃないよ、一問一答式になっておるよ、我が議

会は」の声あり〕 

○議長（佐藤高清君） ３回までですけれども、ただし、議長が許可したらよろしいというこ

とで。 

             〔「一問一答式ということで確認してやっておる、この議会

は」の声あり〕 

○議長（佐藤高清君） 那須議員。 
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○４番（那須英二君） じゃあ根本的な問題をちょっと整理したいのですが、この発議におい

ては、市民からの声がありこの発議に至ったのか。それとも議員が勝手に市民感情は多分こ

うだろうと思ってこの発議に至ったのか、その点についてはどうでしょうか。 

○議長（佐藤高清君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） 私も弥富の中ではかなりの事業を拡大しております。いろんな方の

家庭の中から聞いて、やっぱり議員が本当に活動していない。先ほど言った年間所得が300

万円以下ですから、年金で生活をしております。できたら議員の数を減らして、何とかして、

旧十四山と弥富との編入合併のときには16人ということで決まっておりました。そういうふ

うで、16人ということでしたらどうだということは、私ども市民の方からもよく聞いており

ますし、私の後援会も何百人とおりますので、そういうところからも聞いておりますので、

御理解をいただけるようよろしくお願いします。 

○議長（佐藤高清君） 今確認しました。質疑の場合は一般質問じゃありませんので、１人議

員３回までと。ただし、議長が認める場合はということでありますので、もう１回だけ認め

ます。 

 那須議員。 

○４番（那須英二君） 繰り返しの問題として、挙げてもあと１回ということなので、仕方な

いのであれですけれども、まず当時合併のときに16と決められていたというふうになったの

は、弥富町時代のときにたしか16ということでございました。それから、十四山のほうが合

併するということで、その数に合わせるということは、むしろ十四山の意見を丸ごと無視し

かねない、そういうところに私は思うわけでございますが、そういたしましても、やはり弥

富町で16だったら、十四山は合併したら、普通はその分だけふやすべきだということで、今

の適正が18ということであれば、それはそれでいいのかなと思うんですけれども、そういっ

たことで、大原議員が再三言われておりますけれども、市民の困窮と、議員を減らしたから

といってそれが解決されるかといったら、それは大きな間違いということで、先ほど申し上

げたとおり、もっとむしろ市民の声を、先ほど議員が活動していないということをおっしゃ

っていましたよね。それを見える活動にしていくのが我々のこれからの責務だと私は考えて

おりますので、そうした意味においても、最初に削減するという方向ではなくて、むしろも

っと議員が活動していくような、もしくは見える活動をしていくためにはどうするべきか、

これをしっかりと議論を尽くして今後やっていくことが先決だと私は考えておりますので、

それについての答弁をお願いしまして、質問は以上です。 

○議長（佐藤高清君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） 十四山と弥富との編入合併については、当時の佐野村長、川瀬町長、

そして私も合併の委員長ということでやっておりました。そのときには弥富市に沿うという
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ことでありましたので、18人ということではなくて、16人ということですることになってお

りました。それは議会でも決まっているんですけれども、当時、宇佐美さんという方と、こ

こに見える佐藤さんとの話し合いみたいなもんで18人になってしまったわけですけれども、

私は16ということで議会にかけて定数を当時はしました。 

 それと、市がこれだけ大きくなって、あなたも子供さんが見えるかどうかわかりませんけ

れども、２年前には弥富市も保育料が約5,800万ぐらい足らないというようなことも聞きま

した。そういうのを含めて、17年間、保育料も値上げしないということも含めると、やっぱ

りこれから子育てをしていく中、そういうのを理由として守ってあげたい。そして努力をし

て弥富に住ませたい、そういうまちづくりを服部彰文市長と議員が一体になってやっていく

ふうに思っておりますので、そういうものを含めて提案をさせていただきました。よろしく

お願いいたします。 

○議長（佐藤高清君） 那須議員。 

○４番（那須英二君） これで質問は終わりたいと思いますが、思いとしては、市民の負担を

軽くすると。そのために、行政として、例えば中期財政計画をうのみにせずに、しっかりと

守るべきところは守るという立場で行けたらいいなと思いますので、その点について念を押

させていただきまして、質問を終わらせていただきたいと思います。 

○議長（佐藤高清君） ほかに質疑の方ありますか。 

             〔挙手する者あり〕 

○議長（佐藤高清君） 佐藤博議員。 

○１５番（佐藤 博君） この議員定数削減議案の提案に対して、私は変わった角度から少し

申し上げたいと思います。 

 この問題については、昨年のタウンミーティングにおいても市民からの意見も出されてお

り、来る10月31日のタウンミーティングにおいても、きちっと市民に説明ができるようにし

ていくこと。これが１つには大事なことだと私は考えておりますので、その意味において議

会としても十分審議し、できるだけ満場に近い賛成による議決を望みたいと私は思っておる

のであります。 

 本来ならば議会運営委員会においてできるだけ意見統一を図り、議会運営委員長でありま

す私が提案すべきでありますが、議会運営委員会において意見の一致を得ることができなか

った。以前からの経緯もあり、議員定数として提案者になられる議員もなく、大原議員が提

案者となって提案されたことに対しましては、私は大変敬意を表したいと思っております。 

 意見統一の障害となった原因の一つは、一昨年12月議会において、議員定数18人を16人に

減員する議案が提案されて、賛成少数で否決になりました。その議案に対し、現議員では、

大原議員と私の２人のみが賛成したのであります。 
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 賛成した理由は、弥富町議会では、定数20人から16人に減員が決定しておりました。しか

し、十四山村を編入合併したために突然２人の増員の要望があり、19年９月議会において18

人に増員した経緯があります。当時の宇佐美肇議長は、増員に反対していた私たちに、合併

直後のため、議会選挙においてのみ限定的に取りまとめを示されたため、私は賛成をしたわ

けであります。私と取引をしたわけではございません。そういう経過があります。 

 そのため、弥富町時代の議員定数に戻すために、当時、三浦義美前議員が中心となって、

16人に減員する議案が一昨年の12月議会において提案されましたが、否決をされました。現

在残っているのが、今申し上げましたように、私と大原議員だけが賛成をしたと、こういう

経緯であります。 

 その後も改革協議会において定数問題が協議されてきましたが、定数削減に反対されてき

た議員が、今回賛成者に名前が上げられているという不可解な事態となっており、議員間に

おいても明らかにすべきであるという意見もあり、私が代表として質問してまいりたいと思

っております。 

 議員たるものは、みずからの政治理念、政治姿勢を明確に示すことは重要なことでありま

す。今回、賛成者に名を連ねた議員は、賛成者になった理由を明確に示すことが重要ではな

いかなと思っております。そういう点では、大原議員と私は一致をしておるわけであります。 

 そこで、１期目の方々は、当時はこの定数削減について参加はしておられませんので、お

聞きをする必要はありませんけれども、この賛成議員になっておられる中で、武田副議長、

小坂井議員、山口議員は、やっぱりこの前までは反対の立場でありながら、今回賛成になら

れたということについては、いささか疑問も残るわけでありますので、多少そういう点で、

この３人の方は、みずからの今回賛成者になった理由を明らかにすることは、私は議会が、

あれが賛成したから、これが反対したからという議論ではなくて、そういう態度を示すこと

は私は重要だと思いますので、３人の方は一言ずつ、ここで賛成に回った原因は示すことが

必要だと思っております。 

 もう１つは、削減数を２人とした、要するに18を16と２人の削減にした根拠というものに

ついては、私は説明される必要があるんじゃなかろうかなと。というのは、当時、議会改革

協議会でも私は18を16にすべきだということを何回も説明をしてきましたけれども、十四山

が限りない対等合併なんだから16にすることはないという意見が出されておったから、18が

16になったこの理由はどうかということを明らかにしていただきたいと思います。 

 そういう意味で、武田議員、小坂井議員、山口議員は一言自分の見解を示されることを望

みたいと思います。そして、できるだけ満場一致に近い形でこの議案は議決をしていただく

ようにしてまいりたいというふうに考えておりますので、３人の方に質問をいたします。 

○議長（佐藤高清君） それでは、先ほどの佐藤議員の質問に対して、武田議員のほうから登
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壇して答弁をお願いいたします。次に小坂井議員、山口議員と続きます。 

○１６番（武田正樹君） 佐藤議員からの質問でしたので、私も一言お答えさせていただきま

す。 

 実際は提案者が言われたとおりなんですけれども、１つだけお答えしたいのは、例えば前

回のときに提案されたのが平成23年12月議会だったと思っております。そして、日付的に最

終日が12月20日だったと記憶しております。そして、12月21日、翌日が議員選挙立候補予定

者の説明会だったと記憶しています。余りにも、当時として私も立候補をしていた関係もあ

りまして、早急過ぎたと考えております。そして、市民の方から、後から私もいろんな意見

を伺わないかんということで伺いました。その中に、やっぱり定数はある程度削減するのが

よいんじゃないかという意見が多かったもんですから、私も今はこういう形で削減の方向に

進んでおります。 

 そして、先ほど佐藤議員のほうからお話がありました２名削減についてですが、私もこの

２名というのは、一概に削減だけで数をやるということは問題があるかと思っておりますけ

れども、実際のところ、ある程度県内の他の市を比較しますと、岩倉、そして人口的にある

程度の人数があるところでは18から16というのが妥当ラインではないかと思っております。

以上です。 

○議長（佐藤高清君） 次に、小坂井実議員。 

○１３番（小坂井 実君） 佐藤博議員の御質問にお答えいたします。 

 去年、おととし、23年12月議会、やはり武田副議長の申されましたとおり、そのとき私は

反対をいたしました。と申しますのは、既に選挙が近く、新しく立候補される方は18人とい

う定数を見据えて立候補の準備を既にされてみえたと思います。それに加えまして、そのと

きの選挙では勇退される方が非常に多かった。したがって、今の新人の方が多いというよう

なことで、勇退される議員が、自分たちは勇退するんだと。自分たちがやめる後の定数を私

どもでは削減に賛成はできかねるという意見が非常に多くて、そのときの提案は否決された

と私は記憶しております。 

 いずれにしましても、十四山との合併協議会の中に、議員定数に関しては合併してから協

議しましょうという部分があったと思います。その中で提案されたのが、弥富町は16名で決

まっておりますと。十四山も合併して、あとは人口割をすると２名ですねと。その中で、例

えば十四山は十四山、弥富は弥富で、１回限りですが選挙区を分けて選挙をやっても、それ

は違反ではないと、そういうことができますというお話は伺っていました。 

 したがって、そのときは十四山は２名を選んできてくださいというふうに言われておりま

したので、16名というのは弥富町のお話でございまして、合併した後には、何ら16名という

のは、そのときは私はそれも申し上げて否決に回らせていただきました。しかし、諸般を鑑
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みまして、もしかしたら状況が変わっておればそのときに賛成したかもわかりませんが、今

回は御提案賛成者ということで名前を連ねさせていただきましたので、どうぞよろしくお願

いをいたします。 

○議長（佐藤高清君） 次に、山口敏子議員。 

○１２番（山口敏子君） 12番 山口敏子でございます。 

 私は、23年12月の選挙のときには、本当に間近だったものですから、賛成のほうに回らせ

ていただきました。それで、その後、議会改革協議会の中で皆さんと相談しながら、その前

に、選挙のときに中日新聞さんからアンケートがございました。そのアンケートの中に、私

は削減ということで表明させていただきました。ですから、現実にそのときの削減はどうし

たらいいかということは、私の後援会、それから周りにいる方にそれは相談しながら削減し

ようというアンケートは出させていただきました。それに対して私は、やっぱり間違ったこ

とはできませんので、削減のほうにこれからもずうっとさせていただく。改革協議会の中の

皆さんと御相談する中でも、私は削減する形にとるということでずうっと話を一転させてい

ただきました。 

 それから、毎年議員にいただく手帳の中に、この愛知県の近隣市町村、私たちと同じぐら

いの人口の市町村は、かなり削減の形をとっております。私たち改革協議会のお勉強に行き

ました岩倉市は15名です。それから、高浜にしても本当に同じような、私のところよりはま

だはっきり言って人口は多いです。弥富市は、愛知県の中で一番かわいい市なんです、人口

が少ない。面積は広いかもしれませんけれども、やっぱり人口に対しての、それで一度、平

野議員がこういう表を出されました。人口割にしますと弥富は14人になってしまう。ちょっ

とそれは大変だねと、そういうことの評価も出させていただきました。それを聞かせていた

だきまして、私は今回、定数は16名、削減するほうの賛成のほうに名前を連ねさせていただ

きました。そういうことでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤議員。 

○１５番（佐藤 博君） それぞれ見解は述べられたので、できるだけまとまった方向で行き

たいと私は思っております。ただそこの中で、結局２名ということは、弥富町時代に決めた

やつに戻そうということは本当は原点でなけないかんと思うんです。ところが、それぞれの

言い分があるから、私はそれは了としておきますが、本当に定数というものが何人が妥当か

とか、こういうことは参考意見はたくさんあるけれども、これは神様でない限り、絶対これ

がこんだけだというのはわからんと思うんです。そういう中で、お互いに議員同士が襟を正

し合いながらしっかりと定数を決めていく、そういう責任があると思いますので、できるだ

け満場一致で決められるような方向で御協力がいただけたらありがたいと、そう思っており

ます。大原議員、よろしくお願いします。以上です。 
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○議長（佐藤高清君） ほかに質疑。 

             〔挙手する者あり〕 

○議長（佐藤高清君） 伊藤正信議員。 

○１７番（伊藤正信君） 大原議員が提案されたことについて、私は当時議長でした。その当

時は当時として、今、議会の役割ということが行政推進協議会等を含みながら、定数は、弥

富市の場合、26が最高の数字だったんですよね。それで今、なぜ最高の定数が撤廃をされた

のかと。私は過日も一般質問で申し上げました。私どもの議会が施策の議論をする、提案権

を持つ、あわせて地方行政の格付、審査、そのことも今これから求められておるわけですよ

ね。ですから、緊急の課題でもそうですけれども、介護保険の１・２の要支援の問題も、こ

れからどんな形で、市も提案されるだろうが、議会も提案をしていかなきゃならんわけです。

そうしたときに、議会の定数ということについて、質問は３回までだと議長がおっしゃって

いるけれども、これもまた後でその問題は議論しますが、きょうは３回なら３回で結構です

から、まとめて申し上げますよ。 

 いわゆる民主主義の原理、民主主義の議会のあり方というのは、本来市民の権利です。私

が申し上げるまでもなく、これは一般世論の国政の問題、これが１つ。 

 もう１つ、16名という限定の議論は、当時はそれぞれの財政状況、合併を含みながらあっ

たことだと思っています。しかし、今、私たち議員ははっきり言って財政も課題であります。

私たちは、今、人口５万以下だと幾らだと、全国平均の話が出ます。これは32万7,000円な

んですよ。だから、いわゆる弥富市の財政の中で、私どもの歳費について答申をいただくと

いうことも決定していただいたわけですから、今はその状況を、１つは、その役割を果たし

ていく議員としての資格、発議をきっちりしていくことが私たちの役目だときょうまで思っ

ていましたし、今もそのことは変わりない。 

 そんなことの中で、今回提案されてきたことに対して、私は正直な話が疑義を感じている

んです。ですから、市民権の議会のあり方と、もう１つは、先ほどからも言われましたよう

に、私が申し上げますけれども、人口５万以下で議員が平均18名というところが全国で約

70％あるということ。愛知の場合は、それぞれの状況があって、例えば15名、16名、私も知

っています。その数字は全国で約20％。全国の70％は18名平均です。以上です、20と。この

ことも、平均の話をするとそういう話になるんです。 

 ですから、どういうとり方をするかということは、それぞれ提案者の考え方だと思ってい

ます。私も議員の一人として、市民の皆さんの意見をどのように聞いていくかということ。

今、私も二十何名のときから議員にさせていただきました。大原議員と一緒で、私は４期目

ですが、それでも今、市民の意見を聞く私たちは、その立場で地域でも、自治会でも、区で

も、耳を傾けながら報告会もさせていただいております。それじゃあ私たちが今議会の中で
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どんな議論をするのか、施策をするのか、やっぱり議員としてお互いが切磋琢磨をきちっと

していく。その数字の上に立った議会構成が望ましいんじゃないかというふうに思っていま

す。 

 ですから、私、議長を１年前もやらせていただいて当時は疑問を持っていましたし、流れ

の中で地方分権の中で、ますますこれは財政的にも、いろんな形で将来に向かって議員の数

も減らしていかなきゃいかんでしょうということもあったが、今後施策をどういうふうに議

会が持っていくか、議論をしていくか。条例、今回もあったように、国の法律は、私も簡単

に一般質問のときに201本近い、憲法92条にまつわる状況で、地方の行政のあり方から撤廃

されたケース、このように私は理解をしておるわけですけれども、市民に負担をかけてもい

かんけれども、だから、負担の割合はわかるけれども、大原提案者には、市民権として議会

がどういう形の中での役割かということだけ申し上げた。 

 私もじっと黙っておろうかなと思ったけど、正直な話、今の情勢は、議会の役割はそれぞ

れ大きな課題を持っているんですよ。これから弥富市の条例が何本あるんですか。これをみ

んな検証せないかんですよ、はっきり言って。そのことは、私たち議員も行政側も役割を持

っているんですよ。私たちも真剣と提案をしていかないかん。その大きな役割があるから、

大原さんに、ややこしい質問でならん質問かもしれんけれども、私はそういう意味合いから

して少しお答えをいただければと思っておりますが、今の私の心境と質問であります。 

○議長（佐藤高清君） 大原議員。 

○１８番（大原 功君） 伊藤議員も長年議員をやられて、とにかく定数を20から16というこ

とついては、民意の反映ということであなたも賛成いただきました。そういうふうで、伊藤

議員も、私は今、年はとっていますけれども、よく勉強してみえて、やっぱり民意の反映と

いうことは、財政健全ということをしないといかんということで、こういう提案をいたしま

したので、16人のときには、市民の皆さんの意見を聞いて賛成をいただいたというふうに思

っておりますので、そういうことで御理解いただけるよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤高清君） 伊藤議員。 

○１７番（伊藤正信君） １点だけ申し上げておきますけれども、民意の反映、市民の代弁者、

いわゆる議員としてのそれぞれの平成18年からの流れの中であったこと、少しくどいようで

すけれども、今は法律改正がされて、上限撤廃がなって、下のほうもありました。だから、

10名とはっきり申し上げますけど、どこにあるかというのは木曽岬だけですよ。一、二個し

かないんですよ、全国で。これが、全国でそういうところにおけるところは、本来、区の審

議会制度だとか、自治会制度だとか、そういうものが裏に肉づけされながら施策の議論をし

ていく。先ほど堀岡議員も言われましたけれども、私たちは、議員改革をするみずからの形

の中でいけば、そういう問題の裏づけを今後どうしていくかと。18名でやれない部分を、審
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議のあり方をどうしていくかと。だから、過日も市長に申し上げましたように、審議会のあ

り方、協議会のあり方も形は変わっている。だから、私はきょうはまだ継続をしていただけ

ることが一番望ましいというふうに結んで、私の質問を終わります。 

○議長（佐藤高清君） これにて質疑を終結させていただきます。 

 討論の方ありませんか。 

             〔挙手する者あり〕 

○議長（佐藤高清君） 堀岡議員。 

○１０番（堀岡敏喜君） 10番 堀岡でございます。 

 私は、公明党弥富市議団を代表いたしまして、反対という立場で討論をさせていただきま

す。 

 反対する理由は２つでございます。先ほど質疑の中でさまざま議論がされていたんですが、

あれだけ活発な議論が議会改革協議会でされていれば、もっと早くに結論が出た、そういう

ふうに思います。だけれども、そのときは議論にもならず、１年間、本当に無駄にしたなと、

怒りさえ覚えます。一体その合議制はどこに行ったのか。本当にそれがまず一つの理由でご

ざいます。 

 次に、これは12月の討論でも引用させてもらったものなので繰り返しにもなりますけれど

も、せっかく原稿をつくってきましたので、皆さんと一緒に考えていきたいと思います。 

 地方自治法第91条の地方議会議員の法定定数についての法定根拠について考えてまいりた

いと思います。 

 旧自治政務次官で、岡山県知事を務められました地方自治の神様と言われる長野司郎氏が

書かれました。逐条地方自治法には、市町村の議会の定数についても、都道府県の議会の議

員定数と同様に、市町村においてこれを特に減少する場合を除くほかは、それぞれの市町村

の人口に応じて何ら措置を要せずして、法律上、当然に決定されるとあり、これは260項に

あります。同条第２項の条例で、特にこれを減少することができるにつきましては、地方自

治法の本旨に基づいてこれを解釈し、運用しなければなりません。これは、地方自治法第２

条第12項、住民の福祉の増進に努めるとともに、最少の経費で最大の効果を上げるようにし

なければならないと提示をしております。 

 また、市町村議会等が定数を特に減少できることについて、元内閣法制局長官で、元最高

裁判事の大出峻郎氏は、現代地方自治全集３巻の地方議会に、人口の少ない市町村などの場

合には、もともと法定定数が少ないのであるから、このような団体にあっては、特に住民の

代表機関として議会のあり方及び合議体としての適正規模のあり方の両面からも慎重に配慮

する必要があろうと思われると述べられ、地方自治の本旨の上からは、選挙や議会の定数に

かかわる事項は、第２の憲法と言われるほど重要なものと位置づけ、法定定数の減少は、特
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に慎重でなければならないと結論づけておられます。つまり、単に人口比較による短絡的な

定数削減は、地方自治法の本旨の上からも否定的であるとするのが一致した解釈であるとい

うのであります。 

 しかし、現在、日本の各所におきまして、近年、まるで競争するかのような定数削減の問

題があり、また名古屋市や鹿児島県阿久根市の出来事のような、市長と議会との対立から取

り沙汰されている地方議会の状況を見るときに、結局突きつけられているものは、地方議会

と何なのか、議員とは何なのかということだろうと思っております。 

 したがいまして、今後の議会及び議員のあり方について考える上で、幾人かの識者の言葉

を引用して考察・検証してまいりたいと思います。 

 地方自治が御専門の同志社大学大学院の新川達郎教授は語っておられます。 

 議会と長の二元代表制をとる地方自治におきましては、制度的にもともと公選職である市

長と議員、すなわち議会と相対立をし、その抑制と均衡によって民主主義を達成させようと

するものであるのに、１人を選ぶ市長だけが民意で、議会は民意でないかの言動は、二元代

表制を理解しないものと言わなくてはならない。ましてや、一方の代表が他の一方のあり方

が気に入らないと力を弱める提案をすることは明らかな越権行為であると述べるとともに、

これら地方議会と議員に対する批判の背景には、市長に権力が集中している自治体運営制度

である首長主義があり、その上に議会と議員の働きが情報として市民の目に見えないことが

ますます地方自治にとって議会は不要であり、無駄なものに見える傾向が読み取られますと

述べられております。 

 また、鹿児島大学法科大学院教授 小栗実氏は、今日の定数削減などの地方議会の合理化

は、1985年の自治省文書、地方公共団体における行政改革推進の方針の策定についてに、文

字どおり、地方議会の合理化を取り上げて以来始まったと証言をし、その地方議会、合理化

の問題点を列挙されております。 

 それによりますと、１つ目に、地方行政の減量化、効率化という観点のみから、地方議会

の定数削減を取り上げたことに問題がある。地方議会は、憲法上、地方自治を保障された統

治団体としての自治体の立法機関であって、国の国会に準ずる性格を持つものであり、単な

る地方行政機関ではない。地方自治は、何よりも住民自治をその本質的な要素とするが、そ

の住民自治の最も中心的な制度として、地方議会が存在することに対する軽視がうかがわれ

る。 

 ２つ目に、全国の自治体が一斉に中央政府の主導に従い定数削減が実施されていったのは、

地方自治の理念と正反対であり、地方自治の形骸化にみずから手をかすことにはなりはしな

かったか。 

 ３つ目に、特に定数を減少する場合の根拠となる最少の経費で最大の効果の考え方は、そ
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の自治体の経費全体の中で、議会、あるいは議員の役割で実際に節約された効果額がどの程

度であって、議員定数削減の経費節減効果額との価値判断の比較について考えることである

にもかかわらず、そのことが検証されず、地方議会の定数削減は、経費節減のシンボル的役

割を担わされたと述べられ、現状の地方議会の危機は、住民にとっての不利益に結びつくと

警鐘を鳴らしておられます。 

 さらにこの危機に際し、地方分権の中で地方議会の役割について、１つ目に、住民からの

定数削減要求は、住民からの地方議会が余り重視をされていないサインと見るべき。２つ目

に、住民と距離を縮める情報開示や、実りある議会審議の公開などを指摘し、３つ目に、今

こそ議会の活性化に取り組むことであると結んでおられます。 

 これは12月議会のときにも申し上げました。したがいまして、私たち議員は、こうした識

者の指摘や、何よりも市民から出された要望の背景にあるものを真摯に受けとめ、真摯に議

会改革、議会活性化のスタートに立ち、市民に見える議会であり、議員活動となることが先

決であると考えます。議会改革のそうした道筋をしっかりと市民に示した上で、さらなる民

意を酌み取り、定数削減等の問題を判断していくのが筋ではないかと強く思います。 

 以上で反対討論を終わります。 

○議長（佐藤高清君） 次に賛成討論。 

             〔挙手する者あり〕 

○議長（佐藤高清君） 平野議員。 

○７番（平野広行君） 私は、賛成の立場から討論させていただきます。 

 弥富市議会は、議会基本条例を市議会の規範とし、議会改革協議会を設置し、議員の報酬

並びに定数について議員間討議を重ねてまいりました。私も議員になったときは、定数につ

いては現状でよい認識でしたが、議員間討議を重ねていく過程において、行財政改革の観点

から、議員の定数は削減をしなければならないという結論に達しました。 

 理由としては、弥富市において議員１人に対する人口の数が2,408人であり、県内におけ

る人口４万人から８万人の市においては最低であります。全国平均では、議員１人に対する

人口数は1,970人、また人口と産業構造によって市町村を分類し、同じ分類、いわゆる類似

団体において比較すれば、議員定数が18名から20名といった市もあります。 

 しかし、愛知県内においては、議員１人に対する人口数は平均で3,200人であります。ま

た、西尾張９市 ―― 人口４万人から８万人の市ですが ―― においては、犬山市が3,696

人、岩倉市3,056人、津島市3,276人、あま市3,324人、愛西市は、現在では2,742人ですが、

次回の選挙においては定数が４名削減され、20名となります。その時点では3,240人となり

ます。また、人口及び財政規模が弥富市に最も似ている高浜市においても議員は16名であり

ます。高浜市議会にできて、弥富市議会でできないことはありません。議員数が削減された
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分、私ども議員は一人一人がさらなるレベルアップをして、弥富市議会として市民の負託に

応えていかなければならないことを申し上げまして、賛成討論とさせていただきます。 

             〔挙手する者あり〕 

○議長（佐藤高清君） 三宮議員。 

○５番（三宮十五郎君） 今、さきに堀岡議員が人口などは定数削減の理由に全くならないと

いう地方自治の専門家の見解を述べた後に、また相変わらず減らすのが当たり前と、それは

人口比だという議論がされておりますが、大変残念であります。 

 私は、定数問題は、市民の参政権の問題でありまして、議員の身分の保障だとか、そうい

う問題とは別の問題だというふうに考えております。私は、昭和43年に27歳で町会議員にさ

せていただきましたが、当時は、私の家内がフルタイムで働いて、私は基本的に専従で議員

をやってきました。議員歳費は高卒初任給と一緒でしたから、本当に国民年金の掛金も払え

んような状態だったんですが、それでも何とか生活をしながら、子供２人を大学卒業させる

ことが、長くかかりましたけれどもできました。 

 だけど今、子供を持った若い人たちが働きながら議員をやるとか、そんなことは絶対でき

ん時代ですよね。本当に多様な声を反映しようと思ったら、私は可能な限り参政権のための

ハードルは下げるべきだというふうに考えております。今は人口でどんどん切ってやるなん

ていうのは論外だと思いますが、いかがでしょうか。 

 加えて、弥富市政の発展の上で、町議会、市議会が果たした役割というのは極めて大きい

ですよね。私が議員になったときに、実は弥富が海部津島で保育料が一番高い町でした。な

ぜ弥富が一番高いか。当時、インフレの時代ですから、保育料の減額したやつを精算する国

の基準が年に２回ずつ変わったんですよね。ですから、私が議員になるまでの当時の弥富町

は、そのとおりに上げるのが町の仕事だというふうに勘違いして上げておったんですね。だ

から、海部津島で一番高い状況。そうではなくて、それは、減額した保育料を国が負担する

分の精算の基準であって、保育料を幾らにするかは全く市町村の裁量だということを話しま

したら、当時の服部文彦町長は、それからずうっと保育料の値上げを、私が議員になってか

らですから、３年間やらんかったら、海部津島で一番安くなりましたよね。やっぱり、本当

に住民の命と暮らしを守るために、ぽっと出の議員が発言をしても、町長はそれに耳を傾け

て、住民に耳を傾ける、こういう対応をしてくださったことが、弥富の住民の皆さんにとっ

て大変喜ばれました。 

 その後、佐藤さんが町長になられて、高度成長時代ですから、どんどん人口がふえて保育

所が足りなくなって、私たちにとっても何とかしてほしいと。佐藤さんは最初、学校をやら

なきゃいかんからと言って、頑として保育所はもうつくらんと言っておりましたが、住民の

声がどんどん強まった中で、保育所をつくりましょうということで、この間改築した弥生保
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育所、あそこは住民の請願などによって弥富でつくられた保育所であります。 

 結局、いろいろありますが、歴代の町長、市長は、住民の声が大きくなったときには、そ

の声に寄り添いながら、やっぱり子供のことは本当にこのまちでは大事にしていこうという

一種の保守系の人たちも含めた議会の中での合意があったり、さっき大原議員が国民健康保

険なんか負担するのはおかしいじゃないかと、経営者の立場からという御発言もありました

が、これも、その前に私が申し上げましたように、民間の社会保険に入れない人たちは、全

てを引き受ける。そして、高齢になって働けなくなった人たちを引き受けるという仕組みか

らいって、当然収入の少ない人たちが入る。そして、医療費が高くなっていくと、生活の質

が悪くなればますます病気になりますからね。 

 もう引退をされましたが、服部金蔵議員が長く議会におられて、議長もずうっと続けたこ

ともある人ですが、この人たちなんかも含めて、他の地域の市町でやっておるようなことは、

うちの財政がどんなに苦しくたってやっぱりやるべきだということで、保守系の人たちも含

めてそういうことに賛成をしながら、子育てや、それから国民健康保険の行政の負担をして、

社会保障と保険を統合したものだという国の指示に沿い、市民の利益に双方向で事態の解決

を図ってまいりました。 

 とりわけ弥富の発展を促進したのは、都市計画税を佐藤町長が政治生命をかけてもやりた

いと言ったことに対して、これも繰り返しになりますから簡単に申し上げますが、町の場合

は市と違って、生産緑地なんかで減免する制度というのはなかったから、どんどん土地の税

金が年に１割ぐらい上がる時代でしたから、これにまた都市計画税をかけられたらとてもや

っていけんということで、市街化区域の農家を中心にいたしまして、当時は調整区域の農家

の議員の数が多かったんですが、やっぱりそれはもう皆さんの言うとおりだということで、

本来なら佐藤町長の鶴の一声で議員が動くような時代でしたが、それでも暮らしを守るとい

う声に押されて、議会の多数は反対に回って、中止して今日の弥富があるわけですよね。 

 今、岩倉だとか高浜だとかと比較をされましたが、とにかく住みやすさということでいう

と弥富は36番目、岩倉は550番台だとか、高浜がたしか二百数十番だったかな、そんな状態。

それから、例えば国民健康保険の値上げを抑えるための負担は、去年の10月ごろの県のほう

の統計ですから、去年の分は予算だったと思いますが、高浜市が３年間で住民１人当たり

2,900円の負担、岩倉市が１万1,776円の負担、弥富市は５万2,117円の負担で皆さんの暮ら

しを応援するとか、こういうことを、首長もそうですが、議会も市民の声を聞いて暮らしの

応援をすると。生活保護の200人だとか300人の人も当然ですが、そうじゃなくて、生活保護

以下の暮らしをしておるような人たちもたくさんおりますし、あるいは今は非正規雇用なん

かが広がって、働いても満足に家族を養うような収入が得られない人がたくさんおる中で、

できる努力を弥富市としてはやってきましたよね。こういう議会です。 
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 だから、人口で決めるとか、そういうことじゃなくて、本当に市民の暮らしの願いに寄り

添った施策をそうやって進めてきたことから今日の弥富の発展があるわけでありまして、や

はりそういう比較をされるなら、住民の暮らしにどういうふうに私たちが役立ち、そして今

言った暮らしのランキングだとか、財政のいろんな指標でも、例えばお金を持っておるとい

うことからいうと、高浜なんかは物すごく金を持っていますよね。だって、どんどん職員を

減らして、市長が経営する派遣会社から人材派遣なんかをやって、そういうことをやってき

たところをどうして学ばなきゃいかんのですか。そんなことじゃない、きちんと本当に市民

の意見を反映するまちをつくっていくということを考えていただきたいと思います。 

 せっかく横井議員が紹介されて、私も前からこういうものがあったということは知ってい

ましたが、急いで取り寄せてみて、本当に今日本中の市町がどんなにすさまじい状況に置か

れているか改めて感じて、弥富が36位にランキングされるということは、実は１つは弥富市

の皆さんの努力もありますが、もう一方で全国の状態がどんどん落ち込んで、今の国の政治

のもとで、ということの反映でもあります。本当に市民と一緒にこのまちを、みんなの意見

が反映されるまちにしていくという立場なら、私は18の議員定数を守ることが一番、少なく

とも16にすることよりもはるかに大事なことだということを申し上げて、討論を終わります。 

○議長（佐藤高清君） これをもって討論を終結します。 

 これより採決に入ります。 

 本案は、原案どおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

             〔賛成者起立〕 

○議長（佐藤高清君） 起立多数と認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 ここで暫時休憩といたします。再開を４時35分とします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午後４時24分 休憩 

             午後４時34分 再開 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（佐藤高清君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第19 発議第４号 蟹江警察署建て替えの早期実現を求める意見書の提出について 

 日程第20 発議第５号 定数改善計画の早期策定・実施と義務教育費国庫負担制度の堅持

及び拡充を求める意見書の提出について 

 日程第21 発議第６号 地方税財源の充実確保を求める意見書の提出について 

 日程第22 発議第７号 国の私学助成の増額と拡充に関する意見書の提出について 
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 日程第23 発議第８号 愛知県の私学助成の増額と拡充に関する意見書の提出について 

○議長（佐藤高清君） この際、日程第19、発議第４号から日程第23、発議第８号まで、以上

５件を一括議題とします。 

 本案５件は議員提案ですので、提出者の佐藤博議員に提案理由の説明を求めます。 

 佐藤議員。 

○１５番（佐藤 博君） 発議第４号の提案理由を説明いたします。 

 蟹江警察署建て替えの早期実現を求める意見書については、昭和44年建築の蟹江警察署は、

老朽化、狭隘化が進んでいるほか、防災機能、治安機能及び来庁者の利便性を高めた庁舎へ

の建てかえが不可欠であることから、蟹江警察署建てかえの早期実現を愛知県知事などに対

し要望するものであります。 

 発議第５号定数改善計画の早期策定・実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及び拡充を求

める意見書については、平成26年度の政府予算編成に当たり、定数改善計画の早期策定、実

施と義務教育費国庫負担制度の堅持とともに、国庫負担率２分の１への復元に向けて十分な

教育予算を確保されるよう、国に対し強く要望するものであります。 

 発議第６号地方税財源の充実確保を求める意見書については、全国市議会議長会では、第

89回定期総会において、地方税財源の充実確保に関する決議を行うなど、地方税財源の充実

確保に向けて取り組んでいますが、住民サービスやまちづくりを安定的に行うためには、地

方税財源の充実確保が不可欠であることから、本市議会において、国に対し、地方税財源の

充実確保を強く要望するものであります。 

 発議第７号国の私学助成の増額と拡充に関する意見書並びに発議第８号愛知県の私学助成

の増額と拡充に関する意見書については、私立学校への経常費補助の一層の増額と父母負担

の軽減のため、授業料助成の拡充など、国と愛知県に対し要望するものであります。 

 以上、この意見書５件につきまして、それぞれ関係機関に提出することを提案するもので

あります。よろしく御審議をお願いいたします。 

○議長（佐藤高清君） これより質疑に入ります。 

 質疑の方ありませんか。 

             〔挙手する者なし〕 

○議長（佐藤高清君） 質疑なしと認め、討論に入ります。 

 討論の方ありませんか。 

             〔挙手する者あり〕 

○議長（佐藤高清君） 三宮十五郎議員。 

○５番（三宮十五郎君） 後に佐藤議員の緊急質問も予定されておりますので、簡潔に反対の

討論をさせていただきます。 
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 この地方財源の充実確保を求める意見書については、基本的にそういう方向で、もっとも

っと地方の財政を保障するということについては別に異議があるわけでありませんが、２番

の(1)の地方消費税の充実など税源の偏在性が小さく、税収が安定的な地方税体系を構築す

るということになっておりますが、確かに地方にとっては、何であれ財源の手当てにしてほ

しいということなんですが、消費税を導入すれば、かつて橋本内閣のときに、まだ景気が上

昇しておるときでも大幅に景気が後退し、税収は落ち込みました。 

 今では、本当に働く人たちの所得は16年連続で下がり続けてきた。こういう状況のもとで

青息吐息の暮らしをしておる人たちに、負担能力がどんどん落ちている。とりわけ中小零細

企業については身銭を切って払う、こういう状況で、そうでなくても大規模な廃業が続いて

おる中でこんなことをやったら、本当に国の経済も国民の暮らしももとから成り立たなくな

ります。 

 ８月26日の消費税問題の世論調査では、予定どおり引き上げは、共同通信で22.5％、毎日

で21％、日経は17％、そしてそれ以外は引き上げを先送りするか、上げ幅を小さくする。あ

るいは上げずに現行維持する、こういうのが国民の声であります。これほど国民の暮らしが

急落し、地方がどんどん後退していく。 

 先ほども申し上げましたように、弥富が住みやすさの全国ランキングで36位だとか、財政

健全度では40位台というような状況なんですよね。愛知県では真ん中ぐらいの弥富が全国で

こういう状態というのは、どんなに日本の地方自治体が今大変な事態になっておるかという

ことの一つのあらわれでもあると思いますが、こうした中で、消費税に頼るやり方というの

は、結局国の将来を危うくし、ますます地方を窮迫させるものでありますので、ぜひ消費税

の引き上げをやめ、消費税に頼らない、そしてぼろもうけを続けて課税を免れていたり、あ

るいは今全国の８つの税務署は、例えばトヨタ自動車の本社があります豊田税務署もそうで

ありますが、自分ところで集めた消費税を全部トヨタ自動車に還付するだけでは足りなくて、

よその税務署から集めてきてトヨタ自動車に消費税を返す。輸出をすれば、ゼロ税率になっ

て、それまで中小企業が納めた消費税がトヨタ自動車にそっくり入る仕組みだとか、年間１

兆円を超える、毎年そうした輸出戻し税などが行われており、消費税が社会保障に使われる

などというのは名目的で、実際には法人税の減税や、そういうもので日本の財政が窮迫して

いる最大の事情でありますので、力のある人たちにきちんと負担をしていただく仕組みをつ

くる。そして、大企業や大資産家が、本当に中小企業に比べてはるかに低い税率でしか税金

を納めていない実態を改善するように働きかけることを強く求めて、本案には反対いたしま

す。 

○議長（佐藤高清君） ほかに討論の方ありませんか。 

             〔挙手する者なし〕 
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○議長（佐藤高清君） これをもって討論を終結します。 

 これより採決に入ります。 

 まず、発議第４号及び発議第５号は原案のとおり可決することに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤高清君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案２件は原案のとおり可決されましたので、地方自治法第99条の規定により、

関係機関に意見書を提出しておきます。 

 次に、発議第６号は原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

             〔賛成者起立〕 

○議長（佐藤高清君） 起立多数と認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されましたので、地方自治法第99条の規定により、関係

機関に意見書を提出しておきます。 

 次に、発議第７号及び発議第８号は原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤高清君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案２件は原案どおり可決されましたので、地方自治法第99条の規定により、関

係機関に意見書を提出しておきます。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第24 議員派遣について 

○議長（佐藤高清君） 日程第24、議員派遣についてを議題とします。 

 お諮りします。 

 本案は会議規則第166条の規定により、お手元に配付したとおり、議員を派遣したいと思

いますが、御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤高清君） 異議なしと認めます。 

 よって、お手元に配付したとおり、議員を派遣することに決定いたしました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第25 緊急質問 

○議長（佐藤高清君） 日程第25、緊急質問を行います。 

 ここで発言を許します。 

 佐藤博議員、お願いします。 

○１５番（佐藤 博君） まず最初に、片岡監査委員には大変御多用の中を御出席いただきま

して、ありがとうございました。 
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 それでは、片岡監査委員に質問をさせていただきます。 

 私も政治行政に携わって、36歳のときからでありますので、43年になりますが、今までに

全く例のない今回のような超高額な財政支出をしなければ用地取得ができない問題が発生し

たために、地方自治法第237条第２項の規定を適用して、議会の議決を要する補正予算を議

決したということ。さらに、最初から25年度には予算執行しない予算を提案し、議決したと

いう問題等、現実の問題として弥富市にこのような状況が起こっておることであります。そ

のために、住民監査請求問題に発展したこと等、私は大変恥ずかしく残念に思っておるので

あります。 

 今回の住民監査請求、また監査委員会の回答については、市当局はもちろんのこと、私た

ち議会においても大いに学ぶべき問題が提起されたと私は考えます。 

 また、危機的な重要な状況に直面しておりますので、尊敬する監査委員各位に質問をして

まいりたいと思うのであります。 

 議会において全員が同意した監査委員の方々であり、当然私たちは信頼をし、市民も同様

に公正で適正な判断を仰ぐことができると考え、住民監査請求が行われたのであります。申

し上げるまでもなく、住民監査請求とは、住民がみずからの居住する地方公共団体の違法、

もしくは不当な財政会計上の行為、または怠る事実について、これを予防し、または是正す

ることで住民全体の利益を守ることを目的とした制度であり、不当な財務会計上の行為等が

あると認められる場合、その地方公共団体の監査委員に対して監査を求め、その行為に対し

必要な措置を講ずべきことを請求することができる制度であります。これは十分監査委員の

片岡さんには御理解をいただいておることだと私は思います。 

 今回の請求人は、貴重な税金の浪費を戒め、住民全体の利益を守るために、私費を投じて

まで正義感に満ちた住民監査請求を実行されたのであります。しかし、監査委員会は、今回

の住民監査請求に対して内容の精査もされることなく、手続上の見解のみで却下をされまし

た。その理由は、まだ予算が支出されない場合は、地方自治法第242条では、相当の確実さ

を持って予測される場合のみ住民監査請求の対象としているという理由から、市側の一方的

な陳述を重視した結論によって却下されたと感じておるわけであります。 

 その市側の補正予算の提案理由は、会議録から引用されたと私は思っておりますが、新庁

舎建設については、愛知県の建築審査会の審査を受ける建築許可をとる必要があり、建築許

可取得後は、土地収用等の課税の特例を受けるために収用委員会の事業認定を受ける必要が

ある。その事業認定の申請に際して、用地取得費が予算に計上されていることが条件となっ

ているため、６月議会で土地購入費、物件移転補償金を含めた新庁舎建設関係の補正予算を

提案したと。 

 ただし、愛知県の建築許可がおり、収用事業として事業認定後に税務署との事前協議を開
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始するため、用地買収については平成26年度となるため、平成25年度年度末に、土地購入費、

物件移転補償金については不用額として処理し、平成26年度に改めて予算計上すると説明し

ており、平成25年度に土地購入費、物件移転補償金は支出しないことが確認できると。また、

市側の方針として、用地買収契約については、平成25年度には締結せず、平成26年度締結の

方針であることも確認できたことから、平成25年度に土地購入費、物件移転補償金は支出し

ないことは明らかであると。したがって、当該行為がされることが相当の確実さを持って予

想される場合に当たらないことから、請求要件を満たさないため却下すると、こういうよう

に回答をされております。間違いございませんね。 

             〔「はい」の声あり〕 

○１５番（佐藤 博君） 自治体の予算は、単年度の予算編成が原則であります。決算も同様

であります。最初から本年度は支出しないような予算を提案することもできないし、議決す

ることもできないと、私たちは地方財政法から認識をしておるのであります。 

 最初に、監査委員会は、25年度には支出しないような補正予算をどのように判断されたの

か、この見解を最初に伺いたいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（佐藤高清君） 本日の会議時間は、緊急質問を続けるために延長しますので、宣言を

します。 

 大木副市長。 

             〔「私は監査委員さんに聞いているんだ」の声あり〕 

○副市長（大木博雄君） 済みません、私がちょっとお話しさせていただいてから、それから

監査委員から答弁していただきますので、よろしくお願いをいたします。 

 先ほど佐藤議員が言われましたように、会議録のとおりでありますけれども、今回の補正

につきましては、まず建築許可をとらなきゃいかん。これはここが不適格建築物ということ

になっておりますので、まず建築審査会において建築許可をとるというのが大前提でありま

す。これの日程が、うまくいって年内、12月までかかるだろうという想定でおりました。そ

れで、建築審査会の建築許可がおりた後に事業認定をしていただくということになりますが、

年内にやっと建築許可でありますので、事業認定については年明けの１月になるというスケ

ジュールで想定をしておりました。 

 それで、事業認定につきましては、確実に土地を購入するんだという意思表示がないと、

テーブルにのせてもらえないというお話がございまして、そういったことから６月議会で土

地購入費について補正をさせていただいたという経緯がございます。したがいまして、当初

予算から計上しておれば、その年度内に処理もできたんじゃないかなというふうに思ってお

ります。 

 それで、先ほどの認定審査会のほうの認定がおりるのは、やはり３月いっぱいかかるであ
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ろうというふうに思っておりますので、それから税務署業務に入りますと、本来支出して何

とかしたいというふうには思いますけれども、事実上できないだろうということで、６月議

会の全員協議会で皆様方に説明をさせていただいて、本来は執行したいんだけれども、事実

上スケジュール的に無理だということで説明をさせていただいたとおりであります。 

 今回の土地購入費とか物件移転補償金、そういった予算措置につきましては、将来にわた

って使用しない予算であると言っておるわけではなくて、25年度には執行できないため、先

ほど言いましたように、新年度で改めて計上させていただくということでございまして、使

用しない予算を組んだというふうには、単年度で考えればそうでありますけれども、将来的

にはしっかり執行していこうという考えでございます。 

 本年度に計上いたしました土地購入費、物件移転補償金の予算を執行せずに改めて新年度

に計上するということについては、手続上、法律的には問題ないというふうに私どもは考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（佐藤高清君） 片岡代表幹事監査委員。 

○代表監査委員（片岡 明君） 今の佐藤議員の質問にお答えします。 

 まず第１に、今回の住民監査請求の我々の職務といたしまして、平成25年度に支出しない

ような予算というのが実際に６月19日の議会説明でありますけれども、25年度は不用額とし

て処理されるというような説明がされておりました。それと今、副市長からありますように、

基本的に本年度、平成25年度内において地権者と契約を結んで執行されるということが事実

上はないということを市のほうから説明を受けておりまして、そういうことを鑑みて、要す

るに支出があり得ないというふうに私どもは考えました。支出をされないものに対して、前

段における予算を計上し、もしくは手続が適法であるかそうでないかということに対しては、

我々は見解を述べておりません。 

 今の佐藤議員の、支出しないような補正予算を組んだことについてどうかという見解です

けれども、これについては、今回の住民監査請求の中においては、私どもとしては意見を述

べる立場にないと思っております。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤議員。 

○１５番（佐藤 博君） 問題は、この予算の編成方法が妥当であったかどうか、監査委員さ

んの使命は、例えば今回のこのものが妥当であるかどうかということは、監査の対象になる

と思うんです。だから、私が今、住民監査請求の制度をあえて先に読み上げさせていただき

ました。住民監査請求とは、住民がみずからの居住する地方公共団体の違法、もしくは不当

な財務会計上の行為、または怠る事実について、これを予防し、または是正することで住民

全体の利益を守ることを目的とした制度であります。 

 ですから、中身は関係ないということではなくて、これは非常に大事な問題なんです。だ
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から、監査請求が出されておる中には、地方自治法、地方財政法のそれぞれ違反ではないか

ということから、今の予算の執行についてはとめていただきたいと、こういう監査請求だっ

たと思うんです。 

 そうすると、今の１対1.28とか、あるいは１億530万というようなこういう物件移転補償

費というものが妥当であるかどうかということから、これは監査をしてもらいたいと。それ

が妥当でないとするならば、これはとめていただきたいと。これが妥当であるならば、何も

監査請求を出す問題ではないわけなんです。これがまず１つ。 

 そういうような予算の組み方からして、今私が申し上げたように、予算、決算は単年度な

んです。ですから、ことし使うために予算は組むんです。初めから、ことしは使わないけれ

ども、不用額処理をして来年度やりますという予算編成は果たして妥当かどうか、その点に

ついては、監査委員さんは、関知するところではないと言われるけれども、一番重要な問題

ではないでしょうか。その点、再度お尋ねをしたいと思います。 

○議長（佐藤高清君） 片岡代表監査委員。 

○代表監査委員（片岡 明君） 今の御質問ですけれども、基本的に住民監査請求というのは、

財務会計上の行為が行われるということが前提になっております。財務会計上の行為が行わ

れるということは、市に対して損害を与えるおそれがあるんじゃないかというようなことに

対して我々の住民監査請求に対して回答しなきゃいけないということになると思うんですね。 

 今回の場合は、支出が行われないということですので、住民に対し、もしくは市に対して

損害が生じるというおそれはないはずなんです。ですから、この行為に対して、今言った予

算の計上がどうのこうのというところまでには、私どもの考慮としては、現在において支出

されていない状況においては、もしくは将来において、25年度中に支出されないなら、その

行為は我々の見解というか、そういうことを述べる対象にはなっていないということで回答

させていただきます。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤議員。 

○１５番（佐藤 博君） 会議録等を十分チェックされたと思います。６月19日の補正予算

（第２号）の提案に対する私の質問に対して、服部市長はこのように述べております。 

 その条件、すなわち私が再三申し上げておりますように、超高額な土地取得条件ですね。

これを相手の方に話をさせていただき、御了解を得たところでございますと、このように答

弁しておるんです。これは会議録を見ていただければわかります。ということは、地主と、

この条件の合意ができたために予算が提案され、議決されたのであります。 

 ということになると、万一この条件を遵守しなければ、例えば来年度なら来年度でも遵守

しなければ、市側は約束不履行になりますわね。ですから、そういうような手続上の問題で

はなくて、内容をきちっと審査していただきたいと、こういうことで出したおるわけなんで
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すね。だから、このような条件によって合意に至り、予算が議決されていれば、住民監査請

求制度の予防する該当に、当然相当の確実さを持って予想される場合と解釈されるべきであ

り、地方自治法第242条に該当しているのではありませんかということなんですが、その点

はどうでしょうか。 

○議長（佐藤高清君） 片岡代表監査委員。 

○代表監査委員（片岡 明君） 議事録を私も読ませていただきまして、佐藤議員が今言われ

たところなんですけれども、ここは、借り地の条件ということが提案されていまして、それ

に対して市長が、その条件を相手の方におおむね話をさせていただき、御了解を得たところ

でございますと言われたんですね。 

 佐藤議員の説明によりますと、その条件の意味が超高額な土地取得条件だというふうに解

釈されてみえるんですね。ところが、この前後の文章を読んでみますと、これはあくまでも

借り地の話をしてみえる。借り地の話を市長が御了解を得たところでございますということ

を言われて、その次に、借り地ではよくないんじゃないかというのは議員さんの中で起きて

いるということになっておりまして、文脈を追っていきますと、これは、借り地の話をして

いるんだというふうに読めると思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤議員。 

○１５番（佐藤 博君） これは交換なんですよ。交換の条件が決まったから予算を編成した

んです。これは間違いない事実なんです。ですから、１対1.28ですね。これは私は超高額な

交換条件だと思っています。また１億530万の中身も、私たちは何回質問をしてもきちっと

中身は示されておりません。ごらんいただくとあのところです。一部隣のフェンスとか、そ

ういうものがあるようですけれども、あれが１億相当に該当するかどうか、こういうことを

私たちは今までも何回も申し上げてきたんです。 

 ところが、中身はわからないんです。中身のわかっておるのは、今の金額と交換条件です

ね。これは鑑定評価によると１対1.28だと。そして、固定資産の評価額でいくと１対1.4だ

と。これは超高額だと私は思うんです。そういうことがきちっとしたから、結局今回予算を

組んだわけですね。借り地で予算を組んでおるんではありません。そういうことは、文面の

一体的な流れからおわかりいただけるんじゃないかと思いますが、どうでしょうか。 

○議長（佐藤高清君） 片岡代表監査委員。 

○代表監査委員（片岡 明君） 交換については、確かに１対1.28になるということで、何度

も議会で議論されております。それで、その１対1.28というのは、その土地だけを評価した

ときに、これは不動産鑑定士さんが評価されていますけれども、そのときの値段差でありま

す。最初、交換という前提でいけば、市側の考え方と、Ａという今回対象の方ですね。この

方の土地との交換をするというときには、単純にそこの土地だけの評価額で考えるのではな
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くて、市がその土地を取得したときにどういう利用価値があるかということでも評価がされ

るべきだと思うんですね。これは住民監査請求についての、今回のことについては答弁とす

る必要は私はないと思っていますけれども、ただ私が公認会計士としてこの資料を見せてい

ただいたときに、余りにも今の土地の評価だけで１対1.28ということを言われていますので、

本来は、土地というのは利用者がどう評価するかということなんですね。そうすると、今く

ぼんでいるわけですね、第三者の方が持ってみえる。それが全くきれいな土地になるという

ことで、そのきれいな土地になったときに、弥富市としてはどういう評価になるかというこ

とも考慮に入れるべきだと思うんです。それが議論の中で一度もされておりません。これは、

税法の交換規定を見ていただくとわかりますけど、単純に時価を評価したときに、そういう

差額が起きたとしても、それを取得したときにどのような利用価値があるかによってもそれ

ぞれ判断は変わるんです。今回の場合は、土地の評価をやられるとわかると思うんですけど、

角地が取られているわけですね。それが真四角になって、非常に利用価値の高い土地になる

んです。 

 それともう１つは、弥富市の今度交換しようとする土地が、平米当たり25年度の路線価で

いきますと７万9,000円です。弥富市の目の前の土地は７万6,000円です。実質的には3,000

円しか差がないんです。 

 それともう１つは、もし弥富市がきれいな土地として買われれば、これは市のほうにも説

明したんですけど、相続税の評価方式では路線価を使って評価するんですけど、弥富市とし

てはちょうど角地にきれいになるわけですね。こういう場合は、また土地の評価が上がるん

です。そういうことまで全部考えたところで本来交換ということを考えていただかないかん

と思うんですけど、私が説明を伺ったところでは、購入してから売却するという手続で税務

当局との交渉が始まってしまったので、ここのところまでは正直言って話が及んでいないん

ですけれども、実際に交換ということで、弥富市側が考える利用価値と相手側が考える利用

価値が一致すれば、これは十分交換は成り立つんです。これは現実に、もし来年度、26年度

に予算を組まれて執行されるということであれば、そういうところも十分考えたところで検

討されなきゃならないということを最初私は考えました。 

 ただ、今回について言いますと、そこまでは踏み込む必要はなかったので言っておりませ

んが、１対1.28というのに余りにも皆さんがこだわり過ぎて、形がよくなるということの土

地の評価の変更と言ったら悪いですけど、そういうことについては、これは私ども会計士と

か税理士とかということで言っていただければ、多分路線価で評価するときはこうなります

よということは、ある程度のことはわかるだろうと私は思っております。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤議員。 

○１５番（佐藤 博君） 現実の問題として、例えば将来の見込み価格というものは、こうい
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う自治体ではなかなか酌みにくいものなんです。それを酌みましたら、結局、後の用地買収

も、例えば道路なら道路を買おうとしたときに、ここも道路が来ればこの土地は上がるんだ

から、だから高く買いましょうというような買収方法は、公共機関ではできません。その現

実のもので買収するのが妥当なんです。今、公認会計士であられる先生はそういう評価をさ

れるかもしれませんけれども、それは、民間サイドだったら、例えば３倍でも５倍でも買う

場合もありますけれども、公共の場合には、ここだけそういうように見て、あとはまた違う

というわけにいかんのですよ。みんな同じように基準をつくらないかんわけです。 

 だから、その基準というのは、鑑定評価を基準にしておるんです。ただし、鑑定評価が１

社で妥当かどうかということもこれは問題があります。そういう意味からして、今の鑑定評

価を基本にするとするならば、鑑定評価を基準にしておるから、今の１対1.28ということが

出てきたがために、237条を適用して、市長の裁量の範囲を超えておるから議会の議決が要

るんだと、こういうことになっておるわけですね。 

 だから、そういう今の片岡監査委員の論議だったら、あえて地方自治法の237条の２項を

活用する必要はないんですわね。どうでしょうか、その点は。 

○議長（佐藤高清君） 大木副市長。 

             〔「ちょっと待って、監査委員さんへの質問。後であなた方に

はするでいいわ」の声あり〕 

○議長（佐藤高清君） 片岡代表監査委員。 

○代表監査委員（片岡 明君） 今申しましたように、今回の住民監査請求において、いろん

な手続、もしくは条件を一応要求された内容については全部調べました。今私の言った意見

は、そのときにこういう考え方が、多分一般我々の民間企業、もしくは会計士とか税理士と

かという連中がもし評価したらこうなるだろうという話をしたわけですけど、今回の住民監

査請求について言えば、そのことに言及する必要はないもんですから、ただ、考え方として

はそういうこともあり得るんじゃないでしょうかということです。 

 それから、今言われた不動産鑑定をして、例えば将来のと言われましたけど、将来じゃな

くて現実的に購入されたらどうなるかということを私は言っているわけで、将来道路ができ

たというか、そういうところまでは当然考えは及んでいませんし、そういう考え方もとって

おりません。 

 それから、今言った不動産鑑定で購入したらどうなるかということは、市のほうで鑑定が

とっておりませんし、まだそういう鑑定のとり方を、佐藤議員が言われるようにしないわけ

ですね。しないということが、要するに、公共の場合はそういうことはしないという法律に

なってみえるようですので、そのことに対しては、だからしようがないんだと。だから、こ

ういう条文でこうだと言われますけれども、実質的に土地の時価とか評価とかという場合に、
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そういう考え方もあるんじゃないでしょうかと。これは我々の考え方としてあるんじゃない

でしょうかということをわかっていただきたいと思っています。 

 だから、１対1.28というのを、下がるからどうしてもだめなんだということを当初聞いた

ときに調べたときには、そういう強い思いを持ったということはありませんので、そのこと

については、もし次回、住民監査請求が出ましたら、もっと詰めて、そういう考え方をとっ

た場合にどうなるかとか、いろんなことを考えなきゃいけないということは思っております。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤議員。 

○１５番（佐藤 博君） そうしたことをまとめて、今回の監査請求の中には、地方自治法に

おいて最少の経費で最大の効果を上げるという今の自治法の趣旨ですね。それから、地方財

政法においても同じことですね。こういうことで表現はされておりますから、今、片岡監査

委員が言われるのは、これは片岡監査委員の個人的な私見と私は思うんです。だから、行政

という場合には、自治法の精神に従った処理をするというのが行政を行う基本ですので、そ

の点はお間違えをいただいては私は困ると思うんです。そういうことがあるから、今の精神

にマッチをしていないと。だから、監査請求が出たんです。だから、監査請求の本旨という

のは、今そういうことがちゃんと基本が示されておりますでしょう、地方自治法、地方財政

法が。そういう上で監査請求が出ておるんですから、当然、今言われたようなことは含まれ

ておるはずなんです。だから、それが監査請求の中になかったから、そういうことまで私た

ちは監査の対象にしないということでは、監査請求を出された方々からすると、これはやっ

ぱり不本意なことになると思うんです。そこまで行くということになると、これは大変な問

題になると思います。 

 そこで、時間も余りありませんので次へ進みますが、例えば中身の問題でどれだけ検討し

ていただいたかということが問題なんです。説明は私がしましたけれども、市側は、収用委

員会の事業認定を受ける必要がありますということも言っています。ところが、今回の場合

には、私は県庁へ行って調べてきておりますし、直接収用委員にも聞いていますが、全く収

用委員会の必要はないんです。そういう点もあります。 

 問題は、中身について、監査委員の方は全然今回は触れておられんわけですね。中身を触

れずに、今予想されないというだけでぱっと蹴られたから、これだと非常に不満が出てくる

と思うんです。まずそのことを申し上げておきます。 

 そして、例えば市側は、先ほど大木副市長がちょっと口添えしたんですけれども、土地購

入費、物件移転補償費が計上されていなければ、県の審査、事業認可を得ることができない

ような説明をしておりますね。県側は、25年度に土地を取得する予算という解釈をして、そ

して検討するということなんですよ。だから、初めから県に対して25年度の予算は使用しま

せんと、25年度にはこの金額は使いませんと、改めて不用額として26年度にやる金ですとい
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うことでやったら、今の地方財政法の、今は単年度予算、単年度決算ですから、これは財政

法上から間違っておるわけなんです。ことし予算を組んだもの、例えば補正でも、ことしじ

ゅうにこれを活用するというのが前提条件なんです。ことしは活用しないけれども、これは

予算を、例えば認可をとるために必要だから組んだと言っても、この予算は今年度中の買収

予算だと、こういうようにしか解釈はされんわけです。だから、その点は私も県にもちゃん

と聞いてきておりますけれども、県が、もしことし使わないけれども、来年使えばいいとい

うような予算で認可だけとればいいというようなことを説明したとすれば、これは大問題な

んです。その点はどういうように考えておられますか。 

○議長（佐藤高清君） 片岡代表監査委員。 

○代表監査委員（片岡 明君） 今、佐藤議員さんの質問の内容の中で、予算計上を、使う予

定のないものを計上するということはどういうことかということだったんですけれども、こ

のことについては、当初から、会議録だけですけど、会議録を読ませていただいたときに、

先ほど副市長が言われたように、これは不用額として使わないんだということが説明されて

おります。事業認定のための用地取得の予算として計上しているんだと、裏づけとして。そ

ういうことが指摘されておりまして、基本的にこの予算で使われれば、当然住民監査請求の

我々のコメントとして載せなきゃいけないことだと私は思います。 

 だけど、先ほども言いましたように、これは初めから使われないと言っているんで、その

使われない予算を計上することがいいか悪いかという法的な判断については、それは予算の

計上の仕方からいったら好ましいということではないと思います。ただ、それが違法である

かどうかについては、残念ながら私は現在見解を持っておりません。そこまでの深い見識が

あるとは自分では考えておりませんので、使われないという段階で我々の仕事はそこで終わ

りだと思っております。 

 佐藤さんが言われるように、もっと幅広く意見を述べるべきじゃないかということですが、

住民監査請求の基本が、使って、なおかつ住民に損害を与えるということが前提になってお

りますので、そこのところまで行っているかどうかというところで私どもの意見を述べさせ

ていただいているということだと思います。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤議員。 

○１５番（佐藤 博君） ですから、私は今の住民監査請求とはどういうものかということを

最初に申し上げたわけです。 

 住民がみずからの居住する地方公共団体の違法、もしくは不当な財政会計上の行為、また

は怠る事実についてこれを予防しということなんですよ、住民監査請求というのは。やった

から監査じゃないんです。こういうことが起こってはいけませんよという予防も住民監査請

求の一つの目的の中に入っておるんです。 
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 だから、今回の場合には、これは大いに予防をしておるわけです。そして、是正すること

で住民全体の利益を守ることを目的とした制度でありということは、これを余分に使うこと

によって、普通だった１対１だと。それが１対1.28と鑑定士が言っておるものを使うという

ことになれば、これは余分な不当な金というか、そういう支出になると予想されるものにつ

いて、住民全体の利益を守ることを目的とした制度なんです。ただ監査請求者が得をすると

か損をすることじゃないんです。弥富市民全体がこのことによって利益をこうむるわけです

ね、余分な金を使わなきゃ。そういうことを目的とした制度なんです。ですから、住民監査

請求というのは、非常に幅の広い内容があるんです。ですから、私は今回出たのは、中身の

精査はほとんどないわけですね。中身は、ことし使わないことは明らかであるから、これは

却下しますと、こういう形ですね。242条に該当しないと、だから却下しますと、こういう

ことですね。果たしてこんなことでいいかどうかということです。これは、私は非常に問題

があると思うんです。 

 そういう点で私は、今、危機的な状態にあるということを申し上げたのはどういうことか

と申しますと、要するに、監査できちっと監査請求を出した、地方自治法、地方財政法の趣

旨に基づいて違法じゃないかと、こういうことで指摘しておるわけです。だから、それが中

身の審査もなく、ただ、手続上の問題だけで却下されたということになると、住民監査請求

制度が生かされておるかどうかということになるわけです。これは生かされていないと請求

人が判断をしますと、これは９月13日に監査委員会が却下されたことから、30日以内の10月

12日までに住民訴訟を起こす準備が今進められておるわけです。 

 ですから、私は、そんなような住民訴訟事件になった場合に、これは監査も妥当だと。監

査盛況に向けても正当でありますと。市側も正当でありますということであると、これは住

民訴訟になるんです。目の前にわかっておるんです。 

 ですから、本当に市庁舎の建てかえが必要だということならば、そういうような訴訟にな

って、どんどんおくれるようなことになったらいけませんよと。ですから、もう一度きちっ

とその点を踏まえて中身も審査していただくとか、あるいは市側もこういうものについて監

査請求が出たということは、これは何も間違っておらんものだったら監査請求は出ません。

これはおかしいということから出ておるんですから、そういうのを双方が、あるいはまた議

会もそうなんです。議会も市側の説明を受けて議決しておるわけです。そうすると、今度は

法廷の争いになるわけです。そんなことになるとどんどんおくれていくんだから、もう一度

私は謙虚な気持ちでこの監査請求を真摯に受けとめて、議会としても、この補正予算の妥当

性等を検討する必要があると私は考えておるんです。 

 その前提としては、きょう私が緊急質問をしたというのは、そういう日程的な問題が迫ら

れておるんです。ですから、ここで監査委員会及び執行機関等の対応を見きわめた上で請求
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者には判断をしてもらいたいと、こういう考え方を持っておるんです。これが庁舎建設を進

める上で前提条件になっているということです。これはもうだめだと。監査請求も却下され

たと。市側も全く反省の余地がないと。こういうことでどんどん行くならば、これはもう訴

訟なんですよ。目の前にわかっておるんですよ。 

 だから、私はきょう緊急質問でそういうことを考えた対応が、監査委員会にも、それから

市側にも必要でないかと。それをきちっと議会としても対応することが必要でないかと、こ

ういう意味で私は質問しておるんです。だから、もう一度住民訴訟に発展することのないよ

うに、住民監査請求を真摯に受けとめて検討していただくことはできないものかと。 

 私たちは、前にも申し上げたように、監査委員の方々は、議会で私たち同意しておるんで

す。尊敬しておるんです。ですから、今の理屈のこね合いじゃなくて、やっぱり真摯に受け

とめて、今の調査の内容を再度検討していただくことはできませんでしょうか。 

○議長（佐藤高清君） 片岡代表監査委員。 

○代表監査委員（片岡 明君） 佐藤議員がおっしゃるとおり、広く監査意見を述べるという

ことがもし許されるなら、そういうことになるんだろうと思いますけれども、ただ、住民監

査請求に関しては、やはり支出、もしくはその可能性が高いということでないと、それに対

する意見を我々が述べるわけですけど、されそうにもないものに対して、手続的にこうだあ

あだということを監査委員が述べるということは通常あり得ないわけです。 

 先ほどから、予算に執行もされないような予算を組んでどうのこうのということがありま

すけれども、まず議会でそういうような予算が果たして通るということがいいかどうかとい

うことが多分議論されるはずだと思うんですね。法的にどうだという話が出ていますけど。 

 私どもは、お金が出ていかなければ、それを追及するというか、考慮して意見を述べると

いうことはないわけです。だから、今回のように初めから出ませんよということが、一応手

続的には全部調べました。聞きましたし、それで、いつどういう形でお金が出て、どういう

損害をこうむるかということを考慮した上で意見を書くわけですね。ところが、お金が出な

い。今、住民訴訟が起きるとかなんとかと言われていますけど、私にとっては、今の段階で

住民訴訟というのはどういう形で起きるのかなということをちょっと考えているんですけど、

例えばお金は出ていませんよね。誰が損害をこうむって、誰に訴えて、将来どうなるかとい

うようなことまで考えた住民訴訟になると思うんですけど、今お金は出ていませんので、誰

が一体損害するんですか、今の段階で。だから、そこのことについては別に私は答弁する必

要はない人間ですから、住民訴訟が起きるということは十分考慮しています。そういうこと

を考えた上で、我々が意見として述べなきゃいけないものは何かということを考えた結果、

支出されないものであれば、もう却下するしかないねということで結論を得たわけです。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤議員。 
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○１５番（佐藤 博君） 今、私が何回も申し上げていますように、予算が執行されてから監

査請求を出したんでは遅いんです。これは、名張でこの事実が出ておるんですね。予算を執

行されてしまってからでは。だから、名張のようなことにならないように、今の監査請求の

段階できちっと見直しをすることが大事じゃないかということなんです。だから、私は、監

査請求を出していただいた方々は非常に正義感があると思っておるんです。普通だったら、

やってから監査請求を出して、そして損害賠償を訴えるとか。そういうことじゃないんです

よ、これは。それが監査請求を出された、監査請求の趣旨に沿った予防ということですね。

このことについてはどうでしょうか。 

○議長（佐藤高清君） 片岡代表監査委員。 

○代表監査委員（片岡 明君） 予防ということで、現在出されている住民監査請求というの

は、平成25年度に支出されるということが前提になっているはずなんですね。ですから、将

来もし支出されるということであれば、そのときに例えば予算を計上されたときにまた住民

監査請求を出されて、さらに調べてくれということであれば、そういうときは当然そうなる

わけですけど、少なくとも平成25年度の予算には執行されない。そこで、執行されないもの

に我々が意見を述べるということはあり得ないということです。これは水かけ論になっちゃ

って申しわけないんですけど、もし執行が確実、例えば相当な確実さを持って可能だという

か、行われるということであれば、当然我々はそれに対して意見を述べなきゃなりませんけ

れども、それもないということですので、法的にはこれ以上の意見を書くということはあり

得ないということです。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤議員。 

○１５番（佐藤 博君） だから私が最初に聞いたんです。最初に尋ねたのは、自治体の予算

は単年度の予算編成が原則なんです。決算も同様ですね。ですから、最初から本年度は支出

しないような予算を組んだということ、議決をしたということ。この点はどうですかといっ

て私は初めに聞いたんです。これは大変重要な問題なんです。これは地方財政法の中で明ら

かになっています。 

 そうすると、初めからこの金は、予算は組んだけれども、ただ認可をとるためのものだと。

だから、これはことしは使わんから監査の対象になりませんと。これだったら、今の予算を

組む必要はないんです。ただ、予算を組んだということは、県のほうでも、今私が申し上げ

ましたように、認可をとるための予算ではなくて、この予算で25年度に土地を買うという前

提で予算が組まれておるという見解を県も持っておるわけなんです。今は土地は買っていな

いけれども、この金で土地を買収するんだと。県が、もしこれは組んだけれども、ことしは

買いませんと。来年度に使うやつですと言ったら、県から恐らく認可は出ませんよ。そうい

うところをもうちょっと厳しくチェックせないかんと思うんです。 
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 だから、これがどうしてもそういうことで、私が今申し上げておることが意見の相違とい

うか、もう一度きちっと見直していただくということができんようならこれは仕方がないか

ら、住民の監査請求を出された方々にお任せするより方法はないんです。そうすると、法廷

でこの問題について議論してもらうことになるわけですね。そうしたら、ますますこれ、お

くれていっちゃうんですよ。だから、そういう点を私は心配して、きょう緊急に質問を申し

上げたわけです。 

 だから、その点を考えて、今の監査請求の中身がそんなことはないということだけれども、

中身に書いてあるのは、地方自治法、地方財政法で、最少の経費で最大の効果を上げるため

に、こんな１対1.28は過剰だと、こういうようなところがこの監査請求の出発点なんですか

ら、この点は十分御理解をいただかないと、私は監査請求を出した意味がないと思うんです。

どうでしょうか。 

○議長（佐藤高清君） 片岡代表監査委員。 

○代表監査委員（片岡 明君） 佐藤議員が、私に予算の提案とか、そういうことまで踏み込

めということをどうも期待してみえるんですが、監査委員というのは、基本的に支出される

お金に対して、その手続上どうなっているかということをチェックするのが役目でありまし

て、こういう予算が計上されたというのはけしからんとか、そんなことを言える立場に我々

はないわけです。ですから、何度も申しますように、支出がされないようなことについては

損害が起きてこないわけですので、それに対して住民監査請求のところで意見を述べるとい

うことはないわけです。だから、それ以上のことを、例えば今言った議会で行われておる議

員さんの中身まで突っ込んでああだこうだというような権限が私どもにあるとは私は今現在

は考えておりません。ですから、支出されない限りは、我々の役目としては出番がないとい

うことだと思っています。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤議員。 

○１５番（佐藤 博君） これは、監査委員さんの見解と私どもの見解との相違でありますの

で、そういうことであればこれはやむを得ませんから、やっぱり監査請求を出された方々の

今後の対応にお任せするより方法はないと思います。 

 さてそこで、市側も一遍その点について、今監査委員さんはこういう見解を持っておられ

るんだが、市側はどういうような対応をするつもりか、監査委員さんがこう言ったんだから、

我々のやつは妥当だということで押し切る考えかどうか、その点だけ最後に聞いておきます。 

○議長（佐藤高清君） 服部市長。 

○市長（服部彰文君） お答え申し上げます。 

 地方自治法の規定によりまして、住民監査請求の請求人は、いわゆる監査委員の監査の結

果について不服というような状況で御理解をいただければ、次の段階へ進まれるだろうとい
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うことは容易に想像をしておるところでございます。 

 しかしながら、先ほども監査委員の方に答弁をしていただいておるわけでございますけれ

ども、今の内容につきまして、いわゆる請求人がどのように理解をしていただき、そして例

えば住民訴訟というような状況の中において、その内容をどのように織り込まれたのかにつ

きましては、私は一定の予測はできますけれども、その内容についてはまだこれからのこと

でございますので、答弁するところではないわけでございます。しかしながら、きょうも議

運のほうでお話をさせていただきましたけれども、いわゆる訴訟というような状況について

は、これは避けていかなきゃならない。市としても、やはり努力をこれからしていかなきゃ

ならないというふうには思っております。 

 そうした形において、今現在では、議員の皆様方に物件移転補償費、あるいは土地購入費

につきましては、この補正予算の中でお示しをさせていただいているとおりでございますけ

れども、やはりいろんな形で、まだ我々としても努力をしていかなきゃならない。あるいは

地主さんとの交渉も継続していかなきゃならないというふうに思っているところでございま

す。 

 そうした形の中で、先ほど一体的な土地の評価ということについても少しお話がされたわ

けでございますが、そういったことも視野に入れながら、もう一度交換というような条件も

踏まえて、これからは考えていかなきゃならないだろうというふうに思っております。 

 いずれにいたしましても、控訴というような状況になりますと、やはり控訴合戦という形

のものでなってしまいますので、我々は議員の皆さんも一緒だと思いますけれども、一番の

上位目的は、庁舎を建設する、市民の皆様の安心・安全を担保する、あるいは災害等におけ

る司令塔としてのしっかりとした役割を果たすという新しい庁舎、これについての方向性に

ついては一致するところだと思っております。そういう状況の中で、再度我々も努力をしな

がら、議員の皆様のお力添えをいただいて努力していくことをお話しさせていただきたいと

思います。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 佐藤議員。 

○１５番（佐藤 博君） 庁舎の建てかえの必要性ということについては、市長はいつもそれ

を言われるけれども、そんなことはわかっておるから、みんな理解しておる。監査請求を出

された人でもみんなそれは理解しておるけれども、この用地交渉の条件というのが問題だと

いうことなんですね。だから、その点についてしっかりと考えないと、ただ、今の住民の生

命・財産を守るために庁舎が必要だから、そんなことを何回も言っておったって、これは前

へ進みませんよ。だから、その点のことはもうわかり切っておるの、何回でも私は言ってお

るんだ。 

 だから、そんなことを今議論しておることではありませんので、今の補正予算で組まれた



－２５１－ 

補償条件は、今年度は使わないといったって、これが基本になって交渉は行われてきておる

わけですよね。合意されたからこの条件が出たんですよ。これは初めから言っておるでしょ

う。地主さんにこういうことで了解をいただいたから予算を組んだとか、これは初めから言

っておるでしょう。だから、私はそのことが、じゃあそのときにこうやってやったけれども、

今度売買契約なり補償契約をするときに、違ったようなことでおさめられるかどうかという

のは大問題になります。これは市側は不履行だということになります。そういうことになり

ますので、私は、監査委員さんのほうは今言うことで却下されたんですから、これはやむを

得んから、あとは監査請求を出された人の判断を仰ぐより仕方がないと思っております。 

 しかし、私は本当に必要だから建てかえをやりたいということであるならば、もう一度原

点に戻って、しっかりと市民の皆さん方に説明をする必要があると思うんです。あるいはま

た、請求を出された人たちにきちっとした理解をしていただく努力をすることが必要だと私

は思っています。 

 だから、私が前から何回も言っておるんだけれども、要するに市民の皆さんに理解をして

いただけるような説明、そういうことをきちっとやらずにどんどん来たところにこの問題が

あるんです。その点だけつけ加えておきます。あとは、市長がどういうように判断されるか。

これは請求者にお任せをしたいと思っています。 

 以上で終わります。 

○議長（佐藤高清君） 以上で緊急質問を終わります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第26 閉会中の継続審査について 

○議長（佐藤高清君） 日程第26、閉会中の継続審査について議題とします。 

 議会運営委員長から、会議規則第111条の規定により閉会中の継続審査の申し出がありま

した。 

 お諮りします。 

 議会運営委員長の申し出どおり決定することに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤高清君） 異議なしと認めます。 

 よって、議会運営委員長の申し出どおり決定いたしました。 

 以上をもちまして、本日の議事日程は全て終了しました。 

 これをもって、平成25年第３回弥富市議会定例会を閉会いたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午後５時45分 閉会 
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